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財務常任委員会（平成29年９月11日） 

 

◎委員長（関戸郁文君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案11件であります。これらの案件を

逐次議題といたします。 

 審査に入る前に、当局から挨拶の申し出がありましたのでこれを許可いた

します。 

◎副市長（小川信彦君） 皆様、おはようございます。 

 財務常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶をいたします。 

 本日から14日までの４日間にわたり、議案第53号から第56号までの平成29

年度一般会計などの補正予算、そして議案第57号から第63号までの平成28年

度一般会計、特別会計、企業会計の決算認定につきまして御審議をお願いす

るものでございます。 

 さきの本会議におきましても、議案質疑の中で御質問や御意見を賜ったと

ころでございますが、その際の御指摘も含めまして、本委員会での御指摘に

つきましては今後の予算執行等に適切に反映させてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、本委員会には各部長以下主査クラスまで出席をさせていただいてお

ります。御質問に対しましては、誠心誠意答弁をさせていただきますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 最後に、これ以後は私は自席待機とさせていただきますが、慎重審議の上、

全議案お認めいただきますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただ

きます。どうかよろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、副市長退席されますか。 

◎副市長（小川信彦君） よろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、審査に入ります。 

 議案第53号「平成29年度岩倉市一般会計補正予算（第２号）」を議題とし

ます。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、款２総務費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 石仏駅東口の駅前整備計画の検討業務についてお聞
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かせください。 

 全員協議会のときに、土地を先行取得するということが副市長から明言さ

れました。そのような計画は来年度以降どのような計画なのか、お聞かせく

ださい。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 今の御質問ですけれども、まず今年

度、この補正予算案でどのような形での整備が可能かという検討をさせてい

ただいた後、用地の話になってくるのかなと思いますけれども、現時点では

まだ明確なスケジュールのほうは決まっておりませんので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（堀  巌君） 同じく、この件ですけれども、これは岩倉駅東口改

札及び駅前整備計画になっています。メーンは東口改札だと思うんですね、

それに付随して駅前なんだと思うんですが、駅前といってもどのぐらいの駅

前を想定しているんでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 石仏駅の東口改札なんですけれども、

こちらについては基本的に名鉄さんが整備主体になられますので、その東口

改札を設置するためにどういった駅前環境の整備が必要かというようなとこ

ろを検討していく業務であります。 

 それで、範囲についてですけれども、現在検討中でありますけれども、や

はり改札が東口にできるとなると、いわゆる人の移動が随分とこれまでと変

わってくるんだろうということがありますので、駅の周辺の道路のどういっ

た動きが想定されるかというようなところが駅前の範囲になろうかと思いま

すので、ちょっとまだ詳細は今検討しておりますけれども、周辺、道と道と

の結節点はどれぐらいを見るかというようなところで今調整しています。 

◎委員（堀  巌君） 駅前の範囲がまだ未確定という答弁だったんですけ

れども、この519万5,000円の委託料、これは委託ですよね。それで、委託と

いうのはやっぱり命令系統は委託先に任せるということなので、この見積も

りというのは、駅前の範囲が不明確のまま見積もりをとったんでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 見積もりをとる段階では、一定の想

定はしております。 

 ただ、現時点で本当にその範囲の中でいいのかという決定までは至ってい

ないという状況です。 

◎委員（鈴木麻住君） 副市長の全協のときの説明の中で、土地の先行取得

ということでお話がありました。それがある程度めど、見通しが立っていて、

その範囲を今検討しているのか、それともその整備計画をするのにこのぐら

い要るよということで、ほかの場所というか、その範囲もこれから決めてい
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くということなのか。その進め方というのかな、今、要するに先行取得しよ

うとしている土地の中で整備計画を考えているのか、必要な分はこれからほ

かの部分もあわせて取得していこうと考えているのか、ちょっとイメージが

全然見えないんで、その辺の考え方は整理してください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 基本は、全員協議会の中で副市長が

発言された土地の部分の中で、どういった整備ができるのかなというところ

が中心になります。 

 ただし、今回の業務の範囲とすると、そこを踏まえてどういった課題が、

いろいろやっぱりあると思うんです。そうした課題をクリアできるのかどう

かというところで、前提はその取得する部分を想定の範囲としておりますけ

れども、今後、名鉄さんとの協議も始まりますので、そうした中でいろいろ

と詳細を決めていくことになると思います。 

◎委員（鈴木麻住君） その先行取得するための土地というのは、もうある

程度確定されているというか、要するに先行取得できるというめどが立って

の計画ということでよろしいでしょうか。 

◎総務部長（山田日出雄君） できないところを計画するというのも難しい

ですし、現実にそうですよね。どこまでの範囲で設定ができるかというとこ

ろは、少しやっぱり同時並行的な部分が出てくると思うんです。それと合わ

せた形で、そうした土地の取得も検討を進めていくことになると思います。 

 また、当然過大に土地取得を進めていくこともないというふうに考えてい

ますので、少しその辺は、今回、石仏駅の東口改札といったものも改めて、

初めてといった形で具体的に少し検討をしていくというところになっていま

すので、まだ確定していない部分は多々あって、こうして御質問をいただい

ているわけですけれども、そうしたところはちょっと御理解をいただきたい

と思います。 

 ただ、今後一定進捗があったような段階で、また議会のほうにも御報告等

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと内容がやっぱりいまいちわからないという

か、519万5,000円の内訳ですけれども、例えば新年度予算だと、総務委員会

で塚本委員が言ったようにこういった説明資料があって、もう少し細かい資

料が添付されてくるけれども、補正の場合はこの１枚というか、１行だけの

説明なんで、よくわからないのでお聞きします。 

 519万5,000円というのは、どんな内訳なんでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） この金額の内訳ですけれども、基本

的には現状の条件等の把握、そこから計画との整合、市としてどういった整
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備をすることができそうなのかという検討と、あとは今回の中に含めている

のは、名鉄さんが整備される改札、駅舎については、名鉄さんが絵を描くと

いいますか、設計をしますので、そうした名鉄さんとの協議にかかわる調整、

また先ほども少し申し上げましたとおり、人の移動に関する部分で大きく環

境が変わることになりますので、公安委員会、警察さんとの協議というのが

発生してくるものですから、そうしたものに係る資料ですとか検討業務が中

に含まれております。 

 それで、結果的に一定駅東側の区画といいますか、エリアの図面というよ

うなものが基本的な計画として出てくるというようなことを想定しておりま

す。 

◎委員（木村冬樹君） もう一つの総務費の修繕料のほうもお聞かせいただ

きたいと思います。 

 窓口案内システムが導入されて多分５年ぐらいだというふうに思うんです

けど、経年劣化によるふぐあいというものは具体的にどういうふぐあいなん

でしょうか、お聞かせください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 現状、お客さんが見えたときにカウンタ

ーの発券機で券をとっていただきます。そのときに職員のほうの手元のとこ

ろで端末がありまして、更新ボタンを押すとその状況が反映される形になる

んですけれども、そこの更新ボタンを押しても、パソコンでいう砂時計状態

がずうっと続いてしまって、なかなか呼び出したい番号の表示が表示されな

いという状況が全ての端末において発生してしまっているという状況になっ

ております。 

◎委員（木村冬樹君） ということは、発券機ではなしに、その職員の側に

ある更新のシステムといいますか、それが全てだめだというような状況とい

うことで確認させてください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 議員のおっしゃられるとおりです。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかにございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、続きまして議員間討議に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） なしでいいですか。じゃあ、議員間討議はなしと

いうことで、大変失礼しました。 

 続いて、款３民生費、款４衛生費について質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 今、当局のほうから説明があるということですので、許します。 
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◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 先ほど、お手元

に紙を１枚お配りさせていただきました。本会議のときに御質問をいただき

ました野寄児童遊園の補正予算を頂戴している部分の拡張するということで

ございます。ちょっとまだ正式な図面はございませんので、デフォルメされ

たような形というふうになっておりますが、よろしくお願いします。 

 ごめんなさい。表裏がちょっとわかりませんが、野寄児童遊園と書いてあ

るラフ書きのほうでございます。こちらに全体の現状の遊具の位置とか描い

てある中で、斜線の部分、こちらの部分が今回更地となったところで、お地

元からの要望を頂戴して、この形の部分を拡張するということで、より四角

に近い形にということを考えております。 

 それで、この表面の拡張予定地の地の上あたりに丸くベンチというのがあ

ります。ここを踏まえた上で、ちょっと裏面をごらんいただきたいと思いま

す。 

 計画平面図のほうですが、この楕円の網かけになっている部分が現状ベン

チのあったところでございますが、拡張することによってこれが真ん中にぽ

つんとなってしまいますので、基本的にこのベンチを縁へ移設する。 

 そして、あとは既存のＬ字にかぎ括弧の形でフェンス、側溝等がございま

したので、そちらを取り除き、外側にネットフェンスと防球ネットを移設さ

せていただくというところが重立った内容でございますので、よろしくお願

いをいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明がありましたけれども、何か御質問は

ないですか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 老人福祉費の地域介護福祉空間整備等補助金につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 昨年度もこういう介護施設に関する、あのときは火災警報器とそれを通報

するシステムをドッキングさせるというか、そういうための工事を行って、

それに対して補助金が出たということで、今回はスプリンクラーということ

で、こういう整備というのは非常に重要だというふうに思っております。過

去にいろいろさまざまな事件、事故があって多くの方が亡くなるということ

もありましたので、ぜひ整備を進めていただきたいということなんですけど、

スプリンクラーについては設置が義務づけられる要件があって、それ以外の

ところの整備が進められているのかなというふうに思うわけですけど、この
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地域介護福祉空間整備等補助金というものが、例えば１つの自治体で大体１

年に１カ所ぐらいの工事が受けられるみたいな形になっているのか、もしく

は申し込めばどのぐらいの割合で採択がされているのかなということなども

含めまして、国の補助金の状況を少し教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 今回の件につきまして愛知県に確認

をさせていただきましたところ、今回の協議対象でありましたスプリンクラ

ーと防災改修事業のメニューにつきましては、11自治体の申請がありまして、

９の自治体について採択がされたと聞いております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 だから、こういうスプリンクラー設置だとか防災などの対策のものについ

ては、全てが申請して採択されるわけではないというところですが、岩倉市

内にありますいわゆる必須ではない施設の整備というのは、その施設も手を

挙げてもらってやりたいというようなことを聞いているというふうに思うん

ですけど、そういう状況といいますか、こういう補助金があるよということ

での説明だとか、そういう施設のやりとりというのはどのような形で進めら

れているんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 今回の補助金、地域介護福祉空間整

備等交付金につきましては、岩倉市内で対象になる施設が13施設ございます。

そちらにつきましては、３月下旬において周知をさせていただいております。 

 今回、スプリンクラーにつきましては設置義務のある事業所が13事業所の

うち10の事業所でございまして、全て設置がされている状況でございます。 

 火災の連動装置については、現在設置義務があるところについては10戸ご

ざいまして、設置されている事業所につきましては７つございます。 

 補助金の対象となる施設は10でございまして、設置義務は……。 

 確認します。ちょっと済みません。 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開します。 

◎委員（堀  巌君） 公立保育園適正配置方針策定事業についてお伺いし

ます。 

 委員会の議論を傍聴させていただいて、ちょっとわからなくなってきたん

ですけれども、条例の中身にも多少絡んできます。この公立保育園の適正配

置方針については、あくまでも附属機関ではなくて懇話会だと。一方のほう

は公共施設の再配置の附属機関でやると、学校のほうは。その違いというの

はやっぱり予算規模の額の大きさなのか、どこら辺を区分して一方は附属機
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関、一方は附属機関ではないものに委ねるのかということをお伺いします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 附属機関とそれに類似する機関、

懇話会とかについては、一定市のほうで方針を定めております。ガイドライ

ンか、何て言っていたか忘れましたけど、新たに組織を設置する際には秘書

企画課のほうで相談して定めるということにしております。 

 附属機関というのは、自治法の規定があるように、調査とか調停とか、そ

ういう機関だというふうに認識しておりますし、一定委員会の中で意見をま

とめて諮問、答申をしていただくような機関が附属機関としております。 

 それで、懇話会、それに類似するようなものについては、いろんな意見を

いただいて、全体としてまとめた意見は市のほうでつくるんですけど、委員

会としてまとめるものではないと。ちょっと大きな違いはそこなのかなとい

うふうに思っています。 

 なので、保育園のほうは附属機関に類似する機関、あえて懇話会というふ

うにしておりますし、謝礼での予算計上をお願いしております。 

◎委員（堀  巌君） 今のはちょっと答弁になっていないと思います。 

 保育園は懇話会にしましたということを言っているだけで、そのガイドラ

インに基づく、ガイドラインをちょっと記憶を全て細かにしているわけでは

ないので、その違いは知っています。諮問、答申である機関とそうではない

機関と。それはちょっと置いておいて、どうして保育園と学校が違いが出て

きたのかということを明確に回答していただきたいということです。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 保育園については、いずれにして

も、学校でも保育園についても再配置のところで検討していきますし、長寿

命化計画を立てていきますが、学校については再配置の検討委員会の中でも

学校の先生ですとか、ＰＴＡの役員さんも入っていますので、そこで検討し

てもらって計画としてまとめていきたい。形あるものをつくっていく。 

 それで、保育園については、今回有識者もお願いしながら、民間の認定こ

ども園さんの代表、それから父母の会の代表、それから私どもの職員も入っ

て懇話会を設置していきたいというふうに考えています。 

 保育園については義務教育ではないもんですから、また公立と私立、それ

から幼稚園もございますので、全員が公立保育園に行くわけではございませ

んので、そういったこと、それから子どもの少子化に伴う入園希望も、３歳

未満は子どもが減っているにもかかわらずそこはふえてきている、そういっ

たことも検討しながら広く意見を聞きたいということで、あえて懇話会とい

うふうで設置を考えました。 

 再配置のところで検討をしていくと、保育園のところも検討の細かな説明
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にもなってまいりますし、決してその方向を異にするということではなくて、

この保育園の適正配置方針の経過といったものは再配置のほうに報告も随時

していきますし、最終的な再配置の計画の中に反映されていくものというふ

うに考えています。あえて保育園について別にしたのはそういう理由です。 

◎委員（大野慎治君） 済みません、公立保育園の適正化配置方針策定事業

について、これは要綱で定めるものだということだと思いますが、要綱が私

たちの手元にございませんので、総務のときに詳細な資料を提出してくださ

いということでお願いがありましたので、要綱を、資料を求めます。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（大野慎治君） 要綱で定めるというものを、資料を提供してくださ

いとお願いしてあったんで、資料の提示を求めます。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 申しわけございません。要綱

のほうはまだちょっと準備ができておりません。 

◎委員（大野慎治君） じゃあ、いつまでに策定するんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 済みません。今

はちょっと、申しわけございません、いつまでというのはお約束ができない

状況で、いろいろと下調べ、勉強、研究等しているところでございますので、

ちょっといつまでというお約束はできないので申しわけございません。 

◎委員（鈴木麻住君） 今、公共施設再配置検討委員会というのがあって、

検討委員会が当初は29年度中に計画案を策定という予定だったのを１年間延

ばした経緯があります。それで、その１年間延ばした経緯というのが、今の

学校関係の長寿命化を検討すると。それで、もう一点が保育園の適正配置と

いう検討をするということに基づいて１年間延ばしましょうという形になっ

ているんですよね。 

 それで、その中の保育園の適正配置というのは今、懇話会だよというよう

な言い方で、ソフト面を主に協議していくということだと思うんですけれど

も、そのソフト面を協議していく中で、例えばその保育園をどこかとどこか

を一緒にするとかなくすとか、新たに民営化していくとか、いろんな考え方

が出てくるとは思うんですよね。 

 それで、施設の老朽化も対応していくと、検討するということがコメント

で書いてあります。ということは、どう考えても公共施設の再配置検討委員

会にその辺の内容をリンクさせていかないと、検討委員会が何を検討してい

くのか、その保育園について。モデルケースだとか、いろんなケースを今考

えているわけですわ。小学校のあり方も含めながら、保育園とどういうふう

に統廃合していくとかということも、今、モデルケースの中にあるんですよ
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ね。それを今後ずうっと協議していく中で、全然別のところでそういう懇話

会で話し合われたことが検討委員会に反映できないような状態ではまずいと

思うんですけど、その辺はどういうふうに考えられているのか教えてくださ

い。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今、委員のおっ

しゃられたとおり、当然今回の適正配置方針の中には施設の老朽化と、また

今後の保育園の児童数も含めたあり方等を当然お話をしていくとなった上で、

市のほうで方針を決定するということでございます。 

 先ほど来、ちょっと部長のほうの答弁にもございましたとおり、再配置の

委員さんのほうには幼稚園、保育園関係者の委員の方がお見えにならないと

いう状況の中でということでございますので、そちらのほうを私どものほう

でやるということで、当然ハード面及びソフト面に関しましてというところ

で有識者のほうはそれぞれ専門の方をお願いしたいというふうに考えておる

ということでございます。 

 それで、こちらのほうで、当然再配置の方針等も委員の中で、こちらの懇

話会の中で御説明した上で意見を頂戴していくというところを逐一会議のた

びに報告するという形で、やはり専門家、意見を聞ける方がこちらのほうで

御用意させていただく懇話会でやるというふうな位置づけということで捉え

ております。 

◎委員（大野慎治君） 同じく適正配置方針なんですが、要綱もできていな

い状況で、今後のスケジュールと、副市長は本会議の中でできるだけ年度内

に大きな方針を、２年度になっているけれども、つくるように進めていくよ

うな御意見もありました。 

 スケジュールが明確でないのと、また業務策定委託料はどのようなところ

に委託するのかお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） スケジュールに

関しましては、再配置のほうでスケジュール等全体案をお示ししている中で、

保育園に関しましては来年の６月ないし７月までというところでお時間を頂

戴しておると、おおむね１年をかけてということで、再配置協議会のほうで

いただいておる中で、私どももその１年をめどで設定をしております。 

 それで、今年度中に補正予算を頂戴した後にプロポーザルによって業者の

ほうを選定して、今年度中３回、来年度中３回ぐらいに開催できればという

ことで進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 したがいまして、当然補正予算を頂戴する中で、今同時でプロポーザルの

選考のための要綱、また懇話会の要綱自体を今作成をしているというところ
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でございます。 

◎委員（堀  巌君） 公立保育園の適正配置方針の中には、長寿命化とい

う概念は入っているんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 要綱は今のところないということ

をお話ししましたけど、策定方針というのは当然補正に上げるに当たって、

背景とか解決に向けてスケジュール等も定めて補正予算を上げているところ

でございます。この解決の中で、施設の老朽化、適正な定員等の基本方針と

なる公立保育園の今後の適正配置方針を、30年度の公共施設再配置計画が策

定するまでの間に策定するというふうにしておりまして、そのために早急に

懇話会を開催し、専門家などの意見を聞きながらまとめたいというふうにし

ております。 

 長寿命化については、再配置の中でも、保育園でも定められていくという

ふうに考えておりますが、その前段ということで方針を定めていく。それで、

公共施設の再配置のほうのスケジュールにもそれを反映していくというよう

な、６月以降そういうことにしておりますし、それを踏まえて適正配置方針

も調整が必要になってくる部分も出てくるというふうに考えています。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 ちょっと確認しますけれども、そうすると同時並行だけれども、こちらは

懇話会で有識者も入っているけど、あくまでも最終的な決定というのは諮問

機関、附属機関である公共施設の再配置の検討委員会のほうで最終的には決

めていくという、そういうイメージでいいですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 全体の長寿命化再配置については、

それでいいです。 

◎委員（木村冬樹君） 説明書きはこの２行だけだもんだから、なかなかわ

からない部分もたくさんあります。それで、公立保育園の関係ですけど、公

立保育園の適正配置というのをどういうふうに市としては考えているんでし

ょうか。 

 例えば、その懇話会の話し合いによるというふうにはなると思いますけど、

市としては公立保育園をどういうふうにしていきたいのか、ちょっとその方

向が非常に、その方向によって大きくいろいろ考えなきゃいけない部分が出

てくるもんですから、その辺については何か基本的にどういう考えを持って

いるみたいなことはあるんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 少し古いといいますか、23年の12

月のときに、まだ新制度の前ですけれども、岩倉については岩倉型の幼保連

携を目指しますということで、27年度の子ども子育て支援制度のときに、お
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かげさまで岩倉市の場合は認定こども園に移行してくださった。この辺では

いち早く認定こども園が設置できたというふうに思っております。 

 それで、幼稚園、保育園の姿も23年度と比べると、大きく変わってきてい

ます。公立の保育園７園、幼稚園６園が大きく変わってきているのは御承知

のとおりかと思います。 

 それで、子どもについても、今３園については３歳以上縦割り保育を実施

しております。北、西、仙奈は３歳から５歳の縦割り保育を実施しておりま

す。北については、それこそ３学年で２クラスというような状況であるもん

ですから、集団保育ということについて、これ以上減っていくとこれは集団

保育としてはどうなのだろうかとか、効率的な面からいっても40人で１園を

持つのがいいのか、よくおっしゃっていただけているように、大きな建物に

してほかの付加価値をつけるような保育園の可能性もあるのかなというふう

に思います。 

 近隣でも、やはり保育園の合併とかは２つを１つにして200人規模の保育

園にしているとかいうところもございますので、そういったいろんな意見を

もって市の方針として確定をしていきたいと思っております。 

 今、具体的に、合併して何人の保育園にしていくんだとかいう具体な方針

は今のところありません。岩倉は、公と私とで子育てしやすいまち岩倉とし

ての魅力向上をお互いに図っていくというところだと思います。 

◎委員（堀  巌君） 今のに関連して、もう少し大きい話をしますと、以

前、公共施設の再配置検討委員会の資料の中に、保育園の民営化という言葉

が出ていました。 

 これはちょっとショッキングなワードだったんで覚えているんですけど、

これを多分、担当部署には打診があって、再配置のほうでそういう記述をし

たのか、それとも業者が勝手に書いたのか、ちょっとここら辺はデリケート

な問題なので、答弁をお願いいたします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 当然、この再配置の資料に出すに

当たっては、まずは担当課長の会議もあって、それで私ども部長級も見て出

しているので、可能性としてはあるという記述だったかと思います。それを

決めたというふうにはしていない。 

 統合に伴う方針、統合の検討の中では統合を伴う方針と、対象外施設との

統合といったことも書いてありますので、民営化というのも一つの可能性と

しては書いていたと思います。それを決定としたということではないかと思

います。 

◎委員（鈴木麻住君） 先ほどからいろいろ説明を聞いているんですけど、
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どうも納得がいかなくて私の中で消化できないんですけど、今の公立保育園

の適正配置方針ということで、懇話会を重ねていくと。それで、30年の６月

ぐらいまでには方針を定めるというお話だったと思うんですよね。それで、

並行して公共施設再配置検討委員会があって、それは30年度末にまとめると、

計画案を。そうすると、並行してこれはやっぱりやっていく形になるんです

ね。 

 本来だったら、もっと早く公立保育園の適正配置方針を策定して、それを

もとに公共施設の再配置検討委員会でそれをどう取り上げていくか。学校施

設の長寿命化も同じだと思うんですけど、要するにスタートが遅い。全部ラ

ップしてやっていかなきゃいけないというのが、どうしても無理があるんじ

ゃないか。 

 だから、今の公立保育園の適正配置は、保育園だけを考えて適正配置を考

えるのは結構です。だけど、公共施設の再配置というのはそれも含めて、学

校も含めて、全てを含めて検討していくということなので、どうしてもこれ

はラップするというわけにはいかないんですね。 

 だから、本来であれば、もっと早くそういう公立保育園の適正配置をどう

いう形がいいのかという方針を定めてくれれば、それをもとに公共施設再配

置検討委員会で検討することができると。そうすると、より充実した、まと

まった内容でまとめられるんじゃないかと思うんですけど、その辺なぜこの

タイミングなのかというのは、おくれた理由ですね、ちょっと教えていただ

けますか。 

◎建設部長（西垣正則君） おくれた理由ということなんですけど、実際は、

御承知だと思うんですけれども、１次調査、２次調査をやって機械的な形で、

例えば更新年次をめどに、じゃあ岩倉市の公共施設全体をどういうふうに統

廃合をしていこうかというのがスタートで、そういうふうな議論の中で、だ

けど、じゃあ例えば保育園は２つのやつを１つにはできないんですかとかい

ろんな問題が、やっぱり学校も校舎がそれぞれあって、体育館、例えば校舎

南棟、北棟とかがいろいろあって、その更新時期も違うわけですよね。だっ

たら、もう少しやっぱり各施設の方針みたいなところをもう少し明らかにし

ないと、実際に公共施設の再配置というのは成り立たないんじゃないかとい

う判断に至って、たまたま本会議でも言いましたけれども、学校施設につい

ては国のほうからも長寿命化をやりなさいよと、計画をつくりなさいよとい

う方針が出ましたので、いい機会なので今回１年延ばさせていただいて、お

互いにどっちが先ということはないと思います。お互いにやっぱりリンクし

ながらやっていかないといけないと思いますので、そういうふうに結論した
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ということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 学校の長寿命化はある程度理解できるんですけれど

も、一応年内に何とかまとめて、それを再配置のほうに反映していくと。 

 ただ、今の公立保育園に関しては30年６月までかけてやるんですか。そん

な今の答弁だったと思います。そうすると、30年の６月ということは、もう

再配置計画の検討委員会もある程度まとめに入っていかなきゃいけないんで

すね、計画策定を。それまでに十分話し合って、どうするかということをや

っていかなきゃいけないんです。だから、タイミングが遅いんじゃないです

かというふうにお聞きしているんですけど、その辺、ちょっと答弁が違った

と思うんですけど。 

◎建設部長（西垣正則君） これも前に少しお話ししましたけど、懇話会の

お話の進みぐあいというのも当然再配置計画の委員会のほうにも上がってき

ますし、都市整備が事務局、再配置のほうをやっていますけど、懇話会のほ

うにも出席をして情報を交換しながら進めていきます。 

 保育園のほうが来年度まで、できたら今年度中にまとめたいんですけど、

どうしてもやっぱりもう少し時間が必要だということで、６月までにさせて

いただいたということでございます。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問なんですが、それなら内部や父母の会の

皆さんと意見交換、懇話会をして、それをまとめるだけでいいと思うんです

が、大体の方針、内部の方針も定まっていないのに、また委託ですと。その

考え方、過去から考えると、十四、五年前ですか、そういうあり方を考えた

ときは、内部と父母の会の皆さんと話し合ったという経緯もあると思うんで

すが、なぜこれで外部委託というような話が出てくるのかというのが若干私

には理解できないんですが、その辺のところはどのようなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今回、委託をす

るということでございますが、業務内容としましては、純粋にお母様方とお

話をするというだけ、もしくは私どものほうで一方的に、例えば極端な話で

すが統合するとか、まとめるというところを決めるというような、そんな重

大なことをというところもございます。 

 ですから、保護者に向けた例えばアンケートを実施したりですとか、児童

数や保育園数の今後の見通しや、また例えば位置を分析するためには利用者

の、現在の保護者の方の通園実態とかいうようなところもいろいろ細かにあ

る程度調査をした上で、保護者の皆様とはまた懇談に向けてというような形

でやりたいと思っておりまして、そうなると、やはりちょっと業者の力が必

要かなというところで、今回は委託を計上させていただいております。 
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◎委員（大野慎治君） そうしますと、ある程度のそういう方針が決まって

いるなら、我々にある程度の資料は提示できるんじゃないでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 今から提供します。 

 ちょっと印刷する時間をお待ちください。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかの質問でよろしいですか。 

◎委員（桝谷規子君） 総務委員会の中で、公共施設再配置計画検討委員会

の条例の一部を改正する条例の中で、学校施設長寿命化計画の策定に関する

ことだけでなく、公立保育園適正配置方針策定に関することも入れるべきじ

ゃないかという議論が、まだ決着がきちんとつかないままに継続して、財務

常任委員会の中でこの議論をしっかりした中で結論を出そうということで、

また総務委員会ですることになっているわけなんですが、今までの議論で明

らかになってきたことが、再配置計画の検討委員会の中には学校に関するＰ

ＴＡ役員や学校の先生がいらっしゃるけど、より公立保育園の適正配置方針

の策定は所掌事務に入れるだけじゃなくて、より民間、私立の保育園も含め

て丁寧な、専門家の有識者の人たちも含めて、ハード面や保育内容、ソフト

面も入れてより深めた議論が必要だということでよろしいんでしょうか。 

 それで、その再配置の計画に反映していくと言われたんですが、その反映

していくという中には、この懇話会の報告を検討委員会の中に誰がどのよう

に、どういうタイミングの中で報告という形になっていくのかがまだすっき

りしないんですが、そこら辺はどうなんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） なっていくもので、そういうスケ

ジュールで組んでおります。今お出しする「策定について」についても、そ

ういう記述がしてございます。 

 それで、今回、学校の長寿命化のほうも所掌事項に加えていただきますの

で、当然これからの市民の会議のほうにも、学校教育のほうも出席していく。

私も出席していくものと考えておりますし、懇話会のほうには都市整備課の

職員も出席していただくので、その両会議体の報告は出席している者、私な

りからできるというふうに思っております。 

◎委員（桝谷規子君） 今、資料をいただけるものの中には、公立保育園の

適正配置方針策定にかかわることを再配置計画の中に反映していき方という

か、そのスケジュールを具体的にどのようなタイミングで再配置計画の中に

懇話会の報告、議論の中身が反映されていくのかというところが明確になる

ようなものがもらえるということですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 懇話会の全ての報告をするという

ふうには、時間的に合わないかもわかりませんけれども、懇話会の方針を反
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映していくということになろうかと思います。 

 それで、公共施設の配置計画の策定スケジュールでは、今年度のものと、

それから来年度以降のスケジュール化の中では、明確に保育園の計画モデル

ケースに合わせるですとか、そういうことは明確にしておりますので、今か

らお出しするものの中には、これは何回目の委員会に説明してという細かな

ところにはなっております。 

◎委員（堀  巌君） 今のに関係して、もう一回聞きます。 

 公共施設の再配置のほうには、長寿命化計画というのはもともとは所掌事

務にはないもんだから、あえて抜き出して学校施設の長寿命化計画に関する

ことというのを入れるということだ、そういう理解でいいですか。 

◎建設部長（西垣正則君） 長寿命化計画も入っています。 

◎委員（堀  巌君） もともと入っている中で、今回その学校だけ入れて、

さっきちょっと長谷川部長のほうから、公立保育園についても長寿命化につ

いては検討委員会で話されるというような答弁があったと思うんで、そこら

辺がよくわからないんですよ。 

 だから、どうして学校だけを特段に書き込むのかというところが聞いてい

てわからないし、この保育園との違いの明確化、さっきメンバーについては

違うということで、懇話会と委員会の附属機関とは違うというのはわかった

んですけれども、そこら辺にしても特段に抜き出した理由が、保育園との違

いがもう一回よくわからなくなってきていますので、説明をお願いします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） もともと公共施設の再配置検討委

員会の中では、公共施設の再配置計画と公共施設の長寿命化計画はつくる。

ただ、学校についてもその中にも入っていたんですけど、学校については特

に学校施設だけの長寿命化計画として定めていくということで、所掌事務に

加えてもらった。学校施設の長寿命化については各市町もまちまちでして、

自分たちのところ、事務局だけでつくっているところとか、再配置の中でつ

くってもらう、うちもそうだったんですけど、公共施設の長寿命化の中でで

き上がってくるというふうな考え方のところもございます。 

 それで、岩倉市の場合はそこを、学校施設についても公共施設の長寿命化

計画ができて個別計画というようなことも考えておりましたけれども、ここ

で同時にやっていこうと。その中で、学校については別に委員会を設けるの

ではなくて、公共施設の再配置の検討委員会の中で議論をしていただこうと

いうことを考えたところでございます。 

 なので、もともと全体の公共施設の長寿命化計画をつくるということは、

再配置検討委員会の所掌事項だったということです。 
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◎委員長（関戸郁文君） ちょっと待ってください。暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 そのほか、質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） このいただいた資料で聞いていいですか。 

 策定スケジュールの中に検討委員会の設置となっていますけど、この検討

委員会というのは懇話会とどう違うんですか。 

 ３番の策定スケジュールの29、30年10月の下に検討委員会とあるんですけ

ど、これは懇話会とどう違うのか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 大変申しわけありません。これは

誤記で、訂正をお願いいたします。 

 括弧内は懇話会の設置の訂正でお願いします。大変失礼しました。 

◎委員長（関戸郁文君） 括弧内、懇話会に訂正でお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 報償費で委員会記念品と書いてあるんですけど、記

念品というのは何でしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 謝礼という中で

現金という考え方と、最近はほかのところでもいわゆるカードというんです

か、クオカードとかいうような、図書券とか、そのようなカードという謝礼

の仕方もあるということでございましたので、まずは大きい枠で書き方とし

ては記念品と書かせていただいておりますが、内容としてはそのようなもの

を想定しております。 

◎委員（宮川 隆君） 僕も、公立保育園の適正化配置方針策定事業の関連

でお聞きしたいと思います。 

 各委員がいまいちすっきりしないのは、例えばその懇話会でやることによ

って緩い縛りの中で自由に発言できるのかもしれない。それは一定認めたほ

うがいいのかなと思うんですよね。でも、先ほどの部長の答弁の中で、公共

施設の再配置計画の中には専門家がいないから、別枠で、懇話会で意見を聴

取しますよということだったんですけれども、じゃあ決定する機関は委員会

のほうに委ねるということですよね。要は、専門家がいないところで決定し

ますよということに言いかえられる部分もあると思うんです。 

 それでもう一点、これはちょっと学校教育のほうと絡んできてしまうので、

ここで聞く話かどうかわからないんですけれども、学校施設の再配置計画に

関しても、国が言ってきたからというお言葉が何回か出てきているんですけ

れども、もともとの再配置計画の策定委員会の中には計画としてあったわけ

ですよね。あったものを、わざわざなぜここで国が言うからやらなければい
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けないか。今までやっている計画の中に含まれていますよで終わる話ですよ

ね。 

 それで、もっと言えば、その委員会のメンバーをもう少し重圧するために

補正をかける、もしくは委員会の回数をふやすために補正をかける、それは

いいと思うんですけれども、なぜ今まで決まっていたものを別枠で予算をつ

けてくるのかというのがいまいち読めないということで、そういうのが幾つ

か二重三重に重なってどうも理解しづらい、納得しづらい、腑に落ちないと

いうのが、悶々としているというのが皆さんの大枠の中の心の中なのかなと

思うんですけれども、その辺をすっきりさせていただけるような答弁はいた

だけないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 本会議でも少しお話ししたかと思

うんですけど、もともと国のインフラ長寿命化基本計画が平成25年にあって、

平成28年までに総合管理計画をつくりなさいというふうになっています。私

どもは、だから、28年度には総合管理計画をつくりました。それで、各公共

団体は総合管理計画に基づいて個別の具体的な方針を定める計画として、個

別施設ごとの長寿命化計画を32年度までに策定することになっています。こ

れは学校施設じゃなくて、全体としてということでございます。 

 特に教育委員会については、学校施設がどこの公共団体でも一番施設とし

て大規模であると、重要な地域資源だということもありまして、これまでの

ものは大体内閣府等がつくってきていたんですけれども、文科省が独自に学

校施設の長寿命化の手引を27年４月に出した。それで、その後に今回は29年

３月に長寿命化計画策定に係る解説書も出してきた。いずれにしても、32ま

でにつくるというところでございます。 

 岩倉市としては、この公共施設の再配置計画の中で長寿命化も出てきます

ので、学校施設についてもそれを受けてというような考え方もありましたけ

れども、やはりそこで全体のものができてから個別のものをつくると整合性

を欠くのではないかという議論もありまして、同時進行、学校施設の長寿命

化もつくっていくということで、今回の補正になっているところかと思いま

す。 

 それで、学校施設の長寿命化計画は、全体の長寿命化計画より少し細かく、

今後５年間でどう費用をかけていくというようなことも示していく考えでご

ざいます。これはまた各自治体によって規模も違うと思うんですけれども、

ほかの本当に大きな自治体を見ますと、来年度に改修、何億円とか、学校の

名前を定めずに長寿命化を出しているところもありますけれども、岩倉市は

７校だけだもんですから、ここ５年間等については個別のところまで定めて
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いけるのかなというふうに考えております。 

 ほかにも、他市町を見ていましても、学校についてはもうつくってあるよ

だとか、今やっている全体の中で決めていきますよとか、対応はまちまちで

す。文科省が言う長寿命化計画を全体の中でやっていく、全体ができてから

見ていくというところなんですけれども、もうできているところもあります。

学校だけができていて全体ができていないところもありますが、岩倉市は今

回の補正で同時にやっていくという方向が一番効果的、効率的だろうという

ふうに判断したところでございます。 

◎委員（堀  巌君） 最後にもう一回、学校のほうは細かくやっていくか

らという話だったんですけど、それはそれでいいんです。だけど、条例の仕

立てとしては、所掌事務の中に長寿命化があって、学校だけを抜き出してま

た加えるというのは、どう見てもおかしいというのが一点。 

 それから、この適正配置の方針策定業務の委託も、これは方針を決定する

のはあくまでも執行機関です。ここの委託をするのは、例えば方針策定に係

る調整業務の委託なんではないでしょうか。そこら辺が、検討委員会もそう

ですよ、公共施設の再配置を決めるのはあくまで市で、あくまでも諮問答申

してもらうだけなので、最終的には市が決めるんです。だからそこら辺がご

ちゃごちゃして、言葉の使い方とか誤解があってわかりにくいようになって

いると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 それともう一点、さっき鈴木委員が言われたように、７月にできて、それ

で同時並行というのはやっぱりあり得ない。７月までは、そこの議論は公共

施設の再配置の中でできないはずです。やっぱり手戻りしちゃいます、して

いると。だから、そこら辺も７月以降にどういうふうにやっていくかという

ふうになっているのか、あくまでも同時並行でキャッチボールをしながらや

っていくのかというところで、まだちょっと見えていないのかなというふう

に思います。 

◎行政課長（中村定秋君） 最初の条例のことで明らかにおかしいという話

でございましたので、それについては例規を担当している行政課のほうから

お答えをさせていただきます。 

 確かに、もともと公共施設再配置計画の検討委員会の業務の中にその他再

配置計画に関することというのはございましたが、今回は文科省のほうから

も学校施設の長寿命化計画という名称で計画をつくれと言っているわけです

から、それが公共施設再配置計画の中にも含まれるからといってそこの中で

片づけるのではなくて、やはり予算も出す以上、しっかりと所掌事務として

明記しようという議論の中で今回条例改正をしておりますので、全く間違っ
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ているというのは、私はそれはちょっと違うのではないかなと思っておりま

す。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 委託の業務名に

ついてでございますが、確かに公立保育園適正配置方針に係る懇話会という

ことで、確かにそれは配置方針調整に係るというお尋ねかとは思っておりま

すが、基本的に今までも、私の記憶の中でになると、新たな基本方針や計画

をつくるときは計画策定業務というふうになっておるものですから、これで

気持ちの中では当然その方針をつくるのは市という中でも、それに関する作

業をするという意味で方針に係るというところで、係るというところにその

ような調整という意味合いがちょっと含まれているのかなというふうに理解

をして、今回の委託名称のほうは担当課のほうから上げさせていただいてお

ります。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） それからあと、この関

連する業務との再配置計画の整合性なんですけれども、先ほど来お話があり

ますが、今年度２つの業務が新しく並行して入るということで、実際、再配

置の検討委員会もしくは協議会のほうで御議論いただく部分については、ま

だ実際、今学校と保育園がクローズアップされていますが、それ以外の地区

集会場ですとか、その他の公共施設がまだございます。そちらについての個

別の方針について、今年度は御議論をいただく時間をとっていただいてとい

うふうに考えております。 

 それは特に、例えば集会所については地区へ譲渡したいということを私ど

も方針としては出しておるんですが、そこについてまだ細かな議論ですとか、

そういったものもされていないということで、そちらもかなり重い議論にな

ってくると思いますので、そういったものを中心に実施をしたいと考えてお

ります。 

 また、保育園計画も来年度６月までに線を引っ張っておるわけなんですけ

れども、当然ですけれども、ここまで、私ども事務局としましては、こんな

にかかってはというのは正直あります。後が全然時間がない中で、また委員

会を開いてということは非常に厳しい部分があると思いますので、そちらに

ついてはもう少し事務局として担当課に巻いてつくっていただくということ。

それから、その整合性の部分では、私どもは事務局として再配置計画をつく

っておるんですが、その前に総合管理計画という市の一番上位の再配置に係

る、要は長寿命化も含めてですが、計画を持っておりますので、現状維持で

このまま計画をつくっていただいて終わりということは、たとえ同じ役所の

中でも、13％の敷地面積を減らさないと40年後立ち行かないということがわ
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かっているもんですから、そちらについては常にかかわりながら厳しく事務

局としてお願い、もしくは指導、言い方はちょっときついですが、をさせて

いただきながら、きちっと再配置計画は30年度に完成するように努めてまい

りたいというふうには思っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） 今の課長の答弁だと、要するに再配置検討協議会、

我々がやっている協議会、それと検討委員会において、今の公立保育園の適

正配置がある程度方針が決まるまでは議論をしても余り意味はないですよと

いう、議論は避けてくださいというような内容だったと思います。それ以外

の施設の検討協議をしてくださいというお話だったと思いますが、それでい

いんですか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 済みません、ちょっと

私の発言がまずかったと思います。 

 訂正させていただくのであれば、検討委員会と、それから協議会について

は10月以降、協議会については毎月、検討委員会についてもまだ学校の施設

とあわせて５回開くことになっています。 

 その中で同時に学校と保育園の計画策定が始まってまいりますので、例え

ば月１の協議会の中で今の状況を御説明させていただくということは必ずや

っていただいて、逐一情報交換といいますか、お話をさせていただいて、ま

たそれをフィードバックするなり、単独で片方の事業だけが策定が進まない

ようにということは考えておりますので、必ず協議会と委員会のほうで御報

告、少し御意見をいただくということを徹底してまいりたいと思います。 

◎委員（鈴木麻住君） 先ほどちょっと質問させていただきましたけれども、

そもそも公立の保育園の適正配置を今やること自体が遅いんじゃないかとい

う、タイミング的にね。どうしてもラップするんで、そこら辺のすり合わせ

というか、折り合いをどうやってつけていくかというところが非常に不明確

なので、結局やっぱり時間的に無理がある。だからもうちょっと延ばすとか

ね、公共施設の再配置の検討委員会でその計画を策定するのをもう半年延ば

すとかいうことも考えるべきじゃないのかなと思うんですけど、今本当に補

正予算で急にぽんと入ってきたこと自体が、なぜこのタイミングでというの

がどうしても理解できません。 

 だから、どうしても無理があるんだったら、どっちかをずらして延ばすべ

きじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） もうこれで１年延びた

ということが一つありますので、半年の中で学校の長寿命化、それから半年

プラスアルファで子育て支援課のほうが保育園の計画をつくれるということ
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になっておりますので、30年度の後になりますと、ちょっとばたばたという

か、非常に短い中での御議論になるとは思うんですが、やり切れるというこ

とで、30年度に策定を終えようということで今進めさせていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 当局をかばうわけではございませんが、検討委員会

からも、我々の検討協議会からも、保育園のあり方、学校施設のあり方とい

うのはもともと最初からこんなモデルケースを示していいのかとか、もっと

内部で検討されているのかというのは、御指摘は早い段階からされていまし

た。逆に言うと、検討委員会、私たちの議会側の協議会からの御指摘事項で

今回これをつくることになったんだと思います、もう一回見直すということ

で。 

 ただ、先ほど出ました公共施設等総合管理計画、その後直ちに再配置計画、

もうほとんどラップしていました。その間に内部でもっと検討しなきゃいけ

なかったことがあったと思うんですが、その間は何をやっていたんだという。

総合管理計画をつくって、その後再配置計画をつくる段階において、指摘さ

れることはわかっていたんじゃないのと、内部でもっともっともんでいなか

ったんじゃないのかという、モデルケースや何かを示したこと自体が、ちょ

っとあの間に時間をとるべきだったんじゃないかという反省はあるんでしょ

うか、ないんでしょうか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） この間、検討部会とい

うことで所属課長に集まっていただいて、一定の議論はしてきていただいた

わけなんですが、結果としてモデル事業の案をお示ししたときに初めて、例

えば今モデルが一つあります、東小学校の中に仙奈保育園とあゆみの家を持

っていこうということで実際に議論をし始めたときに、仙奈保育園の近くに

ある幼稚園とかぶっていいのかというような議論が、そこの中でやはり保育

園として全体のあり方を民間も含めて考えるべきだということが内部で発覚

したということで、そういった部分では担当課も含めて真剣には考えてきて

はおったんですけれども、ちょっと気づかなかった部分というか、甘かった

部分があったと思います。 

 私ども、モデルを出す側としても、都市整備課としてやはり担当課に頼り

過ぎた部分もちょっとあったのかなという部分がありますので、こうやって

改めてこういう場を持っていろいろ御意見をいただいて、また計画もきちん

と保育園と学校でつくっていこうということになりましたので、きちっとま

た最終的には今以上のいい案ができて、皆様に納得いただくような再配置計

画でできましたということで御報告できるように頑張っていきたいと思いま
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す。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、前の質疑の答弁を。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 先ほど木村議員のほうから、スプリ

ンクラーと自動火災報知設備の連動工事を含めて、設置義務のない施設に対

しても設置を求めてはというお話がございました。 

 設置義務がなく、補助金の対象となる施設につきましては、現在３つござ

いますので、この事業所に対しましては、引き続き補助金メニューとして県

から案内があれば防火面の有効性をお伝えし、事業所に案内をしてまいりま

す。 

 なお、設置義務があるところの状況でございますが、スプリンクラーにつ

きましては設置義務があるのは10カ所で、全てが完了となっております。 

 自動火災報知の連動設備工事につきましては、設置義務のあるのは10施設

で、７つが設置、３つが未設置となっておりますので、今後期限までの設置

につきまして、消防の立入検査等において設置の指導をされると聞いており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 ちょっと整理が必要だなというふうに思って、私たちもいわゆる必須な施

設、面積の要件だというふうに思いますけど、500平米以上になるんですか

ね、こういうところについては火災警報器と通報装置の連動というところで

あと３施設が残っているということで確認させていただきました。 

 また、必須ではないところでもまだ３カ所ぐらい、国の補助金がつけられ

るようなところがあるということで確認させていただきましたので、わかり

ました。今後も進めていただきますようによろしくお願いします。 

 それで、もう一点、保育園費のほうも少しお聞きしたいんですけど、修繕

料が幾つか出ています。それで、この間少し議論をしております東部保育園

の職員室と東側の乳児室に渡る廊下のところの部分の雨漏りが多少あったと

いうことでお聞きしているわけですけど、ここの部分についてはもう感知さ

れているという認識でいいのかどうか、その点についてお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今、御指摘いた

だいた建物と建物の間の屋根の部分でございます。 

 もともと当初のころには、私どもの営繕とか職員の自前でやって、ちょっ

とつくりが甘かったんじゃないかというような話も出ておったところでござ

いますが、そこはちょっと改めさせていただくというところで、当時、何年

か前にきちんと専門の修繕をお願いしてやっていただいたところであると。

確かにそれでも経年によるところはあります。ただ、本当に雨が吹き込む、
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多少漏るというようなところは、本当に大きな台風とまではいきませんが大

雨のときには多少漏れるような事態はございましたが、通常時においてはそ

こまでは至っておらんというところで、今回の修繕には上がっていないとい

うところでございます。よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） 戻りますけど、公立保育園の適正配置の件で一点、

お願いだけしておきます。 

 これは委員会、協議会が逐次一定、協議会は今月１回くらい開いているん

ですけど、そのときに今の懇話会の状況、今どういう内容で話が進んでいる

とか丁寧に説明をしていただければ、多分もうスケジュール的にこれは並行

してやっていかざるを得ないということなので、できるだけ早く方針をまと

めていただいて、協議会なり委員会なりに報告いただければとお願いしてお

きます。 

◎委員（堀  巌君） 僕はお願いじゃなくて、ちょっと教えてほしいんで

すけど、学校の長寿命化計画をつくりなさいというのは、国からどういった

形でおりてきているんですか。ただの通知なのか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっと確認してきます。 

◎委員長（関戸郁文君） では、後でということで、よろしくお願いいたし

ます。 

◎委員（塚本秋雄君） 一回だけ、質問させていただきます。 

 公立保育園の適正配置方針の策定だから、当然、方針をつくれば計画はつ

くられますよね。そこをお聞きします。 

 計画はつくらない、方針で終わり。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在は、この公

共施設再配置計画に関するところの、こちら側からの方向を示すということ

で、方針というところまでの計画をしております。 

◎委員（塚本秋雄君） この背景を読ませてもらって、ちょっと考えるんで

すけど、公立保育園の適正配置、多分背景というか、趣旨というのか、待機

児童の対策や集団規模の適正化と言われてよその市町村はつくってきている

と思うんです。簡単なことを言うと、適正規模も入ってくるんじゃないかと

僕は思うんだよ、適正規模。 

 そうした場合、思い、方針を策定する部分じゃないかなと思っています。 

 一番最後のところに、一方、３歳以上の児童について著しい減少傾向を示

している、３歳以上児と終わっちゃっているけど、当然、幼稚園が拡大して

こればそこへ入っていくわけだからという部分もかかわってきますので、や

はりこれをつくることによって方針の段階で保育園の適正規模を決めてしま
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って、計画もなしに考えられていくということについては、この部分の策定

業務委託、このぐらいの補正予算で出てくる部分はちょっと弱い。もうちょ

っと真剣に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今、当然御指摘

いただいたような園児数の動向であるとかも、先ほどちょっと申し上げた業

務の内容のところでは園児数の動向等を見据えて進めていくというところで

ございます。 

 ここでの書きぶりとしては甘いかもしれませんが、将来公立、あくまでも

公立保育園のというふうに限定はさせていただいておる内容ではございます

が、当然中では認定こども園、私立の幼稚園等のバランスも含めて一定議論

されることは十分に想定されることとは考えておりますが、あくまでも今回

は公立保育園のということで定めさせていただいておりますが、御指摘の内

容等は肝に銘じながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

◎委員（大野慎治君） 野寄児童遊園拡張工事についてお聞かせください。 

 拡張するに伴って、一時的に児童遊園が閉園すると思うんですが、いつか

らいつまでの予定でしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まだ工事の詳細、

どのようなスケジュールで詰めていくかというところまでが、設計が終わっ

た後、詰めていくことになってまいります。また、場合によっては一部使用

できるところがあるかもというところもございますので、そこは状況を見な

がら今後決定をしていきたいと。 

 また、決定した暁にはお地元のほうには当然周知をしていくということで

考えております。 

◎委員（堀  巌君） 同じく、児童遊園についてお尋ねします。 

 拡張する基準みたいな、面積とか、ほかのところでも近くで隣接している

土地があると、それで貸してもいいよということがあれば、のべつ幕なしに

借りて拡張するのかという点について、その考え方についてお伺いいたしま

す。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在、私のとこ

ろでその明確な面積等の基準というのは持ち合わせておりませんが、今回に

つきましては形が、図で見ていただいたとおり、一定ちょっといびつなとこ

ろで、これを据えるところによりというお地元からの要望をいただいた中で、

総合的に判断をさせていただいたものでございます。 

 これ以上、じゃあ次はどうするかというところまでも、今のところ細かな
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ものは持っておりません。よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） やはり児童遊園にも狭いところとか大きいところと

かいろいろありますよね。それで、狭いところについてはやはりもちろん地

元の要望というのが大事だと思うんですけれども、そこら辺との兼ね合いで

一定基準的なものを持っていないと、そのときの係とか人の判断によって変

わっていってしまうような気がするんですが、今後持つ必要というのはお持

ちではないでしょうか。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開します。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 児童遊園については、児童福祉法

に規定する児童施設の一つであって、おおむね1,000平米という基準という

ことでございます。 

 この野寄については、岩倉市内の児童遊園の中でも４番目ぐらいに大きい

ところだったかと思います。北島、井上の次ぐらいの大きさで、既にその大

きさではあるんですけれども、形がいびつで、民家があって。遊具が道路か

ら見えない死角の場所にあった状況でございまして、そこが更地になったと

いうこと、それから地元からの要望もあってということで拡張を検討し、当

然整備費、借地料はかかってきますので、それを踏まえても必要な施設の拡

張であるという判断を踏まえて補正に計上しているところでございます。 

◎委員（堀  巌君） そうだということはわかりますが、ほかのところで

例えば面積に満たないような小さいところというのは、もし同じようなこと

があったらやるという、そういう今後の方針みたいなものを定めたほうがい

いんではないかというさっきの質問です。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 済みません、過去にも寄附でいた

だけたり、逆に返してくれと言われたりというところも、一部返してという

ところもございます。 

 方針については、その場所ですとか、既に町内に２カ所あるところ等もご

ざいますので、その場所場所を見て検討していくものと考えます。 

◎委員（大野慎治君） 地域交流センター運営費でお聞かせください。 

 くすのきの家１階南側の窓があきにくくなるふぐあい、これは大分前に僕

も現場へ行かせていただいて、あけようと思ったら怖くてあけられませんで

した。 

 かなり前からこういう状態だったんじゃないかなというので、私もそう思

いますが、いつからこのようなふぐあいがあったのか、認識していたのか、
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わかればお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 済みません、私

の答弁ということで、私はこの４月から来ておるもんですから、私の認識の

中でいくと、今回いろいろと全体の施設を見ていく中で、担当からの聞き取

りということで承知をしたということです。 

 それで、会話の中でも数年前というところでございます。ちょっと明確な

ところは持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 認識した時点で、できるだけ早く修繕していただき

ますよう強く要望させていただきます。ごめんなさい。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは済みません、暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、質疑に入ります。 

 続いて、款５農林水産業費、款６商工費について質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 商工費の尾北自然歩道管理費の休憩所施設等修繕の

関係ですけど、トイレの詰まりですとか蛇口の関係ということは聞いていま

すけれども、これがそうなる要因というんでしょうか、何かいたずらなのか

劣化なのか、その辺のことがもしわかっておられたら、お聞かせいただけな

いでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 老朽化による劣化ですとか、またい

たずら、それぞれあります。 

 それで、今年度も実際には老朽化によって取りかえさせていただいたもの

もございますし、いたずらによって修繕した部分もございますので、どちら

もあるといったところでよろしくお願いいたします。 

◎委員（梅村 均君） いたずらのほうもあるということでありますけれど

も、このあたりの何か対策みたいなものというのはありますでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 休憩所の管理ですけれども、定期的

に見回りをさせていただいております。また、いたずらの破損等につきまし

ては警察に被害届を出しまして、パトロールの強化をお願いしているところ

であります。 

 また、状況によっては実際にその現場の写真を撮りまして、少しそのもの

を休憩所だったりトイレに張りまして、加害者に心理的に少し訴えかけるよ
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うな、そんな取り組みもさせていただいているところです。 

◎委員（堀  巌君） 用排水路改修工事ですけれども、これの工期は何月

から何日を予定されているんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらに関しましては、この議会で補正

の承認をいただければ、すぐ施工伺のほうが出まして、早ければ10月末には

業者が決まるのではないかと思っております。 

 それから、準備が当然入りますので、早ければ年内に着手とは考えられる

んですけれども、年末年始がございますので、その辺は受注業者が決まりま

したら工程のほうは打ち合わせをさせていただいて、決めていきたいと思っ

ております。 

 あと工期、いつまでに終わるかということなんですけれども、一応、場所

がちょっとやりにくいところがございますので、僕的には３月いっぱいとり

たいなとは思っているんですけれども、また年度末に工事が集中するといけ

ませんので、担当としては２月中に何とか現場をおさめたいなというふうに

思っております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 続いて、款７土木費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 道路新設改良費の舗装側溝工事についてお聞かせく

ださい。 

 側溝のふたをかけるところの要望もよくあると思うんですが、そのふたが

以前よりもよく、ガタガタといってすごくがたつきが多かったり、車がよく

通るところではふたの劣化というか、角がよく割れたりして激しいところが

多いんですが、最近、狭い道路とかで非常に、お聞きするとスリット側溝と

いうらしいですけれども、今までのふたと違って長い側溝のふたというか、

そういう工法の、がたつきが本当にない、狭いところでも非常に側溝整備が

きれいにされているようなところを見かけるんですが、今後そういうスリッ

ト側溝のほうに移行していただきたいなと思うんですが、そこら辺はどうな

んでしょうか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 側溝のふたはいろんな種類がございまし

て、そこの場所場所によってよりいいものをつけているというのが現状で、

基本的にはメンテとかのことを考えますと、今までの従来の側溝ぶたのほう

が簡単に掃除もできますしというのがあるんですが、ただ場所によっては本

当に大きなふたをかけなければいけないようなところで、車が通っていくと、
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絶対にこんなところは人力で上げてふたなんか掃除できないよというような

ところがございます。そういうところはそういったスリット式にしたりだと

か、まだまだこれからいろんな製品が出てきますので、場所場所に応じてそ

の辺の製品は選んでいきたいと思っています。 

 なので、当面というか、方針として全てのところをスリット側溝にしてい

くというのではなくて、従来どおりの、今までの方針とは変わらずに、場所

に応じたよりよい製品を使っていくということでございます。 

◎委員（桝谷規子君） もう少し教えてほしいんですけど、スリット側溝は

経費的にかなり、今までのふたよりも高額なんですか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） コスト面では、そちらのほうが高くなり

ます。 

◎委員（堀  巌君） 天保橋かけかえ事業で教えてください。 

 本会議で質問、質疑があったかどうかちょっと覚えがないんですけれども、

この北名古屋市の工事負担金の減額に伴いというふうに書いてあります。こ

の減額というのは幾らで、この減額に伴って今度工事費を計上するというふ

うに書いてあるんですけど、これは減額されたから財政に余裕が生じてこの

2,754万9,000円を新たに計上するという意味でいいんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） まず、予算は9,000万ぐらいで負担金と

して計上させていただいておりました。こちらは北名古屋市のほうに予算作

成の段階で幾ら工事費がかかりますかというのを聞きまして、そちらのほう

を上げさせていただいております。 

 それで、橋梁に関しましてはかなり見積もりで製品を積算することが多く

ございまして、北名古屋の予算の作成の段階では、メーカーによる見積もり

で積算をするということで予算を計上されております。 

 今度、発注のときになりますと、国のほうのお金が当然国費事業として北

名古屋のほうも事業を実施しておりまして、そのときにはもうちょっとその

見積もりの価格というのを精査します。これが愛知県の基準にのっとってや

っているんですけれども、例えば１つの製品が10個ありますと、これが概算

費用で100万を超えるような場合は特別調査をかけなさいという決まりがあ

りまして、特別調査というのは何かといいますと、製品単価を外部委託みた

いな勘定をして市場調査をしてもらって、より適正な価格で単価を決めるん

ですね。それを行った部品が結構ございまして、そうするとかなり費用が抑

えられたということになりました。なので、実際は今協定を結んでいるのが

たしか6,000万ちょっとなんですね。7,000万を切っていたと思うんですけれ

ども、その辺で予算が抑えられたということがございます。その分、岩倉市
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も北名古屋に対して負担金の中に国費も当て込んでいますので、その分下が

ると、国費も若干浮いてくると言ったらちょっと言葉が正しくはないかもし

れないんですけれども、その浮いてきた国費というものを有効利用するため

に、一部工事のほうを着手するということでございます。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） 街路費についてお尋ねします。 

 北島藤島線の橋梁の伸縮装置設置部の騒音対策費ということで、864万計

上されています。 

 これは騒音がどのぐらいの音が出るのかというのは多分測定されていると

思うんですけど、どの程度騒音は出るんですか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） その前に、ちょっと概略を説明させてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

 済みません、本当は先に説明しなければいけなかったかもしれませんが、

Ａ３の縦の紙で、簡単に発生箇所、原因、対策方法ということでまとめさせ

ていただきましたので、そちらのほうの説明をさせていただいて、鈴木委員

の質問に答えたいと思います。 

 まず、発生場所としましては、手元の資料の図１の箇所の横から見た、ち

ょっと漫画チックに絵が描いてあるところの丸印がつけてあるところで、騒

音が発生しております。 

 これはどんなような場所かといいますと、伸縮装置という部分がございま

して、橋と橋とか、橋台の間をつないでいる部分がありまして、橋のジョイ

ント部分になります。こちらがどういう部分かといいますと、まず伸縮装置

というものが橋と橋をつないでいる小さな橋と思っていただければ結構なん

ですけれども、その上を車が通るときに、原因としては太鼓みたいになって、

桁と桁と橋の間というのは、ある程度一定の空間があるんですね。その空間

というのは、地震が来たときに桁同士がぶつからないだとかというのがござ

います。その地震の種類もいろいろありまして、まず橋が動く原因となるの

は温度だったりとか、車が通過しますよというところで多少揺れたりするも

んですから、常時という揺れと、あと地震の関係でレベル１、レベル２とい

うのがあるんですけれども、レベル１というのは、常によくゆするような地

震ですね、しょっちゅう揺れるような地震がレベル１というものになります。

その伸縮装置というのはレベル１で壊れちゃいかんもんですから、それに対

応できるような製品が今つけてあります。 

 今度、レベル２となりますと、それこそ本当に阪神の地震だったり、東日

本の地震という何十年に一回しか来ないような地震ですね。今度それが起こ

ったときに、伸縮装置というのはもう壊れてもいい。だけど、桁同士がぶつ
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からないようにしましょうと。それは解析をかけて必要な遊間と言われる部

分、図２のところの遊間というものが決定されます。それで、その上に先ほ

ど言った小さな橋みたいな部分、それに耐えられる伸縮装置というのをつけ

ます。 

 その結果、現況の写真を見ていただいて、表面上はゴムの部品のようなも

のが実際ついております。横から見ますと、写真がついているんですけれど

も、ちょっと上のほうは、高いところの部品は見にくいんですけれども、ち

ょっとすき間が空いているんですね。その上を車が通ると、空間で音が反響

しまして、太鼓のようなボーンという音がするようになっています。 

 こちらの空間も、うちの今の夢結橋なんですけれども、新しい設計という

か、道路橋示方書というものが橋をつくる上での基準書になるんですけれど

も、その基準書の中で、この図２のところの支承と黒ボッチで書いてあると

ころですね、ここが地震だったりとかいろいろメンテをするときに一番しに

くいところになります。なので、そこをすっきりさせましょうという設計指

針に変わったんですね。 

 それで、うちの岩倉の橋はその指針に沿ってつくってありますので、非常

にその支承周りがすっきりしているんですね。メンテは確実にしやすくて、

風通しもよくなっておりますので水もたまらないとかいう状況になっている

んですけれども、逆にそれが災いして、空間がいっぱいすいているもんです

から、上を通ったときにその空間にボンボンと音が抜けると。それで、これ

がしょっちゅうしているかというと、大きい車が通ってもしないときがあり

ますし、小さい車が通ってもするときがあります。というような状況に今な

っています。 

 それで、先ほどの鈴木さんの質問の回答にもなるんですけれども、４月に

自前でこの空間を片方だけベニヤでとめて、その空間を潰したら音がなくな

らないだろうかというのを自前で僕らがやりまして、本当に簡単な測定器で

はかったんですね。そうすると、音はやっぱり小さくなります。瞬間的な音

なので、一概に僕らがはかったものが正しい数字ですということは言えない

んですけれども、大体80デシベル前後の音がしています。それを片方閉じた

だけで、８デシベルだとか10デシベルとかいうのが下がります。 

 片方だけとめてその状況なので、これは対策の方法としては有効だなと

我々も考えまして、その伸縮装置のメーカーにヒアリングをしたり、どんな

対策がいいんだろうということと、あと③の対策方法の対策事例という写真

が載せてありますが、県内にちょっと聞いたんですね、愛知県のほうに。同

じようなことはなかったですかねという話を聞きましたら、このような、や
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っぱりその空間を埋めるという対策方法をしたことがあるよということがあ

りましたので、メーカーにも相談したところ、過去に１例だけこういう対策

をしたことがあるということがございましたので、対策としてすき間を埋め

るという対策をしたいというふうに思ったところであります。 

 それで、こちらの図４のところで、網かけしてあるところに特殊なスポン

ジをゴムで巻いたような、ちょっと実物もここにあるんですけれども、こん

なようなものです。中にスポンジが入っていまして、外をゴムで囲う。これ

をぎゅっと縮めて中に押し込んでこうなるというもので、このような対策を

ちょっと考えています。 

◎委員（堀  巌君） 質問というか、ここには遮音材というふうに書いて

あるんですね。それで、私は防音に関してちょっと調べたことがあって、吸

音、いわゆる音を吸う材料と、遮音、音を遮る材料と、自分でやったのもあ

れですけど、比重に比例するんですね、その遮音というのは。それで、鉛な

んかが有効だということで、部屋にちょっと鉛を入れたことがあるんですけ

ど、そういったことで、ここには遮音材と書いてあるんだけど、それって吸

音の役目も果たすんじゃないんですか。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） おっしゃるとおりで、スポンジの部分は

音を吸音して、ゴムの部分でその音を遮断するみたいなものであるというこ

とはメーカーのほうからも聞いております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、続いて款９教育費についての質疑を許

します。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） わかりました。 

 お諮りいたします。 

 休憩をとりたいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩をとります。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開いたします。 

 課長、よろしくお願いします。 

◎学校教育課長（石川文子君） お願いをいたします。 

 午前中の堀議員からの御質問がございました長寿命化計画について、通知

であったかという御質問の関係です。 
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 各地方公共団体におきましては、そもそも国のインフラ長寿命化基本計画

に基づいて総合管理計画を策定するとともに、個別施設ごとの具体の対応方

針を定めるものとして個別施設ごとの長寿命化計画を策定することが、そも

そも求められておりました。 

 そんな中、文部科学省では、各地方公共団体において学校施設を対象とし

た長寿命化計画はできるだけ早期に策定されるよう、27年４月に学校施設の

長寿命化計画に盛り込むべき事項ですとか、留意事項を示しました学校施設

の長寿命化計画策定に係る手引のほうを作成いたしました。そして、手引の

送付についてということで、こちらのほうにも届いております。 

 また、それの後、なかなか進まないというようなところがございましたの

で、計画策定の促進を図るために、今度は学校施設の長寿命化計画策定に係

る解説書のほうを文部科学省が作成をいたしまして、送付があったという状

況でございます。 

 解説書のほうは29年４月に送付がございました。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 学校施設の長寿命化計画の策定で、文部科学省から

学校施設の長寿命化計画に係る解説書がホームページでは公表されておりま

すが、皆さん多分お持ちではないと思いますので、簡単な資料は提供されな

いんでしょうか。 

 もともと、総務産業建設常任委員会のときにここにかかわる資料提供は求

めております。委員会で求めています。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開いたします。 

 では、ほかの質疑を再開させていただきます。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 中学校施設改良費で、岩倉中北館・南館給排水衛生

設備等改修工事設計委託料が計上されておりますが、この工事は、来年度一

括でかかるということでよろしいでしょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 設計のほうは、南館・北館同時にやらせて

いただきますけれども、工事につきましては、トイレ改修のほうが２館とも

同時にするとなると大変困る状況になりますので、１棟ずつというふうに考

えております。 

◎委員（鈴木麻住君） 関連で、その設計を北館・南館同時にするのは非常

にいいと思うんですね。ただ、体育館、武道館、プール、いろいろ給排水設

備はあると思うんですけど、それはもうやらないのか、やるんだったら一緒
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に全部設計しちゃったほうがいいと思うんですけど、その辺はどうなんでし

ょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 今回は、北館・南館だけということで考え

ております。 

 体育館ですとか柔剣道場につきましては、建物と付随をしているというよ

うなところから、建設時期が違うというようなことがございまして、柔剣道

場ですとか体育館のほうのトイレに関しましては、老朽化、管の腐食等、特

に修繕等も上がってきておりませんので、建物を考えるときに一緒にやりた

いというふうに思っております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 文化財保護費で質問させてください。 

 埋蔵文化財試掘調査測量業務委託料とございますが、多分川井町、野寄町

の企業庁による土地開発に伴うものの調査だと思いますが、本会議でも聞き

ましたが、再度確認のため質問をさせていただきます。 

 この埋蔵文化財、エリアによっては本当にかなりの金額がかかると思うん

ですが、試掘調査にかかるものは今後県と協議していくとありますが、どの

ような方針なのか、再度もう一度委員会でもお聞きします。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 工業用地の開発予定区域につきましては、

周辺に薬師堂廃寺であったり、あと権現山遺跡、あと一宮市の伝法寺野田遺

跡であったり、あと川をまたいで北名古屋市には鍛冶ケ一色遺跡に囲まれた

地域でありまして、遺跡が存在する可能性がとても高い地域ということでこ

れまでも考えられておりました。 

 そのために、計画を進めるに当たりましてあらかじめ遺跡の存在を確認す

る必要がございまして、昨年の12月５日から７日までの３日間をかけて試掘

調査を実施したわけですが、試掘の際には周辺の遺跡の位置であったり、五

条川の流れであったり、あと高低差などを参考に遺跡の存在する可能性が高

い場所を推定いたしまして、試掘坑ということで26カ所穴をあけまして、そ

のうち16カ所から土器等の出土がありまして、さらにそのうちの４カ所が遺

跡の存在を疑わせるような結果が出ました。 

 今後の予定としては、補正予算をお認めいただければ、測量等によって遺

跡の位置というものを詳細に把握をしていきまして、極力発掘調査に及ぶ面

積も小さくして予算を減らしていこうと、そういった考えで、今後開発計画

も含めて県と協議をしながら見ていくと、そんな考えにございます。 

◎委員（木村冬樹君） 細かい点で申しわけありませんけど、１点お聞かせ

ください。 
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 生涯学習センターの施設管理費の修繕料のほうで、避難誘導灯のふぐあい

ということであります。生涯学習センターも供用開始されてもう８年を迎え

るということで、いろいろふぐあいが生じてくるのかなあというふうに思う

わけですけど、今回の避難誘導灯というのは結構修繕料、額がありますけど、

どういった状況なのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 生涯学習センターの避難誘導灯ですけれ

ども、廊下の天井についている避難を指示するようなそういった誘導灯なん

ですけれども、去年あたりからエラーのランプというのがございまして、そ

ういったランプが点灯し始めて、バッテリー交換であったりランプの点灯時

間が６万時間以上来たときにそういったランプがついたりするんですが、ラ

ンプを交換したりしても、バッテリーを交換してもそのエラーランプが消え

ない、そんな状態になりまして、業者に確認をしたところ、回路に異常があ

るということで、18カ所そういったランプがある、今回で全て交換という形

になるんですが、ちょっと原因もわからない状態ですけれども、過去エラー

ランプがついて、しばらくするとそれが消えてしまうという状況にもなりま

したので、その前に今回補正予算ということで上げまして、異常が明らかに

わかっているものについては取りかえるといったものになります。 

◎委員（木村冬樹君） ついでですから、18カ所あって、今回取りかえるの

は何基になるんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） トータル18基あるうちの今回取りかえる

のは10基になります。 

◎委員（鈴木麻住君） 体育施設の管理費の中の修繕料でお伺いします。 

 市立体育館の床の剥離の事故防止のためにウレタン塗装をするということ

で、修繕料を増額ということですけど、そのウレタン塗装は応急処置で一定

の効果はあると思うんですけど、どのぐらい耐久性はあるのでしょうか。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 今回のウレタン塗装につきまして

は、通常ですと３回ぐらい研磨をして、その後ウレタン塗装を行っていくと

いうことで、３回行いますと15年から20年ぐらいもつというふうに言われて

います。ただ、今回、床の削れている部分の状況にもございますので、１回

ポリッシャーで研磨して、その後にウレタン塗装をしていくものでございま

すので、使用頻度にもよりますけれども、それよりは若干期間のほうは短く

なるというふうに考えております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 聞き漏らしていましたら済みません。 

 中本町地区の山車修繕の関係ですけど、修繕の内容を教えてください。 
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◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 中本町の山車の修繕ですけれども、中本

町の山車の屋根の唐破風という部分なんですけれども、あと鬼板という部分

が、ことしの桜まつり協賛の山車巡行の際に電線にひっかけまして破損した

ということで、それに伴って修復するものと、あとからくり人形ですが、チ

リリ人形とアブラヤノイヒョウサ人形について、経年劣化であったり破損に

より修繕を行うといった内容になります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 学校施設の長寿命化計画について、資料はちょっと

読んでいる時間がなかったんですが、質疑させていただきます。 

 資料でいただいた委託業務内容の③長寿命化の実施計画とございまして、

直近５年間の整備計画のグラフを作成するということが書いてありますが、

ちょっと全ては読めませんでしたが、これは直近５年間の実施計画とは何で

すか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 今回、実施計画が５年間ございます

けれども、こちらは解説書の中にもありまして、過去直近５年間それぞれ改

築、大規模改造、トイレ整備、空調設備、それぞれの設備ごとに、５年間ど

の学校を順番に、その学校それぞれのどの部分からやっていくかというのを

出すものになっています。 

 もし解説書をお持ちであれば、40ページ、41ページのところに記載がござ

います。このグラフをつくるものになっております。 

◎委員（大野慎治君） この長寿命化計画、私６月議会で質問をして、速や

かにつくるのかと言ったら余り答えていただけませんでしたが、今回補正予

算に上がりましたのでありがたく思っておりますが、私は更新を含めた長寿

命化計画という質問をさせていただきました。これは、更新を含めた長寿命

化計画なのか、ただ単に20年間延伸するものなのか、お聞かせください。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 更新、改修含めて、今回開催を予定

しております検討委員会で、ハード面のこともなんですが、学校のあり方と

かも含めて、ソフト面についても議題に上げさせていただいて、その中で一

定の方向性を決めさせていただきたいと思っております。 

◎委員（大野慎治君） 更新は含めているということでよろしいでしょうか。 

 再度、済みません。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 含めて考えていきたいと思っており

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（関戸郁文君） それでは、続いて歳入の質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 28年度決算も議案として出ているという状況の中で、

今回繰越金が9,000万円弱繰り越しで入れられているということであります。

それで、今回の補正をした後の留保財源というものがどのぐらいあるのか、

教えていただきたいと思います。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 前年度繰越金のお尋ねということで、今

年度の28年度からの前年度繰越金が決算で９億5,900万円となっております。

今年度当初予算、29年度の当初予算で２億3,400万円を予算計上しておりま

すので、まずその額を差し引いた７億2,500万円が留保財源ということにな

ります。 

 これまで６月補正で400万円充当しており、今回お認めいただければ９月

補正で8,700万円の充当をするということになります。９月補正以降、利用

財源の残額としては６億3,400万円の見込みとなります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 続いて、第２表 継続費、第３表 繰越明許費、

第４表 債務負担行為補正についての質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 次に、案件に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第53号「平成29年度岩倉市一般会計補正予算（第２号）」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第53号は全員賛成により、原案のとおり可決するものと

決しました。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 続いて、議案第54号「平成29年度岩倉市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 
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〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 済みません、一般会計でもお聞きしましたのと同じ

ですが、今回繰越金が入れられているところであります。また、28年度の決

算が出たということで、この補正後の留保財源というものは、どのような状

況になっているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 29年度９月補正後の留保財源になり

ますが、２億1,900万円です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第54号「平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第54号は全員賛成により原案のとおり可決するものと決

しました。 

 続きまして、議案第55号「平成29年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）」についてを議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 取りつけ管設置工事の増加により工事費を増加する

とございますが、何カ所分でしょうか。 

◎上下水道課主幹（古田佳代子君） 今回の補正に上げた分の本数というこ

とで、22本になります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 



３８ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、議案第55号「平成29年度岩倉市公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）」について、賛成の委員の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第55号は全員賛成により原案のとおり可決するものと決

しました。 

 続きまして、議案第56号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計補正予算

（第１号）」についてを議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、議案第56号「平成29年度岩倉市介護保

険特別会計補正予算（第１号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第56号は全員賛成により原案のとおり可決するものと決

しました。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 議案第57号「平成28年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定について」を議

題とします。 

 これより、一般会計歳入歳出決算書及び附属資料並びに主要施策の成果報

告書についての審査に入ります。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 
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 質疑は歳出から入ります。 

 質疑の範囲は原則として款ごととし、必要に応じて項・目で進めさせてい

ただきます。 

 款１議会費について質疑を許します。 

 決算書は94ページから96ページ、成果報告書は12ページから14ページまで

です。 

 質疑はございますか。 

◎委員（木村冬樹君） 成果報告書の14ページのところに、13ページに議会

改革というところで項目があり、その後に意見交換会の状況ということで表

が14ページのほうに触れられています。意見交換会だけに絞って書いてある

んですけど、議会報告会と言われる会もやっておりまして、そこでは参加人

数が非常に少なかったときもあったということで、そういうことも反省も含

めて、やはり記載しておくべきじゃないかというふうに思うんですけど、議

会事務局として、どうしてこういう意見交換会だけ載せたのか、ちょっと見

解をお聞かせいただきたいと思います。 

◎議会事務局長（尾関友康君） 一応、主要施策の成果報告ということだも

んですから、成果が上がったものをということで、議会といたしましては、

市民の皆さんとか各種団体と意見交換会をやって、広く議会の活動を知らし

めるということを目標にしているもんですから、特にその部分を強調して書

かせていただきました。 

◎委員（木村冬樹君） これは成果報告書でありますが、ふれあいトークと

いうことで、意見交換会と議会報告会というものを組み合わせて行っている

わけで、やはりうまくいかなかったことも記載しておくべきだというふうに

思うんですね。反省も込めて、これからどうしていくのかということの例え

ば記述として、参加が少なかった議会報告会は参加が少なかったと。しかし

ながら、今後このあり方について検討していかなければならないみたいな、

そういう記述をやっぱりこの成果報告書にはすべきじゃないかなというふう

に思いますので、これは意見ですので、ぜひ今年度の決算のときは少し書き

方を、もう少し議員と事務局のほうで話をしてやっていただきたいというふ

うに思います。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款１議会費の質疑を終結します。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費から目３秘書費、

決算書は98ページから104ページ、成果報告書は15ページから20ページまで



４０ 

です。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の99ページの事務管理費のうちの使用料及び

賃借料の中のデジタル複合機借り上げ料についてお聞かせください。 

 この間も繰り返し議論してきているところで、というのは、予算をつくり

ますけど、26年度も27年度も、そして28年度も流用をして決算しているとい

うことで、予算組みの仕方がちょっと検討すべきではないかというのが一つ

この間言われてきたところだというふうに思います。 

 29年度の予算を見ますと、若干上乗せがされているところでありますが、

この決算の状況も見ますと本当にまた流用という形になってくるんではない

かなというふうに思います。 

 紙ベースをなるべく使わないということで、そういうことはわかるんです

けど、必要な予算はやっぱり上げておかなきゃいけないなというふうに思う

わけですけど、そういったところの考え方は何か検討されているんでしょう

か。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） このデジタル複合機の予算につきましては、

確かに過去３年ほど流用を行わせていただいたということで、29年度につい

てはそのような状況ではいけないということで、若干ふやさせていただいた

ということでございます。 

 議員さんもおっしゃいましたが、紙の使用料というものも、仕事がふえて

いるという状況の中で、それらを一方では少なくする努力もしなきゃいけな

いというところで、できれば使用の削減の願いも込めて若干ぎりぎりのとこ

ろで予算はつくってきたというところなんですが、前もちょっと御紹介した

かもしれませんけれど、庁内のＬＡＮというかそういうところで製本印刷で

すとか、あと２ページを１枚にする印刷というようなことの呼びかけを続け

ながら、できる限り予算内におさめるというような形で、これからも行政課

として努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 気持ちは一緒ですね。なかなか紙ベースのもので、

我々も議会で要求しますから、そういうところでは紙ベースのものを要求し

たりするもんですからあれですけど、先日報告のあった地球温暖化防止の関

係の計画のことだとか、いろいろ考えなきゃいけない問題がこの問題である

というふうに思っています。しかし、やっぱり必要な予算ということで、余

り流用というのは好ましくないもんですから、必要な予算を組んでいただき

たいというふうに思っています。 

 いずれにしましても、29年度の状況を見まして、また今後のところは議論
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していきたいというふうに思っています。 

 あと、次に行きます。 

 101ページの職員等管理費だとか、あるいは特別職の給料等、あと事務管

理費というところで、共済費というものがあります。この４の共済費という

ものですけど、なかなかこの共済費の証書類が非常に判別しにくいようなと

じ方になっています。そのときも少しお聞きしましたけど、ちょっと私が問

題だと思ったのは、退職金の手当が、特別職の部分が負担金が少し減ってい

るということで、これはお聞きしまして副市長が不在の期間があったという

ことで減額されているということでありますけど、やはりこの証書類として

共済費の関係のとじ方をもう少し丁寧にわかりやすく、議員が見てもわかる

ようにとじていただきたいというふうに思いますけど、その辺は難しいんで

しょうか。 

◎会計管理者兼会計課長（榊原惣一郎君） 共済費を取り出して、もう少し

見やすくしたらどうかという御意見と受けとめてよろしいでしょうか。 

 検討させていただきたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君）  101ページの事務管理費の関係で、特別職報酬等審

議会委員の報酬ということで、執行はなかったということであります。以前

の議会の条例改正のときにも少しお聞きしましたけど、特別職の報酬が今年

度削減されているということで、こういう削減については、やはり審議会に

かけるべきではないかなあということを依然として思っています。 

 来年度以降どうなるか、ちょっとわかりませんけど、この点については私

はきちんと開いて審議をして、その上で議会に議案を上程するべきだという

ふうに思いますけど、考え方をもう一度お聞きしたいというふうに思います。 

◎秘書企画課長（佐野 剛君） 特別職の給与等を減額する場合に、報酬審

にかけるべきではないかという御質問でございます。 

 昨年度末に御質問をいただいた以降に、私どもいろいろ近隣の調査、また

県等に照会もかけてまいりました。その結果をまず申し上げさせていただき

たいと思います。やはり報酬審議会にかけるものについては、本来の給与月

額に対するものでありまして、一時的な減額に対するものについては、報酬

審議会にかける必要はないという市町村課からの見解はいただいています。 

 また、あわせて愛知県も特別職の報酬を減額するということはこれまであ

ったんですけれども、総務省の見解にはなりますけれども、報酬審議会にか

ける必要はないという、今のところそういった見解をいただいております。

以上でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 県の見解やいろいろあるというふうに思いますが、



４２ 

岩倉市としては岩倉市の条例によって判断すべきだというふうに思っていま

す。条例の中身、条文でいいますと、やはり特別職の報酬の減額や増額とい

った場合については審議会にかけるというふうになっていますので、これは

見解の問題ですから、いろいろこれ以上やりとりしても難しいというふうに

思いますけど、引き続き研究をしていただくようによろしくお願いします。 

 次に、人事管理費の関係でお聞かせいただきたいというふうに思いますが、

昨年度、公益的通報に関する条例が施行されているというふうに思います。

この公益的通報に関する条例が、本当に職員に周知されているのかなという

ところがやはり依然として疑問を持っているところであります。 

 そこで、28年度のこの公益的通報について、条例に基づいた通報というの

は具体的にどのような形であったのか、またそれに対してどのように対応し

たのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） １つ目は、公益的通報に関する条例の周知と

いうことでございます。こちらについては、庁内のＩＰＫと呼ばれますグル

ープウエアのライブラリーというところの行政課のところで、公益的通報に

関する条例の逐条解説ですとか、あとフローチャートといったものを周知し

て啓発に努めているということです。 

 また、市のホームページにおいても、こちらは委託業者の方とかも通報で

きるということになっているもんですから、あわせて周知をしているという

ことになります。 

 あと28年度の公益的通報の内容ということでございますが、１件ございま

したので、こちらについては業務で出張した帰りにちょっとほかの業務に用

のないところへ寄ったというような内容でございますので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（木村冬樹君） 具体的な事例については、少し承知しているところ

でありますので余り細かくはお聞きしませんが、やはり公益的通報の仕組み

が生かされていないんじゃないかなと思うところがありますので、引き続き

職員に対する周知だとか、委託業者も含めて周知を進めていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、105ページの秘書費の中の事務管理費、使用料及び賃借料の通行料

等というところについてお聞かせいただきたいと思います。 

 市長選挙が１月にあって、前市長の退任、新しい市長の就任ということで、

各近隣の市町なんかに御挨拶に行っていると思います。挨拶に行く先という

のは、何か基準があって決められているのかどうか、そういった点について

まずお聞かせください。 
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◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 挨拶の基準とかがあるかどうかとい

うことなんですが、平成28年度につきましては、今回市長が就任・退任され

たということと、副市長が退任・就任されたということで、今回通行料につ

いては近隣市町及び少しつき合いのある市町村について、挨拶回りをさせて

いただいていたところでございます。 

 原則、岩倉市につきましては、西尾張ブロックというところに属しておる

もんですから、その市については原則行くような形をとっておるということ

と、あと愛知県庁と、つながりのある三河の高浜市とか知立市、それは前市

長がつき合いがあったというところでございまして、そのところに行ってい

るところでございます。 

 基本的に基準というものは設けていないんですが、つき合いのあるところ

にお礼とか挨拶をしに行っている実績でございます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。そういうことで対応しているという

ことで、いいとは思いますが、通行料の証書類の中に11月27日分ですけど、

知立市という表示のみでお金が出ている部分があって、これは多分前市長が

知立市長のところに御挨拶に行った分かなあというふうに思うんですけど、

やっぱり知立市だけという表記の仕方というのはおかしいなというふうに思

うもんですから、指摘をしておきますけど、きちんとわかるような証書類に

していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、証書類のほうで知立市とのみ書

かれていたということで、確かに委員さんおっしゃるとおり少しわからない

というところもありましたので、今後気をつけたいと思います。よろしくお

願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 次に、成果報告書のほうで少しお聞きします。 

 18、19ページに職員研修事業があります。それで、以前のところで公務員

倫理コンプライアンス研修ということで、27年度は、恐らくそのときも多分

聞いたんじゃないかと思いますけど、必要ないと、要するにテキストを見れ

ばわかるから、あえて研修に行く必要はないということでなくしたというふ

うに答弁されたと思います。しかし、今回28年度に再開しているというとこ

ろで、この辺はなぜ再開されたのかなというふうに思うんですけど、いかが

でしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、公務員倫理コンプライアンス研

修ということで、主要施策の19ページに今回受講者数85人という形で上げさ

せていただきました。昨年度の主要施策では廃止したということで、今回新

しく復活という形で研修のほうをやらせていただきました。 
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 これにつきましては、27年度に少し職員の不祥事があったということで、

それに伴って全職員に対して倫理について再度見詰め直していただこうとい

うような方針で、昨年度このような研修をやらせていただきました。よろし

くお願いいたします。 

◎委員（須藤智子君） 今のちょっと関連ですけど、受講対象者はどういう

方なんですか。 

◎秘書企画課長（佐野 剛君） この研修につきましては、３年間で全職員

が受講するという計画にしておりますので、28年度は職員の３分の１が受講

してきたということでございます。 

◎委員（須藤智子君） パート職員は、それに入らないんですか。 

◎秘書企画課長（佐野 剛君） 今回の研修につきましては、正規の職員の

みとしております。 

◎委員（須藤智子君） 18ページ、19ページのｉ-リーグ研修、業務改善運

動、これを一応去年もやられて、いろいろの業務改善運動をやってきたと思

いますが、ことしはこのｉ-リーグ、業務改善運動は行うのかどうか、お尋

ねいたします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君）  今、ｉ-リーグ、業務改善運動の今

年度の実施予定というか、そういう御質問であります。 

 22年度からこの業務改善運動をやらせていただきまして、昨年度まで７回

実施させていただきました。こちらのほうは、それぞれ成果発表ということ

で、各部長から推薦された６つの所属によって発表会を実施して、発表会前

にはそれぞれ研修を実施してパワーポイントとかプレゼン、そういうような

知識や技術を習得していただいて、要は職場の活性化、組織力の向上につい

てやらせていただいているところでございます。 

 今年度につきましては、久保田市長が新たに就任されたというところで、

市長マニフェスト等の推進プロジェクトが設置されたということで、しばら

くの間そのプロジェクト、今ほかのプロジェクトを実施させていただいてお

りまして、それぞれかなりの頻度でプロジェクト委員が検討させていただい

ているところでございますが、そのようなことで、全庁的な今お伝えしまし

た業務改善運動については、取り組みのほうをちょっと休止をさせていただ

いて、取りまとめとか発表会は休止させていただきます。ただ、業務の改善

については必要ということでございますので、引き続き各課で取り組んでい

ただくような形で秘書企画課から通知をさせていただきました。よろしくお

願いいたします。 

◎委員（須藤智子君） この業務改善運動というのは、職場の改善、改革の
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意識の向上や職場のチームワークを強めるにはすごくいいことだと思います

ので、今後も考えていただきたいと思います。これは提案だけですから、答

えはいいです。 

◎委員（木村冬樹君） もう一点、職員研修の関係でお聞かせください。 

 19ページの表の中の派遣研修の中の民間企業等派遣研修があります。お二

人の方が民間企業に派遣されて研修を受けていらっしゃいますが、これは具

体的にどういう会社に行って、どういう内容だったのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、民間派遣研修ということで、２

つの民間会社のほうに派遣させていただきました。 

 １つ目につきましては、全日空の中部空港株式会社のほうに職員１人を派

遣させていただきました。内容につきましては、少し細かくなるんですが、

国内線の旅客センター内の手荷物受託者業務ということと、あと到着ロビー

内の手荷物返却業務、それを主にやらせていただいたということでございま

す。 

 ２つ目の会社につきましては、出光興産株式会社愛知製油所というところ

でございます。こちらのほうは、製油課という部署があるみたいですけど、

その精油課等で実際勤務していただいたということで、それぞれ２週間、３

週間程度派遣させていただきまして、かなりの会社でのそういう知識、ノウ

ハウを積んでいただいて帰っていただきました。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。全日空と出光興産ということで、全

日空のほうは手荷物の関係だもんだから、恐らく手荷物がきちんと乗客の手

元に戻るまでというので、また預かるまでというようなことで、そういう接

客的なところがあるのかなと思いますけど、この出光興産の製油課というの

は、どういうことを目的にしてやった研修なのか、もう少し説明をお願いし

たいというふうに思います。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、後で回答ということでよろしくお願い

します。 

◎委員（大野慎治君） 決算書の99ページ、事務管理費の中で顧問弁護士業

務委託料が計上されておりますが、28年度は何件ぐらい御相談されたのかお

聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 28年度の顧問弁護士さんへの相談件数につき

ましては、12件ということでございますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君）  決算書101ページの産業医報酬についてでございま
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す。成果報告書は17ページです。 

 報酬額96万円ということですけど、この産業医さんの活動の巡視頻度とい

うのがどういうふうに取り組まれているのか、そのあたりを教えてください。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、産業医さんの１年間の活動内容

というか、まずもって１年に１回職場巡視ということで安全衛生委員会のほ

うがやっているんですけど、年に１回産業医さんにも職場のほうを巡視して

いただいております。 

 昨年度につきましては、市役所と清掃事務所の２カ所を巡視していただき

まして、昨年度は11件の指摘をいただいたという形で、その指摘につきまし

ては、それぞれ市役所だと行政課が主になるんですけど、行政課と清掃事務

所は環境保全課のほうに、その指摘内容につきましては、要はこちらのほう

から照会させていただいて、どのような形で改善の予定があるかとか、こう

いう改善をしていきますとか、そういうような予定について紹介させていた

だきまして、回答していただいております。 

 そのほかの主な活動につきましては、月１回職員の健康相談というのをや

らせていただいております。こちらにつきましては、年間計画ということで

それぞれ全部署にあらかじめ年間の計画を立てさせていただきまして、それ

ぞれ健康相談の事前に誰が、要はどの職員が健康相談を受けていただくかを

こちらから照会させていただいて、回答をいただきましてその職員につきま

して健康相談の日に要は産業医さんの健康相談を受けていただいているとい

うものでございます。 

 そのほかにつきましては、これは不定期になるんですが、病気休職等でそ

れぞれ御相談させていただくケースもあります。重立ったところは以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

◎委員（梅村 均君） わかりました。月１回の相談から随時の相談もある

ということで、よくわかりました。 

 参考までに、その巡視先が去年は給食センターがあったりしたんですけど、

こういう巡視先の決め方というのは何かルールがあるんでしょうか。その点

をお願いします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 外部職場を順番に回らせていただい

ているということでございます。よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（木村冬樹君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費から目３秘書費までの質疑を終結します。 
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 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目４企画費から目５広報広聴費ま

でについて質疑を許します。 

 決算書は104ページから108ページ、成果報告書は21ページから27ページま

でです。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 成果報告書の24、25ページでございます。 

 ふるさと岩倉応援給付金事業についてお聞かせください。この制度は、24

年度からですから、ここに年度別にも24、25、26、27、28、ずうっとデータ

が載っていますけど、非常に最近見ていますと各市町が過熱しておりまして、

非常にふるさとのいわゆる応援商品が非常に豪華になってきて過熱しておる

というようなのが最近報道でよく耳にするんですけど、本市におきましては、

私は最初は名古屋コーチンで頑張っているかなあと思ったら、最近これを見

たらすごいお礼の品物が四十数件載っておりますけど、このデータをもって

見ますと24年度は７件、そして25は1,146と、そして26年度は一気に3,135、

この辺ぐらいが岩倉の名古屋コーチンが一気に過熱してきたかなあ、そして

また27年度から一気にまた下がって、そして28年度が2,400というような状

況になっていますが、正直言って岩倉市はこの事業に対しましてどのように

今後取り組まれるのか、お聞かせください。 

 これをもっともっと、いわゆる豪華な賞品で持っていくのか、商品選別と 

申しましょうか、これは名古屋コーチンでいっていますが、今後もっといわ

ゆる商品を変えていくのか、その辺のところの考えをお聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） ふるさと応援寄附金に関しては、委

員のおっしゃられるとおり大分国民的な理解というか周知も進んで、年々寄

附額がふえている状況にあります。そうした中で、岩倉市については、これ

までも制度の趣旨を逸脱しない範囲でなるべく多くの寄附金を集めたいなあ

というところで努力をしてきたところでございます。 

 今年度に入りまして、その過熱ぶりを国のほうが少し是正したいというよ

うなことも動きとしてありまして、４月に入ってからですけれども、例えば

高額商品ですとか、換金性の高いお礼の品みたいなものの提供をやめるよう

にというような具体的な通知も出ております。岩倉のほうは、もともとそう

したものについては取り扱いをしていないという状況ではございましたけれ

ども、一定そのお礼の品の金額で10万円以上のものについては取りやめてく

れと具体的な指示がありましたので、今年度に入ってですけれども、こいの

ぼりの大のほうのセットと、ギターワークスさんのオーダーギターについて

は、６月末でもって中止をさせていただきました。 

 今、昨年来かなりいろんな事業所さんに実はお声かけをさせていただいて、
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いろんな商品の発掘をしているところですけれども、なかなか岩倉という土

地柄で特産品というものがまだ見つけ切れていない部分もあるかもわからな

いですけれども、今とにかく一生懸命探しているような状況ですので、これ

までと同様に、まだまだ分母といいますか、寄附金額はこの制度のままだと

全国的に伸びていくと思っています。そうしたことも踏まえて、できるだけ

岩倉市のことを全国の皆さんに知っていただく機会だということで、積極的

な周知と新たなお礼の品の発掘に努めて努力をした上で、寄附金獲得に努め

ていきたいというところです。 

 これまで名古屋コーチンが先行してきたような印象もあるかもわからない

ですけれども、現状、水耕栽培トマトですとかオオサキメディカルさんのお

尻拭きなんかのセット、いろんな品物にやはりばらけてきているような傾向

もありますので、少し新しいお礼の品というものの追加も常に検討しながら、

寄附金獲得に努めていきたいなあというふうに思っております。以上です。 

◎委員（梅村 均君） 同じく応援寄附金ですけれども、余り高額な返礼の

品物はどうかというようなことが言われている中で、岩倉市においての返礼

率はどのぐらいであるか、わかりましたらお聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 返礼品の率については、１万円の寄

附に対しては3,000円、３割を基本としています。２万円以上の寄附につい

ては25％を基準にしております。 

 先ほど申し上げた国からの通知は、３割以下に抑えるようにということも

言われておりますので、その基準の範囲内で運用させていただいております。 

◎委員（鈴木麻住君） 済みません、ちょっと関連でお伺いします。 

 返礼品の中で、い～わくんグッズというのがＡとＢとあります。これは27

年も去年も非常に人気がなくてほとんど出ていないんですけど、ＡとＢって

内容ってどんなもんなんですかね。ちょっと僕はよくわからないんで、教え

てください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 済みません、ちょっと細かい資料を

持ち合わせていないんですけれども、基本的に金額で１万円以上の寄附でも

らえるものと２万円以上の寄附でもらえるもので、品数とお渡しできる内容

を変えております。 

 やはり、い～わくん、市内では今や絶大な人気を誇っておるかなあと思う

んですけど、なかなか市外の方がお礼の品を目当てで寄附をしていただく方

が多い中で、ちょっと選ばれていないというのが現状でございます。なので、

少し中身のセットの商品が違いがあるよということで、Ｂのほうが２万円コ

ースになっていますので、たしかスウェットシャツだとか……。 
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〔「例えばどんな物が入っておるかとか」と呼ぶ者あり〕 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） タオルとか缶バッジ、ストラップ…

…。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（大野慎治君） 済みません、成果報告書の23ページ、ふるさとづく

り基金積立金についてお聞かせください。 

 基金からの繰り入れ状況の中で、僕はちょっとショックだったのが、地域

資源を生かした活力あふれるまちで、桜管理等事業に124万円入っておりま

すが、余りにも岩倉の地域資源に入れるお金が少なくないですか。28年度の

予算から29年度、予算が若干減りましたが、桜の管理について、もっともっ

と桜に入れてもいいんじゃないのかなあと思うんですが、それを含めて今後

の基金の使い道、今積立額の総額が6,598万3,000円入っておりますが、この

使い道を今後どのように検討していくのか、お聞かせください。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 応援寄附金の意向につきましては、ふる

さと岩倉応援寄附金の要綱に基づいて第４次総合計画、６つの基本目標とい

うのがありますけれども、その中で１つを選択していただいております。特

に指定しないというのも選択肢としてありますので、そういった事業も選択

できるというところになります。 

 今回、主要施策に載っている繰り入れ状況というのは、平成27年の１月か

ら12月まで寄附を受けた分をその27年度中に積み立てて、28年度に繰り入れ

るというようなルールのもとに充当した事業でございます。 

 先ほど議員がおっしゃられた五条川の桜並木の関係ということになります

と、28年度の12月から新たに６つの基本目標以外にも、例えば五条川の桜並

木保全プロジェクト、それから山車文化守ろうプロジェクトというような２

つの選択肢も追加されております。そういったところで少し寄附のほうも限

定的に２つの事業にもされてくるのではないかというふうには見ておりまし

て、今回この主要施策に載っているものについては、具体的に桜のプロジェ

クトというところがまだ始まっていない状況の中でのあくまでもまず寄附額

と、27年の１月から12月までの寄附額というところでございます。 

 この充当先事業については、当初予算の予算編成のときに、おおむね１つ

の柱について２つの事業を事業予算の数字が大体固まってきた市長査定のと

きに新規主要事業を中心に決定して、担当課に通知して了承をいただいてお

ります。以上になります。 

◎委員（木村冬樹君） 私もこのふるさとづくり基金積立金の関係でお聞か

せいただきたいと思います。 
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 金曜日に厚生・文教常任委員会があって、そのときに保育園送迎ステーシ

ョンのことを少し請願の関係で議論になったところであります。それで、こ

の保育園送迎ステーションの事業の事業費が決算で1,330万円、それが国庫

が650万円あって、利用費等が150万円あったということでそのまま素通りし

ましたけど、150万円のうちの127万3,000円がこのふるさと基金積立金から

の繰り入れだったということであります。ですから、利用料として入ってき

たのは二、三十万程度というところで、そういう確認でいいというふうに思

うんですけど、細かいことで、この活用事業ということで６項目あって、そ

の中で２つぐらいを選んで予算編成時に繰り入れていくということでありま

すが、例えばこの保育園送迎ステーションみたいに本当にびしっとこの事業

の目的だけにというふうに決めるということが、果たして全市民的に見てど

うなのかというところも、少しやっぱり検討する必要があると思います。 

 三役の判断等もあるというふうに思いますけど、その辺の、やはり多くの

市民に還元されるというような中身での事業に充当するべきではないかなあ

というふうに思うんですけど、そういったところにはどのような考えを持っ

ているんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 寄附金の繰り入れ事業につきましては、

26年度まではおおむね１つの柱に１事業程度しか充当先事業というのは決め

ておりませんでしたけれども、27年度から１つの柱で２つというところで、

少しふやしてきている経過はございます。 

 それからまた、応援寄附金のほうもいただくに当たって、企画サイドのほ

うでもそういうパンフレットに、こういった事業に充てていますよというよ

うな宣伝というか、そういった周知もしておりますので、今、委員がおっし

ゃられたことも踏まえて、また今年度の予算編成時には少しそういった意見

も取り入れていきたいなというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 続きまして、成果報告書の26、27ページで広報広聴費の関係で１点、昨年

度12月に市のホームページがリニューアルされたということで、私たちも見

ておりますが、携帯なんかが本当に見やすくなったというふうに思っており

ます。 

 ホームページのリニューアルについて、いろいろ評価するところがホーム

ページ上にありますけど、こういったところの評価がどのような状況になっ

ているのかなあというふうに思うわけですけど、余りここにそれを評価する

というような人が少ないのかもしれませんけど、この評価についてはどのよ

うな状況になっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 
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◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） ホームページについては、各ペー

ジごとに簡易評価をつける監査の部分がありまして、そんなに数は多くない

んですけれども、役に立ったということでクリックしていただくとプラス２

ポイントみたいな形でポイントが集計できるようになっております。 

 その集計を少ししましたら、そもそもつけていただいている方はそんなに

多くはないんですけれども、おおむねつけている場合は役に立ったよという

ような評価をいただいておりますので、全体としてはまずまず見やすいとい

いますか、欲しい情報をとっていただけているのかなというふうに考えてお

ります。以上です。 

◎委員（櫻井伸賢君） ホームページリニューアル事業で引き続き関連でお

伺いいたします。 

 例えば、ホームページ開設者がリンクを張るというのは多分自由だと思う

んですよね。一々申請する必要はないと思うんですけれども、そうするとホ

ームページのアドレスが変わっているもんですから、例えば愛知県庁のホー

ムページの中で市町村リンクとかけると、お住まいの自治体の教育委員会は

こちらですよと岩倉市のリンクが張ってあるんですね。それに限らず、例え

ばごみ収集だったら、ごみの分別方法はこういうふうですよというふうにリ

ンクが張ってあるんですけど、それが軒並みお探しのページは見つかりませ

んというふうに出ちゃうんですね。一つだけ、行政課の財政グループの財務

４表だけ、貸借対照表と行政コスト計算書のあのリンクだけは生きていて、

あと軒並みつながっていない状況になるんですね。 

 冒頭申し上げましたように、自由なもんですから、誰が張っているのかわ

かんないという状況なんで私も言いにくいんですけれども、例えば愛知県庁

さんからのリンクとか、近隣の、例えば小牧だとか一宮からのリンクを、岩

倉のホームページのアドレスが変わっているので、ちょっと見直していただ

けませんかみたいな形で言っていただくことは可能なんでしょうか、お伺い

をいたします。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） 市町村のホームページですと、大

体はリンクフリーでどんどん張っていただいていいですけど、一言声をかけ

てくださいねぐらいでかつてからずうっとやってきておりますので、現状ど

この市とかどこの団体のホームページに岩倉市のホームページのリンクが張

られているかというのは当然全ては把握しておりませんので、見つけ次第お

願いをするというような形になりますけれども、市町村ということで自治体

同士ということであればそういった連絡はとりやすいので、最低限よくある

ような範囲はできるだけリンク切れがないようにチェックするようにしたい
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と思います。 

◎委員（櫻井伸賢君）  45周年委託事業で、その上の行で、109ページとい

いますか、108ページといいますか、決算書の中にあるんですけど、45周年

委託料がゼロです。ＮＨＫのラジオの収録が行われたかと思いますけれども、

あれは無料で来ていただけたという感覚でよろしいでしょうか、お伺いをい

たします。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） ＮＨＫの公開番組を実施いたしま

したが、こちらの協定書を締結した上で番組のメーンの部分はＮＨＫさんが

準備して、会場準備や周知、広報を市町村が行うという共催形式で実施をし

ておりますので、基本的には無料です。 

 演目の内容によって、市の負担で少し会場の設備や器具を臨時に用意する

可能性が、昨年の予算編成の時点でまだ演目が決まっていなかったのであり

ましたが、結果、真打ち共演というラジオ番組に内容が決定をしまして、出

演者の調整等をした結果、特に追加の費用はなしでできるということになり

ましたので、執行はゼロということになっております。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） 広報紙についてお伺いします。 

 月１度の広報になってきたわけなんですが、以前１日号のほうだったと思

うんですが、岩倉の核兵器廃絶平和都市宣言のまち、あと４つ宣言している

ところが新しくリニューアルしてなくなってしまったことが非常に残念だと

市民の皆さんの声をお聞きしておりますが、小さいまちから大きな夢を、あ

れは残してもらっているんだけれど、宣言がなくなったことについてはどう

お考えなんでしょうか。今後も載せるお考えはないのかお聞きします。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） 平成27年の10月にリニューアル後、

しばらく同じ紙面配置で編集作業をしてきましたけれども、29年の４月号か

ら、この間の４月から少し、より情報が伝わりやすく見やすい形にしたいと

いうことも私ども思っておりましたので、目次部分とかカラーページ部分の

構成をマイナーチェンジさせていただきました。 

 その際に、宣言の部分については、スペースとかの関係もある中で検討し

た結果、定例的な表記はしないというふうに考えさせていただいたんですけ

れども、先日もそういった宣言の部分がなくなってしまって残念だというお

話も伺いましたので、また今後そういった各種都市宣言も意識してもらい続

けるということも必要かというふうに思いますので、今後は何らかの形で表

記をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 成果報告書26ページの広報広聴費の下のほうの公共
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施設見学「ぐるっと岩倉+α」ですけど、参加者が28名、昨年23名でありま

すが、こういった募集というのは自然と集まってきているような事業なんで

しょうか。必要以上に労力をかけてこれだけの人数を集めていないかどうか

というのがちょっと危惧するんですが、実態のところはどうでしょうか。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） 昨年については、公共施設見学は

２回ということで、１回目が小牧岩倉エコルセンター、２回目はｅ-ライフ

プラザと給食センターを組み合わせたもの、こちら２回を開催しました。 

 例年、広報紙等で募集をかけて、それだけですぐ定員になるということは

ないので、お声がけ等をして参加者を少し募っているという部分はあります

が、昨年の２回目のｅ-ライフプラザと給食センターというときは、募集を

かけたら本当に３日ぐらいですぐいっぱいになって、お断りする方も見えま

したので、給食センターがやっぱり新しくて興味が高かったのかなというの

もありますので、できるだけ関心の高いような施設を選べばそれだけ募集も

あるのかなというふうに思っていますので、そういう施設の宣伝に努めてい

きたいというふうに思っております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款２総務費、項１総務管理費、目４企画費

から目５広報広聴費の質疑を終結します。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 先ほど、出光興産株式会社の愛知製

油所への民間派遣研修ということで、昨年の７月25日から８月４日までの間、

２週間なんですけど、職員を派遣させていただきました。 

 実際に何をやってきたかということで、最初の１週間につきましては、主

に出光興産の会社の概要とか、あと配属される製油課の概要説明とかを受け

まして、あと、やはり出光ということでございますので、ガソリンとかそう

いうオイルを扱うということで、実際その安全の接炎訓練というか、実際炎

に対してどういうふうに対処するかというような訓練を最初の１週間でした

そうです。 

 次の１週間につきましては、実際知多のほうにございまして、伊勢湾に面

するところでございますので、タンクローリーのほうに１日乗車をして、タ

ンクローリーでの業務を勉強したということと、あとシーバースということ

で、要はタンクローリーから持ってきた原油を移す基地がございまして、そ

のシーバースの業務のほうも１日研修したということと、あと最後の１日に

つきましては、実際ガソリンスタンドに配属をしていただきまして、そこで

実務研修というか、そういうのをやらせていただいてということでございま
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す。 

 最後の１日につきましては、会社の方々に研修結果というか、そういうよ

うな概要を職員から報告をしたということでございます。以上でございます。 

◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 広報広聴費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りします。休憩をとりたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） では、55分まで休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 定刻となりましたので、休憩を閉じ、会議を再開

いたします。 

 引き続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目６財政管理費から、目

９交通安全防犯推進費までの質疑を許します。 

 決算書は108ページから118ページ、成果報告書は27ページから37ページま

でです。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 37ページの総務費の交通安全防犯推進費を質問

させていただきます。 

 この事業名は、自転車駐車場の整備事業でございます。安心・安全なまち

づくりの推進のために、この大山寺駅周辺の自転車の駐車場の西第１、西第

２、東第１と区画線を整備したと。正直申し上げまして、非常にあの辺の大

山寺の特に東側は、自転車が大変混雑しております。この線によりまして、

いわゆる自転車の駐車場が今現在どのように整備されているのか、今現状の

わかっていることをお聞かせください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 大山寺駅周辺の自転車駐車場につき

ましては、この自転車駐車場整備事業により、駅南西側にございます西第２

自転車駐車場及び駅北東側にございます東第１自転車駐車場につきましては、

自転車駐車場内をカラー化することによりまして、駐輪可能なスペースとそ

うでない駐輪場以外の場所を視覚的に認識できるようにしたため、特に西側

につきましては、従来は駅のスロープ、ホームに上がるところですが、その

付近や南側の踏切あたりまではみ出して駐輪をされている状況にございまし

たが、この整備事業により、それらのはみ出し駐輪を削減することができた

ということになっております。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 今お聞きしましたけれども、東第１ですね、非

常に名古屋ホームの自転車駐輪場、あそこはいっぱい混むんですけど、その
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辺はいつも自転車が混んでいるんですけど、どのようにお考えでしょうか。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 東側につきましても、今回のカラー

化によって、一定成果が出たと感じております。 

 加えまして、議員御指摘のとおり、東側については大変多くの利用をいた

だいておりますので、引き続き長期放置車両、あるいははみ出している自転

車については、東側の南側にございます駐輪場が比較的すいてございますの

で、そちらのほうを利用していただくような周知もあわせて行っているとこ

ろでございます。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 周知はいいんですけど、いつもその看板か何か

立てるというようなことを聞いて、実際、看板立てていないんですけど、い

わゆる南の駐車場というんですか、南のほうに実際行く人は少ないと思うん

ですけど、それはあとはモラルになるんですかね。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 周知とあわせて、若干わかりにくい

のかもしれませんが、看板等も設置をさせていただいておりまして、南側の

ほうに長期車両については移動させますというような形で、周知に努めてい

るところでございますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 関連して、自転車駐車場整備についてお伺いします。 

 37ページのところでは、駐車場の整備をしたという事業について書かれて

いるんですが、自転車駐車場の整備が、委託料も左の放置自転車対策事業の

中には含まれて、自転車整理委託料として書かれていますが、決算書で117

から119で、自転車駐車場の整理をして委託しているのはシルバーさんが多

いと思うんですが、やはり石仏駅などもシルバーさんの整理をきちんとして

もらっていることによって、がちゃがちゃという汚い駐輪場じゃなく、いつ

も整理されているということが防犯対策にもつながっていることじゃないか

というふうで、やはりきれいな自転車駐輪場にいつもなっていることが、あ

の地域で評価の声を聞くんですが、やはりそういう自転車駐車場の整理にし

っかり力を入れているというような中身も、成果報告書の中に載せていただ

いていいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 今回の主要施策の成果報告書には、

シルバー人材センターに関する具体的な記載はございませんが、36ページの

放置自転車対策事業の一番最後の記述、自転車駐車場の整備により、限られ

た自転車駐車場スペースの確保を図ることができました。この部分により、

それらを表現しております。 

 また、各自転車駐車場における整備業務の内容でございますが、岩倉駅周

辺の自転車駐車場では８人のシルバーの方に週５日間、石仏駅周辺では２人
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の方に週３日間、大山寺駅周辺では２人の方で週２日実施をしていただいて、

時間については朝、午前７時から午前９時までの２時間を整理業務に当たっ

ていただいている状況にございます。 

◎委員（大野慎治君） 自転車駐車場整備事業に関連して質問させていただ

きます。 

 市役所の近くの線路の東のところですね、いまだ夕方になると自転車がも

う整理できないような状態で、道路を塞いでいる状態。皆さんが危ないと、

いまだに苦情が出ています。夕方２時間ぐらいつけてくださるときもあるん

ですが、結果的には状況は変わっていません。この部分の対策はどのように

とるのか、お聞かせください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 岩倉駅周辺の自転車駐車場につきま

しては、委員御指摘の駐輪場も含めて、どこもいわゆる飽和状態にあって、

大変多くの利用をしていただいているところでございます。 

 主要施策の成果報告書にもありますが、28年度末には45台、旭跨線橋の東

側の下に新たに駐輪場を確保することができましたが、それでも御指摘のバ

ス通り南側の駐輪場については、夕方には特に少しはみ出すような、通路を

塞ぐような状況にあるところは認識をしているところでございます。 

 29年度からは、放置自転車対策職員を夕方の時間帯に自転車整理も充てる

ように努めて、またカラーコーン等設置をして、はみ出し駐輪を、自転車を

取り出すときに駐輪場外に出すことのないような周知に努めているところで

はございますが、結果として大きな改善に至っていないというところは認識

をしております。引き続き有効な対策を調査・研究して取り組んでまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 続いて自転車駐輪場のことで、庁舎施設管理費のほ

うに入ると思いますが、庁舎施設の管理で、岩倉市役所の駐輪場、駐車場、

自転車の駐車場、長期にとめてある自転車が非常に多くて、一度整理しない

といつまでも同じ自転車がとまっているという状況があって、これをいつま

でに改善するのかと。ずうっととまっている。 

 西側の駐輪場には長期間放置されている自転車、北側の駐輪場も７月から

ずうっと張ってある自転車等がありますが、その管理、整理をどのように進

めていくのかお聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 庁舎にとめてある自転車は長期にとめている

ものがあるんじゃないかということです。 

 毎朝、岩倉市役所は駅に近いということもあるもんですから、確かに市役

所に用事がない自転車も若干ございまして、そういった方は黄色い張り紙を
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毎朝当直の者がしております。それがたまっていくというか、それが剥がさ

れていないようなものについては、確かにずうっと置かれているということ

になっています。西側のほうのところに、今、それらが寄せてあるというこ

とでございます。こちらのものについては、ちょっと最近やっていなかった

らいかんですけど、定期的にそれらを鉄くず屋さんというか、そういうとこ

ろへ処分するような手続は行っておりますので、ちょっとたまっているとい

うことも認識しておりますので、行いたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

◎委員（大野慎治君） 市民の皆様から多々苦情が出ておりますので、早期

に実施してください。済みません、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 成果報告書の30ページの本庁公用車管理事業で、３

のところに公用車の貸し出しがあります。 

 24年度からずうっと貸し出し台数が書いてありますけど、この28年度２台

ということで、これはほとんど同じ目的で、同じ団体がというか、行政区だ

と思いますけど、が借りているのか、広がりがあるのか、また周知がどのよ

うにされているのか、こういった点について少し説明をお願いします。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 公用車の貸し出しにつきましては、一般的に

盆踊りでの資材の運搬ですとか宣伝活動ですね、そういったものですとか、

それは行政区でございます。あとは市民活動団体の方がイベントをやられる

というときに、それも資材の運搬でございますが、貸し出しをするというよ

うなことでございます。確かに行政区、または市民活動団体ということでご

ざいまして、毎回違う団体かというと、同じ行政区さんで２年連続とかいう

こともございます。 

 あと周知方法につきましては、行政区の皆さんが集まる機会ということで

区長会がございますので、第１回の区長会の４月に開催するところでお知ら

せをして、利用をしていただくというような周知・啓発に努めているという

ことですので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 周知は十分されていて、こういう実績だということでいいでしょうかね。

わかりました。また、引き続き経過を見たいと思います。 

 次に、32ページの公共施設整備基金積立金についてです。 

 基金の積み立てについては本会議でもお聞きしました。特に、この公共施

設整備基金につきましては、今後の再配置計画との関連だとか、いろいろこ

の基金の使い道というのが出てくるというふうに思っていますが、28年度は

１億円の積み立てということですけど、これもきちんとやっぱり方針を持っ
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て積み立てていくべきだというふうに思いますが、この公共施設整備基金の

積み立てについて、どのような考えを持って対応しているのかお聞かせくだ

さい。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 公共施設整備基金についてですけれども、

基金残高も28年度末で３億5,000万円程度ということで、今後の施設の長寿

命化とか再配置のことを勘案すると、まだまだ全然足りないなというところ、

それから、これは必ず必要不可欠な財源であるということで、28年度も前年

度繰越金の留保財源が出たときに積み立てをしてきているというところでご

ざいます。今、委員おっしゃられたように、特に今のところまだ明確なそう

いった積み立て方針というのはありませんけれども、今後、再配置計画等が

策定してきますので、そういったところを踏まえて積み立て方針だとか、そ

ういった目標額を決めるなど、基金を計画的に積み立てしていくという必要

があるというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。今後の検討をよろしくお願いします。 

 あと、ちょっと細かいところでお聞きしたいんですが、決算書のほうの

117ページの放置自転車対策事業の中の修繕料で、自動車修繕ということで、

撤去用リフトの修繕が行われています。比較的高額な修繕だというふうに思

いますけど、この撤去用リフトというのはどういうような状態であったのか。

また、いつごろ使い始めてどういう状況にあるのかということも含めて、少

し説明をしていただきたいと思います。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 撤去用リフト車でございますが、放

置自転車対策事業で使用する、いわゆる放置自転車を放置自転車保管場所ま

で運搬してくるための車両になります。 

 平成27年11月17日に、放置自転車保管所施設内におきまして、撤去車物損

事故により、この放置自転車撤去車及び保管所の外壁が破損をしたため、平

成28年度にその修繕を行ったものになります。 

 修繕費用は共済金として補填をされておるものになりますが、修繕の際に、

再発防止ということで放置自転車保管所職員の交通安全講習、それから放置

自転車保管所施設内に車どめを新たにして、再発防止に努めておるところで

ございます。 

 壊れた状況は、駐車時にバックで外壁に少し衝突した関係で、リフト車の

リフトが作動しなくなったため、そちらを修繕したものになります。以上で

す。 

◎委員（宮川 隆君） 成果報告書35ページ、防犯灯設置事業についてお聞

きしたいと思います。 
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 この表を見る限り、設置よりも現状、市街地等にある防犯灯の管理という

ところに重きを置いているのかなというふうに読み取れるんですけれども、

以前から、例えば岩倉総合高校の通学にかかわる道路だったり、それから先

日、ふれあいトークの中で集落と集落との間のはざまのところが、どうして

も暗くて危険だというような御意見がありました。 

 こういう御意見というのは前々からあったんですけれども、そういう質問

を皆さんするたびに、農地に対する影響がというようなお話が出ていたと思

うんです。市民からの要望もありますので、少し調べてみたところ、例えば

平成23年から山口大学農学部が、光害の少ないＬＥＤの野外照明の設置実証

実験みたいなことが行われて、光の与える影響だとか色の値が農作物ごとに

研究されて、一定の成果が上がっているようです。 

 そういうことを今後踏まえて、やっぱり要望の多いけれども今まで手がつ

けられなかった部分に関しては、積極的に、農作物にも影響がない、そして

市民の安全性も確保するという観点で設置を進めていただきたいなと思うん

ですけれども、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 防犯灯の設置につきましては、市の

要綱に基づき各区の区長さんからの取りまとめによって、要望箇所あるいは

犯罪発生状況等を考慮して、毎年新たに設置をさせていただいております。 

 御指摘がありました岩倉総合高校周辺につきましては、岩倉総合高校の東

側の門から出たところで、当該の道路を集中的に防犯灯を設置することによ

って、いわゆる学生さんが通られる道路については、一定学校あるいは地域

からの要望に基づいて設置がされておるところかと考えております。 

 また、農作物への影響ということでしたが、平成26年度に実施した防犯灯

のＬＥＤ化事業によって、従来の蛍光灯よりはＬＥＤ化したことによって、

いわゆる農作物への光害、被害は少なくなった。岩倉に新設されているＬＥ

Ｄ防犯灯についても同様のことが言えるかと思います。特に稲ですね。田ん

ぼに関するものは、今までの蛍光管よりかは少なかったと感じておりますが、

一方で畑ですね。作物によっては夜間明るいことによって農作物の影響が出

るものも引き続き残っているのかなというところもございます。 

 いずれにしましても、区や各種団体からの要望のときに、市のほうからも

いわゆる作物への光害の説明等もさせていただいておりますが、中には影響

が少なくても、やはり心情的な面でちょっと承諾が得られないというような

場合もございますので、そのあたりも市のほうからも丁寧に説明をして、必

要な箇所には設置をしていくような形で進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
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◎委員（大野慎治君） 決算書108、109、110、111ページの財産管理費の事

務管理費の中の委託料、市有地雑草刈等委託料が79万4,000円余り計上され

ておりますが、毎年聞くのであれですが、野寄町の土地の耕起作業もここに

入っているということで間違いありませんか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） はい、そのとおりでございます。 

◎委員（大野慎治君） 耕起作業はいつまでかかってやるんでしょうか。 

 もうかれこれ何年でしょうか。もう思い出せないぐらいの年数ですが、い

つまでかかるんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらの土地を取得したのは平成23年度とい

うことでございます。確かにそれ以降、次年度以降ずうっと耕起作業を続け

ているということでございます。農地として、地力を回復ということの目的

のために行っているということでございます。 

ただ、いつまでかというところについては、当分の間続けるということで

ございますので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 地力が回復していないということですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 具体的に何か作物を植えたとかいうことでは

ございませんので、確かなことは申し上げられませんが、一定農地として管

理をしていくということでございますので、地力を回復して維持をするとい

う観点で続けておるということでございます。 

◎委員（大野慎治君） 公共施設の代替地として購入するという話もござい

ました。 

 その間、一定農地として使うことも、構想か検討か何だかわかりませんで

したが、かれこれもう６年ですよ。言葉は悪いですが、１カ所当たり3,000

円から5,000円かかったら、もうどれだけのお金がかかっているんですか。

購入よりも高い金額を耕起作業に使うというのはどのような考えなのか、総

務部長、お聞かせください。 

◎総務部長（山田日出雄君） 耕起作業ということで、現実的にこれまで放

ってあったような農地を、田んぼを起こすだけでなかなか地力の回復という

のは難しいのかなという部分がありますけれども、例えばレンゲとかもやっ

ていたりしますので、どれぐらいの費用を投資してそうした地力を回復して

いくかというのは難しいところかと思いますけれども、そういった中でいけ

ば、現状ＪＡさんのほうに委託して、できる範囲で進めているというところ

であります。 

 ただ、いずれにしましても、こうした土地をずっと管理していくといった

ところは、やっぱりどうかというふうに思っていますので、何らかの形で活
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用はしていきたい、あるいは活用していくチャンスを研究していきたいとい

うふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 30ページの公用車についてお聞かせください。 

 行政課で集中管理している車で23台とありますが、電気自動車が現在３台、

今後、ガソリン車を買いかえの時期に電気自動車にかえていくという方向な

どはどう思っていらっしゃるのか、お聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 公用車の買いかえにつきましては、実施計画

などにも上げながら定期的に行っていくというふうに考えております。 

 電気自動車につきましては、軽自動車を買いかえる際に電気自動車でとい

うふうに考えております。ただ、地下の駐車場の電源容量という問題もあり

ますので、そこら辺も勘案しながら進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 地下の電気容量というのは、どれぐらいが可能なん

ですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 済みません、具体的にワット数とかそういう

ことは申し上げられませんが、現に今、既に地下の電気機械室というところ

から電気を引っ張っているという状況もありますので、それをさらに行うな

どの対策が必要になりますので、また今後買いかえる際には検討していきた

いと思います。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目６財政

管理費から目９交通安全防犯推進費までの質疑を終結します。 

 続きまして、款２総務費、項１総務管理費、目10交通災害共済費から目19

諸費までを質疑いたします。 

 決算書は118ページから128ページ、成果報告書は38ページから52ページで

す。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  決算書122ページからの防災対策費について、幾つ

か少しお聞かせください。 

 一つは、125ページの委託料の中の防災業務支援サービス委託料です。99

万9,000円ということで、予算から見れば半分ぐらいに減額がされておりま

す。成果報告書を見ますと45ページの一番上の７ということで、本市域に特

化した気象情報の提供を受けるということであります。この100万円ぐらい
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の委託料で、それに対する効果がどうかなというところを思うわけですけど、

１年を通してこの効果をどう見ているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 気象情報につきましては、ウェザーニュ

ース株式会社のほうから提供を受けております。 

 こちらのほうは、例えばゲリラ豪雨なんかに関しましては、36時間先まで

の雨量を情報提供していただけたり、あと台風なんかにつきましては、当然

進路だとか岩倉に影響ある時間というのを情報提供してもらっています。 

 特に台風のほうにつきましては、気象庁のやつだと結構予報円が大きくて、

この先どうなるかというのはちょっと迷うところがあるんですけど、こちら

のほうは一本の線で示してくれますので、早い段階から岩倉に影響があるか

どうかというのは目安となったり、あと風の強い時間が何時ぐらいから岩倉

に影響があるとか、そういった具体的な情報を教えていただけますので、そ

ういった意味では非常配備等の初動態勢の準備というか、そういう備えに役

立てているという状況です。 

◎委員（木村冬樹君） この支援業務というのは、多くの自治体が利用して

いるような状況にあるのかどうかということで、例えば、多くの自治体が利

用するようになると、委託料ももう少し下がっていくのかなと思えるんです

けど、そういった状況についてはどうなんでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） ちょっと愛知県内の自治体の数は、今す

ぐわからないんですが、近隣ですと小牧、大口なんかが同じようにこちらか

ら情報提供を受けております。 

 大口町と岩倉市は同じ年度、昨年度から導入しているんですけど、そのと

きに行って、一緒に導入するんでということで、ウェザーニュースと交渉も

させていただいて、少し最初の見積もり価格よりは安い金額で、月額につい

ては契約することができております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 正確な情報ということは、非常に大事だというふうに思うんですけど、費

用の面がというところは少し気になるところでありますので、またそういう

交渉ができるんであればよろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう一点は、備品購入費につきましても少しお聞きしたいと思い

ます。 

 今回のこの決算の中で大きい部分は、停電が起こっても国や県と連絡が取

り合えるという装置、システム、ネットワークをつくったということで、こ

れは非常に高額なものでありますが、必要なものだというふうに思っていま
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す。 

 予算のときに聞けばよかったんですけど、炊き出し用のレンジということ

で、これも非常に高額なものになっていると思います。その規模だとかちょ

っとわからないもんですから、少しこのレンジ49万5,000円という値段です

けど、どういう機能を持ったものなのかをお聞かせいただきたいと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） ちょっと規模までは、今手持ちにありま

せんのでわかりませんが、こちらの昨年購入させていただいた備品について

は、一期一会荘や羊蹄会のほうとお話をさせていただいて、向こうからこん

なようなものが必要かなということで、その要望を受けて購入させていただ

いたというものになります。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 福祉避難所にそういうので使えるということで、確認しておきます。 

 もう一点ですけど、防災対策用備品等整備費補助金ということで、これ多

くの行政区が要望がされて、今回は流用も行って、予算を超えるような補助

金ということで計上されているわけです。支出されたわけでありますが、行

政区の要望もやっぱり消火器だけじゃなくて、いろいろ広がってきていると

いうふうに思うんですね。見ますと、発電機３台だとか、防災備蓄倉庫１台、

それと発電機を１台という形で、１件当たり20万円以上かかるぐらいの補助

金の要望があって、それに応えているということであります。 

 そういうことから見ますと、今後もやはりこの補助金については広がって

いく可能性もあるもんですから、少し予算組みを考えたほうがいいのかなと

いうふうにも思ったりするわけですけど、29年度のこの補助金の支出状況な

んかも含めて、どのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） この防災対策用備品等補助金につきまし

ては、自主防災会のほうでやっぱり必要な備えをしていただくということで、

非常に重要な制度だというふうにこちらも思っております。 

 毎年なんですけど、予算の執行状況を見ながら、ある程度執行の状況が高

いといいますか、多いという年度につきましては、途中で要望なんかを聞い

て、残りの要望なんかを聞いて補正に上げさせていただいたりしたこともあ

りましたんで、そういった形で、なるべく自主防災会に必要なものについて

は整備していただけるように、こちらも努めていきたいというふうに思って

おります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（宮川 隆君） 成果報告書38ページの交通災害共済についてお聞き

したいと思います。 
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 グラフというか表を見させていただきますと、一般加入者が減って、公費

助成加入者、これは70歳以上の方がふえていると。見舞金の支給なんかを見

ますと、発生件数は減って支払い金額がふえているということであります。 

全国規模の共済ですので、岩倉が頑張ったところでそう全国的に大きな影

響を与えるだとか、この共済そのものが破綻するということは考えられるこ

とではないとは思うんですけれども、全国的に高齢化が進んで、先ほどの傾

向がさらに伸びるということが予想されるんですけれども、もっと加入促進

に力を入れるべきではないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 周知につきましては、交通災害共済のポ

スターを各区に掲示していただいております。また、チラシを広報「いわく

ら」と同時に配付させていただいております。また、広報「いわくら」で加

入を案内させていただいています。また、前年度加入者宛てに申込書を郵送

させていただいたり、市役所内の電子掲示板に案内を表示したりしてＰＲを

させていただいておりますので、今後も加入者の増、ＰＲに努めていきたい

と思っております。 

◎委員（宮川 隆君） 一定努力してみえるというのはわかりますけれども、

どうしても紙ベース、データベースというと、見ないとわからなかったり、

見に行かないと見えなかったりというのがあると思うんですね。この手のも

のというのは、やっぱり口コミというのが一番有効なのかなと思うので、機

会はいろいろあると思うんです、小学校の安全事業だとか、いろんな場所が

あると思います。そういう口コミのところで広げるという努力も必要じゃな

いのかなと思いますので、その辺の御努力をお願いしたいということでいか

がでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 周知、ＰＲの方法について検討していき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 宮川委員の質問もありましたけど、私思うのは、こ

れは全国的な規模じゃなくて尾張の一部のところですので、その尾張の組合

の中で破綻すれば終わっちゃう制度、もちろん名古屋市はやっていないはず

ですからね。 

 加入している人と公費助成が逆転したのは初めてなんですけど、この分岐

点、いわゆるこの尾張市町交通災害共済組合会というのは、そういう基金が

あるのか、どこから補助金があるのか、分岐点というのは考えているのか、

もしお金がなかったら、公費助成加入者75歳を70歳にしていけば、どんどん

毎年500人か600人入っていくわけです。そこら辺の考え方はいかがでしょう

か。 
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◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 組合の運営につきましては、共済の加入

の会費１人当たり500円と、過去からの基金がありまして、そちらで運用さ

れているような状況になっております。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 交通災害の今の現状につきましては、こう

いった見舞金が会費を上回っている現状もあり、また基金を取り崩しながら

運営が行われているような状況がありますので、今後、解散にするかどうか

というところも含めまして協議は行っていく必要があるということで、また

そういった協議の場を設けるようにということで、交通災害の組合のほうに

は岩倉市のほうからも要望を行っているところでございます。 

◎委員（堀  巌君） この件については、前の片岡市長と本会議で、民間

の保険という観点においては、あえて共済でやる必要がないということで一

致したというふうに確認した記憶なんです。 

 市長がかわって、今、近藤課長が言うように廃止も含めて検討していくと

いう回答だったんだけれども、その方向性については、市長がかわっても変

わっていないということでよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 市長がかわっても方向性は変わっていない

です。 

 ただ、その協議会の組合のほうのお話については、今のところまだ進んで

いない状況ということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと確認させてください。 

 44ページの防災対策費の８番のところに、福祉避難所の協定を締結した医

療法人羊蹄会に、開設の際に必要となる毛布、段ボールベッドの寝具類と、

発電機、投光器の備品を備蓄しましたと書いてあります。これは27年度のコ

メントにも書いてあったんですけど、28年度も引き続き備蓄をしたというこ

とで表現されているのでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 27年度のものにつきましては、一応、一

期一会福祉会、あちらのほうに配備する備品になりますので、今回は羊蹄会

のほうに配備する備品ということになります。 

◎委員（鈴木麻住君） はい、わかりました。 

 それから45ページ、防災備蓄倉庫設置事業で、決算書125ページの委託料

ですけれども、防災備蓄倉庫の設置工事設計委託料というのが40万7,000円

計上してあります。 

 防災備蓄倉庫というのは、規格品を持ってきてぽっと置くだけだと思うん

ですけど、設計事務所が設計するもんじゃないんですよね。それを設計委託

料という形で計上してあるのは、何をどういうふうに設計したのかちょっと
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お聞きしたいんですけれども。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 今回、既製品の倉庫をたしか置いただけ

なんですけど、そのほか舗装だとか、高さをどのぐらいの高さにするかとか、

そういったことはその設計の中で詰めさせていただいたような形になってお

りますので。 

 この下の整備については、設計の中で、先ほど言ったように舗装だとか、

高さをどれぐらいにするだとか、そういったことを決めさせていただいてい

ますので、委託をさせていただいたということになっております。 

◎委員（鈴木麻住君） それは設計事務所がやることじゃないんじゃないか

なと思うんですけど、設計業務に入るんですかね。設計業務というのは、基

本的には倉庫なら倉庫を、大きさだとか高さだとかいろんなものの規模を決

めて、申請業務までやって工事にかかれるようにするというのが基本だと思

うんですけど、申請業務じゃないんですかね。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 先ほど説明が足らなかったんですけど、

先ほどの倉庫の位置だとかそういったのも、図面を書いてもらうのももちろ

んなんですけど、申請の業務に必要なものについてもつくって、そこでいた

だいております。 

◎委員（櫻井伸賢君） ちょっとページ戻って済みません。 

 成果報告書の41ページ、電子情報システム維持管理事業についてお伺いを

いたします。 

 真ん中ら辺に社会保障・税番号制度でという形で記載があります。 

 いよいよ情報連携が始まるという段階を迎えまして、昨年度、情報連携テ

ストが行われました。情報連携した結果は、マイナポータルからマイナンバ

ーカードで自分でログインして、どこどこの市役所がどういう情報を取りに

来たかというのが確認できるというのが大まかな概要だと思っております。 

 情報連携テストは、どこかとどこかの自治体がペアになって、何らかの架

空のＡさんならＡさんという情報を、架空の年収だとか、住所だとか、年齢

だとか、性別だとかというのを設定して、お互いやりとりしましょうね、正

しく通信できましたね、できませんでした、ならＪ－ＬＩＳに報告しなきゃ

いけない、どういう理由でふぐあいがありましたよというような形で報告を

したかと思うんですけれども、どこの自治体とどのような内容のやりとりを

したのか、教えてください。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） マイナンバーの総合運用テストに

ついては、岩倉市は津島市さんとペアを組んでテストを行いました。 

 どの業務といいますと、マイナンバー関連のほぼ可能性のある全業務につ
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いて一通りテストを行いました。以上です。 

◎委員（宮川 隆君） 成果報告書の44、45の防災対策費に関係してお聞き

したいと思います。 

 先日、8月14日の大雨のときに、小牧市と岩倉市と比べると30分以上の時

間の開き、要は情報の提供の時間の開きがあったそうです。小牧市とは違っ

て、岩倉市において土砂崩れの危険性というのはないとは思うんですけれど

も、やはり近隣との災害予測の情報がこの30分近く違うというのは、何らか

のどういうことによって、それだけ時間が変わってくるんでしょうか。 

 岩倉でいうと、防災情報メール、要はほっと情報メール。小牧も同じよう

なシステムを持っていて、小牧が出た30分ぐらい後に岩倉は発信されたみた

いなんです、警報かな。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 警報は、いろんな洪水だとか大雨だとか

あると思うんですけど、その警報の種類ごとですし、あと市ごとに出ますの

で、それはタイミングは違ってくることはあるというふうに思っています。 

◎委員（宮川 隆君） じゃあ今回の大雨に関して、雲の流れによっては岩

倉が先で小牧が後というようなことも、当然あり得るということでいいわけ

ですね。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） はい、そのとおりでございます。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書43ページ、いつも聞くことなんですが、

ヒューマンリンクシステムのことがまた書いてございますが、僕は駅前とか

市役所の映像システムはとても推奨しておりますが、事ヒューマンリンクシ

ステム、本会議でも一般質問させていただきましたが、終息していくという

ことが言われたにもかかわらず、まだこうやって残っているのは、今後、こ

のヒューマンリンクシステムをどのようにしていくのかお聞かせください。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） ヒューマンリンクシステムについ

ては、これまでも申し上げているとおり、現時点では事業の終結を視野に入

れて検討しております。 

 今年度に入ってからも、総務省の東海総合通信局のほうには何度か相談を

しておりまして、アドバイスも得ております。ただ、２市２町の連携事業と

いうこともありまして、協力市町からまだ最終的に決定というか、合意を得

たところまではいっておりませんので、引き続き終結をこちらとしては考え

つつ、話し合いを進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書47ページ、岩倉市市民参加条例の周知・

検証ということで書いてございますが、市民参加条例の進捗状況などを検証

しましたというコメントが入っておりますが、その検証結果について簡潔に
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答弁願います。 

◎協働推進課統括主査（小﨑尚美君） 市民参加条例の検証は、自治基本条

例審議会のほうで行っていただいております。 

 今年度、昨年28年度に行った検証を行っていただいております。各条例、

計画の策定及び変更についての進捗状況について、また既存の計画の進捗状

況についてや、その予定の公表の仕方について、また市民参加の状況でござ

いますが、今申し上げた審議会等に含めてアンケートをどれだけ行ったか、

あと市民公聴会や討議会を行ったのか、パブリックコメントの手続が何回あ

ったのかというところで、アンケートは５回、パブリックコメントの手続は

４回ありまして、意見のほうは18件いただいております。また、政策提案制

度もいただいておりまして、１件ございました。 

 また、市民委員の登録制度がございますので、そちらのほうの登録者につ

いても御報告させていただいております。現在のところ、登録者は81人の方

が登録していただいておりまして、審議会等で市民の方は５人の方が委員と

なっていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目10交通

災害共済費から、目19諸費の質疑を終結します。 

 続きまして、款２総務費、項２徴税費から項７災害救助費について質疑を

許します。 

 決算書は128ページから142ページ、成果報告書は53ページから56ページに

なります。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 成果報告書の54ページ、総務費の徴税費につい

てお聞かせください。 

 市税等の収納向上のために、税収の確保、いわゆる税の滞納者のため、今

年度は、昨年でございますけど、滞納者の早期対応を、職員と外国人サポー

トに非常に積極的に取り組まれたということになっておりますけれども、実

際に財産の納税者の滞納、これは大変難しいと思うんですけど、今回これを

見ていますと、収納率の向上ということで差し押さえを執行したということ

で、滞納分につきましては実施し、いわゆるインターネット等で公売をして

非常に効果を上げたとここには記載されていますけど、実際もう少し詳しく

お聞かせをください。 

◎税務課統括主査（小南友彦君） まず、差し押さえの件数なんですが、28

年度は債権で407件、不動産６件の413件となっております。インターネット
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公売につきましては、２件のインターネット公売を行っております。 

 28年度のまず差し押さえのところ、債権は407件で5,654万2,805円という

ことになります。あと、インターネット公売のほうでは２件で、42万円で落

札されておりまして、滞納処分費を控除した38万5,700円を滞納税に充当さ

せていただいております。以上です。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 実際インターネットで公売というのは、どんな

ものが公売されたのでしょうか。 

◎税務課統括主査（小南友彦君） 28年度は、三輪バイクと軽自動車１台が

インターネット公売をされております。以上です。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 多分、土地は持ってみえると思うんですけど、

そういう不動産というのはなかったということですか。 

◎税務課統括主査（小南友彦君） 28年度、不動産は行っておりません。 

◎委員（木村冬樹君） 成果報告書の55ページに、戸籍住民基本台帳費があ

ります。 

 それで、住民移動の状況ということで、表が一番上に載っています。人口

の増減の内訳ということで右に取り出してありますけど、このその他の部分

というのがちょっと時々聞きますけど、今回は非常に多いというふうに思っ

ています。 

 職権による消除なのかなというふうに思いますけど、どのようなケースな

のかお聞かせいただきたいと思います。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） こちらのその他につきましては、外国人

の方で３カ月以上のビザがおりた方で、中・長期在留になった方で、その方

が住民としてプラス１とかというふうになるもんですから、その方とか、あ

と職権消除でマイナスになる方とかのトータルの人数が、こちらのその他に

入ってくる形になります。 

◎委員（木村冬樹君） 今、プラスの部分はあって、職権消除というのもあ

ったということですけど、いつもより件数が多いというのは、何か消除する

対象がふえたとか、そういうような状況があるのかどうか、ちょっと状況を

説明してください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 外国人の状況なんですけれども、平成27

年から28年については、外国人が11人ふえたところなんですけれども、28年

の４月１日から29年の４月１日につきましては165人ふえております。その

関係かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はいわかりました。 

 次に、選挙費のほうで、決算書の137ページとか139ページのあたりで、備
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品修繕だとか備品購入がされている中でお聞かせいただきたいと思いますけ

ど、参議院選挙のときに、開票作業が市立体育館で行われたということであ

ります。それで、多くの場合は総合体育文化センターのほうで実施してきた

ところでありますが、参議院選挙のような日程が比較的つかみやすいところ

で、総合体育文化センターが使えなかったのがなぜかなというふうに思うわ

けですけど、そういう関係での修繕だとか、扇風機の購入だとかが行われて

いるということで、その辺の状況はどうだったのかお聞かせいただきたいと

思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 参議院選挙につきましては、確かに７月とい

うことで、比較的日程的には読みやすいほうかなというふうに思います。 

 ただ一方で、開票の場所を押さえるためには、事前にその開票の資材をあ

らかじめ置いておくということで、結局土曜日に設置をさせていただいて日

曜日の夜使うということで、２日間占めるということになってしまいます。 

 今回も、総合体育文化センターについても、２階のアリーナというところ

でできないかということを考えたんですけれど、結果的にほかの行事も入っ

ていたもんですから、市立体育館で行ったということでございますので、よ

ろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 開票の環境なんかも含めて、恐らく総合体育文化セ

ンターアリーナのほうが非常に明るくていいのかなというふうに思っている

もんですから、今後はなるべくそちらを使うようにお願いしたいと思います。

職員もそのほうがやりやすいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願

いします。 

 もう一点、細かいところで申しわけありませんけど、141ページの統計調

査費の関係で、今回は、28年度大きな調査はなかったということなんですが、

この事務管理費の中の常任統計調査員の報酬ということで、6,000円掛ける

16人ということで支出されているところです。また、事業用の消耗品費でい

ろいろお配りされているというふうに思いますけど、常任統計調査員という

方々の28年度の活動というのはどうだったんでしょうか。こういう調査が大

きいのがない場合はどのような活動があるのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 常任統計調査員の業務については、

日ごろから各種統計業務の研究、調査等を行うとともに、企画の担当する統

計調査は昨年度ありませんでしたけれども、商工農政課が所管する経済セン

サス等の調査もございましたので、そうした統計調査に主体的な立場でかか

わっていただくというようなことで、いろいろと作業していただいておりま
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す。 

 また、こういった登録調査員関係の確保というのは国・県も推奨しており

まして、そうした方への確保対策事業ということで消耗品を購入させていた

だいております。以上です。 

◎委員（櫻井伸賢君） 選挙費、５問ぐらい聞いていきます。済みません。 

 まず、決算書が137ページになるんですけれども、参議院の選挙費と市長

選挙費からはみ出て、頭のほうに出て、選挙啓発費で事業用で消耗品費があ

ります。これ拝見させていただきましたら、図書カードを購入されています。

参議院選挙用の選挙啓発なのか、市長選挙用の選挙啓発なのか教えてくださ

い。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、市長選挙の啓発標語とい

うのを市民の皆様から募集をして定めております。その際に、優秀賞という

ことで使わせていただいた方への謝礼として図書カードを購入し、お渡しし

たというものでございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） ありがとうございました。続きます。 

 先ほども木村委員から若干出ましたけれども、参議院通常選挙の中で備品

を購入されています。拝見させていただきましたけれども、開票に際して、

自書式投票用紙に何が書いてあるかを自動的に読み取る、読み取った結果、

候補者ごとに束ねていくスタッカーというんですけれども、それを増設した。

参議院の比例代表は個人で投票できますので、こういうものが必要なんじゃ

ないかなと思います。 

 購入されました、その成果を教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらは今回、備品としては２つ購入をさせ

ていただきました。 

 一つは、委員から御紹介いただきました増設スタッカーというものでござ

います。そちらについては、通常、分類が９つということでございますが、

この増設スタッカーをつけたことにより、21分類ができるというものでござ

います。 

 もう一個につきましては、天地表裏反転ユニットといいまして、最初に開

披台へあけるというか、投票箱から出したときに、通常ですと表と裏、あと

上下、そちらをそろえて開披作業するものはまとめるということになります

が、この天地表裏の反転スタッカーを使うことによって、そろえるだけでい

いと。表裏とか上下を気にしなくてもいいということで、それを読み取り分

類機で自動的に読み取るという、その２つを今回購入させていただいており

ます。 
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 具体的な成果ということでございますので、そちらを申し上げると、参議

院選挙は２つの選挙がございまして、選挙区選挙と比例選挙というものでご

ざいます。選挙区選挙につきましては、同じ選挙ということで、25年の選挙

と比較させていただきますと、25年のとき24時15分が結了時間でございまし

たが、選挙区選挙はその１時間前の23時15分に結了するということで、１時

間早まっております。 

 また、比例代表につきましては、平成25年のときに25時20分という結了時

間でございましたが、こちらは28年のときには25時ということでございます。 

もちろん、候補者数ですとか投票者数というのも違うもんですから、単純

な比較ではないのかもしれませんけれど、確実に成果は上がっているという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） ありがとうございました。 

 例えば、そうやって参議院選挙用に買った資機材を、市長選挙のときとか

に使っちゃうということはいいのかいかんのか、裏を返せば、選挙の資機材

を豊かにしようと思ったら、国政選挙のときに買っちゃえばいいという考え

方は通用するのかしないのか教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 国政選挙で買った備品を市長選挙または市議

会議員選挙で使うことは、支障はないというふうに考えております。 

 ただ、買い方としてそういう観点ではないということでございます。よろ

しくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） ありがとうございました。 

 あと、この参議院選挙の中で、郵送料というのが137ページのほうの下に

あります。支出伺の中を拝見をさせていただきまして、後納郵便を使ってみ

える、これは投票場の入場券を送ったんだなというふうに思うんですけれど

も、それ以外に印紙を現物で複数枚購入してみえた。これはどういう使い道

なのか教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、主に不在者投票でござい

ます。不在者投票については、例えば、病院等の施設で行っていただく不在

者投票の際ですとか、あと遠隔地、岩倉市の選挙権がある方で他市で投票用

紙を送って投票される方、その逆もしかりですけど、そういった方について

は、速やかに送るという観点で簡易書留の速達というのを結構使っておりま

して、そういったところで実際の切手を用いて郵送を行っているということ

でございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） いろいろありがとうございました。 

 最後です。139ページの市長選挙のほうになります。11番の需用費の中で



７３ 

いろいろ消耗品を買ったよと。無投票になりましたので、選挙啓発ポスター

だとか、投票用紙が使われなかったよというのはある程度仕方のないところ

かなというふうに思っております。 

 その中で、啓発物品でポケットティッシュとウエットティッシュを購入さ

れております。これは選挙がなかったんですけれども、この現物は今どうな

っているんでしょうか、お聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらポケットティッシュとウエットティッ

シュを、今回啓発のために買わせていただいております。こちらについては、

告示日は窓口とかに置いたりしていたんですけど、ただ残念ながらというか、

結果的に無投票ということでございますので、すぐにそれは窓口等からは外

しております。今現在は、一部そのとき出なかったものについては倉庫に保

管しているということでございます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚本秋雄君）  市長選挙の関係で139ページ、印刷製本費なんです

けれども、無投票であっても選挙運動用ビラは、この印刷製本費の中に入っ

ているだろうと思います。 

 それで、国のほうで公職選挙法が変わりまして、県会議員、市会議員、選

挙運動用ビラというのが今後、岩倉市は今は公費とはなっておりませんけれ

ども、このときの市長選挙の選挙運動用ビラを公費としたときの考え方につ

いて、お聞きいたします。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 委員御紹介のとおり、市長選挙につきまして

は選挙運動用ビラというか、マニフェストビラと呼ばれておりますが、そち

らについては公営で行うというのが認められております。 

 今回に関しては、確かに無投票ということではございましたが、告示日に

おきましては、選挙運動が行われているということでございますので、それ

は公費として印刷をされたものについては、請求があったものはお支払いす

るという考えで払わせていただいております。 

◎委員（塚本秋雄君） 私もそれはそれで理解していますけれども、市長選

挙のときには選挙運動用ビラを公費でやるといったいきさつというか、決め

方を単純に聞いただけですけど、お答えください。 

◎行政課長（中村定秋君） 御質問の趣旨がちょっとあれですけれども、回

答になるかわかりませんけれども、もともと選挙運動に候補者の方の経済的

負担が多過ぎると選挙になかなか出にくいと、立候補しにくいということが

ありまして、例えば今ですと、選挙運動用の自動車であるとか、あるいはポ

スター、そういったものが公費で負担されるということになっています。 
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 その一環として、いわゆるマニフェストビラの発行が可能になったときに、

市長について、それについても公費負担にすべきだというところで、全国的

に公費負担になっているといういきさつであるというふうに理解をしており

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款２総務費、項２徴税費から項７災害救

助費の質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 質疑の途中ではありますが、本日はこれをもって散会したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 御異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって散会します。 

次回は９月12日10時から再開いたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（平成29年９月12日） 

 

◎委員長（関戸郁文君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより財務常任委員会を再開いたします。 

 最初に、当局のほうから回答の御説明があるということですので、それを

許します。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 成果報告書の66ページ、南部老人憩

の家の利用者数の実人数と78ページ、79ページのさくらの家の利用者数の実

人数、子どもルームの実人数についてですが、さくらの家の利用者の実人数

については、利用者に対しまして利用証を発行しておりますので把握するこ

とができております。実人数は、大人826人で男性290人、女性536人です。

さくらの家の子どもルームと南部老人憩の家の利用者の実人数につきまして

は、個人名での台帳整理ができていないため、延べ人数しかわかりませんの

で、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） 回答は終わりました。 

 何か御質問ございますか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 済みません、もう一度。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） さくらの家の利用者の実人数につき

ましては、利用者に対しまして利用証を発行しておりますので把握しており

ます。大人が826人、男女合わせまして826人。男性が290人、女性が536人で

す。 

◎委員長（関戸郁文君） ありがとうございます。 

 それでは、これから質疑に入ります。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、目７障害者医療費に

ついて質疑を許します。決算書は142ページから160ページ、成果報告書は57

ページから73ページまでです。 

 質疑はございますか。 

◎委員（相原俊一君） 成果報告書59ページ、臨時福祉給付金支給事業につ

いてお伺いします。 

 これは、消費税が８％に上がっての国からの生活困窮者に対する支給とい

うことで、３年連続しているんですね。その中で、いただける方はもうほと

んどわかっていらっしゃると思っているんですけれども、この中で書いてあ

ったのが、給付申請者3,419人に対して給付要件に該当した3,410人、９人が

該当しなかったと。この点については、申請者のほうは十分に納得はされて
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いるのかどうか、その辺お願いいたします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、相原委員から御質問いただいた件でござ

いますが、支給人数の差異ということですね。 

 まず、この差が出るというのは、申請した後にどなたかの課税者の扶養に

入ったとか、その方が税の申告をして課税になったということで、支給要件

から対象外になったということでございます。よろしくお願いいたします。 

◎委員（相原俊一君） 99.7％の支給ということで、0.3％については国に

返納するのでしょうか。その辺、いかがなんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） この給付金につきましては、事業実施中に判

明したものについては返還はせずということでございます。ただ、もともと

この制度については国からは事務費と給付金については出ますが、精算をし

て、実績報告で交付額よりも少なければ返還ということになりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書の57ページ、事務管理費社会福祉総務費

のところです。 

 地域防災計画に基づく避難行動要支援者名簿の更新を行いましたというと

ころがありまして、その後に、マニュアルによる個別避難支援計画書の様式

を作成し、避難支援関係者である自主防災組織や民生委員にお渡ししました

というふうになっています。 

 昨年、私の家にも、うちは障害者がいるもんですから、こういったものを

持ってみえたんですけれども、様式を作成しとなっているんですけれども、

その後、どういった状況になっているのか、わかれば教えてください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 個別支援計画書につきましては、避難行

動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うために、要支援者の一人一人に

適した支援計画書のことでございます。個別支援計画書につきましては、自

主防災会が中心となって支援体制づくりをお願いしており、現在205名、平

常時の避難行動要支援者名簿577人の36％の計画書のほうが提出されており

ます。 

 名簿更新時には、区長会、民生委員児童委員協議会で、改めて名簿の役割

や個別支援計画書の依頼についてお話のほうをしております。 

◎委員（鬼頭博和君） 要支援者の登録数が27年、28年で増加しているんで

すけれども、今こういった増加の傾向になっているのかどうか、教えていた

だけますか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 手帳を持っている方が年々増加、特に精

神障害者手帳の増加のほうがかなりありますので、今後もこの名簿のほうは
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ふえていくと思われます。 

◎委員長（関戸郁文君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 少し何点かにわたりますけど、済みません。 

 最初に、成果報告書58ページの地域福祉計画の関係でお聞かせいただきた

いと思います。 

 28年度は第１期計画の最終ということで、その活動が行われていくという

ことと、２期の計画をつくる準備が年を明けてからスタートしているところ

だというふうに思います。 

 一つは、決算書を見ますと、地域福祉計画推進活動委託料が27年度と比べ

ると少し額が減っているということで、活動内容はどうだったのかなという

ことが１点と、それと、この地域福祉計画というのは、地域住民が市民参加

や、あるいは協働という形で地域の福祉的な課題を解決していくためのもの

だというふうに理解しているんですけど、推進体制がこの間言われたように、

１期は市民会議というもので、そういう人たちの活動が地域ではなかなか見

えにくいというところがあったと思いますけど、２期は、それを各小学校区

ぐらいのところでいろいろ活動していくというようなことも少しお聞きして

いるところでありますが、この推進体制、今の市民会議がどのような形に第

２期で発展していくのかというところについて、どのような考えを持って進

めているのか、第１期の活動と第２期の推進体制についてお聞かせいただき

たいと思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） まず地域福祉推進活動委託料の件でござ

いますが、計画推進の中で具体化された事業は全体で６事業ありましたが、

岩倉福祉市民会議が費用をかけずに市民計画の推進を実行し、１事業当たり

の事業費が見込みより低く抑えられたためです。１つに自転車マナーの啓発

事業、２つ目に災害啓発事業で大型紙芝居の上映、公園で遊ぼう事業、挨拶

運動推進事業ではポケットティッシュの啓発活動、いわくらカルタ制作事業、

そして福祉推進フォーラム事業の６つの事業を実施いたしました。 

 ２つ目の質問にございますが、第２期計画では、より地域性に考慮した計

画策定と推進を目指しており、小学校区などを推進母体として考えておりま

す。第１期の市民会議は４つの部会があり、それぞれ活動してもらっていま

す。今後、第１期にかかわったメンバーは第２期策定のための市民会議に入

ってもらうことを想定しておりますが、住民主体の計画のため、今後も引き

続き活動してもらうかはメンバーの判断に任せておりますが、事務局として

は、第１期の岩倉福祉市民会議に参加しているメンバーが、それぞれ住む地

域の中で、次の推進母体の中で活動していただけるような声かけはしていき
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たいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。前年度と比較して、活動事業が６つ

ある中で費用をかけずにやった事業もあるということで、決算額が下がって

いるというふうに理解しました。 

 また推進体制については、１期のメンバーもできるだけ残ってもらいたい

ということでありますが、今度の第２期の計画というのは、多分これはもう

少し大人数になってくるのではないかなというふうに思うんですけど、小学

校単位で活動するということも考えると、そういうふうに想定されるんです

けど、その辺の全体の第２期の推進体制というのは、どのぐらいの人数とい

いますか、これまでと比べてどのような規模で行っていこうと考えているの

でしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 地域福祉計画も５年を迎え、ことしの３

月に、それぞれの部会のメンバー全員36人に斬新的な取り組みの振り返りシ

ートを作成してもらい、地域の課題を整理し、必要なものと不必要なものを

再検討中です。具体的な事業を展開している部会で、今後も同様に活動して

いくという部会については、活動を継続していく場合、支援をしていきたい

と考えております。また、テーマの設定の仕方や、それにあわせて部会の組

織のあり方についても、あわせて検討中です。 

 ことしの２月に小学校区ごとに地区懇談会のほうを行いました。６月には

第２期策定に向けた市民会議の準備会を開催し、63名の参加がございました。

この準備会の御案内は、地区懇談会に参加していただいた市民245人と第１

期の市民会議メンバーに対して行っております。小学校区の地域の有志の

方々に集まっていただき、第２期の地域福祉計画に向けて一緒に意見交換を

行いながら検討する機会を設け、各小学校区で取り組むことを第２期の地域

福祉計画に乗せていきたいと考えております。 

 ９月と10月に実施する市民会議において意見を集約し、計画に反映させて

いきたいと考えおります。第２期を推進するメンバーは、市民会議に参加し

たメンバーから抽出をしたいと考えております。今のところ、まだ人数のほ

うは、正確な人数のほうはまだ決まっておりません。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。また今年度のところで、少しいろい

ろ情報をお聞きしたいというふうに思います。 

 次に、59ページの地域福祉基金積立金についてもお聞かせください。 

 地域福祉基金積立金は、この間ずうっと利息を積み立てていくという形で

行われてきています。28年度については、北島の児童遊園の整備事業のため

に4,000万円取り崩したということであります。そういうことを考えますと、
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この積み立てのほうは、計画的なものというのはどうなのかなというところ

はありますけど、例えば先ほどの地域福祉計画の推進だとか、いろいろ充当

できる部分があるのかなというふうに思ったりするわけですけど、今後のこ

の基金の積み立てについて何か方針みたいなものがあるのかどうか、お聞か

せください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 岩倉市の地域福祉基金の具体的な運用方

針はございません。岩倉市地域福祉基金条例の第７条により、基金は地域福

祉の推進のための財源に充てるときに限り処分することができ、今までの取

り崩しの実績は、平成22年度のさくらの家１億6,500万円と、昨年度の平成

28年度の北島児童遊園整備事業の4,000万円でございます。 

 今後、地域福祉に係る事業計画などの財源に充てることと考えております。

例えば社会福祉法人施設整備建設事業費の補助に考えております。 

◎委員（木村冬樹君） なかなか積み立てていく方針がない中で、何か事業

が必要になった場合にというところでいうと、やっぱり財源が生まれないん

ではないかなというふうに思いますので、やはり先々も含めて、計画的なも

のを少し持っておくべきではないかなというふうに思いますので、ぜひ検討

をお願いします。 

 次に60ページです。国民年金費、上段のほうですけど、今、一宮年金事務

所の職員に来ていただいて、奇数月の第１水曜日に年金相談が行われており

ます。28年度は78件ということであります。 

 私も年金の相談に少し立ち会ったことがありますが、今、順番制みたいな

形で、朝、大勢だあっと来て、それで順番が決まって、あなたは昼からだよ

みたいな形で振り分けられるような感じになっているわけで、もう少し待ち

時間が少ないような形のものがとれないかなというふうに考えるわけですけ

ど、今年度に入って何か改善があるのかどうか、そういった実態をお聞かせ

いただきたいと思います。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 28年度までにつきましては、議員のおっ

しゃられるとおり、フリーで来ていただいて順番でしていただいているとこ

ろなんですけれども、平成29年度よりお二方、年金事務所から来ていただい

ていますので、１人の方を予約で30分ごと、１日８人ですね、予約を取り入

れております。もう１人の方につきましては、フリーで来た方の対応をして

いただいているところでございます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。２人のうち１人が予約ということで

す。ですから、待ち時間がかなり減ってきているのかなというふうに思うと

ころですので、ぜひそのようなことで進めていただきたいと思います。 
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 次に、64ページの緊急通報システム管理事業についてもお聞かせください。 

 コールセンター方式に変わって何年かたったというところであります。そ

れで、少し設置人数のほうが減少傾向にあるなあというふうに見ております。

これは、いろいろ理由があるというふうに思いますけど、主にどういった原

因で減少しているのか、お聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 緊急通報システムの平成28年度の年

間実利用人数は168人でした。平成27年度より14人減っておりますけれども、

理由としましては、死亡のほかに施設の入所、転出、御家族との同居等、さ

まざまな理由で変動がございます。 

 動向につきまして、緊急通報システムは固定電話がないと設置ができませ

んので、昨今、携帯電話を御利用の方は、わざわざ固定電話を回線を引いて

緊急通報システムを利用される方は、ほとんどお見えになりません。携帯電

話で手元や枕元に置いて、親族や救急につながるように設置しておかれる場

合もあるそうです。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと状況がわかりませんけど、例えば死亡や施

設入所や転出や家族との同居ということで減っていくことはあるというふう

に思います。例えば新しく必要な方たちは、例えば28年度でいうと、新設さ

れたのが何人ぐらいいるんでしょうか。そういう新設の人の推移というのも

少しわかりましたら、教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 平成28年度新規設置台数11台、27年

度19台、26年度14台、25年度17台です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。多少ではありますけど、減少傾向な

のかなというふうに見るわけですね。 

 例えばアセスメント、必要性のアセスメントをやっていると思いますけど、

これは基準が変わらないものだというふうに思っていますけど、そういった

ところで必要者が減っているのかどうかというところなんですけど、かとい

って高齢化は進んでいるという中で、ちょっとやっぱり減少していくという

のは少し理解しにくい部分があるわけですけど、どういった分析をされてい

るんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 緊急通報システムの利用につきまし

ては、要介護認定者の場合には、ケアマネジャーがケアプランに必要性を確

認し、市が確認をしております。また認定を受けていない人などは、地域包

括支援センター職員によるアセスメントをもとに地域包括支援センターの連

絡会議等で必要性の有無を検討し、必要性が認められれば設置となりますの

で、問題なく対応ができていると考えます。 
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 今後も必要な方に利用していただけるように、広報や地域包括支援センタ

ーやケアマネジャーを通じて周知していくように努めてまいります。 

 減っている理由につきましては、民間の利用だったり、御家族さんの希望

であったり、団地の個別の設置等というのも多少考えられるとは思います。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。また、ちょっと経過を見ていきたい

と思います。 

 次に、68ページの心身障害者福祉費の関係で、この成果報告書の４行目か

らのところなんですけど、消防救急の119番、緊急通報システムＮＥＴ119と

いうんですかね。この説明と登録会をやって126人への支援ということであ

りますが、このＮＥＴ119というんですかね、これは先ほどの緊急システム

とはまた違うものなんでしょうか。その辺について、ちょっと説明をお願い

します。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） ＮＥＴ119とは、平成28年４月から岩倉

市を含む６市３町が共同運用して消防指令センターで受け付けている消防救

急の119番通報を、聴覚や言語に障害のある人がＮＥＴ119という緊急通報シ

ステムにより、スマートフォンや携帯電話から誰がどこでどのような通報を

したのかがわかるサービスです。 

 平成28年７月に消防署で説明会と登録を行い、10人の方が登録を行ってお

ります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。こういったことも多少影響している

のかなとも思ったりしますね、先ほどの減少傾向も含めて。高齢の方での聴

覚だとかそういうのもあるというふうに思いますので。10人の方がこれを利

用していると。この辺も経過を見ていきたいと思います。 

 次に、69ページです。 

 自立支援費のうち、昨年度や予算のときもお聞きしたと思いますが、放課

後等デイサービスというのが件数が非常にふえている、利用者がふえている

ということで、これは施設が急増しているということが新聞でも報道されて

いるところで、岩倉市内でも幾つか新しいところができてきているというふ

うに思います。 

 それで、やはりこの中身なんですよね。その辺が県での指導になってくる

のかなあというふうに思いますが、その辺がきちっとされているのかどうか

という点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 放課後等デイサービスは、平成24年４月

に児童福祉法に定められた支援事業であり、市内の障害児の放課後等デイサ

ービスについては、近年、事業所の開設により大きく利用が伸びております。 
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 市内の放課後等デイサービスの開設状況は、平成24年７月に東町におりー

ぶおりーぶ岩倉、平成27年９月には大市場町にふれんず岩倉、これは旧チャ

イルドいわくらです。そして、平成28年４月に大山寺町にひまわりの種が開

設され、市内には３カ所の放課後等デイサービス事業所がございます。 

 放課後等デイサービスの利用状況については、現在62人にサービスの支給

決定をしており、市内の３カ所の事業所へは、29年６月の利用実績で39人が

利用をしております。 

 放課後等デイサービス事業を開設するには、都道府県の児童福祉法上の事

業者指定を受けなければなりません。指定基準としては、法人格、人員基準、

設置基準、運営基準を満たす必要がございます。国においては、サービスを

実施するに当たって必要となります基本的事項を記載した放課後等デイサー

ビスガイドラインを示しており、これに基づき、各事業所がその内容を踏ま

えつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて創意工夫を図り、提

供する質の向上に努めております。 

 適切なサービス提供や運営がなされているかについては、愛知県の監査指

導室が定期的に実地指導監査を行っており、その中で問題があれば指導がさ

れております。市においても、実地指導には同席をし、随行時などに指導内

容等の確認をしております。また、障害福祉サービス事業所交流会の中での

ヒアリングや、随時事業所を訪問し、現場確認などを通して把握に努めてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございます。状況はわかりました。 

 引き続き市も県の実地指導などに同席をしておるということで、中身の確

認をして、質のよいサービスとなるよう努めていただきたいと思います。 

 次に、71ページです。 

 この間いろいろ、決算、予算のたびに聞いている部分、これもそうであり

ますけど、手話通訳の関係で、手話言語条例を制定していく動きが全国的に

広がっています。議会も手話言語の関係の国の法整備を求める、そういう意

見書も提出しているところでありますが、この手話言語条例の制定について

は、ずうっと研究しているという答弁でありますが、何か進んでいる部分が

あるのかどうか、この点についてお聞かせください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 国に対し手話言語法の制定を求める意見

書が国内の全1,788の地方議会で採択され、手話言語法制定の機運が高まっ

ております。 

 愛知県が平成28年10月14日に手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミ

ュニケーション手段の利用の促進に関する条例、手話言語条例を作成いたし
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ました。この条例案では、県には市町村と連携して通訳者の養成など総合的

な推進をするよう求めるとされております。 

 県内の手話通訳者をふやすことを目的で、今年度、愛知県主催の手話奉仕

員レベルアップ講座を岩倉市で開催いたします。岩倉市でもそれに伴い、市

内手話奉仕員養成講習会修了者に通知文を送付したり、手話サークルボラン

ティアに周知を行ったりして、進んで協力を行いました。 

 また、聴覚障害のある人への福祉施策の要望について、毎年、尾北地区障

害者福祉協会岩倉支部、市内の手話サークルと意見交換を行いながら施策の

充実に努めております。今後とも県との連携を図りながら、聴覚障害者にと

って開かれた社会となるように努めてまいります。 

 一方、手話言語条例を制定することにつきましては、近隣市町の状況を鑑

みながら、前向きに取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 前向きということで、よろしくお願いしたいと思い

ます。議会も制定しているところの視察なども予定しておりますので、また

意見交換をしていきたいというふうに思います。 

 この範囲で最後ですけれども、73ページです。 

 障害者医療費の支給事業で、ちょっとこの間、気になっているところで、

現金給付の部分が全体の中の割合が低いですけど、この間、少し上がってき

ているというふうに思っています。これは、精神の方の入院の部分なのかな

というふうに思いますけど、こういうふうになっている要因といいますか、

改めてお聞かせいただきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 今、御質問ありました現金給付の支

給額のところにつきましては、昨年度に比べましたら下がっているような状

況ではございますが、中身としましては、受給証を持っていられる方につき

ましても、県外受診のものにつきましては現金給付の対象になりますので、

そういったところも27年度に比べれば減ったのかなというところです。 

 あと木村委員のおっしゃられた診断書入院の方につきましては、対象者が、

中には手帳を持たれて受給証を交付されたという方もいらっしゃいますので、

そういった継続で27年度は現金給付で対象になっていた方につきましても、

現物給付に移られた方もおられますので、27年度に比べてはちょっと減って

いる状況になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書58ページ、中段に市内の名所や史跡、名

物などを遊びながら学ぶことができ、大人と子どもが一緒に楽しむきっかけ

づくりを目的としたいわくらカルタを作成しましたとありますが、現在、ど
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のように活用しているのでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 岩倉福祉市民会議の保健医療福祉教育シ

ステム部会の13人のメンバーが、2015年に市内の歴史や名所を知ってほしい

と、徒歩での史跡めぐりを開催しましたが、参加が大人ばかりだったために、

子どもたちにも地元のよさを伝えたい、自然に学べるかるたづくりを始めま

した。平成29年度には、かるたの絵札のところに写真を取り入れ、完成をい

たしました。将来は、小・中学校や公共施設に配る予定です。 

 かるたをきっかけに岩倉のよさを再発見し、大人と子どもが地元について

話し合うなど、世代間のつながりをつくることに役立つきっかけづくりにな

ればと考えおります。 

◎委員（大野慎治君） 完成したばかりで、まだ児童館や小学校には配付し

ていないということで。わかりました。 

 では、成果報告書62ページ、中段、やや下段ですが、地域で支え合いを推

進するためにモデル地区（石仏町、大山寺町）で支え合いマップづくりの作

業を行い、見守り状況の確認と見守り体制づくりについて地域住民の意識の

向上を図ることができましたと書いてございますが、これは何人参加してつ

くったのか、まずお聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 石仏町が８名、大山寺町が11名の方

の御参加を得まして開催をしております。 

◎委員（大野慎治君） 今後、各地区にこれを広げていく予定はあるのでし

ょうか、お聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 御協力いただく地区を検討しており

まして、なかなか難しい点はございますが、各地区や地区の中での地域を広

げるような形で検討していきたいと考えております。 

◎委員（大野慎治君） これは、29年度はどこの行政区も検討されていない

ということでよろしいですか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 幾つか検討はしておりますが、まだ

具体的にどこの地区とは、ちょっと発表できる段階ではございません。 

◎委員（鈴木麻住君） 私もちょっと一点お聞かせ願いたいんですけど、71

ページの地域生活支援事業の中で、聴覚障害者の社会参加という形で、手話

通訳の方が社会参加するのにおいて、以前に聞いたことがあるんですけど、

いろんな市の行事の中で、手話通訳があるかないかという表示がないという

ことで、非常に参加しづらいと。行って手話通訳がなければ来た意味もない

し、行くのにも結構ハードルが高いということで、事前にそういうものをお

知らせできるような案内とか、あるいは掲示なんかをしてほしいという要望
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があったと思うんですね。なかなかそういうふうに努力させていただきます

という報告は受けたんですけど、その後、どのように改善されたのでしょう

か。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 今の御質問ですが、平成28年４月に施行

された障害者差別解消法に伴い、市の行事については手話通訳・要約筆記を

設置するようにしております。また、広報やチラシ、ポスターへ手話通訳・

要約筆記の設置を記載するように職員のほうにも周知をしております。 

 ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、一人でも多くの聴覚障害者

の方が地域の中で安心して暮らせる社会を目指して取り組みを進めてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、窓口の手話通訳者に関しましても、平成29年度から週２回の設置か

ら週３回への設置のほうを実施いたしました。 

◎委員（鈴木麻住君） 一定改善されているということだと思いますけれど

も、それで、手話通訳個人派遣という形で、28年度は30人、時間にして47.5

時間ということで、これは27年度からすると、27年度は14人、利用者が。そ

れで31.5時間ということで、28年度は利用人数は倍、さらに時間的には1.5

倍という形で、これは手話通訳者って、たしか私が聞いたときは余り人数的

にいなくて対応が難しいという話で、時間をふやしたり、手話通訳の相談と

いうか、そういう時間をふやすのは難しいとお聞きしていたんですけど、改

善されたということでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 市内の手話通訳者は、今２人おります。

その方のお仕事は、行事のほうの手話通訳になります。個人の手話通訳の派

遣、例えば今、平成28年度30件ございました。こちらのほうは病院の付き添

いとかなんですが、こちらは県のほうの手話通訳者を依頼しております。だ

から、県内全域の手話通訳者さんの方になります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 成果報告書65ページの高齢者生きがい事業について、

一つだけお聞かせください。 

 高齢者の生きがいについて、こういった長寿をお祝いしてお金を贈呈して

いくということは非常にいいことかとは思うわけですけれども、これから高

齢者の方がふえていくに当たって、こういう制度が成り立っていくのかなと

いうところもちょっと心配もありまして、どうなんでしょうか。もしわかれ

ばでいいんですけど、こういうような80歳が5,000円とか88歳になると１万

円、そういうお金を渡しているとことというのは、ほかの他市町でも普通に

やられていることなのか、その辺の状況が、もしわかれば教えていただけな
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いでしょうか。わからなければ、またきょうのところはそれでも構いません。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 近隣市町でも粗品やお祝い品をお渡

しされたり、金額まではちょっと今手元にございませんけれども、敬老祝い

金としてお渡ししているようで、愛知県ではそういったお祝い金ということ

は盛んにやられてみえます。全国的にはそういったものはないというところ

もあるようです。 

◎委員（鬼頭博和君） もう一点、お聞かせください。 

 成果報告書の68ページなんですけれども、心身障害者福祉タクシーの料金

助成についてということで、391人にタクシー料金の助成利用を交付し、

4,510件の利用がありましたという記載があります。この利用者、利用件数

をこうやって見てみると、26年ぐらいからだんだん下がってきてはいるんで

すね。この移動手段としてタクシーだけが今料金の助成が出ているんですけ

れども、自家用車を使って移動するという方も結構見えると思うんですね。

そういったところで別の助成という形で、例えばガソリン券とか、そういっ

たことというのは考えておみえでないでしょうか。お聞かせください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） ほかの近隣市町におきましても、タクシ

ー助成のほうはタクシーチケットとガソリンという２種類のどちらかを選ぶ

という形でやっているところが最近は多く見受けられておりますので、岩倉

市のほうでも前向きにちょっと考えていきたいなと考えております。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（山北由美子君） タクシーの助成で、他市

ではチケットのかわりにガソリン代で助成しているというところも若干見受

けられますが、ガソリン代ですと、御家族が何人か見える方の場合に、どな

たが御利用したか少し不明確になるようなところもございまして、チケット

かガソリン代というのは、両方ではなくて、やっているところは選択制をと

っているみたいです。 

 ちょっと岩倉では、今のところすぐにそういった予定はありませんが、少

し他市町の状況は研究させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

◎委員（鬼頭博和君） 要望ですので、他市町もそういった形で今進んでい

るということで、やはり移動手段としてなかなかタクシーを利用しづらいと

いう面もありまして、そういった声も私も聞いているものですから、そうい

ったガソリンで、必ず車に乗せて、やっぱりそういった障害者を移動すると

いうのは月に何回も絶対あると思うので、そういった形で、やはりちょっと

助成のほうを検討していただきたいなというふうに思います。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） タクシーに関連して、ことし、タクシー料金の初乗
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り料金が値下げされたんですよね。初乗り料金が値下げされたけれども、距

離数によって今度は今までよりも、岩倉では初乗り料金プラスお迎え料金の

チケットが１枚ということで助成されているんですけれども、初乗り料金は

値下げされたけれども、距離によってはぼんぼんと上がる単位が多いので、

今までよりも値上がった、自己負担がふえたという声が、乗る人たち、ちょ

っと駅から遠い地域の人なんかは、北の地域、南の地域になると多い、金額

が上がったということで、初乗り料金プラスお迎え料金という１枚のチケッ

トを、大口町のように１回1,000円とかで見直しはどうかという市民からの

御提案、意見をいただいたんですが、どうでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 他の状況も確認しながら、また研究していきた

いと思います。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会

福祉総務費から目７障害者医療費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目８子ども発達支援施設費から目

11多世代交流センター費の質疑を許します。決算書は160ページから168ペー

ジ、成果報告書は74ページから80ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鈴木麻住君） 成果報告書の75ページ、ふれあいセンターの施設管

理費についてお尋ねします。 

 これは、ふれあいセンターの空調工事があり、リース方式で昨年から初め

て取り入れられた工事だと思いますけれども、そのリース方式が、そのとき

私、ちょっと確認していなかったんですけど、この実績成果報告書を見ると、

１・２階の研修室、会議室の空調機というふうに表示があります。というこ

とは、施設全体の空調を一括でリース方式で契約したというふうに思ってい

たんですけど、そうじゃなかったということで、今年度にまた追加分で新し

く残りの分をリース方式で発注されているということなんですね。 

 本来であったら、当然リース契約も１年間ずれるわけだし、一括でリース

契約を発注するのが本来だと思うんですけれども、なぜこのようなことがな

されたのか、その原因というか、理由というかを教えてください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 平成５年度に開設した空調設備の経年劣

化により、冷暖房効率の低下や風量を調整する弁が壊れるなどの問題が発生

しており、平成24年、25年に利用者のほうから空調の効きが悪いという苦情

が多く出ておりました。工事費が高額なため、分割して、年間1,000万円ぐ
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らいなんですが、平成26年度から平成32年度までの空調機の取りかえ工事の

スケジュールを計画して、実施計画のほうで取り上げておりました。 

 平成26年度には、最も市民の利用頻度の高い３階の視聴覚室、研究室の修

繕工事 ―― 工費のほうは885万6,000円ですが ―― を実施しました。続い

て平成27年度のほうは、外壁工事のほうがございましたので、空調工事は行

いませんでした。平成28年度で、修繕工事の同じく市民が利用する場所とし

ての４カ所分、１階の機械作業室、２階研修室、会議室、相談室、ボランテ

ィア活動室は、実施計画の中で、当初取りかえ工事で実施を予定しておりま

したが、予算の計上のときに10年契約のリースのほうに変更をいたしました。 

 平成28年における空調調達の総経費の比較では、リースの場合のほうがか

なり工事の場合よりも安かったということで、当初の予算リースなんですが、

月額15万3,000円だったんですが、入札をしたところ、28年度５万7,240円と

非常に安く行うことができましたので、残りの29、30、31、32年の４年間で

計画をしておりました職員が使う事務所、ホールのほうを一括して平成29年

度にリースで実施するという経緯でございます。 

◎委員（鈴木麻住君） その28年ですか、リース方式を採用したというのは、

修繕をするのに比較検討したときに、リース方式が安いということで採用し

たということだと思うんですけれども、本来は、当然順番に直していくとい

うことで、買い取りだったら順番に少しずつというのは考えられるんですけ

れども、リース方式は、一括契約する場合は当然半分に分けたり、幾つかそ

ういう分けるよりかは施設全体を一括でやったほうが当然安くなるし、管理

もしやすいわけですよね。 

 だから、なぜ初めてリース契約を採用したときに、全部を修繕していくと

いう前提のもとで、一括で見直してリース契約をしなかったのかということ

をお聞きしたいんですけど。 

◎福祉課長（富 邦也君） 平成26年度から視聴覚室、24、25年と市民のほ

うからそういった冷えないということがありましたので、それに向けて空調

機のほうのふれあいセンターのほうを整備してまいりましたんですが、その

後、27、28年でリースの形を研究させていただいて、ちょっと試行的ではあ

りますがリースのほうを実施させていただきました。それが経過になりまし

て、その後、リースのほうが実際的には機器導入だけではなくて、設計費用

とか工事の取りつけのリースに含む会社の負担とかそういったものが、実際

的にはコストダウンできることがわかりましたので、それで28年度、実際は

残りのものを、ふれあいセンターのものを実施させていただきました。 

◎委員（鈴木麻住君） 何となくちょっとよくわからない部分があって、リ
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ース契約するときに、新たに全部機器をかえるんじゃなくて、既存のものに

ついてもリース契約を結んだということですか。視聴覚室なんかを修繕と言

われたと思うんですけど、修繕じゃなくて、もう新しく機器を取りかえた部

分があったということですかね。 

◎福祉課長（富 邦也君） ちょっと説明不足で済みません。 

 空調機のほうは、視聴覚室のほうは全部修繕で行いまして、そのもの以外

はリースで空調機のほうはさせていただきました。その後、無償の10年後が

リースになりますので、無償譲渡という形で、それ以後は市のほうでやって

いきますので、その後また調子が悪ければ、リースという形か修繕という形

かわかりませんが、研究していきたいと思っております。 

◎総務部長（山田日出雄君） 少し実施計画的な話なので、私のほうからこ

うしたリースに関する部分の考え方ということをお話しさせてもらいたいと

思います。 

 実際に、最初の工事をした26年当時には、まだリースといったところは、

こちら側としては余り考えていなかったというのが実情であります。その後、

先ほど福祉課長からも話があったように、27年ごろから、少しそうしたリー

スによる調達の方法もどうかということで検討してまいりました。 

 その結果、例えば今言ったような設計とか施工、あるいはその後のメンテ

まで含めて考えて、安くなる場合があるといったところもありましたので、

26年のときにはまだそうしたリースを検討しなかったので、26年の当時には

施工という、修繕というんですかね、取りかえ工事という形で実施をして、

系統が幾つかあります。ふれあいセンターについては一括じゃなくてもいい

ということで、これは話は前後しますけれども、高額になるものですから、

もともと最初から少し分割して施工をしていこうというところを考えておっ

たんですけれども、その後半の部分に関しては、先ほども申しましたけれど

も、リースのほうが効率的に調達ができるといったところで、今後、そうし

た部分に関しては、今回保育園なんかもやっておりますけれども、一定全体

的に考えて、リースのほうが有利だということであれば、そうしたことも視

野にしていこうというところであります。 

 ですので、26年当時にはまだそうしたリースによる調達というのが余り視

野になかったというのが実情でありますので、御理解いただきますようよろ

しくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） 何となくわかりました。26年に修繕、取りかえたも

のについてもリース契約を結んでいるということではないんですね。それは

また別で、今度また10年後と９年後にリース契約を結ぶときに一括でという
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ような考え方ということですか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 委員さんのおっしゃられるとおり、また今後の

更新時期がありましたら、そのときに一括でリース等、また修繕等で考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 私もふれあいセンターのところで少しお聞きしたい

と思います。 

 修繕料が執行がなかったというところなんですけど、29年度には恐らく幾

つかの修繕が行われる予算になっていたと思うんですけど、28年度のところ

も施設修繕がゼロだったという点については、どういう状況なのかなあとい

う、ふれあいセンターは共用開始されてかなりかかっているところで、毎年

修繕料が計上されていたと思いますけど、施設の管理の状況というのはいか

がなものでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 28年度につきましては、社会福祉協議会のふれ

あいセンターのほうからそういった主な修繕という声が聞こえてきませんで

したので、現在の段階では、床とかそういったものが、あと蛍光灯とかそう

いったものがちょっとという話を先週お聞きしておりますので、そういった

ことを聞いておりますので、今後また計画的に修繕等をしていきたいと思っ

ております。 

◎委員（木村冬樹君） 指定管理者のほうから何もなかったということなの

かなあというふうに思いますけど、やはり施設の見回りだとかそういうのは、

一応市のほうでも見て、適切な管理が行われているかということを確認して

くる必要があるというふうに思いますので、やはり受け身だけではなしに、

少し市の判断のもとで見てくるということも必要ではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 今、木村委員がおっしゃられた平成26年

度６件、平成27年度４件のこの修繕に関しましては、緊急時の修繕でござい

ますので、トイレのバルブが壊れたとか、ちょっと壁が利用者が穴をあけた

とか、そういった場合の緊急時の修繕のことで、施設のほうから修繕を行っ

てほしいというものに関しましては、予算のほうで別枠で組ませていただい

ております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 同じふれあいセンターのところで、75ページ、会議

室の利用状況があるんですけど、ボランティア活動室の利用状況がゼロなも

のですから、何か特別な事情があったのでしょうか、教えてください。 
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◎福祉課統括主査（大島富美君） 会議室等の利用状況は全て予約をして利

用した件数となっております。ふれあいセンター２階に当たるボランティア

活動室は印刷機の置いてある部屋で、基本、フリースペースとして平日の昼

間は予約をしないでボランティアの人たちが利用できる部屋になっておりま

す。 

 平成27年度までのボランティア活動室の実績数は、平日の夜間の予約をし

た数字でございまして、こちらのほうはボーイスカウトが使用をしておりま

した。戦没者追悼式の点鐘でも平成27年度までお願いをしておりましたボー

イスカウトのほうなんですが、少子化の影響や塾へ通うなど、時代の流れと

ともに、ちょっとボーイスカウトのほうの人員が少なくなったということで

ボーイスカウトの活動がなくなったため、平成28年度はゼロ件となっており

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目８子ど

も発達支援施設費から目11多世代交流センター費の質疑を終結します。 

 続いて、款３民生費、項２児童福祉費について質疑を許します。決算書は

168ページから192ページ、成果報告書は81ページから104ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 最初に、成果報告書82ページの幼児２人搭乗用自転

車購入補助事業についてお聞かせください。 

 ごめんなさい、これは本会議で聞きましたのでいいです。 

 予算書の173ページの事務管理費の中の子ども・子育て支援システム改修

業務委託料というものがあります。ちょっとこれはシステムの改修で、中身

を少し教えていただきたいと思いますが、どのようなシステムの改修だった

んでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 子ども・子育て支援システム

改修業務委託料につきましては、保育料ですね。保育の利用者負担額につい

ての多子の世帯への軽減に対応するための改修と、ひとり親世帯の軽減の対

応と、支弁台帳と国と連携するための報告書等の変更の改修に対応したもの

です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。制度がいろいろ変わるということも

ありますので、このシステム改修費、結構額が大きいもんですから、また今

後のところもちょっと注視していきたいというふうに思っています。 

 そうしたら、次に成果報告書84ページの赤ちゃん訪問についてです。 
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 民生委員だとか児童委員による赤ちゃん訪問でありますが、重要な事業だ

というふうに思っています。この文章の中に専門的な支援が必要な家庭は保

健センター等の関係機関につなげましたということでありますが、こういっ

た保健センター等の関係機関につなげたというのは、大体どのぐらいの割合

いるのかなあというところが少し気になるところであります。その辺の状況

が少しわかりましたらお聞かせください。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、木村委員から御質問いただきました赤ち

ゃん訪問でございますが、健康課と連携をしているところでございます。 

 昨年度、情報提供にかかわったのは28年度で20件ということでございまし

て、訪問ができなかった御家庭については健康課にもお伝えをしまして、そ

の後また訪問なり、健診なり、赤ちゃんと御家族にお会いして状況を確認し

て、また福祉課のほうにも報告をいただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（宮川 隆君） 私も成果報告書の84ページの赤ちゃん訪問事業につ

いてお聞きしたいと思います。 

 訪問件数が上げられているんですけれども、今の答弁ですと、何か100％

達成ではないようなふうに聞き取れたんですけれども、状況としてはどうい

うふうなんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今の宮川委員の御質問でございますが、訪問

件数については、お子さんがお生まれになってから４カ月までをめどに訪問

しているということで、対象者については民生委員さんや主任児童委員さん

に各地区ごとにお渡しをして訪問に行っていただいていると。100％という

のは、やはり今訪問できなかった家庭というのが、昨年度20件あったという

ことで、その後どうなっているかとか、どうしても入院していてお会いでき

ないとか、一時的に里帰りされていたとか、いろんな事情もございまして、

その後、健康課で保健師が訪問したり、４カ月健診ですね、そういったとき

にお会いして聞き取りをしているということでございます。 

 民生委員さんの訪問とかで、どうしても相手があることですので、必ず会

える、本当は会えるのがいいんですけど、なかなか会えないという実情があ

るところですので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（宮川 隆君） じゃあ、確認なんですけれども、昨年度20件に関し

ても、それから今まで民生委員さんは会えなかったけれども、機会を通じて

できるだけ近い段階でお会いして、フォローすべきことはフォローしてきた

ということでよろしいんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、宮川委員の御質問のとおりでございます。 
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◎委員（宮川 隆君） あと一点、５年間振り返ってみて少し気になったん

ですけれども、この文章、５年間ほとんど変わっていないんですね。全く判

で押したような文章になっていました。設置目的が明確ですし、その達成率

も今言われたように、ほぼ継続的に100％を達成していると、結果的にね。

ということですので、事業そのものに関しては、これ以上でもこれ以下でも

ないということでこういう文章になるんでしょうけれども、もう少し年度ご

とに特徴があれば、そこを入れていただいたほうがいいのかなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 その都度、やはりどういったことがあったかとか、特徴的なものはその年

によって変わってくると思います。社会情勢とかにもよっていろいろあると

思いますので、今後、今の御質問をお受けして反映させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書の85ページ、西部保育園の空調機をリー

ス方式で更新しとございますが、本年度は北部保育園はリース方式ではなく

工事方式、先ほどのふれあいセンターは比較して安かったからリース方式を

継続したという答弁でしたが、今年度、西部保育園と北部保育園でリース方

式と工事方式を変えた理由は、具体的には何でなんでしょうか、お聞かせく

ださい。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 28年度に西部保

育園はふれあいセンターと同時ということでリースでやらせていただきまし

た。西部保育園に関しましては、園全部の空調システムを一斉更新というこ

とでございましたが、今回、北部保育園につきましては、全部ではなく、現

在空調のついていない部屋への追加というところだけでございました。全更

新というわけではなく、部分的なもので、非常に機数としても結果３台とい

う機数でございます。 

 また、北部保育園、木造の園舎部分に建てるということもございます。公

共施設再配置の中の判定もちょっと低い数値であるところもございます。長

期リースというよりは、短期のというところで、今回北部保育園については、

リースではなく設置ということでさせていただきました。 

◎委員（大野慎治君） それでは、成果報告書86ページ、87ページに関係し

て、厚生文教委員会でも常任委員会でもパート保育士の不足は４月以降解消

しているということになっていますが、岩倉駅にはパート保育士募集という

ポスターがいまだに張ってあります。それはちょっと置いておいて、解消で

きた理由は具体的に何なのか、お聞かせください。 
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◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 今年度

解消できた理由としましては、昨年度、育休で休暇中だった保育士が８名戻

ってきたということが大きいと思います。 

◎委員（大野慎治君） じゃあ、今パート保育士さんは何人いらっしゃるん

でしょうか。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 申しわけござい

ませんでした。 

 28年度決算数値で、保育士のパート89名でございます。よろしくお願いし

ます。 

◎委員（大野慎治君） 済みません、パート保育士は何名なんでしょうか。

28年度と29年度を教えてください。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 申しわ

けありません。平成28年度が68名で、29年が70名です。 

〔発言する者あり〕 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 済みま

せん、調理員を抜いた数になっております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 範囲が広いもので、ちょっとなかなか思いつかない

というか、頭が回らないんですけど、89ページの育児相談の関係でもお聞か

せいただきたいと思います。 

 相談の件数が、いろいろ子育て支援課の関係で減少傾向にあるなというふ

うに思っています。それで、子ども発達支援施設の関係は本会議で聞きまし

たが、ここの子育て支援センターにおける育児相談の件数が減少傾向という

ふうにあるのは、何か理由があるんでしょうか。統計のとり方とかが変更が

あったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 子育て支援セン

ターでの相談というところでございますが、母親同士のつながりを深めると

いうことでの、お互いの話し合いというところに重点を置きまして、その効

果が形になったということや、また専門の学校のほうから講師を毎月１回お

招きして相談に乗っていただいておると。専門家に直接相談ができるので、

個別子育て支援センターへの相談のほうは減少しているのではないかという

ふうに分析をしております。 
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◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 次に、94ページ、児童館運営事業費のところで、７回目のにこにこシティ

いわくらを開催したということで、引き続き参加もたくさんあって、社会参

加、模擬参加といいますか、そういう事業で進められていると思います。 

 それで、これまでこの運営に関して大学生の参加があったというふうに思

っています。今回の表記にはそういうものが含まれていませんけど、どうい

った状況の変化があったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課館長兼地域交流センター長代理（大川真由美君） ただいま

の委員の御質問に対して答えさせていただきます。 

 手探りで始めてきましたにこにこシティも７年過ぎました。子どもたちの

中でも定着しつつあると職員で自負しております。職員だけではなく、子ど

もたちの先輩であります中学生、高校生、大学生を巻き込んで、より魅力あ

るものにしていきたいと努力をしているところであります。 

 平成27年度には大学生が２人参加し、当日はもとより、毎回の実行委員会

でも活躍をしてくださいました。翌年の28年度にも同じように声をかけまし

たが、秋という時期が大学生にとってもとても忙しいようで、参加はかない

ませんでした。しかし、今まで参加者としてにこにこシティを見てきた中学

生が、28年度は２人、今度はスタッフとして手伝いたいということで、若い

力をかしてくれました。 

 委員の御指摘のように、中学生、大学生の若い力が加わると、子どもたち

の士気も当然上がっていきます。今後も努力を続けていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございます。引き続きよろしくお願いし

ます。 

 いい取り組みであるというふうに思いますので、それを経験してきた人た

ちが中学生となり、スタッフとして参加するということも非常に重要なこと

だというふうに思いますので、引き続き努力をお願いしたいと思います。 

 あと決算書のほうに行きますけど、191ページの青少年宿泊研修施設管理

費のほうでもお聞かせいただきたいと思います。 

 ＮＰＯ法人を指定管理者として管理運営をお願いしているところでありま

すが、施設修繕につきまして、一括して内部設備修繕ということで、証書類

はそういうふうになっております。この内部設備修繕というものの内容は、

具体的にどういうものの修繕なんでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 済みません、ちょっと今手元

に資料が置いてありませんので、また調べて回答させていただきます。 
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◎委員（木村冬樹君） わかりました。じゃあ、それはよろしくお願いしま

す。 

 あと委託料の関係で、指定管理だけではなしに、建築物の定期調査等の委

託料もあります。今、公共施設の再配置の一つのモデルケースとして上げら

れている施設でありますので、この建設物の定期調査等の結果というのは、

どのような状況になっているんでしょうか。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて再開します。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 済みません、ちょっとこちら

も資料がないので、調べて後で御報告させていただきます。 

◎委員（宮川 隆君）  私のほうも、決算書191ページの青少年宿泊施設管

理費に関係してお聞きしたいと思います。 

 たしか本年に入ってからだと思ったんですけれども、ここの管理運営と自

主企画を主体的に行ってみえた方が不慮の事故でお亡くなりになられたと思

うんですけれども、その後、ここの管理運営に関して、またそれぞれの自主

企画の活動に関して支障を来すようなことは起こっていないんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 確かにその指定

管理のほうで、ちょっと残念なことがございました。当然私どもとしては、

指定管理のほうに変わらぬように運営していただくようお願いをしていると

ころでございますが、何かと自主事業等で活躍をしていただいた方でござい

ます。若干、具体的に申し上げると、天体観測をするときに、夜の星空の話

とかも説明をしていただけていたようなところでございます。また、それに

つきましては、操作方法等、今、子ども会さんの御協力を頂戴いたしまして、

みんなで天体望遠鏡を操作できるようにというような勉強会も始めたところ

でございますが、何分、空の話までは私どももまだちょっと勉強が不足して

いるところでございます。 

 具体的にはそのようなところで、本当にお力が偉大だったなというところ

を感じるところでございますが、全体としては、当然影響のないようにやっ

ていただくというところで進んでおります。 

◎委員（宮川 隆君） 次に、成果報告書の95ページ、私の表の見方が間違

っていたら申しわけないんですけれども、放課後児童健全育成費の関係で、

要は夏休みの期間中の放課後児童クラブの入所の推移の関係なんですけれど

も、平成26年までは大体290人強ということで推移してきていました。その

関係もあって、もう館としては飽和状態だから、さくらの家でやったり、北
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小学校や南小学校を利用するという御説明の中で、27年度からちょっと拡大

した運営をしていると。 

 そうしますと、この27年の利用者数が141で、28年が140と激減しているん

ですけれども、これってどういうことなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 申しわけござい

ません。私も26年度を持ち合わせておりませんので、ちょっとそこの見立て

がわからないんですが、この表につきましては、通年で年間通われる方を除

いて夏休みのみ利用された方ですので、26年度当時の通年ベースの方を足し

ているかどうかというところもお答えは、ちょっと今、済みません、はっき

りお答えできないところでございます。ただ、通年で300名ほどの利用がご

ざいますので、その数字に関しては、ちょっと改めて確認をさせていただき

たいと思いますが。 

 ごめんなさい。今、26年度を持ち合わせておりませんので、ちょっとお答

えが難しくて申しわけございません。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（櫻井伸賢君） いつも桝谷さんと済みません、ありがとうございま

す。 

 ちょっとごめんなさい、決算書に戻るようで申しわけないんですけれども、

保育園費のほうに戻るんですけれども、173ページです。 

 事務管理費の中のところで事故賠償金ということで、キーワードだけで南

部保育園、南小学校、ウサギの件だと思いますけれども、これがその上の10

行ぐらい行ったところの賠償責任保険料の掛けていたからこれでもらえたよ

というような形で、過去、全員協議会の中でお話があったならば大変申しわ

けないんですけれども、この金額で和解したよというところまでは私記憶が

あるんですけれども、例えばその後、この事故に際して検証を行ったのか。

１週間ぐらい前の毎日新聞の一面、トップ記事の中で、これは死亡事故に限

られるんですけれども、全国で起きた保育園の死亡事故で検証されているか

というので、特定の割合の数値を出して検証されているとか、検証されてい

ないという報道があったもんですから、僕は関連で伺うんですけれども、今

回、例の南部保育園の事故の件で検証されたか、何らかの再発防止などの策

が検討されたのか。過去、全員協議会でお話しされているのならば二度手間

になりますけれども、教えてください。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 話したかどうかちょっと記憶にあ

りませんけれども、ここでは言っているかなと思います。 

 まずは、この事故については大変申しわけなく、示談ができたこと、本当
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に相手方にも感謝するところかと思います。そのときは、保育園児に対して

３人ついておったんですけれども、その立ち位置がどうだったかということ

はきちっと検証をしております。 

 あと園外に出かけるときに、このときはパート保育士３名でした。そこは

改めようということで、正規保育士がいるところで出かけるということに改

めました。保育園全体としても、日々ヒヤリハットの報告書をつけるように

しました。そういった事故がないようにということで、施設的なこと、それ

から保育指導的なことで気づきを毎日日報として上げる、それを職員会議で

共有する、園長会で共有する、全体で共有するということ、そういった取り

組みをしているところでございます。 

◎委員（桝谷規子君） さまざまな子育て事業の中に、延べ人数だけという

記述と、実人数と延べ人数がきちんと両方記載されているというところがあ

るので、できたら、全ての事業に実人数と延べ人数、両方書いていただける

とうれしいなと思うんですが、例えば90ページの一時保育では両方、実も延

べ人数も書いてありますけど、81ページのファミリー・サポート、88ページ

の地域活動のちびっ子クラブのほうでは、実人数がなくて延べ人数だけなの

で、お願いします。 

 89ページの子育て支援センターのほうは、実人数はすごい多い人数なので

カウントは難しいかなと思うんですが、先ほどのさくらの家であったように、

利用証とかいうのにかわるようなものがあれば、子育て支援センターも実人

数のカウントができるんじゃないかと思うんですが、そこら辺、いかがでし

ょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 実人数につきま

して、来年度以降、表記の方向は考えさせていただきます。 

 また、今、御指摘いただいた88ページのちびっ子クラブと89ページのにこ

にこフロアにつきましては、どちらもやはり名札やスタンプカード等を発行

して、その場で本人たちに出席でスタンプを押したりと、その名札は最終的

にはお土産としてお持ち帰りいただくという形になっておりまして、年度の

終わりのタイミングでその名札の数を数えるとか、名簿のほうでチェックす

るという状況で数えるということは可能でございますので、年度の終わりの

ほう、注意していきたいと。 

 今年度、28年度実績に関しましては、名札のほうがない状況なので、ちょ

っとお答えができないと。支援センターのほうについてはできない状況でご

ざいます。 

 また、88ページ、保育所地域活動事業につきましても、全ての園で実人数、
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その記録が今残っていない状況でございました。ですが、７園中５園わかっ

ているところで、残り２園が概算ということになりますので、詳細は避けさ

せていただいて、おおむね合計が707人のうち二百二、三十が実人数ではな

いかというところでございます。これは７園中２園が想定の数字というとい

うところでございますが、それぐらいだということでお願いをします。 

 また、最後81ページ、ファミリー・サポート事業でございます。こちらに

ついては、実人数を申し上げさせていただきますと、28年度の依頼をされて

きた実人数は14名、援助をしてくださった実人数は12名ということでお願い

をいたします。 

◎委員（桝谷規子君）  100ページの児童遊園の施設管理費についてお伺い

します。 

 児童遊園のここの記述には修繕についての記述があるんですが、草取りな

どの管理は基本的には地域の人たちのボランティアによるものなのか、市が

どんなふうにかかわっているのか、その児童遊園の地域地域によって違うの

か、そこら辺お尋ねします。 

 中本町児童遊園が余りにも草が多いのが、通るたびに最近気になっている

ですが、そこの児童遊園によって地域の差があるのか、どうでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 児童遊園の雑草の管理につき

ましては、老人クラブであったりとか、お地元の区の皆様のボランティアに

よって刈っていただいております。 

 あと、市としては臨時用に少額ですが、シルバー人材センターへの委託料

を計上しておりますので、場合によってはそちらにお願いするということも

ございます。 

◎委員（桝谷規子君） シルバー人材センターにお願いすることもあるとい

うことは、地元からの要望によって派遣なのか、課としてはそういう管理を

していくという、全体的に見回して、ここはシルバー人材センターの派遣が

必要だとかなのか、地元からの要望なのか、どうなんですか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 先ほど申し上げ

ましたとおり、基本的に本当にありがたいお話で、おんぶにだっこというこ

とにはなっておるんですけれども、雑草のほうは老人クラブやお地元の皆様

のボランティアによるところが１対１ということで、またあさってですか、

ゆうわ会の皆様にまた雑草をやっていただけるというふうに承知をしておる

ところでございます。 

 なので、この臨時用というところは、やはり今、委員のお尋ねにありまし

たように、例えばお地元から、ちょっと余りにもひどいというところで、直
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近でやれる予定やスケジュールが入っていないとか、職員が現地に確認に行

ってとか、そういうところで対応させていただくための予算というふうに理

解をしております。 

◎委員（堀  巌君） 今ので、アダプトプログラムとは関係ないんでしょ

うか。対象施設ではないということですか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 当然、アダプト

プログラムをやっていただいているところもあるかと思いますが、ちょっと

私の記憶の中では中本町児童遊園は入っていなかったかと。またあとアダプ

トに関しまして、場合によっては草を取るところまでやらずに、ごみを拾う

だけだよというような内容もございます。それはアダプトの方のやり方とい

うところもございますので、必ずアダプトをやっていただいているところは

草刈りまでということは、ちょっと負担が多くなるので、そこまではやって

おりません。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 成果報告書92ページ、保育園送迎ステーション事業

についてお聞かせください。 

 ちょっとそもそも論に入るんですが、保育園送迎ステーションは最大何人

まで送ることができるのかお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 片道で20人までということで

させていただいております。 

◎委員（大野慎治君） 車２台あって20人ということは、７時半から９時ま

での間に、やっぱり２人ずつしか乗せていかないということなんですね、１

台に。それ以上多分乗れないんでしょう。最低20人だと僕は思っているんで

すが、結果的に今迎えで２人しかいないこの現状をどのように評価している

のか、お聞かせください。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 定員は20人としておりますが、そ

れは目安であって、それを超えても行けるというふうに思っています。１台

はバスのように仕立てておりますので、もっと人数、今でも３人乗っている

車もあろうかと思いますけれども、順番に保育園を回っている車もあります。

行く場所とか行く時間によって運行、出発する時間も定めておりますので、

もっと利用ができる状況にはあるというふうに思います。 

 迎えにつきましては、朝はなかなか御家庭でも準備等お忙しくて利用され

る場合が多いんですけれども、帰りはお母様、お父様が直接園にお迎えに行

ってもらえている利用者が多いという、比較的時間に余裕がある方について

は迎えに行ってもらって、保育園の先生、保育士とのコミュニケーションも
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図っていただく時間も必要だということもありながら、迎えは利用しておら

れないという方が多い状況ではございます。 

◎委員（大野慎治君） 今、自動車の運行管理業務の委託で２人の方、送り

も迎えもということですが、実際、帰りは１人で十分対応できていると。今

後、この運営の業務委託料、更新のときには見直すことになるんでしょうか、

お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今現在は、特段

まだ見直すというところまでは考えてはおりませんというか、このままの利

用実績を見ながら続けていきたいというところではございます。よろしくお

願いをいたします。 

◎委員（大野慎治君） 更新時ですね、今運転手１人で十分お迎えのときは

対応できるんですね。ずうっとこのままですから。今年度もお二人から三人

だということなので、先ほど部長の答弁でも、このままそういった傾向、僕

もそのような保育園の先生からのお願いというか、御希望ということで、お

迎えはできるだけしてほしいという依頼があると。保育園父母の会の皆さん

もおっしゃっていました。そうしたら、そういったときに業務委託をそのま

ま２人で、送りも迎えも２人体制でいるというのはちょっと見直すべきじゃ

ないかと、更新時ですよ。そのような考えがないというのは、どのような見

解なのでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） まずこの委託については、出来高

といいますか、人件費、人を単価で割るのはちょっとどうかと思いますけど、

１日幾らというふうにお願いしております。例えば土曜日ですと、１人しか

出勤しなければ１人分のお支払いにしております。ただ、委託側としても人

を雇うものですから、午後は１人だけというふうになっても、委託費の計算

としては、１人日幾らという単価で契約をしてございます。単価については、

会社が人を雇う経費もございますので、その辺は折衝にはなるかと思います

けど、人件費につきましても物価上昇によって変わることもございましょう

し、そこは変わってくる部分もあろうかと思います。 

 ですから、全く出なかった日、土曜日は１人という場合がほとんど多うご

ざいますけれども、平日は大体お二人分を実績として支払うという契約にし

てございます。 

◎委員（大野慎治君） ちょっと済みません、厚生・文教常任委員会は傍聴

しておったんですが、十分わかっておるんですが、岩倉駅にステーションが

ございますので、岩倉駅周辺の方は非常に便利ですが、北部や南部の方の御

要望に応えるということは検討していないんでしょうか、再度財務委員会で
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お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今現在、例えば

北部や南部、石仏駅や大山寺駅というところになりますと、厚生・文教常任

委員会のところでの御説明の中では、やはり万が一のところで保育士の配置、

もしくはハード面で一定整備が要るというところで、費用対効果の面から見

ても、ちょっと現状のところでは岩倉駅中心でというところでお答えをさせ

ていただきました。よろしくお願いをいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 質問させていただきます。 

 保育士の関係で、先ほどパートの関係を大野さんが質問されて、68名、70

名という数字がありましたけれども、正規社員の保育士は何名いますでしょ

うか。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 28年度

は55名です。 

◎委員（塚本秋雄君） 正規の保育士は55名、パートは。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 申しわ

けありません、68名です。 

◎委員（塚本秋雄君） 68名ね。そうすると、正規の保育士は55名、パート

が68名、岩倉市の保育事業における人事政策は、どのような考え方で今後考

えてありますでしょうか。と同時に、28年度の人事政策における課題はなし

でよろしかったでしょうか。 

〔発言する者あり〕 

◎総務部長（山田日出雄君） 保育士全体の人事といったところですので、

私のほうから少しお答えをさせていただきます。 

 昨年度までぐらいは、なかなかパート保育士が集まらないといった状況は

既に御承知のほう、お話をさせていただいております。また、その一方で、

今回、育休の職員の復職によって、一定パート保育士の欠員は解消されたと

いったところが今報告があったところですけれども、保育士、特に採用・退

職に関しては、基本的になかなか難しい面はあるんです、現実を考えると。 

 例えば29年度にこうした形でクラス編制をした後に、実際にそのときに職

員の不足が出たりするわけですけれども、それとあわせて、その当年度、29

年度末の退職見込みを合わせた形で30年度の職員募集をしていくと。一定、

職員の配置に関しては１年おくれ、実績を見ながらといった部分もあります

ので、１年おくれといった形の対応になるというのは実情でございます。 

 かといって、これをなかなか推測でというのは難しいところでして、片や

保育ニーズの増減によって職員がどういった形で配置ができるか、あるいは
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補足をするか、あるいは余分というのか、こういう形になるのかといった部

分はなかなか難しいところで、こうしたところは１年おくれでのクラス数の

編制の見込みと職員の退職見込みによって採用して対応をしてきているとこ

ろは、これは職員組合のほうともいろいろお話をさせていただきながら、適

切な職員配置、保育士の配置といったところを考えているところです。 

 今後、どういった形で保育ニーズが増加していくのか、減るということは

余り考えられないのかなというふうには思いますけれども、こうした時世か

ら考えてですね。 

 ただ、一方で少子化といった問題もありますので、そうしたところは非常

に推計をしていくのは難しいということは経験則でもわかっておりますけれ

ども、できる限り適切な形で、バックデータも持ちながら、そうしたところ

で適切な保育士の配置をしていきたいと考えていますので、お願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 補正予算でもとってあると思いますので、任せると

ころは任せていきたいと思いますけれども、待機児童という問題を28年度に

ついて当局はどういうふうに捉えて、どういうふうにお答えしていただけま

すでしょうか、年度当初、途中。 

 それと関連して、きょうだい同一保育園というのは請願で出ておりました

ので、産休で母親が家へ帰ってきたときのいわゆる保育園からお子さんを自

宅へ返されることがあったのかどうかと、それについての考え方をお聞きし

ます。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 28年度に第２子以降の御出産

により育休に入られて、上のお子様が退園となった児童というのは６件ござ

いました。 

◎委員（塚本秋雄君） じゃあ、もうちょっと聞きますと、２子でも３子で

も保育園に行っておったと。お母さんが産休に入って会社から戻り、自宅で

６カ月家におったときに、そこに６件返したというのが28年度にあったとい

うことでよろしいでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 産前産後休暇期間中は保育の

要件となりますので、産後休暇が終わって育児休業に入った段階で、在園さ

れていた１歳児のお子様は退園になったということでございます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 成果報告書の97ページ、家庭児童相談室の表がある

んですけれども、育成相談のところで、育児しつけ相談というところが27年

度から28年度に急激にふえているんですけれども、この原因というか理由は

おわかりでしょうか。 
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◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、鬼頭委員の御質問でございます。育児し

つけ相談がふえているという御質問と思います。 

 こちらにつきましては、確かにふえておるんですが、私もちょっと気にな

ったもので調べさせていただいたところ、相談される方が、うち相談員が２

名おるんですが、ちょっと事情があって、深い事情は申し上げられませんが、

複数回にわたり相談されていたということで、どうしてもカウントがふえた

というのが実情でございます。 

◎委員（鬼頭博和君） お一人の方が何回も御相談されたということですか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、鬼頭委員の御質問のとおりでございます。 

◎委員（桝谷規子君） 92ページの大野委員の保育送迎ステーションにかか

わって、済みません。 

 先ほどの厚生・文教常任委員会の傍聴のときにすごい気になったので、保

育園父母の会にちょっと訂正してもらったほうがいいんじゃないかなと思う

数字がありますので。 

 きのう、木村委員もふるさとづくり基金の積立金のところで質問したとこ

ろですけど、厚生・文教常任委員会では利用者負担が150万円と答弁された

んですよね。国が大まかに650万、市の一般財源で500万、利用者負担で150

万と言われたので、利用者負担は20万になるんじゃないかなと思って。それ

で、ふるさとづくり基金で127万3,000円というふうに計算が出ているんです

けど、その他のところの147万8,000円の大まかに150万というのを利用者負

担で150万とやりとりの中で言われていたので、それは私も150万もかかるの

かなと傍聴しながら思っていて気になっていたので、父母の会の人たちに訂

正をしたほうがいいんじゃないかと思うんですが、よろしいでしょうか。ご

めんなさい。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） たしか堀委員が質問か何かで、私

が答えたところだと思います。御指摘のとおりでありまして、利用料が20万

5,000円とふるさと応援寄附金からの繰り入れが127万3,000円でございます。

その他150万利用料、一般財源、国・県というふうに申し上げたので、間違

いだったというふうに思いますので、会長さんにはちょっと訂正をさせてい

ただきたいと思いますし、委員の皆様にはこの場で訂正をさせていただきた

いと思います。申しわけありません。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款３民生費、項２児童福祉費の質疑を終

結します。 
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◎福祉課長（富 邦也君） 済みません。ちょっと修正をさせていただきた

いんですが、成果報告書の中で71ページの鈴木委員が言われました成果報告

書の手話通訳の関係で、ちょっと修正というか追加をさせていただきたいと

思います、答弁の中で。 

 県のほうに個人的に委託して、県で通訳を委託していると言われましたが、

実際は県が委託している一般社団法人の愛知県聴覚障害者協会のほうへ委託

しておりますので、済みませんけど、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） お諮りいたします。質疑の途中ではありますが、

休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 異議なしと認めます。午後は１時10分からの再開

といたします。ありがとうございました。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 定刻となりましたので、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 最初に、午前中の質問に関する回答と、昨日の回答の訂正があります。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） まず、午前中、木村委員より

御質問のありました希望の家の定期調査の報告と、修繕料の執行の内容につ

いてでございます。 

 希望の家の定期調査の報告につきましては、改修すべきものというところ

で、施設について改修すべき点の御指摘がありました。それを受けまして、

今回修繕料の執行29万1,600円につきましては、こちらの定期調査を受けて

の修繕を執行したというところになっております。 

 修繕の中身としては、２階女子便所、浴室内壁タイルの剥離の修繕と、１

階排煙窓の手動開放装置のワイヤーレバーの外れと、同じく１階排煙窓の手

動開放装置のワイヤーの断裂について修繕を行ったものでございます。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 私から回答１点

と、修正を１点お願いします。 

 まず回答でございます。宮川委員より御質問頂戴いたしました、成果報告

書95ページの放課後児童健全育成費の児童数でございます。26年度の成果報

告書は表が１つでございまして、表のタイトル、放課後児童クラブ入所状況

ということで95ページの上の表に当たる部分、つまり通年を通して通われて

いる児童数ということで、当時292人が404人になったと。当時はまだ４年生
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はやっておりませんでしたので、４年生の部分の60人余りが乗った分と、あ

と児童数の保育の必要な子がふえたというところでの100人強の増というこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 また26年当時、夏休みの利用数は、本文中のところに130名と記載がして

ございました。その130名に対して95ページ下の表で140名になっているとい

うことでお願いをいたします。 

 また１点、昨日の財務常任委員会の補正予算のところで、教育こども未来

部長のほうからお答えをさせていただきました野寄児童遊園の面積について、

おおむね３番目程度の大きさであろうと答えをさせていただきました。その

順番目だけの訂正でございます。正確には現在が６番目で、今回ふやすこと

によって４番目の大きさになるというところでございます。その修正という

ことでお願いをします。 

◎委員長（関戸郁文君） 皆さん、よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、午前中に引き続き、款３民生費、項３

生活保護費について質疑を許します。 

 決算書は192ページから196ページ、成果報告書は105ページ、106ページで

ございます。 

◎委員（須藤智子君） 生活困窮者自立支援事業についてお尋ねいたします。

成果報告書の105ページです。 

 生活困窮者とは、平成27年４月からの支援制度において、生活保護までに

は至らないが、その可能性があるため、自立に向けた支援を行うべき者とい

うことで、法には自治体の各課やハローワーク、ＮＰＯが連携して一人一人

の状態に応じた包括的な支援を行うことが明記されていますが、食べ物の支

援に関してはさまざまな制約があるため、どのような人にも緊急時すぐに対

応できる仕組みがまだありません。 

 そこで、相談に見える方できょうの食べ物にも困っているという緊急事態

の人がいるのかどうかお尋ねをいたします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、生活困窮の御相談ということでございま

す。中には、どうしても生活保護になるかならないかとか、金銭的な面とか

で苦慮されている方が御相談におられまして、中には食べ物にも困るという

ことも若干人はおられますが、とりあえずよくお聞きした上で、例えば生活

保護になるということであれば社会福祉協議会の生活福祉資金を一時的に借

りられてつないだりとか、いろんな制度とか、その人にとって最善の方法と

かをお聞きしながら対応させていただいておりますので、よろしくお願いい
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たします。 

◎委員（須藤智子君） 他市町では、フードバンクという事業を行っている

んですが、岩倉ではその考えについてお尋ねいたします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） フードバンクということで、現在県内でも多

くの市、自治体が利用しているということはお聞きしております。岩倉市は

大変申しわけないです、まだ利用はしていないのが現状でございます。 

 この実施主体なんかでも、例えば市がやっていたりとか、社会福祉協議会

主導でやっていたり、いろんなやり方でやっております。岩倉市が、例えば

実際それをやるに当たって必要な方の数とか運営方法、どういうものが本当

にいいのかとかいろんなところで、今後どうやっていくかまた研究してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（須藤智子君） また、７月の終わりぐらいに中日新聞に載っていた

んですが、貧困家庭給食頼みという記事があったんですね。そこで、給食し

か食べられない子どもがあり、栄養面での格差があるということで、それは

親のネグレクトや、片親で長時間労働勤務があり、子どもだけの食事、また

食品添加物の知識不足などが掲げられるということで、栄養格差の解消は給

食頼みということで、そのような家庭を助けるために食品を届けるという、

これもまた子どもたちにそういう食品を届けるというフードバンク制度があ

るんですけど、その件についてはどうでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 先ほどの御質問とかもフードバンクという話

もありまして、子どものところということで、本当に給食頼みというのは心

が痛い問題だと思っておりますので、そういった点も含めて、事例とか研究

をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（須藤智子君） 他市町の事例を研究して検討していただきたいと思

います。お願いします。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  成果報告書の106ページで、生活保護の扶助費の関

係が書いてあります。それで、記述されている文章を見ますと、高齢者世帯

が増加してその他世帯が減少する、これが27年は逆の数値ぐらいだったとい

うふうに思いますけど、いっとき、リーマン・ショック以降、派遣切りなど

もあって、その他世帯が急増したというような時期があったというふうに思

いますが、こういった傾向というのは、今後のところ、やっぱり経済状況に

よっては大きく変わってくると思いますけど、29年度も含めてこういう高齢

者世帯とその他世帯の割合というのはほぼ変わらない状態で推移しているの

か、また今後もそんなような形になってくるのか、こういった見込みについ
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てはどのように捉えているんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、木村委員からの御質問でございますけど、

生活保護の被保護者世帯というのは、やはり昨今は高齢者世帯が割合がどう

してもふえてきているのかなというのは実感をしておりまして、少子・高齢

化とよく言われておりますけど、やはり高齢者の方が年金とかが思ったより

少なくて生活困窮だとか、あと治療費とかがかかって、どうしても資産が底

をついて生活保護を受けざるを得ないということで、今後も高齢者世帯の方

がふえてくるんではないかなというのは見ております。 

 ただ、先ほど須藤委員から質問もありました生活困窮者自立支援制度もあ

りますが、やはり本当に必要なことが何かをよく聞きながら、その方に応じ

て対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 全国的や県の数値なんかも少し教えてほしいなと思いますけど、もし把握

していましたら、わかりますでしょうか。 

◎委員長（関戸郁文君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、木村委員からの御質問でございますが、

ことしの４月現在で保護率について報告をさせていただきたいと思います。 

 生活保護速報で報告させていただきますが、全国では1.68％、愛知県では

1.05％、岩倉市ではことしの４月 で は、パーセントで置きかえますと

0.789％という保護率となっております。よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。全国よりは低いということですが、

全国的にも高齢者世帯がふえてきているのかなというふうには捉えていきた

いというふうに思っています。 

 それで、そういうことを見ますと、扶助費の動向というのが大体わかって

くるわけですよね。例えば葬祭扶助は上がっていますし、医療扶助が上がっ

てくるというのが高齢者世帯が多いという理由になってくるのかなというふ

うに思うわけです。 

 それで、ちょっとくどいようですけど、この間ずっと聞いています住宅扶

助のことももう一度確認させていただきたいと思います。 

 平成27年７月から住宅扶助費が減額をされて、この間の議論の中で２人世

帯の分が影響を受けるということで、そういう人たちが、過去の例でいいま

すと岩倉市は13世帯あって、２世帯は転居したと。あと11世帯のうち家賃を

値下げしてもらったりだとか、特例措置をとったりだとかということで、そ
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のまま住まれているという人たちが11世帯いるということですが、家賃は変

わらずにそのまま住まれているという人たちも９世帯あったというふうに思

っています。その人たちの多くが障害者であったり、あるいは傷病者であっ

たりということで転居が難しいというケースだったというふうに思っていま

すが、こういった方々の対応というのはその後どうなっているのかなという

ふうに思うんですが、引き続き転居なしで住まれているという状況は、柔軟

な対応でやっていただいているということで確認させていただいてよろしい

でしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） これまでこの質問につきましては、木村委員

から何回か御質問いただいております。当然、これまでも私どもの答弁とい

うのは柔軟に対応させていただくということで申し上げておりますが、やは

り中には生活保護の世帯構成が変わって転居された方もおられたり、相変わ

らず引っ越しができない、やはり現状のままという方がおられます。当然、

私どもとしては制度でやるにはやるんですが、よく聞きながら、また従来答

弁させていただいたとおり柔軟に対応をして、中には真剣に探されて本当に

四苦八苦されている方がやっぱりおられるようですので、答弁につきまして

は以前の答弁と同じかもしれませんが、柔軟に対応させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  105ページの生活困窮者自立支援事業の中で、27年

から始めている生活自立支援相談室、市役所の２階にある相談室ですね、こ

れはワーカーズコープとの委託でやっているということなんですけれども、

相談件数が新規相談として136人と、継続で41人で177人という、これは相談

者はどんどんこれからふえていくことが想定されると思うんですけど、その

辺の相談件数とか、ワーカーズコープとの、今１人の方がそこにいて相談に

対応してもらっているという形だと思うんですけど、違いますか、２人です

か。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（鈴木麻住君） ことし３人ですか。ワーカーズコープとの契約の内

容とか、人数がふえていくことによっての対応だと思うんですけど、どうい

うような状況で推移していっているのか、お願いします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 鈴木委員からの御質問についてですけど、27

年の４月から生活困窮者自立支援法が施行されて、岩倉市はワーカーズコー

プに委託をしているのは御存じのとおりだと思います。 

 体制でございますけど、28年度末までは主任２人体制でやっておりました。

今年度29年度からは家計相談という任意事業が始まりましたので、１人増員



３６ 

いたしまして３名体制というところで現在は取り組んでおります。 

 やはり１人ふえたというのは、もともと29年度の予算でお願いしたのも家

計相談の潜在的な相談が多いということで増額させていただいておるんです

が、１人ふえることによって、例えば外へ出向いて相談に応じたりだとか、

特化した相談ということで、相談者については今後ふえるかもしれませんが、

いろいろと幅広く対応できるんではないかなあとは思っております。 

◎委員（鈴木麻住君） その契約内容、ワーカーズコープと市との契約です

よね、そこの相談者じゃなくて。その内容というのは随時更新していく段階

で変わっていくんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 契約につきましては、年度ごとで契約をして

おりますので、また昨年度につきましても４月１日から３月31日まで、今年

度についても４月１日から３月31日までということで、年度ごとの契約でご

ざいます。 

◎委員（桝谷規子君） 先ほどの子どもの貧困に関連してですけど、愛知県

も子どもの貧困調査の中で、県が当初思っていたよりも数値が高いというこ

とで、子ども食堂など各地でやられていることへの補助なども検討している

という動きもあると聞いているところですが、岩倉ではきちんと子ども食堂

とやっているところは、貧困対象じゃなく栄養士さんの先生たちが中心に、

子どもの栄養面での、自分たちも一緒につくりながらというところだと思う

んですが、また１カ所も子ども食堂を模索しているところもあるという状況

だと思うんですが、そういったところも調査しながら、今後、岩倉も子ども

食堂などへの補助とかいう対応などは考えていく方向はあるでしょうか。 

 また、岩倉では学習支援をいち早く取り組んでもらって、昨年度は９人の

利用があったということですけれど、学習支援に子どもの森から今はまちの

ほうでやってらっしゃるのかな、中心で。そこに来る子どもたちというのは、

本当におなかがすいた時間帯、夕方ぐらいから始まると思うんですが、きち

んと食べてこられる子どもたちかどうかという、そういった状況なんかわか

りますかね。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） まず、子ども食堂についてですけど、今、桝

谷委員から御質問いただきましたが、岩倉でもやっているということは存じ

上げております。福祉課だけでなく、ほかの関係機関とも関係することであ

ると思いますので、関係機関と調整しながらどうやっていくかをちょっと研

究なりしていきたいと思います。 

 それから、学習支援事業につきましては今９名の利用というのはございま

す。中にそういった要綱に基づいた生活困窮とか生活保護世帯の子どもたち
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ですが、特にこちらでお聞きしている、要は夜の時間帯で事業を行っていま

すので、子どもたちがおなかをすかせてやってきたという話はちょっと聞い

てはおりませんが、定期的に委託先とも意見交換しながらしておりますので、

今御質問いただいたことについても踏まえて、状況をまた改めて調べていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款３民生費、項３生活保護費の質疑を終

結いたします。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 それでは、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康総務費から目４保健セ

ンター運営費について質疑を許します。 

 決算書は196ページから208ページ、成果報告書は107ページから123ページ

です。 

◎委員（木村冬樹君）  最初に、成果報告書107ページの３行目からですけ

ど、二次救急医療体制のことでお聞かせいただきたいと思います。 

 なかなかこの健康課のほうでの資料があるかというところはちょっと不明

でありますが、この救急医療体制整備のための運営費の負担金を出しており

ます。そういう中で、３つの医療機関があるわけですけど、ここの救急の受

け入れの割合というのはわかるような数字があるのか。少し消防との関係に

もなってくるのかなというふうに思いますけど、この３つの医療機関の受け

入れの割合というのがどのぐらいになっているのかというのがわかる数字が

ありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 消防に確認したところ、平成28年度の

医療機関への搬送件数は1,854件、搬送人数は1,870人です。そのうち江南厚

生病院へは433人、総合犬山中央病院へは１人、さくら総合病院へは130人搬

送しておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。位置関係もあるというふうに思いま

す。 

 少し心配するのが、救急で運ばれた際の、以前にもお話ししたことがあり

ますけど、自由料金が非常に高い医療機関があるということで、その辺だけ

がちょっとどうなのかなというところ、救急の受け入れはいつでも受け入れ

るという医療機関でありますが、その辺での問題を少し気にしているもんで
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すから、ちょっとどのぐらいの割合かというのを確認させていただきました。

また、具体的な問題がありましたら、具体的に提起していきたいというふう

に思います。 

 次に、成果報告書の110ページの健康増進事業の関係で、中段のあたりに

医師や保健師、管理栄養士等による健康相談や保健指導を行ったということ

であります。下の表を見ますと特定保健指導の項目があって、延べ人数で

114人という形であります。これは延べ人数なので実人数はわかりませんけ

ど、これは数もちょっと減少傾向にあるなあというふうに、経年的に見てい

くとそういうふうに思っています。 

 なかなかこのメタボリックシンドロームの関係で保健指導を受けるという

のは、一度受ければ同じことを言われるからもういいわみたいな感じの人も

多分いるんじゃないかなというふうに思いますし、言われることはわかって

いるからいいわという人もおるんじゃないかなというふうに思うんですけど、

この減少傾向についてはどのように見ているのかお聞かせいただきたいと思

います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 特定保健指導の利用者が減少傾向にあるとい

う原因についてですが、保健センターでは、市民窓口課が発行する特定保健

指導の利用券が届いた人からの申し込みを受けて特定保健指導を行っていま

す。 

 近年、利用者が減少した理由としましては、利用券が出るまでの送付まで

に時間がかかっていることですとか、利用券が届いても、特定保健指導が開

始になってから９年ほど経過しておりますが、先ほど木村委員が言われたよ

うに、また届いたというような感想を聞かれるということや、また日程の都

合がつかないなどのいろんな理由が考えられると思っています。 

◎委員（木村冬樹君） 今後の医療制度なんかを、国が言っていることなん

かを見ますと、やはり個々でいえば保険者努力支援ということで、保険者が

例えば健診の受診率を高めたりだとか、ジェネリック薬品の利用を促進した

りだとか、こういうことが評価されて補助金などが増減されるというような

方向も打ち出されているということで、やはりこういう保健指導、そういう

ことだけじゃないですけどね。市民の健康を守るという観点から、こういう

保健指導についてはきちんと受けてもらうということを進めていただきたい

なあというふうに思います。いろいろ保健センターでは苦労されているとい

うふうに思いますが、引き続き経過を見ながら保健センターとしては努力を

お願いしたいなあというふうに思います。 

 次に、114ページの骨粗鬆症検診事業についてもお聞かせいただきたいと
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思います。 

 骨粗鬆症検診の年齢区分別の受診者数というのも毎年載せていただいて、

非常にわかりやすい数字になっているところです。特に、若い世代への受診

勧奨というのがこの事業では私は重要だというふうに思っているところで、

そういった点での20代、30代の方々への受診勧奨というところで、結果がこ

ういうふうでありますので、なかなかうまくいっていないというのがわかる

わけですけど、何か工夫とかされている点があれば教えていただきたいとい

うふうに思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 骨粗鬆症検診に関しましては、28年度

もちょっと伸び悩んでしまったものですから、今年度、平成29年度からは40

歳のみだったがん検診の個別通知を30歳、50歳にも拡大して、30歳の対象者

には骨粗鬆症検診の案内を追加で入れました。また、子宮頸がん検診、乳が

ん検診エコー検査、骨粗鬆症検診をセットにしたレディースセット検診を土

曜日に設定して、また同日にヤング検診も実施することにより、若い人が少

しでも受けられるように配慮しておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。レディースセットの検診だとかヤン

グ検診というところで、数字も少し上がってきているというふうに見ており

ますので、今後を期待したいというふうに思います。 

 あと、115ページの母子保健対策事業のほうでも少しお聞きしたいんです

けど、28年度から嘱託の助産師さんを配置してということで、さまざまな事

業に取り組んでいただいて、結果として、下の表での電話相談だとか、面接

相談だとか、訪問指導だとかというところが飛躍的にふえているというふう

に思います。そういった中で、このメール相談というのが新たに初めてここ

の表に加えられています。この中身を少し教えていただきたいというふうに

思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 妊婦メール相談の利用の状況についてお答え

いたします。 

 妊婦メール相談は、生まれる前からのい～わ子育て応援事業の一つとして

平成28年の４月から開設しました。28年度の利用実績は２件という実績です

が、利用状況を見ますと送信時間が夜の９時でありましたり、メールのメッ

セージの中に人と話すことが苦手であるというような記載がされていました。 

 メール相談は、保健センターの閉庁時間であるとか、相談窓口に来ること

が難しい方などにも気軽に相談されているというふうに考えておりますので、

今後も引き続き行っていきたいと考えています。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。なかなか有効な手だてだなあという
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ふうに思っています。なかなか若い人で直接話ができないけど悩んでいるこ

とがあって、メールによって相談できるという、ぜひこれを周知していただ

いて、そういう方々の健康相談に対応していただきたいなあというふうに思

っています。 

 最後ですけど、決算書のほうで207ページの休日急病診療所の関係と、そ

のあと保健センターのこともなんですけど、両方施設修繕のところを見ます

と、雨漏りだとか漏水だとかというところの修繕が行われているところで、

建物が老朽化していて非常に心配するところでありますが、この修繕によっ

てきちんと補修されているというふうに見ていいのか。また、どういう箇所

が漏水、雨漏りとなっていたのか、少しこの修繕の内容について教えていた

だきたいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） まず、休日急病診療所の雨漏りのほう

ですけれども、屋根にすき間が生じたことにより２階階段室、ホール天井か

ら雨漏りしていたため、バックアップ材を充填し、天井板の張りかえ、塗装

をしております。今現在は雨漏りはしておりません。 

 あと、保健センターの漏水のほうですけれども、保健センター建物北の取

水栓から水漏れしていたため掘削し、バルブと配管を取りかえております。

今、こちらも漏水はしておりません。よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 母子保健の115ページに、岩倉市の出生数が451人で、

人口1,000人に対する出生率が9.5という数字が書かれています。これは愛知

県の9.0、全国の8.0に比べ高いということは本当にすばらしいことだと思う

んですよね。やっぱり助産師の人、先ほど木村委員が言ったような内容で、

丁寧な相談活動などもして母子の支援をされているということが口コミでも

広がり、岩倉もすごい古い大きいお屋敷が壊されると、子育てのかわいいお

うちが３軒そこの敷地に建つとかいうところも結構市内で見かけるので、や

はりかわいいおうち３軒にはベビーカーや子ども用の自転車が置いてあるみ

たいなおうちもあって、子育て世代がふえているような、出生率がふえてい

るという状況を、これをもっと出生率が県下平均、全国平均よりも多いんだ

よみたいな、もっと岩倉市の数値を大きくみんなに周知してもいいんじゃな

いかなあと思うんですが、そういったところはどうお考えですか。 

◎総務部長（山田日出雄君） そうしたシティプロモーション的なところも

含めてということで、私のところから少しお答えをさせてもらいます。 

 これまでも、本市については子育て世代住みたいまちナンバーワンと、あ

るいはシティプロモーションなんかでも若い世代の定住・移住を促すといっ
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たところで取り組みを進めてまいりました。今、御指摘のようなそうした部

分、愛知県自体がたしか出生率がかなり高い、その中でもまた高いといった

部分でいけば、きっとそれはアピールポイントにはなるのかなあという気は

します。 

 今、今年度の事業でありますけれども、いわゆる婚活機運のアップといっ

たところも取り組みを行っております。先日もワークショップ等を開催し、

私も少しのぞかせてもらいましたが、20代、30代、あるいは子育てが一段落

したような世代の方たちに集まっていただいて、結婚に対する考え等を少し

お聞きする機会もありましたが、こうしたところも出生率の話も含めて、一

度またどういった形でアピールできるかというところは今後検討していきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君）  ちょっと確認ですけれども、成果報告書の117ペー

ジに、中段に８０２０歯の健康コンクール事業実施、80歳以上という表記が

あるんですけれども、80歳以上で20本以上の歯のある健康な高齢者48人って、

これ以上でいいんですかね、表記は。80歳以上で20本ある人って48人しかい

ないんですか。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） ８０２０歯の健康コンクール事業につきまし

ては、その年度ごとにコンクールの応募期間がございまして、その期間中に

応募された方の審査をさせていただいて、コンクールで表彰させていただく

という流れになっておりますので、平成28年度につきましては、応募があり

ました48名を表彰させていただきました。以上です。 

〔発言する者あり〕 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 説明が言葉足らずで申しわけございませんで

した。 

 応募につきましては、お一方につき１回限りということで、表彰は１回に

させていただいております。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、80歳で受けてなくて82歳、83歳でも

その資格はあるということですか。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） お尋ねいただきましたとおり、80歳以上の方

でしたら応募の資格はございます。平成28年度は、表彰されました方の年齢

を申し上げますと、84歳の方が２名、83歳の方が３名、82歳の方が１名、81

歳の方が11名、80歳の方が31名という結果でした。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康
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総務費から目４保健センター運営費の質疑を終結します。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境衛生費から目７公害対策

費について質疑を許します。 

 決算書は208ページから212ページ、成果報告書は124ページから130ページ

です。 

◎委員（木村冬樹君）  成果報告書の124ページの関係で、歩行喫煙者の割

合調査をやったということで、９月に行ったということで記載がされていま

す。それで、結果がどうなったのかなあということと、これがどういうふう

に生かされていくのかという点についてはどのように考えてらっしゃるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 歩行喫煙者割合の調査についてだと

思います。 

 こちらは、去年の９月15日に岩倉駅西と岩倉駅東広場において、通行人に

対する歩行喫煙者の割合を調査いたしました。調査時間としましては、通勤

時間の朝の７時20分から８時20分までの１時間と、夕方の午後６時から７時

までの１時間を測定いたしました。結果ですが、こちらは午前と午後合わせ

て駅西で0.34％、駅東で0.59％、駅全体で0.46％という割合でありました。 

 こちらは、前回が平成23年度に調査をしておりまして、そのときの割合が

駅全体で1.09％でしたので、５年ぐらいで半分以下になったということがわ

かりました。 

 こちらですが、喫煙者自体の減少が最大の要因とは考えられますが、歩行

中には喫煙しないなど、マナーの改善も要因の一つではないかと考えており

ます。 

 それでも、歩行喫煙自体がなくなったわけではございませんので、ことし

の平成29年度もたばこのポイ捨て、路上喫煙マナーアップキャンペーンと称

しまして６月12日から16日までの５日間、岩倉駅東と岩倉駅西のほうで、の

ぼりを立ててチラシを配るなど、啓発活動は行っております。 

 また、この秋にもこういったようなことを行って、啓発活動を続けて限り

なくゼロに近づけていくというような形で考えております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。５年前と比較すると半分以下になっ

ているということでありますが、この路上での歩行喫煙をなくしていくとい

うための取り組みで理解させていただきました。 

 次に、同じその下の段にスズメバチの巣の駆除のことが書かれています。 

 私も地域の住民から、蜂の巣の問題というのは結構相談があるんですよね。

最近特に、やっぱり非常につくられているものが多くて、スズメバチじゃな



４３ 

いケースが私の見る限り多いんですけど、これは統計的に、昨年から見ても

駆除の回数がふえているもんですから、こういう蜂の増加という点でいいま

すとどのように市のほうは見ているのか、何か科学的なものだとかあるのか

どうかという点について、少し見解をお聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） スズメバチの巣の駆除のことなどに

ついてかと思います。 

 確かにスズメバチの駆除ですが、平成26年度から見てみましても、26年度

は19件、27年度は25件、28年度は32件というような形で、かなりふえてきて

いるという形であります。ですが、今年度は９月８日現在で９件という形で、

昨年は同時期だと22件ということで、減少しています。 

 原因なんですけど、これははっきり申しましてちょっとよくわからん部分

はありますが、天候や気温など、そういったことが影響しているんではない

かとは考えております。以上です。 

◎委員（梅村 均君）  成果報告書126ページですけれども、外来種の調査

をされて、アカミミガメが106個体上がったということでございます。それ

で、駆除をされたということなんですけど、この駆除というのはどのように

されているのでしょうか。費用というのは特別かかっていないのでしょうか。

その点お聞かせください。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） こちら11月の頭に水辺を守る会さん

と協働で、五条川での亀の調査ということで行っております。 

 昨年ですが、こちら113個体のうち106個体の93.8％が外来種のアカミミガ

メだったということです。 

 こちらの駆除の方法なんですけれども、できるだけ苦痛を与えないという

ことで駆除しなさいということになっておりますので、清掃事務所に冷凍庫

がありまして、そこで凍らせて駆除をすると。凍らせて死んだ後は、小牧岩

倉の焼却場のほうに運んでということで駆除をしております。以上です。 

◎委員（梅村 均君） わかりました。特別な駆除だけに対する費用はかか

っていないということで理解しました。 

 あと、もう一つ教えてください。128ページの５番目の節電リサイクル運

動の中で、指定収集袋を渡していったという、削減した世帯ですね、これの

参加世帯はどのぐらいあったのか、わかりましたら教えてください。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 節電リサイクル運動ですが、平成28

年度の実績ですが、７月、８月夏の期間ということで、７月が188名、８月

が15名、合計203名という形で、削減されたキロワットアワーとしましては、

７月で１万4,128キロワットアワー、８月で885キロワットアワー、合計で１
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万5,013キロワットアワーとなります。それで、お渡しした袋なんですが、

７月で3,627枚、８月で254枚、合計で3,881枚となります。以上です。 

◎委員（宮川 隆君）  済みません、私も成果報告書124ページの、先ほど

出た駅周辺の喫煙の関係でお聞きしたいと思います。 

 結果的には５年間で半減しているということなんですけれども、この調査

に当たって、要は目視調査を行っているわけなんでしょうか。どういう内容

なんでしょうか。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） こちらの調査の方法ですけれども、

駅に出口が西と東にはあると思うんですが、駅東ですとコンビニのほうとバ

ローのほうですね、西のほうですとトイレのところとコンビニのほうと、あ

と西のほうに行くところにあります。そこで職員が立って、目視ではかる機

械で一個一個カウントしていくという、そういうようなはかり方になります。

以上です。 

◎委員（宮川 隆君） 一定の実態をつかむというのは、今後の対策にとっ

て大きいと思うんです。要は、岩倉駅の両サイドで吸われる方の多くは、乗

りかえのお客様なんですね。鵜沼のほうから乗ってみえて、ちょうど岩倉の

駅で地下鉄の直通列車の待ち合わせの間に１本早目の急行で来られて、あそ

こで吸われると。要は、名古屋市内はほとんど駅周辺は禁煙ですので、そう

いうことで職場までのつなぎで吸われているというのが現状なんです。上小

田井も朝ですと４分間隔で地下鉄が入る関係なんですけれども、あそこは名

古屋市西区ですので禁煙なんですね。そういう関係で、犬山線の中で岩倉が

一番距離的にも、時間的にも、場所的にも一番吸いやすい場所になっている。

ですから、ほとんど市内の駅利用者の方が吸われるということではなくて、

広見線もしくは鵜沼から来られた方が岩倉でわざわざおりて吸っているとい

うのが現状ですので、そういうところをいかに抑え込むかというのが今後の

課題になってくると思うんで、そういうことを踏まえて対策を考えていただ

ければいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 実際調査したときは、遠くから駅に

向かってくる方をはかっておるという形でしたので、一旦おりられて出てき

てというのはちょっとごめんなさい、想定にはなかったものですから、今回

教えていただきまして、またちょっとその辺も検討していくということで、

検討課題とさせていただきたいと思います。 

◎委員（大野慎治君） 今のに関連して、たばこのポイ捨てが多いのは夜間

なんです。お酒を飲まれたり、居酒屋へ寄ったりされる方の、吸われる方の

多くは無意識の意識で落とされてしまう。 
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 僕もよくしっていますが、朝たばこを吸われている方はほとんどマナーの

いい方ばっかりで、駅に入られる前にちゃんと自分で処理して入られる方ば

っかりですので、そんなことはない。でも、９月か10月に実施するときは、

１日だけでも夜間の調査をしていただけないでしょうかという勝手なお願い

ですが、いかがでしょうか。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 朝と夕方と想定はしておりましたが、

そういう御意見もいただきましたので、そちらは検討させていただきたいと

思います。 

◎委員（大野慎治君）  済みません、成果報告書の127ページ、自然生態園

施設管理費に関連してお聞かせください。 

 自然生態園で、ナチュラリストクラブさんと共催でいろんな事業を打たれ

ていることは僕も承知しているんですが、市の職員の方、余りにも環境保全

課の方は事業やイベントが多くて、出勤する回数が土曜日、日曜日多いもん

ですから、せめて自然生態園で実施するものはナチュラリストクラブさんに

委託することはできないのか、そのような考えはないのか、見解をお聞かせ

ください。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 自然生態園では、ザリガニ釣り大会

を初め、夜の観察会やカエルと触れ合うなど、例年６つほどのイベントを開

催しております。これらのイベントは大野委員さんの御指摘のとおり、土曜

日または日曜日に開催しておりまして、各イベントにつきましては職員２人

が３時間ほどの時間外勤務という形でしております。 

 イベントの業務委託につきましては、現在、こちらも言われたとおりにイ

ベントを協働して行っております岩倉ナチュラリストクラブさんの御意向も

ありますので、そちらのほうも考慮しまして検討させていただきたいと考え

ております。お願いします。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 私も、款４衛生費の地域猫のことについてお伺

いいたします。 

 これはうちの地域に限ったことばかりではないと思うんですけど、大山寺

の南のいわゆる五条川の地域の近辺で、非常に猫が繁殖して、餌つけまでや

っている姿をよく見て、僕も畑をちょこっとやっているんですけど、猫が飛

び歩いているというような光景を見まして、実際これはほかっておくとどう

なるかなあということをいつも心配するんですけど、そんなような苦情とい

うのはないんですかね。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） そういった野良猫といいますか、飼

い主がいない猫の苦情につきましては、一定はございます。市のほうとしま
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しては、今、岩倉猫の会と地域猫支援活動事業を行っておりまして、そうい

った飼い主のいない猫につきましては、その場所で捕獲をして、それ以上ふ

えないように避妊や去勢手術をして、里親さんたちが見つかればお渡しする

んですけど、そうでない場合はその場で寿命を全うさせるまで、猫の会さん

たちが餌とかふんの始末とかをやって、そういった活動をして困らないよう

な形で行っておりますので。 

 今おっしゃられたのが、猫の会さんたちが餌をやっているところなのか、

また全然違うのかというのがありますので、その辺は個別でまた相談はお受

けしまして見ていきたいかと考えております。お願いします。 

◎副委員長（伊藤隆信君） これは明らかに、僕が見ていると餌つけして餌

を与えているというような現場をよく見るんですけど、とても猫の会が面倒

を見ているという雰囲気はないと思いますもんで、ぜひとも注意して、やは

り特に衛生面で気になりますもんで、特に注意していただきますようお願い

いたします。 

◎委員（大野慎治君） １点忘れました。 

 先ほどの成果報告書の124ページの、通行人に対する歩行喫煙者の割合の

調査についてです。以前も、私も路上シールを一般質問で御提案させていた

だきましたが、やはり明確な路上シール等で明示したほうがより効果がある

と思いますが、その後の進捗、検討はどのようになっているでしょうか、お

聞かせください。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 駅前周辺にそういった路上シールを

という話であると思います。 

 こちらは大野委員さん言われたとおり、前からお伺いしていることでして、

シールに今はかわるものとしまして看板ですね、よく分別とかで看板がある

と思うんですけど、それの補助というか、いらなくなったものを裏返して、

そこに看板を張って、県道とかの植え込みに植えて周知啓発をしようという

ような形で今進めようかとは思っておるところなんですが、ごめんなさい、

その看板がなかなか想定していたより余り数がなかったもんですから、また

ほかに代替できるものがないかなあというような形で、今検討をしていると

ころな状態です。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに意見はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君）  128ページの廃食用油回収についてお伺いしたいん

ですが、循環型社会形成に向けてということで、その廃油をＢＤＦに精製す

るという、ＢＤＦのダンプ車が故障して軽油に切りかわったということで、

とても残念なんですが、今後、ＢＤＦを使用するような車を岩倉で走らせる
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というお考えはもうないんでしょうか。また、回収した廃油、それは続けて

いるんですよね、廃食油を回収という事業は。あわせてお聞きします。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 集めた廃油をその業者に精製してい

ただいて、ＢＤＦにして清掃事務所７号車で使っているところなんですが、

ことしの２月にエンジンの故障のため、軽油に切りかえさせていただきまし

た。また今後、ＢＤＦを使う車をという形なんですけれども、ＢＤＦが使え

る車というのが平成17年より前の車ではないと使えないということがありま

して、今後新たにということは考えてはおりません。 

 現在ですが、集めた廃食用油ですが、こちらはＢＤＦにするために業者に

売却してＢＤＦにして、市では使えないんですけど、どこかで使っていただ

くというような形でやっております。 

◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境

衛生費から目７公害対策費の質疑を終結します。 

 続いて、款４衛生費、項２清掃費についての質疑を許します。 

 決算書は212ページから218ページ、成果報告書は131ページから136ページ

です。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鈴木麻住君）  成果報告書の135ページ、分別集積場の整備事業に

ついてお尋ねします。 

 決算書の219ページに、これも細かい話ですけど、ここの整備の設計監理

業務委託が計上されているんですけど、これは橋の下の舗装とフェンスをす

るのに設計委託をするんでしょうか。何を設計委託されたのか、監理と。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 済みません、北島藤島線

の橋梁桁下倉庫の設置工事につきましては、もともと平成26年度に都市整備

課さんから要望調査がありまして、それに基づいて地元、曽野町さんの意向

を受けて環境保全課として、かねてより分別収集場所が狭いとか、地面が土

であるとかいうようなことで、新たに分別集積場としての利用を要望された

ものですから、そのときに環境保全課として要望を出しました。 

 今回の工事につきましては、それ以外に危機管理課と商工農水課のほうが

要望を出していたんですけれども、各課が予算を確保した上で都市整備課の

ほうで一括して設計、それから工事を発注して、それを案分して支出したと

いうような形になっております。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） 何となくわかったんですけど、案分するのはいいん
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ですけど、ここ自体は特に設計する必要もないし、申請も、前のお聞きした

防災倉庫は申請なんかが要るんで、その手続上の書類作成だとか図面作成と

かが出てくると思うんですけど、ここに関してはほぼ何もすることはないん

で、案分してもゼロでいいのかなというふうに思います。案分した結果、こ

ういう11万とかいう数字が出てきたということで、それはそれで結構です。 

 続いて、次の136ページについてちょっと質疑しますけど、ここで水質汚

濁を防止するためにということで、既設のくみ取りとか単独浄化槽を配置し

て、合併処理を設置するようにということで補助金を交付しているというこ

となんですけど、これはほぼゼロだと思うんですね、くみ取りも単独浄化槽

も。進まないのはそれなりの理由があると思うんですけど、実際今何件ぐら

いこういうくみ取り、単独浄化槽の家庭があるのかわかりますかね。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 浄化槽の御家庭とくみ取りの御家庭

とですか。ごめんなさい、ちょっと今資料を持ち合わせておりませんので、

また後ほど御報告させていただきます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） ごみ減量化推進事業に関連してお伺いします。 

 中日新聞だったと思うんですけど、ことしの一般廃棄物の総排出量が記事

にあって、市町村別で１人当たりの排出量が少なかった順番が、１番幸田町、

２番あま市、３位で岩倉市となっているんですよね。だから、岩倉が本当に

ごみ減量に努力しているという成果が、愛知県下３位というところでなって

いるんじゃないかなと思うんですが、そういった記述も大いに評価して、記

述してもよろしいんじゃないかなあと思うんですが、どうでしょうか。 

 その大きな理由として、私は生ごみの堆肥化をやっている事業があったり、

雑紙の分別が徹底されるようになって、ｅ－ライフプラザを初め廃品回収な

どに出されて、ごみにしないというようなものが広がっていたりとかいうの

を思うんですが、このごみ減量化で愛知県３位で、これまでの数値が知らな

いんですけど、何位の推移なのか。それの減量のどういったところが一番大

きな成果として出ていると見ていらっしゃるかお聞きします。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 岩倉市民の１日１人当た

りのごみ量については、まさにおっしゃるとおり県内でかなり少ない順位と

なっております。３位というのは恐らく人口10万人以下の都市での順位じゃ

なかったかなあとは思うんですけど、ただ全部でいっても、平成27年度につ

いては順位は７番ということなんで、かなりいいほうだというふうに思いま

す。 

 その要因というところについてなんですけれども、岩倉市はもともと昭和
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54年から分別収集を他のまちに先駆けてやっているというような背景もあり

ます。ですので、ごみ減量化に対する意識が強いというのと、それにこうし

てごみの資源化の施策も進めてきたというところで、平成13年以来、一貫し

てごみの量は減少してきております。 

 その成果を主要施策にも反映させたらどうかということではありますけど、

これについてはどういった記述の仕方が適切であるかということを考えなが

ら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 54市町村の中でと書いてあります。今、小さい市町

だけかなと。県内で。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） １人１日当たりの家庭系

のごみの量ということなんで、１人１日当たりのごみの量ということだと事

業系が含まれるもんですから、ちょっとその辺で、私の意識としては家庭か

ら出たごみということでお話をさせていただいて、それの順位でいくと７位

ということです。 

◎委員（堀  巌君） 関連して。きょうも分別収集、朝少し手伝っていた

んですけど、毎回明らかに事業系のごみ、喫茶店をやっている方の大量のワ

インボトルだとかを持ってみえる方が見えます。こういうのは、きのうたま

たまＣＢＣテレビを見ていたら、横浜の中華街が同じように困ったというニ

ュースがやっていました。やっぱり事業系のごみって分別収集に出していけ

ないという確認がまず１点と、私個人で注意していいかという点を２点お願

いします。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 委員の御指摘のとおり、

分別収集は市民の生活から出てきたものを収集するものですから、事業に伴

って出た一般廃棄物については出すことはできないことになっています。 

 それを見つけたときにどのように対応するかということなんですけれども、

直接その分別収集をしていただいている役員さんに注意をしてくださいとい

うことは、ちょっと我々としても言いづらい部分がありますし、トラブル、

何の権利があってというような市民の方ももしかしたらいるかもしれません

ので、そういった場合は、我々に情報提供していただければ、そちらのほう

に出向いて、こういったお話を聞きましたがどうでしょうかという形で指導

していきたいというふうに思っております。 

◎委員（鈴木麻住君） 済みません、ちょっと関連でお聞かせください。 

 事業ごみかそうじゃないのかということなんですけど、例えば中学校とか

小学校から出されるごみというのがあるんですけど、それは事業ごみと捉え

るんでしょうか。 
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◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 学校から出るもの、これ

は岩倉市立の学校ということでよろしかったですかね。事業系ではあります。

その意味でいえば、岩倉市役所から出るごみも事業系です。ただ、岩倉市の

場合、小牧岩倉衛生組合という形で自家処理できる施設がありますので、学

校から出るごみについては自家処理という位置づけで収集しております。で

すので、事業系ではありますけれども、市のほうで自分で回収するというよ

うな形をとっております。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、区の分別収集のところに出されるそ

ういう事業ごみ、学校からのごみ、それは拒否していいということですか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 要は、置き場の話になっ

てくると思うんですけれども、一応自家処理ではあるけれども、その置き場

所については特に定めがない中で、過去からの経緯というようなお話になっ

てしまうんですけれども、もともとその学校から出たごみを分別収集に出す

際には、お地元との関係の中で分別収集を使わせていただいていたというよ

うなところがあったというふうに聞いております。ただ、持ってくる側のほ

うが当然のような感じでどさどさ置いていくという姿を見て、役員さんがお

怒りになって、あれは一体何だというような話は我々のほうにも入ってくる

ことはございまして、その際は学校教育課さんですとか中学校さんのほうに、

ちょっとこういうような意味合いでお地元の分別収集の場所を使わせていた

だいているので、それを踏まえて、いい関係性を保ちながら使うようにして

くださいというような話はさせていただくことはございます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございますか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、款４衛生費、項２清掃費につ

いての質疑を終結します。 

 お諮りいたします。質疑の途中でございますが、休憩したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 異議なしと認めます。35分まで休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 当局ほうから、先ほどの質問の回答がございますので、よろしくお願いい

たします。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 先ほどの浄化槽の基数とし尿のほう

の基数ということですが、し尿のほうの基数なんですけれども、延べ基数が
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年間で3,231で、おおよそ２カ月に一遍ということなので、６で割って538基

という形がし尿のくみ取りのほうの基数になります。 

 次に浄化槽のほうですが、単独処理浄化槽が3,582基で、合併処理浄化槽

のほうが1,780基という形になります。よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） では、款５農林水産業費について質疑を許します。 

 決算書は218ページから226ページ、成果報告書は137ページから145ページ

です。 

◎副委員長（伊藤隆信君） 農林水産業費の農業費の病害虫予防費の質問を

させていただきます。 

 いわゆる外来種ですね。昨年のデータですけれども、非常にアライグマ、

ヌートリア、ジャンボタニシと、私が一番注目しているのはヌートリア。ヌ

ートリアが昨年39匹駆除されたんですけど、これは近年に比べて物すごく多

いと思うんですけど、その辺のところをどのように捉えてみえるのかお聞か

せください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 最近の捕獲数でございますが、平成

26年度は２匹で、平成27年度は16匹、平成28年度はやはり39匹と数が多くご

ざいます。平成29年度は、９月４日の時点では14匹で、きょうの時点では18

匹と、またふえてはいるところでございます。 

 考えられる要因としましては、正直わからない部分は多いんですが、江南

猟友会さんからのお話ですと、昨年は大雨が少なかったということで、ヌー

トリアの巣が大雨で川を沿って流れてきて、上のほうから大口、江南、岩倉

と流れてくるということも例年ある中で、昨年はその大雨が少なかったとい

う傾向で、巣が移動する回数が少なかったことで、岩倉で大変たくさん捕ま

ったんではないかというような御見解はいただいております。 

◎副委員長（伊藤隆信君） ことしも昨年もそうですけど、この内容を見て

いますと、いわゆる神野、大山寺町、八釼とか、もちろん岩倉市内でもそう

でございますけど、特にこの地域で見ますと、やはり地域別にどのように分

析しているのかお聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 上のほうですと、八釼で数件あると

いう話は聞いているんですが、やはり岩倉市で一番多いのは大山寺のあたり

で捕まることが多いです、実績としては。 

◎副委員長（伊藤隆信君） これは毎年ですけど、決定的な対策というのは

ないわけですかね。駆除しかないと。ちょっとお聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 決定的な解決策というか、根本的な

解決策というのは特になくて、農家さんの御協力のもと、おりの設置をして、
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少しずつ捕獲して数を減らしていくということになってしまいます。 

◎委員（木村冬樹君）  成果報告書の138ページの一番下の新規就農総合支

援事業ということで、青年就農給付金事業ということで、５年目で半年分の

給付金というところが少し制度が変更点でわからないんですけど、それがど

うなっているということをまず教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 青年就農給付金の補助金が28年度は

75万だったことでございますが、経営開始の承認を受けたのが平成24年度の

当初でございました。新たにできた制度ということもございまして、県の担

当者と国の担当者とも相談をしながら事業を行ってまいりましたが、平成27

年度に国の会計検査が愛知県に入るということもございまして、書類の精査

をしていたところ、最初のお金が入る時期の算定の要件の中に、既に農業を

開始しているということで、その開始している根拠が、農業が実際に始まっ

ているのはもちろんなんですけど、種を買って、苗をつくって、そして施設

もあるという全ての条件がそろって給付開始ということでございました。 

 当初予定では、平成24年の最初のほうに、農園のイチゴのハウスなんです

が、ハウスができる予定ではあったんですが、このハウスをつくるときも国

の別の補助金が入っておりまして、そちらの交付決定が少しおくれた経緯が

ございます。結果的にハウスができた時期がその当初ではなくて、半年ずれ

た時期に完成してしまったということもございまして、平成27年度に国の検

査が入るときに証書類の検査をしたときに、県と協議したところ、半年早く

開始してしまったのではないかということで、返還するか給付停止にするか

ということで、昨年度半年間、給付停止という形で返還をしないほうが農家

さんのほうの負担も少ないという判断を県と協議しまして、昨年は半年分の

75万円となっております。その分、29年度、最後半期分がずれ込んで、29年

度は75万円という数字が上がっているということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。なかなか厳しいなというふう

に思っています。 

 今年度に入りますと、またちょっと名称が変わって、そういう給付金とい

うか、農業次世代人材投資資金というんですかね、また75万円ですけど、こ

の分が入れられるのかなというふうに思うわけですけど、ここのイチゴ農家

の青年の方の今の経営状況というのは、順調に自立に至ってきているのかど

うかというところは、どのように見ているのか教えていただきたいと思いま

す。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 現在、イチゴ農家の話だと思います。

農業所得としては、現在自立しているとは言いがたい状況ではございますが、
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少しずつ頑張って、毎年毎年少しずつ農業所得も向上しているということで

ございますし、本人も今後努力して頑張っていくということで、補助金は今

年度で終わってしまいますが、農政としても今後もサポートしていきたいと

いうふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 引き続き状況を見ていきたいと思いますが、ちょっと決算とは少し離れて

しまうかもしれませんが、大きな問題として、国のほうで主要農作物種子法

が廃止されるということで、これは岩倉市にどういう影響があるのかなとい

うところをいろいろ考えるわけですけど、その辺がどうなのか。都道府県の

ところに行きますと、いろいろ影響があるというふうにはお聞きしていると

ころでありますが、しかしながら、その地域に合った、いわゆる種子がきち

んと手に入りづらくなるような状況が生まれてくるんではないかなというふ

うに思うわけですけど、そういった影響はどのように見ているのか、担当課

のほうのお考えをお聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 主要農作物種子法の廃止の影響とい

うことでございますが、こちらの法律は、昭和27年に戦後の食料増産という

国家的要請を背景にできた法律だということで聞いております。こちらの種

子生産者の技術水準の向上とかによりまして、種子の品質は現在安定してい

る状況だというふうには聞いております。 

 ただ、この法律に守られたことで、民間企業とかの競争力が低下している

という反面もございまして、今回この法律を廃止することで、都道府県によ

る種子開発や教育体制を生かしつつ、民間企業との連携によって種子を開

発・供給することが必要だということから廃止になったというふうに経緯は

聞いております。 

 ただ、岩倉市にどのような影響があるかというのは、いい面、悪い面いろ

いろあるとは思いますので、今後、記事やニュースを注視しながら、影響を

注視していきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 今後のことですから、なかなかわからない部分もあ

ります、私自身も。ただ、これまで公的なところで、きちんとその地域に合

った種をつくって提供していくというところが崩されていく中で、いわゆる

民間企業が入り込んできて、例えばアメリカの大きな企業なんかが入ってく

る中で、本当にその地域に合った種がきちんと供給されていくことが、逆に

害されていかないかなという思いがすごく強いもんですから、そういった点

で、これからの問題ですから、様子を見ていくということでありますので、

引き続き意見交換しながら様子を見ていきたいというふうに思います。以上
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です。 

◎委員（櫻井伸賢君）  決算書223ページ、真ん中ら辺、農畜産業振興費の

中にあります農業近代化資金利子補給金。私、農協の職員で融資課にいまし

たころ、これを実際にやっておりましたので、過去２年の決算書を見ますと

ゼロでした。久しぶりにここに数字が入ったなという思いなんですけれども、

まず対象者１名、２名、何名でしょうか、教えてください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 対象者は１名でございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） その方の近代化の内容は、いわゆる農業機械なのか、

ハウスの建設だとか、圃場整備だとかいろいろあろうかと思いますけど、そ

れは何でしょうか。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 農業機械の購入でございます。 

◎委員（梅村 均君）  成果報告書138ページの４番、名古屋コーチン振興

事業のことでお聞かせください。 

 金山コンコースにおいて、歴史パネルを掲示して啓発をされたということ

で、非常にいいことだなと思います。それで、こういった歴史パネルを今後

もぜひ生かしていっていただきたいと思いますし、１つＰＲの方法として、

漠然と名古屋コーチンというものをＰＲするというよりも、この岩倉の特徴

ですかね、ひなというのか、ブロイラーというのか、そういったところを特

徴づけてＰＲするといいのではないかなというような思いがあるんですが、

それはそれとしても、この歴史パネルについて、今後も生かしていっていた

だきたいと思うわけですが、活用のほうは何かお考えはありますでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 今回の歴史パネル作成につきまして

も、名古屋コーチンの日というのが制定されたことを記念しまして、小牧は

発祥地ということなので、岩倉としても何か歴史的な背景がないかというこ

とでいろいろ調べまして、パネルをつくった経緯がございます。 

 もちろん今後の各イベントにこういったパネルを設置していきたいと考え

ておりまして、今のところ、名古屋コーチンのイベントのときと桜まつりの

ときも、ちょっと雨が多かったので、ぬれちゃうとパネルが壊れちゃうんで

すけど、桜まつりのときも出させていただきましたし、今後もふれ愛まつり

とかイベントのときには、こういったパネルを掲示していきたいなと考えて

おります。 

◎委員（櫻井伸賢君） 済みません、農業近代化資金、聞き忘れました、１

点。 

 借入金融機関は、昔は農協を利子補給の対象とする場合は、窓口は農協じ

ゃなきゃいけないよというような状況だったと思います。ただ、今は銀行で
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も信用金庫でも申し込みは自由だよというような形になっていようかと思い

ます。申込先は農協にありましたでしょうか、教えてください。この方、利

子補給の請求はどこからありましたかということです。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 請求は農協からです。 

◎委員（櫻井伸賢君） はい、わかりました。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございますか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款５農林水産業費についての質疑を終結し

ます。 

 続いて、款６商工費について質疑を許します。 

 決算書は226ページから234ページ、成果報告書は146ページから157ページ

です。 

◎委員（大野慎治君）  成果報告書148ページの商工振興費についてお聞き

します。 

 総務産業建設常任委員会の協議会でもちょっとお聞きしたので、繰り返し

になりますが、申しわけございません。 

 まちなか空き店舗出店者支援事業補助金が、12カ月まで２分の１の限度額

として５万円まで補助するもので、平成28年度は一切申請がなかったと。も

ともと岩倉市内は、10万円以下で借りられるような店舗がじゃああるのかと

いうところですね。店舗でもうちょっと大きなところだと、２分の１でもう

ちょっと出せるだけ出してあげればいいとか、逆に言うと、12カ月じゃなく

て24カ月出してあげて、もっと補助が出るような制度にするとか、建設部長

はちょっとやめる方向だと言いましたが、もう一回、試行的にちょっと金額

を上げてでも、期間を延ばしてでも、もう一度チャレンジする気はないのか、

見解をお聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） まちなか空き店舗の出店補助事業で

すけれども、実際に今、大野議員おっしゃられましたように、いろんな制度

を少し拡大したりだとか、対象を少し見直したりですとか、そういったこと

も商工会を含め現実は考えました。ただ、実際には、岩倉市内を見ますと、

対象エリアにそういった物件等もほぼございませんでして、そういった中で、

今回、先日、建設部長も回答させていただきましたけれども、廃止を含めて

考えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

◎委員（大野慎治君） ないなら、なぜこの補助金をつくったんだという話、

根本からおかしくなりますが、まあ結構です。 
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 次に、ロゴ広告助成金ですね。これも平成28年度はございませんでしたと

あります。１枚当たり0.5円の助成金で限度額２万円。限度額２万円という

のは、岩倉市内に入れる金額よりも足りないぐらいですね。市外のところで、

２万円では全然足りないぐらいの金額だと思いますが、ここはもう一回見直

すことはあるんでしょうか、お聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） こちらのロゴの広告助成ですけれど

も、実績としては、平成25年度に２万円弱助成した実績がございます。ただ、

現状、不動産事業所への聞き取りをしてみますと、岩倉市内の物件の需要で

すけれども、市内に住んでいる方が市内に転居しまして、購入するパターン

というのが多くて、市外への広告といったものはほとんど行っていないとい

ったような声も聞いております。そういった状況の中で、制度の利用がなか

なかないのかなといった要因だというふうには考えております。 

 今後も広報ですとかチラシ等で活用を周知させていただきますけれども、

場合によっては、事業所の声を聞きながら、制度の終了も含めて検討してい

きたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） 今おっしゃったとおり、私の住んでいるマンション

も岩倉市内に広告を出している。すぐ入居されるそうです。ほぼすぐです。

私が住んでいるところもそうだと思います。 

 じゃあ、市内向けのものも補助を出すという考えはないんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） もともとこのロゴ広告の助成金なんですけ

れども、市外に出す広告の中に、岩倉市、名駅から11分ですとか、そういっ

たロゴを広告の中に入れていただいて、市外に岩倉をアピールするという目

的で始めた制度ですので、市内にそういった広告を打つものに助成していく

という考えはありません。 

◎委員（大野慎治君） そうしましたら、廃止ということですね。間違いな

いでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 今、今枝グループ長が話しましたけれども、

その制度の終了も含めて、来年度の当初予算までに検討していきたいと思い

ます。 

◎委員（木村冬樹君） 私も商工振興の関係でお聞きしますけど、まちなか

空き店舗なんかは、一定の時期はやっぱりすごく使われて、ほかにはない有

効な手段だというふうに私は考えておりました。今実態として、なかなか空

き店舗がすぐに埋まってしまうだとか、周辺地域ではなかなかそういう適し

た物件がないというようなことも含めて、なかなか行き詰まっているところ

でありますけど、そういった中で、新しい商工振興策をどういうふうに打っ
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ていくのかというところが今後課題になってくるというふうに思います。 

 いろいろ商工会などでは、ビジネスサポートセンターを立ち上げて、相談

に乗っていくというようなこともありますし、ここの７番では、創業支援と

いうことで相談の窓口を持っていくというようなことがあるわけです。操業

については非常に厳しい状況で、前のページを見ますと、資金の借り入れみ

たいなところでいくと、すごい厳しい状況だなというところでありますけど、

商工振興について新たな手法、何か検討できているものがあるのかどうか、

そういった点についてお聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 商工振興といったところで、新たな

取り組みも含めてといったところですけれども、ちょうど昨年、金融機関で

すとか商工会を含めて、地域産業活性化推進協議会を立ち上げさせていただ

きました。また、その中で、中小企業小規模事業者の活性化行動計画ですと

か、商工会の発達支援計画、そういったものもつくらせていただいて、そう

いったところに基づきまして商工振興を進めているところですので、よろし

くお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 計画等策定して話し合っているというところだもんだから、これからだと

いうふうに思いますけど、引き続き様子を見ていきたいというふうに思いま

す。 

 もう一点、149ページの労務対策費の関係で、２のところに中小企業退職

金共済制度加入促進補助金ということで、これも私は以前から非常に有効な

事業だというふうに思っています。中小企業で働いている人たちの退職金を

保証するということで中退共への加入を促進するということだもんですから、

大事な事業だというふうに思っています。 

 それで、これをずうっと経年的に見ていくと、数件ずつ補助が毎年行われ

ているというところでありますけど、じゃあ全体はどうなのかなというとこ

ろが気になるところで、そういう中小企業のところでの全体数から見て、こ

の加入状況というのは何か把握できているんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 市としましても、中小企業退職金共済制度

は重要な制度だというふうに考えております。平成28年ですけれども、２事

業所、31人の新たな加入があったといったところでございます。実際に、今

年度、29年度の契約を見てみますと、市内の27の事業所が加入しております。

その中で、今年度でいきますと、現状、新規で５事業所が加入したというよ

うなところです。 

 ただ、全体で岩倉市内の事業所のうち、中退共以外のそういった制度に加
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入している事業所もございますので、全てを把握しているといったところで

はございませんので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 現状として、周知も含めて、必要なところにはちゃ

んと手を打てているという状況にあるのかということも確認させてください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 制度の周知ですけれども、市としま

しては、広報「いわくら」等を通じて制度を周知させていただいております。

また、勤労者退職金共済機構が県内の各事業所のほうへ実際に周知に回って

いるというふうに聞いております。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっとずうっと飛んでしまいますけど、私のほう

としては最後ですけど、消費者行政費、157ページです。 

 今年度から消費生活センターの日数がふえて、新たに開設されたというこ

とであります。それで、そのためのいろんなもの準備のお金が28年度に執行

されているということです。それで、いろいろ情報を消費生活センター、あ

るいは市民相談室、こういったところで共有していくことが必要だというふ

うに思っていまして、特に岩倉団地で、先日も闇金みたいなこういうチラシ

がポスティングされたり、その前には、もうちょっと形を整えた封書に入れ

てポスティングされたりということで、少し形を変えて、今までは張り紙が

多かったんですけど、張り紙を撤去するということに結構力を入れて、それ

は土木費のほうでやってきたところ、これがポスティングされたりというこ

とで、まさに闇金だと思いますけど、そういうようなことでの、情報共有と

いう点でいえば、例えば市民からこういうものがポスティングされたよとい

うことであれば、それを市民のほうから提供してもらうみたいな、そういう

ことというのが必要ではないかなというふうに思うんですけど、そういう点

についてはどのようにお考えでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今年度４月に立ち上げさせていただ

きました消費生活センターでは、実際に消費生活にかかわるさまざまな相談

を受けております。 

 今回教えていただいた即日融資といったチラシについても、こういった融

資の情報ですとか、またそれに絡んで、実際に御本人さんが相談をされると

いったようなケースもあります。全国的にもこういった消費生活の相談とい

ったものは、全国消費生活情報ネットワークシステムといったものがありま

して、各それぞれの消費生活センターが相談を受けたものを一括で集約しま

して、そういったものの中から実際に全国的に被害の多い事例だとか、さま

ざまな情報を私どもが収集することもできます。 

 そういった中で、例えば今年度の８月号からでは、実際に広報の中でそう
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いった相談が多い内容については情報提供させていただいておりますし、ま

た愛知県のほうでは９月から、事前登録制ではありますけれども、愛知消費

生活情報メールマガジンといった配信も開始しますので、そういった中でも

市民の方に知っていただくような機会ができてくるかというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 また、情報ほっとメールのほうでも案内をさせていただきますので、お願

いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 私たちもやっぱり消費者の被害を食いとめなきゃいけないという立場でい

ろいろ情報提供していきたいと思いますので、それは差し上げますので、ぜ

ひ情報共有してください。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 済みません、細かなことで１つだけですけど、成果

報告書146ページの企業誘致関係のところに出てくる文章で、上から５行目

のところに「企業庁や関係機関との協議に不測の時間を要したことから」と

あります。この「不測の」というのがなくても、「協議を時間に要したこと

から」でも意味は通じるのかななんて思いながら、この「不測の」というの

が、ひょっと何か思いがけないことがあったのか、その点お聞かせいただけ

ないでしょうか。 

◎企業立地推進室統括主査（岡 茂雄君） こちらのほうの関係でございま

すけれども、この記述の中で、埋蔵文化財の試掘調査をさせていただいたと

いう記述もございますが、当初、この埋蔵文化財の試掘調査については実施

する予定というのがなかったんですけれども、企業庁との協議の中で試掘調

査をしてほしいということになったものですから、まずそこの部分で当初の

計画とは少し変わってきたというところです。試掘調査の中で遺構ですね、

そういったものが確認されましたものですから、そうするとそれに伴って、

この取り扱いをどうしていくかというようなことを企業庁だとか愛知県の教

育員会だとか、部分によっては河川課だとか、いろんなところに影響すると

いうことで、当初そういったことで予定をしていなかったところで時間を要

したというところで、不測の時間を要したというふうな形の記述をさせてい

ただいたところです。お願いいたします。 

◎委員（大野慎治君）  ちょっと素朴な疑問なんですが、成果報告書148ペ

ージに書いてある岩倉焼きそばなんですが、私、市内でみっちゃんのお店以

外どこで食べられるのか。実は僕が紹介するところは、どこで食べられるの

と言われたときになく、どこで食べられるのかお聞かせください。 
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◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 岩倉焼きそばですけれども、例えば

市役所のそばの一元さんでも出しております。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 僕らも把握しているのは、以前は焼き肉フ

ジでも食べられたんですけど、なくなっちゃいましたので、今、僕らも大野

議員さんと同じように、どこで食べられるのと言われたら、みっちゃんを紹

介しております。 

◎委員（鈴木麻住君） 成果報告書の146ページのシティプロモーションに

ついてちょっとお聞きします。 

 これは28年度から新たにシティプロモーションに取り組まれているという

ことで、そのブランドロゴとかシンボルメッセージが決まったわけですね。

それで、109の暮らしやすい理由とか、いろいろ一生懸命取り組んでみえる

とは思うんですけど、なかなかいまいち盛り上がっていないのかなと。これ

は私の感想ですけど。 

 それで、他市町でもこういう事業の取り組みがありまして、市民公募でい

ろんなブランドロゴを選んだり、シンボルメッセージを選んだりというのが

ありまして、それをまた選ばれた中から市民が投票して１つ選んでいこうみ

たいな動きがあります。そういう流れだと、市民の方も一生懸命考えたり選

んだりして、興味を持って、愛着も持つんじゃないかなと思うんですけど、

このブランドロゴとかシンボルメッセージが選ばれた経緯。これは委託業者

の博報堂さんが決められたのか、何点か出されて、その中の誰かが最終決断

されたのか、その選ばれた経緯ですね、教えていただけますか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 「いわくらしやすい」のロゴとシンボルメ

ッセージについてなんですけれども、当初予算のときにも、今、鈴木委員さ

んがおっしゃられたみたいに、市民で公募したらどうかとか、市民で選んだ

らどうかという話もある中で、市としてはそういったものではなくて、本当

のプロの広告代理店であるところの業者、そのころはまだ博報堂さんと決ま

っていなかったんですけれども、そういったプロの広告代理店にロゴもメッ

セージもつくってもらおうと。ただ、その中では、いろんな市民の声を聞き

ながらつくるという、ただ単に何もないところからメッセージとロゴをつく

るんじゃなくて、市民の皆さんにアンケート調査を行ったり、ワークショッ

プを行いながら、プロの広告代理店さんにブランドロゴとシンボルメッセー

ジを作成していただきました。それで、最終的に決定したのは、庁議で決め

させていただいております。 

◎委員（堀  巌君） さっきの岩倉焼きそばに戻るんですけど、27年度の

記述にも研究開発、岩倉焼きそば白というネーミング、今回も岩倉焼きそば
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白というふうに書いてあります。だから、岩倉市として補助金を出して、こ

の商工業振興事業補助金、これの到達点として何を目指しているんですか。

その岩倉焼きそばの店さえも答えられないようでは、岩倉市として、岩倉焼

きそばにどういう思いがあるのかというのが全然伝わってこないんですよ。

どういうつもりなんですか。どうされるつもりなんですか、岩倉焼きそばを。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 堀委員おっしゃられるように、平成

27年度には岩倉焼きそば白を実際に開発して、28年度に開発したものを実際

に広げていくということで、桜まつりですとか、軽トラ市ですとか、そうい

った各イベント等で販売をしてきております。実際には、やはり岩倉焼きそ

ば赤のように、市内のお店で食べられるように、そういったところまで結び

つけられるような結果を出せるよう、商工会のほうにも話をしながら進めて

きたところですけれども、現状としては、なかなかいつ行っても、ここで岩

倉焼きそば白が食べられますよといったところまではたどり着けていないと

いったような実情であります。 

◎委員（宮川 隆君） 今の点の関連で考え方をお聞きしたいんですけれど

も、以前、人の駅というのがあったんですね。そこのメンバーで市内の飲食

業者さんたちに声をかけて、地図に全部落として、なおかつ場所的にも駅前

ということもあって、そこに来れば、こういう名物がありますよというのが

即座に答えられる状況になっていたんです。ちょうど今、観光協会の立ち上

げを模索しているというお話も聞いているんですけれども、今の観光振興会

の規模では、どうしてもい～わくんに特化した形でしかできない、そういう

人員配置なので、それ以上を望むというのはなかなか難しいとは思うんです

けれども、やっぱり場所であったり人であったり、それから情報の共有であ

ったりというのは、これから一定考えた上でシティプロモーションを行って

いかないと、なかなか広がりがつかめないと思うんですけれども、今後そう

いうようなことも含めたまちづくりであったり、それから観光事業であった

りというのをどう捉えているのかお聞きしたいと思います。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 観光振興会なんですけれども、い～わくん

だけじゃなくて、この成果報告書にも書かせていただいていますけれども、

先ほど地図に飲食店を落として、特産品の紹介ということもありましたけれ

ども、それではないかもしれないですけれども、市内のランチスタンプラリ

ー、今回４回目ということで、４年連続でスタンプラリーをやっていますし、

カーネーション狩りですとか、昨年は、新規事業として岩倉の野菜を使った

ドレッシングづくりなども行っていますし、今実情３人ですけれども、３人

だからい～わくんだけしかできないわけじゃなくて、いろんな新規事業も含
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めて、３人の中でこういった新しい観光まちづくり事業を続けていただいて

いるということは考えています。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほど言ったように、一生懸命努力されているとい

うのは認めます。認めた上で、とはいうものの、結果が求められるわけなん

ですね。ですから、結果が出なければ、どれだけ努力したって、とりあえず

挑戦することは大切だと思うんですけれども、やっぱり一定目標を描いて、

そこに到達して結果を出すということも必要だと思うので、そういう面から

いうと、もう少し広がりを求めた人員配置であったり、予算のことであった

りというのを市全体、要はシティプロモーション、市をどう売るかですから、

そういう観点でもう少してこ入れすべきじゃないかなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 結果としても、市と商工農政課としては、

十分結果は出していただいていると思っていますし、今度、９月末には、市

の委託ではないんですけれども、振興会独自でアピタの屋上を使ったいわく

らｄｅマルシェ、初めて岩倉で大きなマルシェ、軽トラ市ですと20店舗ぐら

いなんですけれども、彼らは頑張って70店舗近くのお店を集めて、岩倉で初

めてアピタの屋上を使ってマルシェをやる。それも目的としては市外から人

を呼ぶという、岩倉の名を有名にしたいという思いでマルシェをやっていた

だいていますし、十分活動はしていただいていると思っています。 

◎委員（大野慎治君） 最後、成果報告書の桜まつり事業に関連して、桜ま

つり期間、雨が降るとずうっとぐちゃぐちゃな状態。今のままだと、30年度

というか、今年度末から、次のときも、来年の桜まつりも同じ状況、これを

どのように改善していくのか、方針は立ったでしょうか、お聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 祭り広場の雨対策といったところで

ありますけれども、地元の区ですとか子ども会、また第三児童館の利用者に

お聞きしますと、ふだんから子どもたちが利用しておりまして、やはり土が

いいといったような声もありますし、またやむを得ないといった声もござい

ます。また、舗装等をするにしても、短期間の雨対策のために高額な費用を

費やすことになってはもったいないといったような声も出ておりまして、舗

装ありきではなくて、臨時的にシートで地面を覆う方法ですとか、例えば大

型テントを設置するなど、引き続き費用対効果を考慮しまして、検討してい

きたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） シートってどういうことでしょうか。シートってど

うやって敷くの。シートを敷いたって、雨はそこにたまるんだけど、どのよ

うにやるつもりですか。 
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◎商工農政課統括主査（今枝正継君） お祭り広場の実際の雨の特性をちょ

っと見てみますと、第三児童館から神社側にかけて、あそこのあたりの水が

実際にお祭り広場の会場の中に流れ込んできているといったところも一つあ

ります。ですので、そういったところを少し排水を考慮しながら、会場のほ

うは何らかのシートをやるというのも一つの方法といったところで、これか

らもどういった方法が一番いいのかというのを検討していきたいというふう

に思っております。 

◎委員（大野慎治君） 建設部長、ちょっと答えてください。済みません、

これはいつも建設部長に聞いているので。 

◎建設部長（西垣正則君） 今、今枝が言ったとおりでございます。できれ

ば30年度のお祭りには間に合わせたいなと。一応、結論を出したいなと思い

はあったんですけれども、今言ったように、地元からいろんな意見を聞いて

いる中で、もう少しやっぱり検討が必要だろうということで、今一生懸命や

っていますので、30年度の桜まつりはちょっと対応できないという状況にな

ります。だから、31年度に対して、来年度の債務負担か何かの形で予算が上

げられるのかなあというふうに思っております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款６商工費の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 款７土木費についての質疑を許します。 

 決算書は234ページから250ページ、成果報告書は158ページから176ページ

です。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鈴木麻住君） 報告書の159ページ、耐震対策費についてお聞きし

ます。 

 木造住宅の耐震改修等の事業補助費が計上されていて、28年度が10件です

か。診断については25件あったということで、その内訳をちょっと調べたん

ですけれども、耐震改修をされたのが２件、それとあとの残りの８件は解体

費でした。耐震改修については90万の補助で、解体については20万の補助と

いう形になっています。その中の解体を申請した８件の中で、犬山在住の方

と稲沢在住の方が、住所はですね、お二方見えました。それで、その耐震の

解体をされるときの規定とかというのは特にどういう形になっているのかと
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いうことをお聞きしたいんですけど。 

◎都市整備課統括主査（小川 薫君） 耐震補助を受けるに当たっては、ま

ず耐震診断を受けてもらう必要がありますが、耐震診断はその所有者から申

請を受けて診断を行っております。市外の所有者が申請してくる場合もござ

います。 

 今回のケースですと、その所有者の方が既に亡くなっておって、相続した

方が犬山の方であったため申請を受け付けたというものであります。もう一

例も、稲沢の方がその物件の所有者であったということで申請を受け付けて

おります。 

 その診断の結果を踏まえた上で、所有者が改修するのか解体するのかによ

って耐震補助を出しているため、さきにお話ししたとおり、市外の居住者が

申請するということがありますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、解体した結果、その方がそこの土地

を売却しようが何にしろ、どういう条件でその解体を申請しても、それは補

助金がおりるという条件ということですか。 

◎都市整備課統括主査（小川 薫君） そうですね。解体してなくなって、

その後新たに建てられるとか、いろいろあると思いますが、今おっしゃられ

たとおり、その辺の使い方は、どういうふうにされるかというのは所有者の

ほうの都合となってまいります。 

◎委員（鈴木麻住君） となると、所有者の方が市外にいて、その市外の方

がそこをとにかく売却したいから、耐震診断を受けて、住まないことを前提

に解体を申請しても、税金から補助金が支払われるということですよね。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 目的としましては、耐

震の基準を満たしていない建物がやはり残っているというものについても、

要するに促進が図れないということで、改修して残るのはなおいいんですが、

そこが解体されるということで耐震化率が上がるということも一つ目的とな

っておりますので、実際そこが更地になって、次ちゃんと耐震基準を満たし

たものが建てれば、それでやはり一つ解決できるということもありますので、

そういう目的もあって、この解体については、市外の方であっても今回特に

問題がないということで認めさせていただいたということです。 

◎委員（鈴木麻住君） これは前からずうっとお聞きしているんですけど、

シェルターについて申請が一件もないようですね。ずうっと何回も聞いてい

るんですけど、ないんですよね。シェルターってそんなにハードルが高くな

いと思うんですけど、物自体は40万ぐらいですかね。ほとんど満額ぐらいの

補助金が出るということなので、耐震改修も基本的には壊れないように、そ
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の家が使えるか使えないかといったら多分使えないんでしょうね。だけど、

倒壊しないように補強して、その間に逃げると。生命の安全を図るという意

味からすれば、シェルターも非常に有効かなあと。シェルターがあることに

よって生命も守られるし、倒壊もしないと。それが一つの補強材という形に

なるので、だから僕はどんどんシェルターをもっと推進していけばいいのに

なと思っているんですけど、なぜ進まないんでしょうか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） ふれ愛まつりで耐震ブ

ースというものを設けさせていただいて、全然人に来ていただけないもんで

すから、昨年度なんかは、逆に耐震シェルターのお話をさせていただいたこ

ともあります。その中で、見えた方にそういうお話をしているんですが、一

角だけ、いわば自分の命を守るために、家が仮に倒壊しても、今自分が寝て

いる部分だけでも守れるということで推すんですけれども、家が倒れてしま

っては、自分一人だけ生きてもしようがないみたいな、ちょっと極端なお話

かもしれないですが、どうしても御高齢の方に限らず、そこに何十万かける

のであれば、やっぱり全体を直す、もしくは新しいものを建てるわというよ

うなことを結構御発言されたことも事実としてありまして、私どもとしても

ちょっと認識を変えなきゃいけないのかなと思ってしまったぐらいだったん

ですが、ただ一番有効であるのは、低額な価格で自分の命は守れるという部

分は間違いないものだと思いますので、もう少しＰＲのほうはしていきたい

とは考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 成果報告書161ページの道路維持費の関係で、今回

の写真にありますように、一豊橋が非常にきれいな塗装がされて、議会の質

疑の中でも評価がされているところだと思います。 

 少し心配しているのは、表面が、ちょっと雨が降ったりすると滑らないか

なあというところで、これは市民からの声も出ているところでありますが、

多少雨のときに上を歩いたりすると少し滑るかなという感じはありますけど、

そういった問題というのはきちんと考えられているものになっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 一豊橋の表面の部分の塗装を施工

する際に、防滑用の滑材を散布しておりまして、滑りにくいような加工は施

しております。 

 また、今までに実際に維持管理課のほうに滑るという苦情は受けていない

んですけど、施行して半年ぐらいたつんですけど、施行したすぐ後のときに

は、現場にも雨が降るたびに何回も足を運んで、こういうときに滑らないか

ということを自分で立証してみたりしたんですけど、滑りそうに見えるんで
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すけど、滑らなかったです。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） ここにちょうど車どめがある関係で、やっぱり自転

車なんかでも減速して入るということもあって、滑りそうだけど滑らないと

いうのはあるのかなと思っています。引き続き注意を払っていただきたい。

経年劣化で滑りやすさが出てくることがないように管理をよろしくお願いし

たいと思います。 

 それから、ちょっと飛びますが、167ページの交通安全施設設置事業につ

いてですが、このカーブミラーの設置件数です。新設４基ということで、例

年と比較して少ないような感じです。それで、区の要望に応えて、必要かど

うかというのを検討した上で設置しているというふうに思いますけど、区か

らの要望というのはどのような状況なんでしょうか。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） カーブミラー設置工事、新設は４

基なんですけど、おおむね区の要望が主であります。交通安全施設整備事業

全体でなんですけど、今、カラー塗装の敷設のほうにちょっと力を入れてお

りまして、そちらのほうにお金を重点的に費やしているという現状でもあり

ますので、カーブミラー設置件数はちょっと少なくとまっているのかなとい

うことです。 

◎維持管理課長（高橋 太君） カーブミラーにつきましては、新設につい

ては４基なんですけど、予算的に、28年度から新たに原材料費でカーブミラ

ーを購入して維持管理をしているというような方向転換もありまして、トー

タルとして、維持管理で修繕とかそういうのでカーブミラーに充当している

金額としては余り変わっていないというふうに認識しています。 

◎委員（木村冬樹君） 区からの要望に十分応えられているということであ

ればいいんですが、やはり信号のない交差点部分に新しい新築の家が建った

りというような状況もこの間あるもんですから、ぜひその辺も含めて対応し

ていただきたいと思います。 

 次に、168ページの都市計画総務費の３．緑化推進事業補助金についても

お聞かせください。 

 これは時々、市内の事業所が緑化事業を進めるときに出る補助金でありま

す。それで、今回、野寄町区ですかね、運送会社が新しく進出されて、そこ

の緑化が進められているというふうに思いますが、ちょっと近くを通ります

けど、どういう緑化がやられているのかちょっとわかりにくい部分がありま

すので、具体的な緑化の中身というのを教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（小川 薫君） 緑化の中身としては、カヤの木とい

う高木を入れたりだとか、ヤマモモだとか、そういった中木が入っています。
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あとサツキだとか、アジサイだとか、ツツジなどの低木を入れております。

そしてあと、芝のほうも緑化として植栽をしておりまして、緑化の全体とし

ましては、面積としては１万2,000平米ほど緑化をしておるという形になり

ます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 これは以前もあって、以前のものは見ればわかるような緑化の対策だった

もんですから、これは例えば企業の敷地内に木を植えるということで、十分

それで対象になるということだというふうに思いますので、成果報告書に記

載する際に、どのような緑化が行われて、何平米でというようなことも含め

てちょっと記載していただくと親切ではないかなというふうに思いますので、

今後検討をお願いします。 

◎都市整備課統括主査（小川 薫君） 済みません、ちょっと訂正がござい

まして、敷地の面積が１万2,000ほどで、緑化のほうが1,300ほどとなってお

ります。済みませんでした。訂正させていただきます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。記載はまた検討してください。 

 その下の４のところも少しお聞かせいただきたいと思います。 

 違反屋外広告物除却ということで、先ほど消費生活費の関係でもお話しし

ましたように、屋外に張り出す闇金等の張り紙というのは、もうほとんど今

はないという状況になってきています。除却の状況を見ますと、市民ボラン

ティア団体というのは実績がないということです。活動実態も、張り出され

ていないもんだから、動いているということもないのかなというふうに思い

ますけど、今後張られるということもまだあるもんですから、継続する必要

はあるというふうに思いますけど、少しこういう時期に入って、市民ボラン

ティア団体、ほとんどの団体が何年もずうっとやっているところだというふ

うに思いますけど、少し交流的なというか、どういう状況にあるのかという

ことをそういう団体に伝えるような活動も必要でないかなというふうに思う

んですけど、その辺での考えはどのようなものなのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

◎都市整備課統括主査（小川 薫君） 除却団体は、２年に１度更新が必要

となっていますので、その更新時期に状況等を説明しながら交流をしていき

たいなと思います。そして、近年はやっぱり立て看板でも張り紙でも、非常

に少なくなっておるというのが現状となっております。 

 それで、除却報告していただく中で、除却団体の方も一生懸命やっていた

だいておりまして、報告枚数としてはゼロという形で報告をいただいており

ます。 
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◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。見回ったりという活動自体は

あるということだというふうにお聞きしました。非常にそういう団体も高齢

化が進んでいるというふうに思っていますので、今後どうしていくのかとい

うのは、少し検討する必要がある時期かと思っていますので、その問題提起

だけしておきます。 

 私からは最後の１点ですけど、次の169ページの保護樹等指定事業の中で、

28年度から保護樹の制度を見直して、いわゆる報奨金の部分を少し減らして、

助成金という形での剪定という形に変えてきているというふうに思っていま

す。 

 それで、今までのあり方がどうかというところでありますけど、この予算

の組み替えによる効果というのは、どのように見ているのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 昨年度見直しをさせて

いただいて、新たに保険に入ったり、報奨金は確かに下げさせていただいて、

浮いた分という言葉は悪いんですが、差額をそういったものに回させていた

だきました。 

 実際、剪定費の補助金が28年度創設されたということで、申し込みも多数

ございまして、実際、剪定費としては、剪定助成は７件ございました。件数

はもっと多かったんですが、その中で優先順位をつけさせていただいて、優

先順位の高いものからさせていただいたということで、実際、反応としまし

ては、報奨金が下がったということについては、ほぼ苦情等はございません

でした。一方で、やっぱり剪定費の助成については、どうしても優先的にや

っていただく方から漏れる補欠の方が出てしまうということで、私どもとし

ては、もう少し助成金を増額させていただく必要があるのかなということで

考えております。今年度についても、もう既に補欠の方が見えていますので、

簡単に予算を上げるということはちょっとまだ考えてはいないんですが、今

後ちょっと様子を見て、また必要に応じて補正等もかけていきたいなと思っ

ています。 

 ただ、目的として、保護樹の解除が非常に多かったので、それをなるだけ

とめたいという思いがあって、逆に意識づけという意味もあって、剪定費の

補助もつけ足していただいたんですが、やはり解除されるものは解除されて

しまうということの動きはなかなか変わらないというところですので、引き

続きちょっと様子を見ていきたいと考えております。 

◎委員（大野慎治君）  土木費総論で、社会資本整備交付金のつき状況が

年々厳しくなっていると思うんですが、その全ての事業に対して、代表的な
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事業でいいですが、今後の進め方をどのように考えられているのか、ちょっ

と総論でお聞きします。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 御指摘のとおり、今、

社会資本整備総合交付金については、交付率が非常に悪いものです。長寿命

化に係るようなものだとか、防災に寄与するものについては、非常に90％か

ら100％、これは全国的についておるんですが、私どもが進めておるような

石仏公園ですとか、それから桜通線、あと天保橋、岩倉・西春もそうなんで

すが、これらについては軒並み内示率も非常に悪くてという状況が続いてい

ます。これも愛知県内変わらずということです。 

 そういう中で、今、もともと補助金ありきでスタートしようという部分が、

これまで市としては補助があるからやっておこうかというのも一つあったわ

けなんですが、こういう状況が続きますと、やはり費用対効果じゃないんで

すが、市の単独費も繰り入れて事業をやっていかないと、特に今後は用地買

収が主になります。工事でしたら、途中までやって終わるということができ

るんですが、用地は１筆、１件買っていかなきゃいけないもんですから、そ

うすると足りないものについては市の補填が必要ということで、本年度も何

千万かは財政サイドとお話をさせていただいて、単費を繰り入れるという状

況になっています。 

 したがいまして、ますます国としても要件を結構厳しく上げている中で、

今進めている事業につきましては、やはり今後も市の単独費を入れて実施し

ていかないと、現在の計画では進んでいかないという状況が見受けられてお

りますので、そこら辺については、例えば優先度をもう少し厳しくつけるだ

とか、そういったことを考えながら財政サイドと話をして、効果の高いもの

から進めていくように考えていきたいと考えています。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君）  170ページの花のあるまちづくり事業に関連してち

ょっとお伺いします。 

 事業の成果で、身近に花のある環境を創出することで良好な景観形成に寄

与しましたとあるんですが、もちろんそういう成果なんですが、昨年、厚

生・文教常任委員会で、健康都市宣言をしている市川市の視察の中で、健康

面でも、この花のあるまちづくりを市民が取り組むということは、市民の健

康づくりにも大きな寄与をしているというお話を聞きました。だから、健康

都市宣言というのは、全ての課でさまざまな側面で市民の健康に寄与してい

る事業をしているんだという位置づけで、特に花を育てる、花を植えるとい

うことは、身体面でも足腰を使い、上腕部を使い、身体的にもいいし、心の
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精神面でも土をいじり、日の光を浴び、心和ませる花をつくるということは、

本当に精神保健面、心の面でもとても健康づくりに貢献している内容だそう

です。そういった意味でも、事業の成果として今後見てほしいなと思ってい

ますが、どうでしょうか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 非常にこういったお花

を植えるという作業等に携わっていただいて、健康増進というものは本当に

望ましいところだと思っています。一方で、花の会さんにこれはずうっとや

っていただいているわけなんですが、本当についきょうなんですけれども、

今、緑化ウオールというのが、東町の壁ですね、五条川に沿った親水の護岸

の横っちょに壁にあるんですが、五条川から水をくんでお花にやっているで

すが、あれがもう皆さん御高齢でつらいというようなお話もやっぱりあって、

中学生のボランティアにちょっとお願いしたりだとかいうようなこともあっ

て、花の会さんだけで今お願いしているのも結構厳しい状況に来ているのか

なというのも感じるところです。 

 例えばですけれども、もう少し市民の方にこういった御協力を募ってみた

り、健康増進の一環としてだったりというような方策もちょっと考えていか

ないと、なかなか最終的にはやれませんという答えにもなりかねんなあとは

思っておりますので、そういった健康増進という部分についても考えながら

施策を進めていきたいと思います。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款７土木費の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 款８消防費についての質疑を許します。 

 決算書は250ページから262ページ、成果報告書は177ページから183ページ

です。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  成果報告書の177ページの２のところですね。予防

業務の中で、住宅用火災警報器について、また今回もお聞きします。申しわ

けありません。 

 平成27年度の設置率が59％、28年度が60％ということでわずかにふえてい

るというところであります。それで、予算のときにも聞いたもんですから、

全国だとか県の状況というのは大体把握していますけど、直近のことがどう
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なのかなあというふうに思うところです。 

 それで、特に28年度でいえば、市営住宅の部分も多分10年で電池が交換の

時期になりますので、交換がされている決算になっていますし、実は岩倉団

地でも、今月９月の下旬から10月の下旬まで、10年ということで交換の時期

を迎えていて、各戸にＵＲが入って交換していくという作業が進められてい

きます。そういう時期ということも含めまして、今の設置率はどうなのか、

全国、県から見てどうなのか。また、この周知については、引き続きどのよ

うな状況になっているのかお聞かせください。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 28年６月１日時点での条例適合率に

よります数値ですけれども、全国平均としましては66.5％、愛知県は55.0％、

岩倉市では60.4％となっています。 

 今お話ありましたとおり、住宅用火災警報器の設置をお願いするようにな

りまして10年ぐらいたつところなんですけれども、電子部品の寿命ですとか

電池切れのために、10年を目安に交換を消防としては勧めていますので、イ

ベントでそのＰＲに努めているところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） できれば直近の数字が知りたかったんですけど、そ

れはわからないですね。また予算のときにその辺は聞きたいというふうに思

っています。 

 特に、先ほど言いましたように、10年たって交換の時期を迎えているもの

ですから、その辺もきちんと交換してもらうということが大事だというふう

に思いますので、そういった周知もぜひ進めていただきたいと思います。 

 次に、ちょっとこの成果報告書には反映されていませんが、決算書の257

ページの関係で、ＡＥＤの賃借料ということでお聞きしたいというふうに思

います。 

 コンビニへの配備が進められてきているところで、以前も予算等の中でも

聞いていますが、コンビニに配備していることが周知されていないという状

況が少しあるんではないかなというふうに思います。 

 それで、28年度のコンビニへの配置の中で、使用されたケースが多分ない

んじゃないかなというふうに思いますけど、そういうケースも珍しいケース

だというふうに思いますけど、そういったところで、やっぱりコンビニの何

らかＡＥＤがここにありますよということを知らせていくことが大事だとい

うふうに思います。コンビニのお店のほうとなかなかうまく話ができないと

いうようなところもあるというふうにお聞きしているところでありますけど、

その辺でのコンビニにＡＥＤがあるという周知、ＰＲの方法について、何か

工夫があるんでしょうか。 
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◎消防署長（真野淳弘君） コンビニエンスストアのＡＥＤ設置時に、設置

を示すシールの張りつけをお願いしました。その後、ＡＥＤ設置店というの

ぼりの設置も依頼しましたが、コンビニの各会社には、そのシールを張る位

置とか、のぼりの設置に対しまして細かい決め事がございまして、必ずしも

全ての店にシールやのぼりは設置されておりません。 

 したがいまして、今、救命講習の際に、ＡＥＤの設置場所をＰＲするよう

努めておりますし、ホームページ上でもお知らせをしています。今後、地道

にＰＲ活動を実施していきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） せっかく配備をしても、それが知られていないとい

う状況はやっぱりよくないし、もともとコンビニは、パートやアルバイトの

方がお店にいるという状況の中で、その方々に何かをお願いするわけではあ

りませんので、せめてそこにあるということだけはＰＲすることが、今シー

ル、のぼりと言いましたけど、ぜひつけていただきたいなというふうに思い

ます。多分、市民もそういうふうに思っているんじゃないかなというふうに

思いますので、その辺も含めてちょっと納得していただいて、設置していた

だくように努めていただきたいと思います。 

 次に、その下にあります備品購入費の中で、ちょっと予算で聞くべきだっ

たというふうに思っていますが、決算の中で少しこれは何に使うものかわか

らないというものがありましたので、教えていただきたいと思います。 

 レシプロソーというものがありますが、ソーですからのこぎりの関係なの

かなというふうに思いますけど、これはどのようなケースに使うものなんで

しょうか。 

◎消防署長（真野淳弘君） レシプロソーは救助用の切断器具で、簡単に言

いますと、充電式の救助用のこぎりです。従来のものはエアソーといいまし

て、空気式で起動に時間を要します。そのタイムロスを少なくしたもののた

めに新たに購入したものです。エンジンカッターと違って、火花が出にくい

という特性がございます。 

◎委員（桝谷規子君） 成果報告書178ページの救急発生状況の119番の出動

件数のところに関連してお聞かせください。 

 今119番で救急車を呼ぶと、岩倉の消防署じゃなくて尾張中北センターで

したっけ、となった場所にすぐ第一通報が行って、その後、救急車が出動し

ていると思うんですが、出動件数がちょっとふえてきている中で、出動して

いくおくれはないのか、到着時間とかそういったのが、岩倉に２台ないと江

南とか、小牧とかも行く場合はあると思うんですが、そういった岩倉以外の

ところから来てもらっている状況なんかもあわせて、出動の状況を教えてく
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ださい。 

◎消防署主幹（加藤正人君） 御指摘のとおり、救急件数は確かに増加して

おります。ただ、27年との比較で、入電から現場到着までの時間は短縮して

おりまして、増加による遅延はありません。 

 今後のことを考えていきますと、救急出動が増加傾向にありますので、２

次、３次といった重複通報が今後ふえていけば、それが遅延の原因になるの

かなあということが懸念されているところです。 

 市外応援ですが、むしろ中北指令センターができたことによって出動の問

い合わせとかをする手間が一手間省けたということで、迅速に他市からも応

援に対応していただいておりますので、遅延はないと考えております。 

◎委員（櫻井伸賢君）  済みません、決算書255ページ、今の通報に関連し

てなんですけれども、緊急通報受け付け指令の設備を撤去したよという形で

記載が下から３行目にありましたので聞くんですけれども、入ってすぐ左側

の部屋はどうなっているんですか、撤去した後。通信指令室じゃなくなった

という意味でよろしいでしょうか。 

◎消防署長（真野淳弘君） 前、通信指令室という119番を受信する部屋が

あったんですけれども、今は通信といって、中北指令との連絡のやりとりと

か、あとは一般電話の通信業務もございまして、あと受け付け業務とか、そ

ういった業務に使用しております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点だけお聞かせください。 

 本会議で消防長が来年度の人員について具体的に述べられました。多分、

10月１日で１名、来年の４月１日で２名採用予定なのかなあと思いますが、

その３人について、消防学校についてはどのような計画でいらっしゃるのか

お聞かせください。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 消防職員として採用していただいた

職員につきましては、今お話しいただきましたとおり、消防学校の初任科に

必ず行かなくてはなりませんので、10月に採用の職員につきましては、その

まますぐに入校の予定であります。次年度につきましては、次年度の入校を

予定しております。 

◎委員（大野慎治君） ２人とも同時に消防学校に入るということでよろし

いんですか。時期を半期ずらして入るんでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） その点につきましては、私どもの要

望としましては、すぐに４月に２名受け入れていただけないかということで

要望はしております。 
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◎委員（大野慎治君） 来年度、愛知県に職員を派遣するということがほぼ

内定しているというふうに本会議で多分お答えされたと思うんですが、何歳

ぐらいの消防署員を派遣する予定なのか、何歳程度を養成されているのかお

聞かせください。 

◎消防長（堀尾明弘君） その御質問については、少し私も決算議会のとこ

ろで来年の数字を上げてしまいましたので、話し過ぎたのかなという思いが

ありながら、一方でお話をし切れていなかった部分もありますので、あえて

私からお答えをさせていただきたいというふうに思っています。 

 今の御質問でまた同じことになってはいけませんものですから、誰を行か

せるのかという想定のお答えではなくて、一般的にこういうふうだというこ

とでお答えをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 県の派遣職員につきましては、一般的に35歳までというふうにお聞きをし

ております。しかし、あくまでもこれは目安ということで聞いておりまして、

実際に県から派遣の打診を受けてはおりますけれども、その際にも実際に35

歳を超える職員もいるということで、年齢にはこだわらないということでお

話をしていただいております。 

 お話しし切れていなかった部分というのは、あくまでもこれは打診という

ことでお話を承っているだけですので、正式な要請が来ておりませんので、

正式な要請が来た段階で、あとは所属によって仕事の内容も変わってきます

ので、それを見た上でどういった職員を派遣するかは決めていきたいという

ふうに思っております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君）  179ページのところで、事業の成果としてはという

ことで、訓練指導や立入検査を継続して実施したというふうにあるんですけ

ど、民生費のところでの木村委員なんかの質問にもあったように、放課後児

童デイサービスとかがふえているんですよね。小規模の就労支援のＢ型事業

所などとかも、市内で障害児・者の施設などがふえている中で、もちろん大

きなみのりの里なんかは、きちっと何回かやっていただいていることは知っ

ているんですが、そういう小規模の施設などにも、訓練指導とかにもきちん

と行けている状況なのかどうか、把握されているのかどうかお聞きします。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） そういった施設が小さい場合は、施

設の建築同意や消防訓練等が消防法令の対象とならないこともございます。

したがいまして、所管する福祉課と情報を共有した中で、必要に応じて立入

検査ですとか消防訓練指導を実施するなど、防火に関する啓発を行っていき
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たいと考えています。 

◎委員（桝谷規子君） 消防法の所管というのは、大きい施設というか、人

数とか面積の定めがあるということなんですか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） おっしゃるとおりであります。 

◎委員（桝谷規子君） だけれども、小さいところもやってくださるという

ことですね。お願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款８消防費の質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。質疑の途中ではありますが、本日はこれをもって散会

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって散会します。 

 次回は９月13日10時から再開いたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（平成29年９月13日） 

 

◎委員長（関戸郁文君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから財務常任委員会を再開いたします。 

 最初に、款９教育費について当局より訂正の説明がございます。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼図書館長兼生涯学習センター長

（竹井鉄次君） お手元のほうにＡ４の紙１枚でお配りさせていただきまし

た正誤表についてでございますけれども、本９月議会での開会時に提出をさ

せていただきました資料、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の結果に関する報告書（平成28年度対象）というものでございますけ

れども、そちらについて誤りがございましたので、訂正をさせていただきた

いと思います。 

 20ページの重点目標、文化の薫り高いまちづくり、成果・効果の段落で１

行目、7,153人という記述がございますけれども、正しくは7,158人でござい

ました。おわびいたしまして訂正をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは、款９教育費、項１教育総務費から項３

中学校費について質疑を許します。 

 決算書は262ページから284ページ、成果報告書は184ページから208ページ

です。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君）  成果報告書の187ページなんですけれども、適応指

導推進事業のところで、不登校児童・生徒数の推移のところが昨年度から見

ますと大分ふえてきております。小学校が16人から28人、中学校が44人から

63人ということで、全国的にふえているという統計も出ているんですけれど

も、その辺の見解をちょっとお聞かせいただけますか。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 不登校児童・生徒の増加ですけ

れども、先ほど話があったとおり、全国的にふえている傾向があります。 

 本市においても、特定の学校というわけではなくて、どの小学校、どの中

学校でもふえているということですので、特定の学校の抱えている問題とい

うよりは、むしろ社会が抱えている問題の影響が僕は出ているのではないか

なというふうに思っているところです。 

 学校現場にいたときの実感でいいますと、やはり諦めの早い子どもたちや

保護者が増加してきているのではないかなということを思います。子どもが

学校に行きたくないというようなことが起きると、保護者の方は何度も学校
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へ足を運んだり、子どもと格闘をしたり、連れ出そうとしてエネルギーを使

っていくということが当然必要になってくるんです。これは今までもあった

ことだと思うんですけれども、最近の傾向としては、そういったエネルギー

を使っていくということを早々と諦めてしまうという傾向が僕はあるような

気がしています。学校は行きたくないということであったら、それはそれで

いいよと、行かなくてもいいよというような判断を早く下してしまうという

保護者、家庭がふえてきているような気がしてきます。 

 それには、僕は社会の二極化というのも大きく影響しているような気がし

ています。一部の保護者、家庭については、子どもの将来に対して大きな夢

や希望を抱いて、一生懸命塾や習い事に行かせて、将来こんなふうにと頑張

って子どもたちを教育していく家庭がある一方で、そうではなくて、うちの

子はそこまでではなくて、頑張ってもなかなか難しいだろうということで、

なかなかそういった意欲が湧かないというような家庭もやっぱり僕はあるよ

うな気がして、そういった家庭が二極化している影響があって、その諦めが

ちな思考というのか、そういったものが不登校にもやっぱり影響が出ている

ような気がしています。 

 そういった意味で、保護者のそういった学校へ向かうというエネルギーを

どうやって喚起していくのかなということが学校にとっては大きな課題にな

っているというようなことを実感として思っているところです。 

 もちろん原因としてはそれだけではなくて、外国人児童の増加というのも

やっぱりあるんですね。不登校の数という、全体の中で占める外国人児童・

生徒の割合というのはやっぱり20％ぐらいあるんですね。全児童・生徒数の

割合でいくと６％か７％ぐらいですので、比率としてやっぱり外国籍の子ど

もたちが不適応を起こして、来られなくなっているという状況はやはりある

のではないかなということを思っています。小さいころから日本で生活して

いる子はそれほどでもないんですけれども、やっぱり高学年になってから、

中学年になってから日本に来た子どもたちにとっては、学校の勉強について

いくということがハードルの高い状況になっているということは思います。

以上です。 

◎委員（鬼頭博和君） わかりました。 

 今のお話だと、やはり若手の貧困とかひとり親家庭が増加しているという

こともかなり原因しているのかなという感じがします。 

 あと、ここのページに書いてあるメンタルフレンド事業の申し込みがあり

ませんでしたというのがあるんですが、これはずうっとここ数年申し込みが

ないということなので、こういった事業、今、メンタルフレンドの事業なん
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ですけど、見直しをするとかということはお考えでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） メンタルフレンドの見直しについて

は、今のところ考えてはいないんですが、今年度になりまして、メンタルフ

レンドとして登録をしていただいている学生さんが１人お見えになりますし、

希望されているお子さんもいらっしゃるんですが、あとは必要なとき、本当

に話をしていただいてメンタルフレンドの訪問が必要かどうかというところ

まではまだたどり着いてはいないんですけれども、利用を希望されている方、

行ってもいいよと言っている方とそれぞれ今年度おられますので、またちょ

っとそういった状況も見ながら考えていきたいと思います。 

◎委員（鬼頭博和君） わかりました。当分はまだやるということですね。 

 訪問型という形で、僕も６月のときに一般質問で質問させていただいたん

ですけど、そういった訪問型の家庭教育支援というか、そういったものもあ

わせて今後ちょっと検討していただきたいなと、これは要望ですけれども、

よろしくお願いいたします。以上です。 

◎委員（宮川 隆君） 今の鬼頭委員の質問に関連して数点お聞きしたいん

ですけれども、外国人生徒が不登校全体に占める割合が20％ほどというお話

でした。 

 ちょっと古い話なんですけれども、自分の息子の同級生で、ブラジルから

こちらに来られた子が、道で遊んでいたんで、学校がある時間に、どうした

の、学校に行かなくていいのと聞いたら、いや、学校って行くところなのと

いう、そういう自然な発想だったんですね。 

 ですから、そうするとお子さんの環境だけじゃなくて、お父様方、御両親

のほうにもそういう学校の必要性みたいなものをいま一度伝える必要がある

んじゃないのかなとそのときは思ったんですが、文化といえばそれまでなん

でしょうけれども、帰国子女を取り巻く環境とか考え方というのはどういう

ふうに捉えられているんでしょうか。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 日本に外国人児童・生徒がたく

さん入ってきたころには、やはり保護者の方も日本でたくさんお金を稼いで

やがて国へ帰っていくというようなことが多かったと思います。だから、日

本で一時期学校に行かなくても大丈夫だというような考えは、かつてはあっ

たと思っています。 

 ただ現在については、日本で定住をしていこうというふうに考える労働者

の方がほとんどだと思いますので、外国人の保護者の方も何とか子どもを行

かせたいというふうに思っている家庭が多いというふうに実感をしています。

それで、日本語適応指導教室のスタッフを中心に丹念に家庭訪問をして、学
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校に来ない子どもたちに対しては登校を促しているという状況ではあります。 

 先ほどお話をしたとおり、なかなか日本語の習得というのは年齢がたって

からは難しくて、授業についていけない、学力がなかなか伴っていかないと

いうことでストレスを抱えながら学校に足が向かないという子どもたちがふ

えているのは実情かなということを思っています。以上です。 

◎委員（宮川 隆君） 親の考え方も時代とともに変わってきたということ

が理解できました。 

 次に、ここの成果報告書の187ページの中段の表なんですけれども、当然

と言えば当然なんですけれども、不登校児童とおおくすに通われている方の

差異というのがかなり大きいわけなんですね。それに対応するために、メン

タルフレンド事業が行われているというのは十分理解しているところなんで

すけれども、それが余り効果を得ていないというんですかね、申し込みがな

いという実態なんですけれども、やっぱり行きたいけど行けない、もしくは

何らかの理由で学校に行きたくないという生徒を、強制してというのはそれ

こそ問題になるんでしょうけれども、行く方向に向ける手段として、メンタ

ルフレンド以外の部分で何らかの考え方というのはあるんでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） まず、おおくすにも通えないお子さ

ん方には、まずは学級担任ですとか学校の先生が電話や相談、家庭訪問など

をして保護者と話をしていくということを第一にしておりますが、子どもと

親の相談員ですとか、また中学生だと部活動の先生とかもいらっしゃって、

何らかの声かけをしたり、気にかけて訪問をしたり、連絡をとろうとはして

いるような状況ではあります。 

 制度としましては、メンタルフレンド事業については、できるだけ子ども

さんに年齢が近い大学生が自宅訪問して、学習というよりは遊んだり、運動

したりとかする中で、心を開かせるということが主な事業の対象にはなって

いるものですから、じゃあ実際におおくすはこういうところなので、おおく

すに通いましょうねという働きかけというのはやはり学校の先生とかに頼っ

ているようなところであります。 

 なので、新しい事業というと、じゃあどの方向性を向いて出ていらっしゃ

いねというか、まずは心を開かせる、心を開かせるにも大学生がだめならど

ういった方がいいんだろう。全然知らない人が訪問してもなかなか受け入れ

てもらえないんであれば、じゃあ知っている人が訪問するにはどうしたらい

いだろうというと、やっぱり地域の方とか先輩とか、そういった方にも頼る

ような制度というか、そういった環境を整えるのが大事だなと思うと、やは

り学校と家庭と地域が連動して教育を行っていく何か方法を考えていかない
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といけないとは考えております。 

◎委員（宮川 隆君） 不登校に至る原因というのは、一概に一くくりにで

きるものではないというのは十分理解していますし、今、言われたように、

家庭と学校と地域というものが連帯してやらなければいけないというのも十

分言われてきているし、我々としても理解しているところなんですけれども、

要は、例えばおおくすに来ても、おおくすの中で学校に戻すというのが目的

じゃなくて、学校に戻った上で正常な学習生活、通常の一般生活が送れるよ

うな状況に持っていくというところがやっぱり一番究極の課題だと思うんで

すね。 

 そういう中で、やはり子どもたちにそれぞれ寄り添う形の対応というのを

もう少し皆さんと話し合う機会をつくった上で、個々に合った対応というの

をしていかないと、何とか事業というところでくくってしまうには余りにも

多様性が高過ぎるような気がするので、その辺も含めて、どこかでそういう

会議体といいましょうか、話し合う場所といいましょうかをつくっていって

もらえると少し前進できるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがで

しょうか。もうあるのかな。 

◎学校教育課指導主事（渡辺まゆみ君） 前期と後期の２回なんですけれど

も、現在おおくすの適応指導教室の室長さんとカウンセラーさん、それから

私と３名で各学校を訪問させていただきまして、不登校傾向の児童・生徒の

情報を交換したりとか、実際におおくすに通うようになれば学校生活に戻れ

るような子はいないかとか、そういった情報を共有しております。 

 それ以外にも、保護者からおおくすに直接相談もございますので、そうい

うときには、また学校にもどんな生徒さんなのかとか、家庭はどういう状況

なのかということを詳しく情報交換をしながら、どんな形でその子を支援し

ていくと、例えば昼夜逆転している子が朝起きられるようになるかとか、今

まで学校に足が向かなかった子がどうしたら学校に関心を持ってもらえるよ

うになるかというようなことを常々相談はさせていただいております。 

◎委員（鈴木麻住君） 私も不登校の数がふえているということはちょっと

気になっていまして、先ほど答弁の中に、諦めの早い子がふえたということ

も要因ではないかというお話がありました。 

 それで、この間中日新聞とか何かにいろいろ取り上げられていたんですけ

れども、学期が変わる夏休みから今度２学期に変わるときに、９月１日、こ

のときに不登校になる子どもたちが要するに学校に行きたくないという子ど

もたちが多いと。それを無理に行かせると、それが原因で自殺したりとかと

いうことがふえると。何人か今回も１日でしたっけ、それが原因、起点にな
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っていたのか、自殺者がありました。無理して行かなくていいんだよという

ようなコメントが書いてあったんですね。それは、無理して行くのがいいの

か、例えば、今言われたように諦めが早いという言い方と、要するに精神的

に追い詰められた子どもたちをどうやってケアしていくかということで、無

理して学校へ行くことが全てじゃないよという、心をもうちょっと安心させ

てあげるというか、そういう二重面というんですかね、すごくデリケートな

感覚、捉え方があると思うんですけど、その諦めというところと、そういう

無理して行かなくていいんだよというところの違いというのか、取り組み方

というか、何かその辺で考えがあれば教えてください。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 先ほどおっしゃられたとおり、

９月１日については学校も本当に心配をして迎える日であります。 

 不登校傾向の子どもたち、問題を抱えている子どもたちについては、夏休

みの終わりごろに担任が訪問をしていろいろな話を聞いたりなんかをして９

月１日を迎えるという状況になっています。 

 それで、無理して学校に行かせないというような子どもたちも当然います。

悩みが大きくて、無理して進めていくことがこの子にとって本当にストレス

が大きくなってしまって、ますます悩みの状況が大きくなっていくという子

については、しばらく時間を置いてというような処置も学校は当然とってい

きます。 

 ただ、その一方で諦めてしまう子どもたちというのは怠惰傾向の子どもた

ちですね。本当に学校で学ぶということ、仲間と一緒に活動するということ

について意欲を持たない、そういうことについて価値を余り感じないという

家庭がふえてきている状況が一方であって、そういった子どもたちの増加、

家庭の増加が不登校傾向の増加に大きくつながっているというように思って

います。悩みを抱えながらなかなか学校に来られない子どもたちというのは、

やはり過去もあったし、今現在でもそういうのがあって、それについては、

その子に応じた対応を学校がしていかなければならないというふうに思って

いるところです。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと別のことでお聞きします。 

 成果報告書は185ページの一番下、決算書は267ページの上のほうですけど、

学校法務アドバイザー業務委託料についてお聞かせください。 

 28年度に新たに取り組まれたものだというふうに思いますが、弁護士さん

たちとの相談体制の確立ということで、やりとりがされているというふうに

思いますが、このやりとりの具体的な中身はともかく、どのぐらいやりとり

がされているのかというような状況なんかも含めて、実態を少し説明してい
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ただきたいと思います。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） まず、相談実績として数字として御

報告させていただきますのが、電話での相談が28年度は７回、メールでの相

談が12回、面談等直接会っての相談が10回という形になっております。 

 それ以外にも学校の授業にお越しいただいて、未然防止というんですかね、

そういった形でお話をしていただく機会ですとか、学校の授業、社会人と語

る会のようなところに弁護士としてこういった活動をしていますよとか、そ

ういったことをお話をしていただいたりする会とかにも積極的に御参加いた

だいています。 

 今、契約をさせていただいている弁護士の先生が、長く岩倉市で人権擁護

委員さんですとか、子ども権利救済委員をやってみえた方ですので、岩倉市

とは子どものことに関してはずうっとかかわりのある方ですので、そういっ

たことで御協力いただいているところも多々ある状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 相談だけではなしに、それ以外にも教育の課程の中でも有効に活用されて

いるという状況がわかりました。ありがとうございます。引き続きよろしく

お願いしたいと思います。 

 次に、決算書で269ページの教育指導費の中で、小・中学校通学区域審議

会が開催されております。それで、今回の28年度の通学区域審議会の内容は

どのようなものだったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 28年度の通学区域審議会は11月に一

度開催をさせていただきまして、協議事項としましては、小学校の通学区域

につきまして、岩倉市の人口推計等を転入・転出の状況とか、そういった資

料を提示しながら御審議をいただきました。 

 話の内容としましては、学校の保護者の方、学校長、それから地区の民生

委員さん、区長代表の方等にお集まりいただきまして、今の状況をお話をし

ました。審議事項内容としましては、どの学校も同じように緩やかに子ども、

児童・生徒数は減少しているということで、今、通学区域の見直しを早急に

考えなければいけない状況にはないということで、御審議いただいたところ

です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 これまでの流れの中で、同じように今の現状では差がある部分もあります

けれども、全体としてどこの学校も減っていくという、そういうことでの確

認がされたということだと思います。引き続きこの辺も経過を見ていきたい

と思います。 
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 もう一つ、その下のほうに報償費の中で、食物アレルギー対応検討委員会

委員謝礼ということで、これは学校給食センターのアレルギー対応を話し合

うところだというふうに思います。命にかかわるということで、慎重に取り

組んでいただいているということであるというふうに思いますが、ここでの

話し合いなどの状況はどうなのか。また、ことし９月からの除去食開始とい

うところでは現状どうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 会議の内容につ

きましては、まずもって学校における食物アレルギー対応の手引ということ

で、手引のほうを皆さんに御協議いただいて作成させていただいた形になり

ます。 

 給食だけではなくて、やはり学校生活全般という形で、運動起因とかもご

ざいますので、そういったものも御検討いただきながら、医師の先生にも入

っていただきながら、そちらの手引のほうを作成させていただいたものにな

ります。 

 現状、アレルギー対応の状況につきましては、９月の段階になりますけど、

除去食については、18人の方が除去食のほうを申し込んでおられる形になっ

ております。完全弁当の子や一部弁当の子もおりますが、現状18人の子に対

して乳と卵の除去食のほうを提供している形になっております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 始まったばかりということだもんですから、ちょっと今後どうなっていく

のかというのを見守りながら、将来的には代替食なども検討していただきた

いということであります。 

 それで、この委員会というのは、ずうっと継続されて運営されていくとい

う確認でよろしいでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 今年度もまた10

月ごろですね、今のアレルギーの申請状況も報告させていただきながら、毎

年、年２回ずつ開催していきたいとは思っているところであります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 引き続き情報も教えていただきながら、 

様子を見ていきたいというふうに思います。 

 次に、271ページ、臨時講師事業の関係で、成果報告書193ページですけど、

外国人児童向けの臨時講師ということで、通訳のことなども最後のところに

書いてあるところであります。 

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報

告書を読みましても、私は岩倉団地におりますので、大体外国人が今どうい
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う人たちが多いかというのもいろいろ見るわけですけど、ブラジル人が多か

ったということでポルトガル語が中心だった通訳でありますが、最近は本当

にフィリピンからの方が多くなってきて、ここにも書かれていますように、

問題・課題というところで、タガログ語を使用する国からの転入が急増して

いるということで苦慮しているということであります。 

 それで、こういった英語、日本語、ポルトガル語以外の言語のところ、ス

ペインはほぼ近いですからいいかもしれませんけれども、それ以外のところ

の通訳というところでいいますと、具体的にどのように対応しているのか。

また、今後何か対応していかなきゃいけないというものがあるのか、そうい

った現状と課題について教えていただきたいと思います。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 現在、29年度５月現在で、国籍別で

岩倉市に在住している児童・生徒が237人なんですが、一番はブラジル、次

いでフィリピン、次いで今多いのがペルー、パキスタンということになって

います。トルコもその次に多い状況です。 

 通訳とか保護者会ですとか、大事な学校のお知らせを翻訳していただくに

は外国人保護者との間の通訳者ということで謝礼を今組んでいます。これも

本当に執行いっぱいいっぱい活用されている状況であります。 

 今年度なんですけれども、評価のところにもありましたが、タガログ語で

対応が課題となっているということで、29年度はタガログ語を専門に指導し

ていただける方ということで、外国人児童・生徒向け臨時講師の補助という

ことで、新たに計上もさせていただいておりまして、そういった様子を見な

がらタガログ語については対応しているところです。 

 また、中国語、スペイン語については、名古屋国際センターからも紹介さ

れた外国通訳の方もいらっしゃいますので、そういった方と連携しながら対

応している状況であります。 

◎委員（木村冬樹君） 現状がわかりました。 

 いろいろ苦労されて通訳の人を確保しているということであります。引き

続き、今後どうなっていくかというところがありますけど、やっぱり外国人

の労働者というのはふえていく可能性もあるということで、その時々の対応

が必要になってくるというふうに思いますので、予算的なことも含めてぜひ

将来的なものを見据えて、検討していただきたいなというふうに思います。 

 次に、同じく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結

果に関する報告書の中から少し教えていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと担当課がまたぐところでありますが、放課後子ども教室の関係で、

この評価の結果に関する報告書でいきますと、19ページのところに放課後子
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ども教室と放課後児童クラブとの一体的な運用ということであります。 

 一体的または連携した運用ということだもんだから、これは意味があると

いうふうに思っていますけど、その辺の切り分けというか、やっぱり必要な

分は必要だというふうに思っているところですけど、評価部会の方の意見で

は縦割りの事業が多い中、参加する子どもにとっては市の担当部署は関係な

いのでということで書かれていますので、そういったところについてはきち

んと理解が必要だというふうに思いますけど、どのように考えられているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（木村冬樹君） ああ、生涯学習なのか。じゃあ、そのときに聞きま

すわ。 

 この関係でずうっと見ちゃったもんですから、給食なんかも全部後で聞い

たほうがいいですね。わかりました。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 済みません。戻りますけど、さっきの関連で、不登

校の子どもたちというのが、15年から20年前だと思うんですが、まだおおく

すができていないころ、不登校のお母さんたちが親の会をつくって、そうい

う場が必要だと、学校には行けないけれども、家庭ではなくそういった場が

必要だということで、みどりの家とかを借りながら自主的につくって、それ

がおおくすに発展していったというような経過があったと思うんですが、今

はもちろんいろんな相談の体制もとられるようになり、相談に行かれたり、

やはり担任の先生任せじゃなく、先ほど御答弁があったように指導主事の先

生と一緒に家庭訪問をしたりというようないろんな体制がとられてきている

とは思うんですが、親が個別に相談とかではなく、不登校を持つ親の人たち

が親の会などをつくって、そういった交流をし合う、学習をし合う、支え合

うみたいな会は今はないんでしょうか。県などにもそういう会があって、行

かれているという人たちも以前は聞いたんですが、どうでしょうか、現状。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 現在でも、親の会は継続して行

われています。およそ月１回を原則として、くすのきの家で開催をしていま

す。そこには不登校の子どもを持つ保護者の方と、それから適応指導教室の

指導員、それからそこのカウンセラー、そして学校からは主に中学校の教頭

が参加をして、それぞれ情報共有をしたり、お互いに悩みを打ち明け合った

り、励まし合ったりというような活動を続けています。 

 ただ、不登校の保護者の方がたくさん参加されると僕もいいと思うんです

けれども、一部の人たちに限られていて、その輪をできるだけ広げていくと
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いうことはやっぱり課題になっているのかなということは思っています。以

上です。 

◎委員（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 その会は、親の人たちが自主的に、親の会から主体的にやる状況ではなく、

先生たちからの働きかけでつくられているという、呼びかけられているとい

う状況なんですか。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 発足当時のいきさつはちょっと

僕にもよくわからないので、今現在の状況しかお答えできないのですけれど

も、学校からの要請でということではなくて、適応指導教室に通っている子

どもたちの保護者の方が中心になっているという状況です。そこでお互いに

声をかけ合ったりとか、嘱託の指導員のほうからどうですかといって呼びか

けがあったりして、足の向いた方が参加をされているという状況です。以上

です。 

◎委員（桝谷規子君） 何人ぐらいの、限られていると聞いたけれど、ごめ

んなさい。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 済みません。正確な数値がなく

て、きちんとお答えできなくて申しわけないなということを思っています。 

 ただ、自分が教頭時代に参加をしていたころでいくと、保護者の方で３名

だったり、４名だったり、時にはお一人だったりということで、毎回きちん

と参加されるというわけではないので、そのときにやっぱり気が向いたり、

悩みが多かったりしたときに話してみようかということで参加されますので、

そういった形で少ない人数で、そのかわり和気あいあいとした雰囲気で話が

できているというふうに思っています。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君）  成果報告書の201ページ、小学校施設改良費につい

てお尋ねします。 

 決算書は277ページです。 

 表の中段の中に、曽野小学校の耐震診断委託料があります。その続きで、

耐震設計の委託料が計上されているんですけど、両方とも、診断と設計がト

クオさんでやられているんですけど、これ多分最後になるのかな、学校の耐

震としては。 

 今まで、これまでも大体いろいろ見ていると、工法がほとんど一緒で、ピ

タコラムか何かを採用されているということだと思うんですけど、これは矢

作建設の特殊工法というか、認定工法なんですね。これを採用していく、今

回も、今工事をやられていると思うんですけど、もうほぼ終わっているのか

な、今年度の工事として。これも多分ピタコラムだと思うんですけれども、
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その工法を採用するというのは、設計をやられているトクオさんが決めるの

か、あるいは学校のほうの方針でこの工法を採用してくださいというふうに

指示しているのか、どちらでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） まず、工法を幾つか、ブレース工法

とかアウトフレーム工法ですとか、スマイルパラレル工法、幾つか御提案を

学校にしまして、こういった工事期間で、こういう場所にこういったものが

つきますよというのを実際写真とか校舎を見ながら先生に参加していただい

て、あとは費用面のことも考えながら決定をいたしました。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、設計を委託する段階では工法はある

程度市のほうで決めて、こういう工法でこういう形でお願いしますというふ

うに依頼をしているという考えでよろしいでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 過去の公共施設の耐震の方法が、従来ピ

タコラムというのがありまして、基本はそれが基本なんですわ。 

 ただ、設計におきましては、トクオさん、設計業者のほうから５つか６つ

ぐらいの提案をいただいた上で、先ほど申しましたように、工事費だとかそ

この施工現場に応じて、学校さんにも相談をしますが、最終的には学校教育

のほうが決定をします。 

 先ほども申しましたように、従来はピタコラムの工法が多く採用されてお

りました関係上、今回もその工法を採用したという経緯がございます。 

◎委員（鈴木麻住君） ピタコラムが悪いと言っているんじゃなくて、別に

いい工法だと思うんで、それが採用されるのはいいと思うんですけど、ピタ

コラムを採用するということは、矢作建設が設計をするんですね。計算から

全部設計しながら、その工法でそこの耐力をどうやって維持するかというの

をやるのは、トクオさんじゃなくでピタコラムになるんですね。 

 トクオさんは、その頭でまとめるという形になるんで、それを理解した上

で発注されているかどうかということをお聞きしたかったんですけど、要す

るに、設計費として計上する場合に、その辺は加味されているかということ

です。どうでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 当初の設計におきましては、ピタコラム

ありきということではなくて、一般的な工法の検討をということで提案をさ

せていただいて、必ずしもピタコラムがありきではございませんので、その

費用につきましては計上はしておりませんということです。 

◎委員（鈴木麻住君） 質問を変えます。 

 一番下に小学校の保健室にシャワーユニットを設置、これは２年度で今回

小学校全部に設置されたと思うんですけれども、僕も見てきましたが、シャ
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ワー室ぐらいはあってもいいかなと、これは災害時にも有効かなと思いなが

ら見てきました。 

 中学校は今後整備していく予定があるのかないのか、その辺はどうでしょ

うか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 小学校のこの工事を進めるに当たって、中

学校のほうにも当然御相談、中学校でも必要でしょうかということをさせて

いただきました。 

 そのときの話では、中学校の保健室の利用状況からすると、保健室内につ

くるというところでいくと、狭くなってしまう。保健室の今の広さはちょっ

と確保をしたいということで、保健室へのシャワーの設置ということは、今

のところ具体的にこちらのほうで進めるという予定にはしておりません。 

◎委員（大野慎治君） 続いて、小学校施設改良費、同じ部門で、昨年度、

北小学校北館の給排水設備改修工事を行ったときの指摘事項に、工程管理が

できているかということを言いました。トイレも仮設トイレも見ていなくて、

業者のサービス工事です的な発言をされていました。とても僕には理解はで

きませんが、公共施設の発注としては。 

 今年度は、その反省を踏まえて若干学校の先生用の仮設トイレは見てあり

ましたが、児童・生徒用の仮設トイレは準備されておりませんでした。現場

も見てきました。９月いっぱいトイレの改修にかかるということでございま

したが、どうも聞きますと、工期は10月15日までとってありますが、３月の

予算のときも私聞きましたが、８月末で終わりますとかいうような発言もご

ざいました。終わるわけないんです。昨年度と全く一緒の工程になっていま

す。そのような仮設計画はどのように立てられたのか、工程管理はどのよう

に思っているのか。その辺のところはしっかり、昨年度から指摘されている

ことをどうしてことし改善しないのか。その辺の見解はいかがでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 昨年、そのような御指摘をいただきまし

たが、それを踏まえて工程管理をしっかりした中で行ってきましたが、実は

南館につきましては、北館と違いまして、調理室だとか保健室の配管のやり

かえも必要ということが突発的に出てきまして、それが当初予定になかった

工種でございまして、その関係上、10月の中旬ぐらいの工期に延長になった

ということでございます。 

 ただ、トイレにつきましては、委員さん今言われたように、南館の１階に

つきましては先生用のトイレがあるということで、先生も夏休み期間に出勤

されるということがございますので、仮設トイレへの費用を今回設計上で見

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
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◎委員（大野慎治君） 児童用のトイレは計上されていないんですよ。 

 先生用のトイレだけ完成していました、見に行ってきましたが。児童用の

トイレは何一つ完成していませんでした、１階、２階、３階。 

 それを見た上で、どうしてそんな、わかるでしょう、去年も一緒だったん

だから。昨年度も一緒でした。見てきたときに、同じ状況でした。そうした

ら生徒用のやつはしっかり準備しておかなきゃいけないということはわかる

はずですよ、昨年度も一緒でしたから。なぜそんな形になるのかというのが

私には全く理解できませんが、いかがでしょうか。 

 次からは、中学校に入るときはそのようなことがないように配慮して進め

ていくということはお約束していただけるんでしょうか。今度は生徒ですけ

ど、生徒たちに迷惑がかからないような配慮はして進めていくということは

お約束していただけるんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 今回の教訓を踏まえまして、昨年度、こ

としの御指摘をいただいた中で、来年の中学校の給排水等もございますので、

同様の工事もございますので、反省を機に、また十分検討してまいりたいと

思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  続きまして報告書の204ページ、コンピュータ維持

管理事業についてお尋ねします。 

 コンピューターのリース契約が平成24年９月から30年８月ということは、

来年の８月に全部リース契約の更新をするという計画だと思うんですけれど

も、各小学校にパソコンがそれぞれ台数が明示してあります。これは学校の

生徒数関係なく、何となく全体均一にパソコンの台数があるかなという数字

だと思うんですけど、例えば東小学校の68台というのは、生徒数が今150名

ぐらいですか。その他の学校の生徒数と比べると、コンピューターの教室に

置く台数がこれだけということだとは思うんですけど、ただ生徒が一遍に使

う台数として68台要るのかなということも踏まえて、この辺はどういう考え

方。 

 リースの契約、７年契約ですけど、今パソコンってどんどん新しいのが出

てきていて、その都度機種も変えているのか、７年に１回更新していくのか、

どういう契約でしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） まず、コンピューターの整備です

けど、各学校にはコンピューター室がございまして、コンピューター室に41

台配置しております。41台掛ける５校なので、これは一緒です、どこの学校

も。残りが教職員用ということで考えていただければよいかと思います。 

 コンピューターについては、この期間中にはリースですので、ずうっと同
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じものを使い続けますので、30年の８月更新に向けて、今機種の選定ですと

か、今はやりのタブレットですとか、脱着式というようなものも検討をして

いるところでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 24年時点で、その41台を各５校にというのは一定理

解できますけれども、今後、今度リース契約するとき、台数の見直しはする

んでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） その辺も含めてだと思います。 

 近隣の市町でも10台ずつタブレットを導入しているだとか、コンピュータ

ー室ではなくて、各教室で使っていくようにするべきであるとか、ＬＡＮの

配線ですね、そういったことも検討しなければいけないと思いますので、今、

ここでどうこうということは申し上げられませんけれども、１年後に向かっ

て研究をしていきたいというふうに思います。 

◎委員（塚本秋雄君） 質問させていただきます。 

 １つ目は、188ページの学校図書館活動の読書指導員の関係なんですけれ

ども、小・中学校に一人ずつ３時間で配置されていますけれども、これにつ

いて私一般質問でやりますけど、その中身とちょっと違ってきますけれども、

学校においてこれはいつから導入される、その３時間の実態はどのような中

身と、この読書指導員の資格条件なんかはあるんでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） いつからという御質問がございまし

た。 

 そもそも平成15年に学校図書館のネットワークをとるときに、図書館司書

補助員ということでスタートをしました。そのときには、ネットワークを構

築するための登録ですとか、そういった事務作業を行うということで２時間

でした。 

 その後、その事業のほうが落ちつきまして、20年から読書指導員というこ

とで名称のほうも変えまして、３時間ということで各学校に配置しておりま

す。 

 小学校では午前中、中学校では午後の時間帯のほうに入っていただいて、

図書館の貸出業務ですとか、あと図書の御案内のものをつくっていただいた

りしております。 

 資格は特に必ず必要だというふうにはしておりません。司書資格を持った

方は７人中１名ということになっております。お願いいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） ありがとうございました。 

 質問、次に移ります。 
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 200ページと205ページにありますが、日本スポーツ振興センター災害共済

の利用状況なんですけど、けがのことだと思いますけど、今、小学校、中学

校はどんなけが、傾向、上位ベスト３ぐらいは把握されているのでしょうか。 

 小学校だと202件が給付延べ件数だし、中学校だと171。けがの状況と、中

学校は部活のけががこの中に入っているか入っていないかお答えください。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） まず、中学校につきましては、おっ

しゃるとおり、ほとんど部活動のけがが中心になってまいります。 

 小学校の202件なんですが、体育の時間にマット運動で指をついたとか、

そういったものもありましたら、子ども同士が何か振り回していたのが当た

ったというようなけが、あと件数として上位というのは把握はしていないん

ですが、そういった友達同士のいざこざのけがもこういった中に入っていま

すし、ウサギの毛が目に入ったとかということで眼科にちょっと行った、そ

ういったようなけがも本当に日常の小さなけがも含まれている状況です。 

 ちょっと件数上位、ランクづけしていないので、また御報告できるように

しておきます。 

◎委員（塚本秋雄君） その中で、特に世の中の問題となりました運動会の

種目について、28年度について、29年度に向けて運動会の種目について何か

話はされましたでしょうか。危険な種目等含めまして。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 昨年度、組み体操のことが大き

く話題になった折に、校長会でも話し合いが持たれまして、危険なわざにな

らないように自制をしていくということで申し合わせをしていたと思います。 

 今年度については、特に大きな話題として校長会等では会議では話し合っ

ておりませんけれども、その了解事項で今年度も種目のほうは進んでいるか

というふうに思っています。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君） 最後の質問ですけど、運動部の部活の実態について

お尋ねしますけれども、269ページに部活動指導者謝礼とあるんですけど、

今の実態、傾向、今まであったものでなくなっていく種目があるのか、また

新しく種目になったのがあるか。運動部の部活動、中学校のことに関してな

んですけど、特に例年変わりない推移を示しているか、実態をお聞きいたし

ます。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 南部中学校におきましては、や

っぱり生徒数の減少、指導者の確保の問題ということがあり、ソフトボール

部が活動を休止している状況です。廃部ということにはなっていません。子

どもたちの運動への志向が変わって、また要望が多くなればということも将

来見込みながら、今のところ休部という体制をとっているところです。以上
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です。 

◎委員（堀  巌君） 先ほどのコンピューターのところで、鈴木委員から

７年というふうに聞こえたんですけど、契約期間は６年ではないでしょうか、

確認。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（堀  巌君） ６年だということで進めます。 

 ６年ということで、本庁のコンピューターの考え方、今６年でしょうか。

それとの連動は、学校の備品については適用されないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 小学校については、先ほどの６年

ですね。契約期間24年９月から30年８月ということで６年であります。 

 中学校は、一部不足分も更新しまして、208ページにありますように、ち

ょっと時期はずれておりますが、24年度に一斉に更新した分については６年

ということでございます。 

 市の基幹業務のところは、５年ということでリース契約をしております。 

 学校についても、今コンピューターは減価償却は３年とか４年とかという

ふうに言われておりますので、期間については工事にあわせて検討していき

たいと思います。 

◎委員（大野慎治君） 済みません、同じく関連して、小・中学校のパソコ

ンの総論的な話です。情報セキュリティーの向上はどのように図っているん

でしょうか、お聞かせください。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 御承知かと思いますけど、学校に

は学校のセキュリティーポリシーというものがございまして、それに沿った

運用をしているというふうに考えています。 

 コンピューター研究委員会、全ての小・中学校の先生で組織する組織もご

ざいますので、先ほどの更新のあり方、授業での使い方も含めて、そういう

安全な使い方についても検討がされているところでございます。 

 また、日々については、学校のコンピューター室は放課後子ども教室の中

でも非常に人気がありまして、先ほど40台がと言われましたけれども、学校

によっては土曜日、満員になるような、子どもたちにも人気がありますし、

かなりレベルの高い子もいます。なので、そういった使い方については、学

校のほうでも目を配らせて授業はやっているところかと思います。 

 この間、地区懇でもコンピューターではないですけど、ＳＮＳの扱い方な

んかも本当に私たちが見ても知らないことを、中高生の子がかなりレベルの

高い使い方をしていますので、そういった情報も吸収しながら学校での指導

には生かしているところでございます。 
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◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款９教育費、項１教育総務費から項３中

学校費についての質疑を終結いたします。 

 続いて、款９教育費、項４社会教育費から項６給食センター費についての

質疑を許します。 

 決算書は284ページから310ページ、成果報告書は209ページから231ページ

です。 

◎委員（木村冬樹君） 先ほどは申しわけありませんでした。 

 209ページの青少年健全育成事業の関係で、お聞かせください。 

 教育に関する事務及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書の

中に、19ページの問題点・課題というところで、(4)のところに放課後子ど

も教室と放課後児童クラブの一体的または連携した運用を進めていくという

ことであります。 

 評価部会の方の意見で、どうも全く一体的というふうに捉えるべきという

ような感じの受けとめをしている感じがあるんですけど、やはり目的が違う

ということも含めて、少し違う部分は違うというふうに認識していくことが

必要ではないかなと思いますが、その辺についての考えはいかがでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 目的は、おっしゃっていただいた

ように放課後児童クラブについては、早く自宅に帰してしまうと家庭での受

け入れ体制がないといいますか、一人になってしまう子のために実施してい

る事業。また、子ども教室のほうはそれにかかわらず、おうちに受け入れ体

制はあるんですけれども、広く社会といいますか、子どもらしい取り組みを

行う事業を実施する教室、あるいはところによっては勉強を教えてたり、宿

題をやっているところもあるようでございますが、対象といいますか、目的

は少し違うかなというふうに思います。 

 放課後子ども総合プランの中では一体的に取り組んでいくというような方

針を定めているところでございまして、特に今年度、試行ではありますが、

１週間に１度やってみました。南小でもやってみまして、保護者の方からか

なり好評をいただけた。それから、地域との連携ということでは、将棋の時

間、１日だけ将棋ということもあったんですけど、ほっとパトロール、南小

が会場だったもんですから、ほっとパトロールの方を通じて地域の方を講師

として駒の動かし方とか、そういう地域も協力した教室が１日だけできたと

ころです。 

 委員によっては、いろんな意見もございましたが、やっぱり参加するほう
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は、これが子育て支援課なのか、生涯学習課なのかではなくて、子どもの居

場所ということについては変わりないものですから、市の組織として縦割り

感なくやっていくことが必要ですというような意見、評価もいただいたとこ

ろです。 

 そういう意味でいくと、岩倉市はそういった目的もあって、教育こども未

来部にしているというところ、この点検のときにも、子育て支援課の話もで

きたもんですから、岩倉市としては組織として一体的な運用ができています

ねということは評価いただけたのかなということを思います。 

 今後もプランにも記述しておりますように、学校にも協力をお願いしなけ

ればいけませんし、生涯学習、子育て支援、それから地域の皆様と一緒にど

うあるべきかを考えて、また施行もしていきたいというふうに考えています。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 放課後児童クラブに通っている子どもさんが、放課後子ども教室の中に参

加していくということはもちろんあり得る話で、そのことで進めていくとい

うことは重要です。 

 ここは、放課後子ども教室について書いているところですから、こういう

記載になるのかなというふうに思っていますが、その辺がきちんと評価部会

の方も含めて位置づけがされていれば結構だというふうに思っています。 

 それから、この関係でちょっとお聞きしたいところがもう少しありますの

で、お聞かせください。 

 １つは、順番的に言うと最後のほうがいいのかな。28ページに剣道大会の

ことが書いてあります。大会出場団体がふえているということと、暑い時期

にやるということで、非常に環境が厳しいというようなことが書いてありま

すが、ちょっと実態も含めて教えていただきたいですし、開催に苦慮してい

るような状況というのをリアルに伝えていただきたいなというふうに思いま

すけど、実態と、今後どのような対策をとっていくのかというところがあり

ましたら、お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 剣道大会についての御質問ですけ

れども、例年７月に剣道大会を行っております。 

 それで、県内外からかなり多くのチームに参加をしていただいております。

会場は、総合体育文化センターのアリーナで行っています。先ほど、ここに

も記載させていただいていますように、アリーナの状況、あと駐車場の状況

とかも鑑みますと、キャパの関係でかなり、大変申しわけないんですが、参

加者の皆さんには苦慮しているという状況の中で、なおかつアリーナには空

調設備、エアコンがついておりませんので、暑い状況の中、多くの参加者に
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参加をしていただいているというところで、ここにも書いてございますよう

に、アリーナの外の通路とか、エアコンがきいていますので、そこから工業

用の扇風機を使いまして、中のほうに空気を入れているというような状況で

ございます。 

 出場選手の制限というのも前回から設けさせていただいていまして、基本

的に新規の団体は受けられなかったり、あと過去に５年間参加していただい

ている団体については、過去２年間の実績のある参加いただいている団体に

対して出場していただく旨の通知をさせていただいて、御案内をさせていた

だいているというところであります。 

 せっかく市の大会で県内外から多く来ていただいている大会ですので、本

当になかなか制約をしなければならないということは非常に心苦しいんです

が、キャパの状況等ございまして、今そういうような状況で対応させていた

だいているところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。大変厳しい状況で、苦労しながらと

いうことだというふうに思います。 

 なかなかこれをやればというふうな形にはならない状況があるということ

で、私たちも状況を少しつかんでいきたいというふうに思っています。 

 あと、またこれの関係で済みません。14、15ページの関係で、給食センタ

ーの関係についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 14ページの成果・効果というところの(4)で、調理・配送業務等の民間委

託のことが書かれており、民間委託によりということで、民間委託のメリッ

トいう点なのかわかりませんけど、記述がされております。 

 民間委託をするというところの最初の議論に戻ると、いろいろあったとい

うふうに思いますが、人の確保の問題が非常に大きなメリットになってきた

ような記述の仕方になっています。ですから、要するに直営でやっていたと

きと比べて人の確保に気を使わなくていいもんだから、その分執行機関側と

しては助かったというような感じに受け取れるんですけど、この民間委託と

いうのは本当にどういうことを目的にというところに戻ると、お金の問題じ

ゃないよということが途中で言われるようになって、アレルギー対応のノウ

ハウだとかということが言われているんですけど、その辺はやっぱりきちん

と、民間委託について、どういうことを目的に民間委託をして、どういうメ

リットがあるのか、どういうデメリットがあるのか、その中で今こういう評

価なんだというようなことをやっぱりここには書かなきゃいけないんじゃな

いかなというふうに思うんですけど、評価部会の受けとめも、(4)のところ

で、民間委託により人員の確保ができることから、より質の高い安定した給
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食を提供することが可能だということで、大変重要であるということですけ

ど、何か本質的なところじゃないような議論がされているような気がして、

気になるところですけど、改めて調理・配送業務の民間委託についての評価

というのはどのような形になっているのでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 済みません。こ

ちらの報告書のほうにはこういったことで書いてございますが、この委員会

の中ではメリットということで、開業の準備のお話等もさせていただきまし

た。 

 建物の引き渡し後、１カ月程度で調理・配送業務を開始するに当たりまし

て、新設の学校給食センターの開業の準備をやってきた委託業者のゼネラル

マネジャーとか業務責任者、また調理の責任者等を、新しく雇用した者たち

に研修とか指導も１カ月の短い間で行っていただいたところになります。 

 また、機械とかも新しくなったもんですから、そちらの操作方法とか日ご

ろのメンテナンスの習得とか調理トレーニング、あと衛生管理の研修とか調

理洗浄関係の消耗品の準備ですね、小っちゃい話からいいますと、ホース１

本からスポンジとか洗う洗浄の消耗品ですね、そういったものまで準備をし

ていただけたということで、そちらのほうにつきましては、やはり過去の経

験と実績が委託業者にあったものですから、そういったところでも効果があ

ったのかなということで御説明のほうはさせていただいたところになります。 

 また、人員の関係、こちらのほうに書いてございますが、やはり旧のセン

ターでもなかなか人が集まらずに苦慮していたところではございますが、調

理員の急な休みとかにも対応できるように、民間委託ということで民間事業

者のほう、人員配置を提案のときよりも若干多く配置していただいておりま

すし、また、事前に休みがわかるようなときには東海事業部とかのほうから

応援の職員を呼びまして、あと調理の手間がかかるようなときにも応援に来

ていただいてやっていただいておるところでございます。 

 また、衛生管理面につきましても、本社のほうに衛生管理の部門がござい

ますので、そちらのほうから定期的な訪問による巡回指導や研修、また調理

従事者が検便検査で陽性反応が出たときに、その対応について、本部の指導

を仰ぎながら対応したというところもございます。 

 また、東海事業部のほうにも栄養士がおりますので、そちらのほうからも

衛生指導に来ていただけるなど、幅広く専門知識を持った方が指導にかかわ

っていただけているところだと思います。 

 また、メリットとしましてアレルギーのお話もしていたところではござい

ますが、今年度の話になりますけど、またアレルギーの対応食が２学期から
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始まるということで、提供の仕方ですね、どういった形で学校に持っていく

かとか、そういった細かいところになりますけど、本当に細部にわたってよ

その事例とかも参考にさせていただいたところもございます。東洋食品とい

う会社がよそでアレルギーのをどういう形で配送しているか、どういう形態

で学校に届けているか、その先もわかる範囲内で教えていただいたりという

ところで、そういったノウハウを生かして、今回のアレルギーの除去食の提

供にこぎつけたところになっております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 やはり９月からこの民間委託が始まったということだもんですから、この

中ではそういう話がされたということでありますが、やっぱり一定記載の方

法は考えるべきではないかなというふうに思いました。 

 今の話を聞けば、いろいろ民間委託によってメリットがあったということ

はきちんと残していくべきではないかなというふうに思います。それでない

と、なかなかこのことだけが取りざたされてというふうになってしまうもん

ですから、その辺はちょっと記載の方法を考えていただきたいと思います。 

 あと民間委託の関係でいうと、もう一つの問題として、指示命令系統の問

題があるというふうに思いますが、この28年度の半年間を見て、そういった

ところでのやりとりについてはきちんと適法に行われていたということで確

認させていただいてよろしいでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 先ほどのこちら

の表記のことに関しましては、また学校教育振興基本計画に基づいた来年度

からの点検評価になりますので、そちらのほうはまた記載のほうを改めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、民間委託の偽装請負の関係で御心配いただいておりました。こちら

のほうを防ぐために、調理業務の指示書により、週に１回業務責任者と打ち

合わせを行っております。この中でわからないところは後日質問があったり

とか、営業の責任者とやりとりをしているところになります。 

 この調理業務の指示書に基づきまして、それを責任者から担当に落とす形

になっていると思うんですけど、事業者のほうから作業工程表や作業動線図

ということで、その献立をつくるに当たって人がどういうふうに動くのか、

食材がどういうふうに動くのかといったものなどを３日前に提出いただいて、

それを確認して、業務責任者のほうにちょっとおかしなところは指摘する、

また確認をさせていただいているという状況になっております。 

 事業者におきましては、業務責任者のほうから、班別のミーティングとか

朝礼などを通じまして作業内容を周知しているような状況になっております
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ので、調理員と直接余りかかわることは今はありません。 

 また、異物混入とか、調理員の事故防止とか、緊急時につきましては、一

部ちょっとということで、実際に働いてみえる方にストップをかけるときも

あるということで聞いておりますが、緊急時を除いては基本的には業務責任

者、副業務責任者に作業の確認を行っている形でやらせていただいておりま

す。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 今の説明のことも少し分析させていただいて、適法なのかどうかというこ

とはまたいろいろ考えていきたいというふうに思っています。必要があった

らまたやりとりをしたいと思います。 

 私としては最後ですけど、決算書の297ページの文化財保護費の関係で、

文化財の指導員の確保についてであります。 

 28年度中は確保ができなくてということで、執行はされておりませんが、

その後の経過だとか、見通しだとかといったことについてお聞かせください。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 文化財指導員の雇用につきましては、特

に埋蔵文化財の分野につきましてはとても専門性が高い業務でありますので、

専門知識を有する職員が必要ということで予算計上をしております。 

 募集要件のほうが、大学で考古学に関する専門課程を専攻して修了した方

で、埋蔵文化財の発掘調査の実務経験を有する方を考えておりますけれども、

考古学の分野の専門家は全国的にとても人数が少なく、その割に求人が多い

といった状況で、愛知県埋蔵文化財センターを初め近隣自治体、あと企業で

も人材を探していると、そんな状況でして、全国的にも引く手あまたと聞い

ております。 

 これまでホームページであったり広報紙の掲載であったり、あとハローワ

ークや大学への問い合わせであったり、さまざまな方法を試みてきてはおり

ますが、それに対して、照会であったり問い合わせも数件ございましたけれ

ども、勤務条件が合わなかったり、あとは発掘調査の指揮・監督をするとい

う実務経験を持っていないといった状況で、雇用には至っていないとそうい

った状況です。厳しい状況ではありますけれども、引き続き人材の確保に努

めていきたいと考えております。 

◎委員（桝谷規子君） その嘱託の文化財保護の方が見つからない中で、ど

のように空白の中でやってこられてきたのか、お聞かせください。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 日常の業務の中で、埋蔵文化財に関する

専門的な知識が必要な具体的な場面としましては、埋蔵文化財の包蔵地の中

での開発に伴う指導、工事立ち会い等ございますけれども、そういったもの
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や、開発予定地内における遺跡の状況がわからない、そんな場合に、遺跡の

分布状況であったり、その重要性を判断するために行う試掘調査などがござ

います。 

 既に知られている埋蔵文化財の包蔵地の中での開発におきましては、遺跡

の分布状況であったり、年代がある程度特定をされておりまして、また遺跡

に対して影響の少ない施工方法を選択していることもありまして、愛知県の

職員に指示を仰ぎながら、指導を受けながら行っておる状況です。 

 一方、試掘調査のほうにつきましては、遺跡の分布状況であったり、その

年代がわからない、そういった場合に、開発に伴って遺跡の破壊を最小限に

するための基礎的な資料を集める、そういったことを目的とした調査になり

ますが、例えば、時代ごとの生活様式をもとに、わずかな土の色の違いを見

て生活の痕跡を判別したり、あとは小石と石器の判別であったり、現在の陶

器と土器の判別すら難しい状況があります。 

 昨年度、川井町、野寄町地内で大規模に試掘調査を行いましたが、その際

には愛知県の職員及び発掘調査経験のある職員が上下水道課におりますので、

そういった方の協力を得ながら実施をしたといった状況になります。 

◎委員（桝谷規子君） 見つからないままに苦労されてきた１年だったと思

うんですけれど、引き続き探していくという中で、嘱託の条件をこのままで

いいのか、金額を上げるとか、そういったことは来年度どうしていくのかと

いうことと、やはりいらっしゃらないままだと、職員が岩倉市の採用条件に

はなくって、普通の一般職として入られた方だけれども、きちんと学芸員の

資格がある人が異動になった後、嘱託員が見つからないままにやってきたと

いうことで、やはりそういう異動を途中で見直すこととかは考えられなかっ

たんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） まず、採用する嘱託職員の条件というこ

とで、やっぱり一番ネックとなってくるところが発掘調査の指揮・監督がで

きるということで、それについては県のほうからも強くそういった方を置く

ようにという求めがありますので、そこを省くことができないかなと思って

おります。 

 また、嘱託員の報酬ということですけれども、これもほかの市町でいくと、

正規職員であったり、臨時職員という雇用もありますけれども、報酬額をふ

やせば、それは人材を集めやすくなるとは思われますけれども、あくまで嘱

託職員としての採用を考えていることであったり、職責に見合った報酬額で

ある必要もございますので、現在の条件での雇用になってくるかなと思って

おります。 
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◎総務部長（山田日出雄君） 嘱託の報酬については、ほかの嘱託員もあり

ますので、そうしたところのバランスも考慮していく必要があるというふう

に考えております。 

 また、職員の異動に関しては、資格を持った職員も生涯学習課で経歴とし

ては長くいましたので、そうした通常の人事異動の中で対象となっての昨年

度の異動だというふうに考えております。 

 それぞれ各職員もいろんな資格を取得しております。当然そうした資格を

活用していくのも大切だし、また一方でそれに捉われることなく幅広く職務

に従事して、いろんな経験をしていくということも大切だと思いますので、

そうしたところは総合的に考えた形での異動としていきたいと考えておりま

す。よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君）  成果報告書の226ページ、総合体育文化センター費

について質問させていただきます。 

 昨年までの３年間の指定管理者である愛知スイミング・光洋ビル管理共同

事業体から、今年度から日本環境マネジメント株式会社を指定管理者として

運営されていますが、私、予算のときにわかっていなかったので、かなり厳

しいことを言ったかもしれませんが、かなり私は評価が高いんです。積極的

な取り組みをしていただいて、僕の中ではびっくりするぐらい評価が高いで

すが、今、半年たって、生涯学習課としてどのような評価をされているのか

お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） お話しいただきましたように、今

年度から指定管理者さんがかわりまして、日本環境マネジメントという会社

になりました。 

 昨年の選定委員会を経て、プロポーザルによる選定委員会を経て決まった

わけでございますが、提案書のほうにも、昨年度の事業提案をいただく中に

も、やはりそこの地域住民の方とも一緒に協働してさまざまな事業をしてい

きたいということを強くＰＲとしてありました。 

 今年度も、約半年になりますが、自主事業の中でも地域の団体と一緒にコ

ンサートをしたり、あとさまざまなロビーでのイベントだとか、市民参加型

のイベントを開催するだとか、そういった積極的な事業契約書どおりの事業

を進めていただいているところであります。 

 あと、ロビーでのイベントだとかそういったものも、ほかにも管理運営も

していただいていますので、修繕の対応とかそういったところのお話もスム

ーズにできているのではないかというふうに思っています。 

 私も生涯学習課、スポーツグループとも指定管理業務の中での打ち合わせ
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も月１回はさせていただいていますので、今のところ順調に来ているのかな

というふうに考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） 図書館についてお聞かせください。 

 当然、図書購入費がありますので、その中の書類を拝見させていただいた

中なんですけれども、岩倉市図書納入組合という相手先で取引が行われてお

りました。路面で本屋が私の中では１店、２店舗目が出てこない。あとは、

アピタだとかピアゴの中に、これは親会社のユニーさんが連れてきた本屋さ

んだと思うんですけれども、当然、潜りというと、ちょっと言っちゃいかん

ですけれども、予約してくだされば取り寄せてお渡ししますよというような

本屋が中にはあるんだろうというふうに思うんですけれども、取引の相手方

としておつき合いをしている中の現状で、わかる範囲で結構です。岩倉市図

書納入組合、どういうような事業体で、何店舗ぐらいで構成されているよう

な組合なのか、わかっている範囲で結構ですので、お知らせください。 

◎生涯学習課統括主査（若森豊子君） 図書納入組合は、把握している限り

では３店舗だったかと思います。 

 図書館で毎月購入する本を決定して、納入組合に発注して装備をした上で、

納品をしていただいております。以上です。 

◎委員（櫻井伸賢君） それじゃあもう一つ、別のことです。 

 電子情報システム維持で、図書館の中で、図書データ資料ということで、

ＴＲＣマークという形で記載がありました。これＴＲＣマークはどういうふ

うに活用されて使われているんでしょうか。例えば何月何日までに返してく

ださいという返却スリットに、例えばＴＲＣの図書館流通センターのマーク

が入っているのか、例えば本のバーコードのところに実はＴＲＣでバーコー

ド、電子情報を使っているよというような、ＴＲＣのマークの使用料があっ

たんですけれども、それってどういうふうに使われているのか教えてくださ

い。 

◎生涯学習課統括主査（若森豊子君） ＴＲＣマークは、貸し出す利用者向

けのマークはございません。本一冊一冊に、その本を購入した日や、その本

の情報や、本の分類番号などが入っているものです。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） 227ページの総合体育文化センターの施設改良費で、

ちょっと１点お聞かせください。 

 天井の改修工事の設計がありました。31年に改修するということで、特定

天井ということで、古い施設の大きな吹き抜けだとか、ある面積以上のもの

は耐震性を持たせた天井にしなさいということで、今回、新学校給食センタ

ーのときに、施設見学のときに大きな空間があって、そこの天井が新しい耐
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震性の天井ですよというのはお聞きしました。 

 それで、これをどこで聞いていいかよくわからないので、ほかにこういう

公共施設で特定天井に当たって改修しなきゃいけない施設というのはあるの

かないのか。例えば、この庁舎の８階の議場、あれは結構大きな空間で、天

井も結構高いんですけど、あれが当たるのか当たらないのか、あと市民プラ

ザのホールが当たるのか当たらないのかというのは、ここで聞いてわかりま

すかね。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） ちょっと私も都市整備課のほうが２年目

でございまして、つり天井につきましてはそれ以前の話でございますが、私

が確認しているところでは、以前つり天井の調査をしました結果、３施設が

ありまして、その３施設のうち２つの施設については学校関係の施設で、こ

れは既に改修がされております。 

 残りの１施設につきましては、今回の総合体育文化センターのつり天井と

いうことで、それが対象となって、来年工事というふうで思っておりますが。

ですので、３施設以外はないかと思います。よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 図書館に関してちょっと１点質問させていただきま

すというか、褒めさせていただきたいと思いますが、新しい図書館グループ

長が行かれて、４月から、事務所が信じられないぐらいきれいになりました。

本当にきれいになりました。 

 ただ、ちょっと備品等々購入してあげないと、これ以上きれいにならない

ので、僕は物すごい努力されたということは評価していますので、ちょっと

備品等々は来年度に向けて購入していただけないのか、僕はかなり、皆さん

多分知っていると思いますが、そのようなことで検討していただけませんで

しょうか。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼図書館長兼生涯学習センター長

（竹井鉄次君） 必要な備品については検討をしていきたいというふうに思

います。 

◎委員（塚本秋雄君）  299ページのサクランド岩倉共用部分管理費等負担

金391万9,500円なんですけれども、これ唯一市長が負担金の支払い先になっ

ているのかなと思うけど、ほかにはありませんですよね。これだけかな、そ

の確認の質問です。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 生涯学習課のほうで把握できているのは

この金額だけと思っております。 

◎委員（塚本秋雄君） 会計管理者がおればわかると思いますけど、共用部

分ってどの部分か、言っていただければ僕わかりますので、どの部分が共用
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部分か、口頭で構いません。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） なかなか口頭で言いづらいところなんで

すけれども、建物の壁面であったり、あと床面、いろんなところに点在して

おりますので、なかなかちょっと口頭では難しいかなと思いますが。 

◎委員（塚本秋雄君） 何となくわかりました。 

 ３階の生涯学習センターだけじゃなくて、駐輪場だけじゃなくて、外の壁

面に名前があったり、いろんなところが絡んでおるということやね。そうい

う理解ね。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） そのような認識で大丈夫です。窓ガラス

であったりも含まれますけれども、全体に点在をしております。 

◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

◎委員（梅村 均君）  成果報告書210ページのまちづくり文化振興事業で

すけど、なかなか予算に対しての執行率が上がらないような状態で、昨年も

ちょっと使われない状態でありますけれども、予算との乖離の部分をどう考

えているのかですとか、この助成制度自体が非常に使いにくいものなのか、

そのあたり何かわかりましたら教えてください。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 申請の内容、事業総額によって乖離する

ときもありますし、年によっては、例えば市民ミュージカルを開催するとき

などは、事業総額が600万を超えるような事業だと、かなりの部分を使って

しまう、そんな状況にありますので、もともとが音楽のあるまちづくりを進

めていく上ででき上がった事業で、過去には野外音楽のそういったイベント

であったり、高額を必要とするものもございました。 

 現在、年によっては助成金の申請がないような年もありますが、このあた

りは団体の集まるそういった会で説明をしたり、あと個別に情報をつかめば、

この助成制度を利用できるような、そんなものに内容をちょっと変更しても

らいながら、助成制度を有効に活用していただきたいと思っております。 

 昨年度実施した音楽連盟の20周年記念の吹奏楽祭についても、こちらと平

成27年から継続して調整をして、助成につながったものであります。 

 そういった企画が、相談を受けてから実際に実施するまでの期間が短いと、

その間に委員会を開いて意見を聞いたりといったのがあって、そういったも

のが助成につながっていないのかなと思いますが、できる限り周知方法であ

ったり工夫をして、積極的に使っていただけるように努めていきたいと考え

ております。 

◎委員長（関戸郁文君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（関戸郁文君） 以上で款９教育費、項４社会教育費から項６給食

センター費までの質疑を終結します。 

 続いて、款10災害復旧費から款12予備費についての質疑を許します。 

 決算書は310ページから312ページです。 

 質疑はございませんか。よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で、款10災害復旧費から款12予備費までの質

疑を終結します。 

 それでは、お諮りいたします。 

 質疑の途中ではございますが、休憩したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 御異議なしと認めます。 

 それでは、午後１時10分からの再開といたします。お疲れさまでした。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 定刻となりましたので、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 歳入から入ります。 

 款１市税から款12使用料及び手数料までの質疑を許します。 

 決算書は60ページから68ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 昨年の決算の審査のときに、使用料及び手数料のう

ちの行政財産使用料のところで少し議論があったところだというふうに思っ

ています。 

 それで、中身を見ますと、例えば観光情報ステーションだとか、ＡＴＭだ

とか、公共施設の太陽光発電設備だとかいうところで、こういったところは

財産貸付収入に当たらないかということで議論がされてきたと思います。そ

れで、その辺の整理について、昨年の決算のときには一定整理が必要だとい

うようなことだったと思いますが、その後の検討はどうなっているのかお聞

かせいただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらにつきましては、昨年度にも説明した

ことの重複になるかもしれませんけれど、目的外使用許可という形で岩倉市

としては整理をしております。 

 それにつきましては、行政財産というのは原則として貸し付けはできない

というふうに考えておりまして、平成18年の地方自治法改正により、確かに
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地方自治法上は貸し付けが可能ということになってはおりますが、当時の自

治法の改正の背景というのは、当時市町村合併が多かったということで、庁

舎等で余剰ができたというようなことが想定されて、それで貸し付けが可能

になったというふうに考えております。 

 確かに、ＡＴＭですとか観光情報ステーションというのは一定長期間にわ

たることは想定されますけれど、内部でも検討はしておりますが、１年たっ

て状況は変わっていないということですけれど、内部では検討しているとい

うことで、現在のところは目的外使用許可でやっているということでござい

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） その他よろしいですか。 

◎委員（大野慎治君） 地方交付税について御質問させていただきます。 

 昨年度は、当初予算規模よりかなり約１億2,500万少ない額でしたが、今

年度、平成29年度普通交付税はもう決定されたと思うんですけど、交付状況

をお聞かせください。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 普通交付税ですが、例年７月ごろ算定し

ております。 

 今の問い合わせいただいた29年度の交付税ということで、こちらは今の確

定値の数字なんですけれども、普通交付税で11億9,892万3,000円ということ

で、当初予算からすれば大体１億5,000万ぐらいの増であったということこ

ろでありますので、この辺はまた３月の補正のところで増額補正させていた

だきたいなというふうに予定しておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款１市税から款12使用料及び手数料の質疑

を終結いたします。 

 続いて、款13国庫支出金から款14県支出金までの質疑を許します。 

 決算書は70ページから80ページです。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっとわかりにくい部分で、国庫補助金です。 

 71ページの関係の総務費国庫補助金のうち地方創生加速化交付金というも

のがあります。この交付金の充当先というのは、わかりましたら教えていた

だきたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

◎総務部長（山田日出雄君） この地方創生加速化交付金につきましては、

27年度の補正で28年度へ繰り越したものでございますけれども、その際にも

御説明させてもらっていましたが、中小企業小規模事業者活性化行動計画の

策定とか、個別経営相談や創業セミナーなどの実施とか、あるいは就職セミ

ナーとか、そうしたものに関する事業のほうに充当しております。 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款13国庫支出金から款14県支出金の質疑を
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終結いたします。 

 続いて、款15財産収入から款20市債についてまでの質疑を許します。 

 決算書は80ページから92ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 雑入のことなんですけど、雑入の考え方であります。 

 新しく、例えば民生費雑入で、保育園送迎ステーションの利用料20万

5,000円、それから、例えば教育費の雑入で、小・中学校の給食費というこ

とで大きな収入になっていますが、こういうものを雑入にしていいのかなと

いうところで、雑入についてのどういうもので雑入にしているのかという考

え方を少し説明していただきたいです。例えば負担金だとか、使用料や手数

料との関係で、雑入にあえて入れているというところがちょっとわからない

もんですから、教えていただきたいと思います。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 使用料、手数料、負担金等の違いという

ところで少し説明をさせていただきたいと思います。 

 使用料については、行政財産の目的外使用だとか公の施設の利用に係る収

入であるというところであると思います。 

 手数料については、市が特定の者のためにする役務に対して、その費用を

償うためというか、そういった一部を負担させるために徴収する金銭という

ところになってきます。 

 それから、分担金とか負担金なんですけれども、こちらは市が行う特定の

事業の経費に充てるため、その事業に特別な利益を受ける場合にそちらの者

から徴収する金銭というところであって、それ以外のところで諸収入という

ことで、今言ったいずれの収入科目にも組み入れることができないというよ

うな場合、そういった場合に諸収入というところで受け入れております。 

 雑入にしても、経常的に毎年度市が受け入れていくようなものについては、

雑入でも一定、節のところでどこの科目の雑入かと項目立てもして予算計上

しております。けれども、突発的なものだとか一時的なものについてはその

他雑入ということで、それ以外の入ってくる雑入全般というところで、そち

らのほうで受け入れをしているというような区分で予算のほうは上げさせて

いただいております。 

◎委員（木村冬樹君） 今の説明を受けても、例えば保育園送迎ステーショ

ンの利用料なんかは、保育園送迎ステーションの事業の経費に入れていくた

めに負担させているということだもんですから、負担金でもいいんではない

かなというふうに思いますし、学校給食もそうなんじゃないかなというふう

に思うんですけど、その辺の違いはちょっとまだわかりにくいんですけど。 
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◎行政課統括主査（酒井 寿君） 先ほど私が申し上げたのは、あくまでも

一般的なとか基本的な話であって、そうなってくると、大体他市町の状況だ

とか、そういったところにあわせてというところで、例えば前回の給食費の

負担金については、一般会計に移動させる際に他市町の動向等を確認すると、

諸収入のほうで受け入れをしているというところが大半だったものですから、

そういった他市町の動向を見て受け入れ先については決めさせていただいて

いるというところでございます。 

◎委員（大野慎治君） 私も保育園送迎ステーション利用料についてお聞か

せください。 

 利用料収入というか雑収入になるかもしれませんが、全事業費の約1.5％、

単費の分にしても、市単独負担分にしても３％の負担料になっていますが、

民間でもゆうか幼稚園さんもバスの送迎をやられていますが、官民格差は利

用料は一緒ぐらいなんでしょうか。それともどのような格差があるのか、わ

かればお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 申しわけございません。民の

ほうは、ちょっとどういうふうにやられているのかわからない状況です。 

◎委員長（関戸郁文君） 以上で款15財産収入から款20市債についての質疑

を終結します。 

 続いて、その他一般会計に係る基金運用状況調書など全般についての質疑

を許します。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） これをもって全ての質疑を終結いたします。 

 続いて討論を許します。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第57号「平成28年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 
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 採決の結果、議案第57号は全員賛成により、原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、会議を開きます。 

 議案第58号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題といたします。 

 決算書は315ページから346ページ、成果報告書は232ページ、233ページで

す。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  順番にいきます。325ページの国庫補助金のうちの

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金というものについてお聞かせい

ただきたいと思いますが、これは国保の制度が変わっていく関係でのそれに

使われるものだろうなあというふうに思うんですけど、これはどういうもの

に使われていくための補助金になっているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） ただいま御質問のありました補助金

につきましては、30年度の広域化に係る国保事業の不均等を算定標準システ

ムというシステムの利用に伴って、自庁のシステムを改修しなければならな

いんですが、その改修費に対する補助金になります。100％補助でいただく

補助金となります。 

◎委員（木村冬樹君） 29年度も何かこういう形で補助金というのは出てい

るんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 29年度には、国保情報集約システムといっ

て県のほうのシステムとの連携をするためのシステム改修費を計上しており

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） その他ございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  歳出のほうにいきますけど、335ページの賦課徴収

費のことについてお聞かせください。 

 国保税についてもコンビニ収納の割合が上がってきているのではないかな

あというふうに思うわけですけど、28年度はこのコンビニ収納で国保税を収

納したという割合というのはどのぐらいなんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 28年度の普通徴収のうちの納付され
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たうちの割合になりますけれども、 28年度はコンビニ収納においては

23.42％がコンビニで納めていただいた割合になります。 

◎委員（木村冬樹君） 収納の関係で、口座振替の原則化ということであり

ますが、キャッシュカードによる口座振替の受付サービスというのが行われ

ているのではないかというふうに思いますけど、この状況というのはどうい

った状況なんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 口座振替受付サービスは、国民健康

保険税に関しましては27年の10月から開始したところでございます。 

 利用件数といたしましては、28年度は338件の御利用がありました。口座

登録のうちの約56％がそのサービスを御利用いただいて登録したものになり

ます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 市独自で子どもの医療費や障害者の分の医療費を助

成している場合、国保の分で国が減額措置、いわゆる私たちは反対というか

許せないと思っているペナルティーを科すという形で減額措置がされている

状況ですが、それが28年度決算では幾らになっているか教えてください。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 28年度の実績によりますと、30年度

から子ども医療の未就学児分が廃止になるというところで、未就学児分とし

ましては400万円となっております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出の保健事業の関係の健康優良家庭記念品という

のは28年度から廃止になったということで確認してよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） おっしゃるとおりで、28年度から廃

止しております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 続いて採決に入ります。 

 議案第58号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第58号は全員賛成により、原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 議案第59号「平成28年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

 決算書は347ページから358ページです。 

 成果報告書は234ページです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第59号「平成28年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第59号は全員賛成により、原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 
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（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議案第60号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について」を議題といたします。 

 決算書は359ページから378ページ、成果報告書は235ページから237ページ

です。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 昨年の12月19日の全員協議会において、大矢公園の

調整池について説明がありました。基本設計の際には４億4,000万ほどの事

業費との想定であったが、詳細設計を進める中で10億円を下回る事業費がか

かることが判明し、再検討しても約８億円強の事業費がかかることが説明さ

れました。 

 その後、大矢公園の調整池を再精査した中で、どのぐらいの事業費がかか

るのか、わかればお聞かせください。変わっていなければ変わっていないで

結構です。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 基本設計のときは、確かに今委員がおっし

ゃるように４億円台の数字でございましたが、昨年度の詳細設計の中で約６

億7,000万ほどの数字で成果として上がっております。 

◎委員（大野慎治君） そのときの質疑の中で私が質問したんですが、設計

会社が悪いのか市の担当者が悪いのか、どちらの責任が重いのかという問い

に対して、建設部長から両方あると思うと、双方に責任があると思うという

答弁がありましたが、建設部長、変わっていませんか。 

◎建設部長（西垣正則君） 変わりございません。 

◎委員（大野慎治君） 結論からすると、基本設計の際、シートパイルで検

討していたということでございました。基本的に、隣接に民家やマンション

が公園の近くに計画されて、クローズ型の調整池をつくるときはどうしても

深くなるということは最初からわかっていることで、シートパイルでできる

かできないかというのは、近隣市町さんの状況によって、シートパイルでや

るときはオープン型の調整池のときはちょっと確かにあるんですが、クロー

ズ型のときはシートパイルでやるということは、僕はなかなかそんなことは

聞いたことがないと、私の経験上ですね。 

 そのときに、やはり近隣市町さんの状況を聞いておくべきだったんじゃな
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いかと。クローズ型のとき、どのような工法を採用していますかと。そのよ

うなことは当局として、していたんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今の御質問ですが、公園内に地下調整池、

地下構造物をつくる際の近隣市町の状況という御質問ですが、個々によって、

やっぱり地盤状況というのは当然異なるものですから、周辺の市町がどうい

った構造で仮設もどういうふうにやるかという、一概的にそれがイコールに

なって、例えば岩倉で計画した場合、そのままの状態で計画するものではな

いと私は考えています。 

 地盤をあくまでもボーリング調査を行って、現況の土質等を調べた上で仮

設なりは当然計画をしていくものですから、ただ、構造本体を考えた場合、

現状複数の工法がございますので、そういった中で既存、周辺も含めてどう

いった構造を使っているかというのは、当然参考として検討はさせていただ

いております。 

◎委員（大野慎治君） そうしますと、もともと新堀用排水路の隣接地なの

で、地盤が余りよくないということは想定されていたと思うんですね。もと

もとが水位も高くて、恐らくこれは民家やマンションに隣接している状態で

は、今の東側のところで調整池をつくるときは、やっぱり慎重に総合的に判

断するべきであったと私は思うんですが、そのようなことを基本設計の段階

で本来はしていなかったということになるんですね。コンサルさんが出して

きたものをそのままうのみにした。本来は、僕はもっと慎重で総合的に判断

するべきであったと思うんですが。 

 次に、この大矢公園の事業が本会議でも建設部長から休止というお話、中

止じゃなく休止だというお話でありました。最終的には市役所から駅西、そ

してアピタの周辺の新堀用排水路関連の浸水状況対策について、総合的にも

う一回見直すということであると思います。恐らく新堀用排水路から新柳通

の都市下水路につなぐような案も検討されているのかなとは想定されますが、

そうであっても基本的なところで、我々のほうに、私が今想像でしゃべりま

したが、まだ具体的な今後の対策について明確なものが示されていないとい

う、構想でもいいんですが、そういったものが示されていない現状はどのよ

うに考えているんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 大矢公園の計画自体は、今は休止という取

り扱いでございます。 

 今、委員がおっしゃられるように、犬山線から新柳通にかけて、そしてア

ピタの周辺を含めたこの駅西地区の浸水対策という部分で、やはり方法はど

うあれ、地下調整池になるのかどうあれ、当然何かの方策は必要になると。 
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 大矢公園で今、昨年度の詳細設計で先ほど申しましたが、約６億7,000万

の地下調整池をつくった場合、費用がかかるという結果が出ておりますが、

その他で同じエリアの中で何かとれる方策はないかということで、現在コン

サルに対して代替方策の検討をさせていただいております。 

 大体、この駅西の地区がほかの公共施設がない関係もあって、ほかに考え

られる方法というのは、道路の中に入れる貯留管であったりというのが一般

的にまず一つの案として我々の中に浮かぶ方策なんですが、コストも含めた

全体的なトータルとしての検討を今させてもらった上で複数の案を提示して、

いずれある程度の方向性が出た段階で議会のほうにはまた改めて御説明のほ

うはさせていただく予定でおりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） 非常にちょっとわかりにくい内容なので、ちょっと

整理させていただきたいんですけど、その大矢公園の調整池を基本設計する

とき、平成26年に基本設計を委託されました。そのときに750万ほどで委託

されているんですけれども、大矢公園に貯留池をつくる計画をするときに当

然地盤の調査もやっているはずだし、そのときに仮設もやって、どういう仮

設でやって、どういう工法でやれば金額が幾らかかるかという基本設計をや

っているわけですね。その基本設計に基づいて算出したのが４億ぐらいかか

るだろうというお話で、それに基づいて実施設計をされているということだ

と思うんですね。 

 だから、基本設計で計画したものというのは、本来実施されるべき内容だ

と思うんですね。それが実施設計の段階で６億7,000万になったというその

理由、その経緯がよくわからないので、わかりやすく説明してください。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今おっしゃられますように26年度に基本設

計を行っています。その際に、まず基本的な構造を、その部分について一般

的にある場所打ちコンクリート、それとプラスチック型の製品調整池、それ

とＰＣのもの、これが一般的な方法でございます。 

 それで、今言われるようにボーリング調査もしてございますが、大矢公園

では2,250トンの調整池を47計画と言われる雨水整備計画の中で計画をして

ございますので、その中で公園内に設けた場合の仮設、それとボーリングの

深度も含めて、おおむね10メートルぐらいのボーリング調査を行えば大丈夫

だろうという当時の結論でございました。 

 その後、公園の上部の遊具なり、その他の公園施設の配置状況等も含めて、

いかにコストペイを図ってやればいいのかという中で、公園の平場が東半面

ぐらいのところにございますが、できるだけそこを中心としてやろうという

ことで、その西側にあと築山がございまして、そういった後の上載荷重であ
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ったり、そういったものも含めた中でできるだけ東半面のところでコストを

抑えた計画ができんかということで、詳細設計の中で再度検討させてもらっ

た中で、若干基本設計をやった当時よりも構造物本体の深さをちょっと深く

してつくれば、公園の利用も含めた部分で何とかいけるんじゃないかという

ことでございました。 

 そのところで、仮設工法の検討をした中で、確かに基本設計のときはシー

トパイルでの仮設でございましたが、改めて構造計算等をした中で、仮設の

鋼材とかそういった部分での費用の上積みというか、仮設のプラスアルファ

の部分が今回の事業費がかさんだ一番の原因となってございます。少しわか

りづらいでしょうか。 

◎委員（鈴木麻住君） 基本設計と実施設計のところで内容を変えたから、

その分費用がかさんだという答弁だったような気がするんですけど、基本設

計どおりやればそのままいけたという解釈なんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 基本設計と実施設計との違いという部分で、

基本設計のときはそこまで細部のといいますか。ちょっとこれは語弊がある

かもしれませんが、その周辺に与える影響とか土圧とか、そういったものの

詳細な検討までは実際は行ってございません。一般的なこれだけの容量の調

整池をつくる場合についての標準的な構造物を設置する場合の費用と、それ

と仮設の一般的な費用というような積み上げで、基本の場合は行うのが一般

的というふうに解釈しております。 

◎委員（鈴木麻住君） 今の答弁だと、基本設計の仮設計画と、実施設計の

段階で検討し直した段階で、仮設計画がまずかったということで、見直した

段階で金額がふえたと。結果的に実施設計は全部終えて、完了したというこ

とですね。それが今、要するに基本設計も終わって実施設計も終わった段階

で計画休止ということは、全て無駄になったということになるんですけれど

も、途中で検討し直すとか、何かそういう方法ってなかったんでしょうか。 

◎建設部長（西垣正則君） 今、無駄になったかということなんですけど、

いろいろ今、総合的にほかの対案がないかということでコンサルのほうでや

っています。最終的に今言った大矢に６億7,000万かけてやる方法しかない

ということになれば、今の実施設計をそのままやるということ。 

 あと役所の財政全体を考えて、そこに６億7,000万投じられるかどうかと

いうところは別におきまして、それより先に優先するところも今出てきてい

ますので、そちらをまず進めようということで今休止にしているということ

でございます。 

◎委員（大野慎治君） ちょっと論点を変えまして、大矢公園の詳細設計は
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連続で詳細設計から建設に入るので、防災安全交付金としてまず詳細設計と

して930万円入っていると市のホームページに載っておりましたが、それは

間違いないでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 昨年度の業務に対する補助金は入っていま

す。 

◎委員（大野慎治君） 本来だったら、設計から一旦あくときは交付金はも

らわないんですよ。当然連続でやっていくから交付金という形だと僕は思っ

ています。もともと事業計画がそうなって、国に申請していますから。 

 例えば、今後中止、違う代替案になった場合、この930万の交付金は返還

しなければならないと私は思いますが、いかがでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） ここまでの経過の中で詳細設計を行う中で、

事業費がおおむね固まってきた段階で県のほうにも確認をしております。事

業を本来、翌年度やる予定であったものを少し先延ばしになるかもしれない

という前提で確認を行ったところ、詳細設計は業務として完結をしているも

のだから、昨年度の段階で返還の手続は不要だということは聞いております。 

 今後、実際の整備事業を行う、行わないの中で、そのときに最終的に国の

ほうの判断から仮に実施しないという判断に立ち返った場合、実施設計の補

助金を受けた部分を返還ということになれば、それは返還に応じなければな

らないというふうには考えております。 

◎委員（大野慎治君） トータルで基本設計、下水道法事業の計画変更の認

可許可申請書作成委託料、そして詳細設計、全体で2,953万8,000円かかって

いるんです。この事業に、もう既に。 

 結果的に安価な代替案があるかもしれません、ひょっとしたら。でも、事

業にもともと立ち返ると、もっといい案があるんだったら基本設計が終わっ

た段階とか基本設計に入る前に、もう一回事業を総合的に見直すんじゃない

のかと。これがもし今見つかるんだったら、僕も先ほど言いましたが、新柳

通の都市下水道につなぐような代替案とかがあるのなら、もともと原点に立

ち返ったときにそういう安価な方法を選択するという方法を選ぶべきじゃな

いかと僕は思うんですね。 

 違う方法かもしれません、結果的には。僕が今勝手に言っていることです

ので。そういうときは、もう一回この事業を岩倉市下水道雨水整備計画に基

づいて、大矢公園もここに書いてありますから、2,250トンと書いてあるか

らそのまま進めていったというよりも、一回立ち返ってもう一回計画を見直

すということは考えなかったのかと、その辺のところのことは、今見直して

いますが、どうしてそのときに考えなかったのか、もう一回お聞かせくださ
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い。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 一昨年、26年度の段階で基本設計の業務を

行って、その当時は約４億3,000万か4,000万だったと思いますが、そのぐら

いの概算事業費が出ておりました。それで、27年度に今度前向きに進めると

いうことで法手続の業務も出しております。そして、28年度にそれを受けた、

今度は実際事業化に向けた詳細設計の業務を発注しております。 

 この事業費が高騰するというのは、28年度の契約の業務を進める中で、夏

過ぎのころにそういった話がちょうど出てきた状況でございます。その段階

で、契約している業務を一旦白紙に戻して見直すのかという今御質問かなあ

というふうには受けとめますが、高騰した事業費を、それに従って大矢公園

でやるのかやらないのか、ゴーサインを出すのか、ここはやめて本当に別の

方策はないのか再検討するのかというのは、先ほど部長も申しましたように

財政的な面も含めた次の検討かなあというふうには思っています。 

 まずもって、大矢公園での整備費が最終的にどれだけの事業費になるかと

いうのは、28年度の本当に末にやっと、先ほど申しました約６億7,000万と

いう事業費が本当に細かく精査する中でそれだけの数字まで絞り込んできた

わけなんですが、業務を行っている年度途中の中で若干上がるだろうという

ところまでは、コンサルからの報告を受けてわかっておったんですが、じゃ

あ幾らになるんだというのはその段階でわかっていないもんですから、やは

りそこからコストも含めた全体を絞り込む作業も当然我々の責任の中でやっ

ておりまして、その結果が28年度末に出た６億7,000万というところで今落

ちついたわけでございますが、途中での見直しなり一旦白紙に戻してという

のは、白紙というのは、まず業務の内容は、こちらが目的として発注した業

務が28年度分として適正に進められていた以上は、まずもっては成果までを

求めるというのはその年の業務であったというふうに私は考えております。 

◎委員（大野慎治君） もともと基本設計も詳細設計も日本上下水道、今は

ＮＪＳさんですが、同じ会社なんですね。同じ会社が請け負って大きく方針

が変わるということは、基本的にはないと思っているんです。基本設計と詳

細設計が違う会社がとった場合は、そういったことはまれにありますが、基

本的には基本設計の段階でそういった危険なところは検討しておくのが大手

コンサルの仕事です。もともと仕事だし、行政マンもそれに対してちゃんと

注視していくというのが総額の事業計画を立てていく最初の段階ですので、

そこが仕事なんですね。お互い、行政も大手コンサルも。それをやっていな

いということなんです、結果的に。 

 詳細設計で変わりましたなんていうのは、普通は大手コンサルではないし、



４２ 

何を見ていたのか僕にもよくわかりませんが、結果的に同じ会社がとったこ

とによって、今回詳細設計まで受けたということで、詳細設計後、不誠実な

行為で指名停止とかしたんでしょうか。コンサルさんに対して責任をとらせ

るということで。 

◎建設部長（西垣正則君） 指名停止は行っておりません。 

◎委員（鈴木麻住君） 今、計画と基本設計と実施設計が同じコンサルＮＪ

Ｓで、コンサルの責任というのはどういうふうに捉えていますか。責任があ

ると考えているのか、それは全然コンサルの責任はないと考えているのか。 

◎建設部長（西垣正則君） 何回も言いますけれども、コンサルの責任もあ

るし、岩倉市の上下水道部、私も含めて責任はあると思っています。 

〔「コンサルの責任って、どのぐらいの重さですか」と呼ぶ者あり〕 

◎建設部長（西垣正則君） どのぐらいの重さというのはなかなか尺度がわ

かりませんけれども、８割９割はやっぱりコンサルかなあと。岩倉市で自前

でそういう検討ができないので、そういう専門の知識を持ったコンサルに委

託しているというのも事実だもんですから、そういう面ではやはりコンサル

に頼っている部分が多くて、成果品のチェックといいますか、そういうとこ

ろがやはり少し手薄だったのかなあというのは、今結果から見てそう思いま

す。 

 先ほど、基本設計から実施設計に移る際の話なんですけど、普通は一般の

仕事でいうと業者さんに見積もりを頼みますよね、幾らぐらいかかるか。そ

れが大体基本設計かなというふうに私は思っています。それが４億4,000万

とかそれぐらいだと、当初の47計画の中の数字と大分近い数字だったもんで

すから、当初どおりの予定でいけるなということで実施設計を出したわけで

す、実際はね。結果こういうふうになりましたけれども、業者のほうには仕

事に対して責任をどう思っているかとか、そういうところもきちっと記録は

つけていますので、今は代替案を検討しているというところでございます。 

 その結果を受けて、後々きちっと整理が、ＮＪＳ自身がしっかりやっても

らえば、ＮＪＳの責任はとれるのかなというふうには思っております。 

◎委員（大野慎治君） 代替案が示された後、大矢公園の調整池が縮小とか、

またほかの代替対策をとるとかいったときに、下水道法上の計画変更の認可

は必要であると考えていますか。 

◎建設部長（西垣正則君） 代替案の内容だと思います。例えば、集水の面

積だとかそういうところが変われば、やはり計画変更もあるかなというふう

に思います。 

 その辺のところは、実際違う工法になった場合は、改めてＮＪＳと、どこ
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までの仕事をＮＪＳの責任でやってもらうかだとか、どこから岩倉市のほう

の発注業務でやるかというところは、今後のＮＪＳの代替案の示し方次第だ

というふうに思います。 

◎委員（大野慎治君） そうはいっても、最終的には設計しなきゃいけない

ですね、代替案にしても。設計には発注しなきゃいけませんよ、それは請負

ですから。そうはいっても下水道法上の計画変更の申請も委託されているん

ですね、当然委託されています。お金は発生するんです、当然。 

 それは全部業者の負担というわけでもないと思うんです、行政責任もある

と言っているんだから。それを全部押しつけるんですか。計画変更の設計が

全部無料でやるんですか。 

◎建設部長（西垣正則君） ４億4,000万が最終的に６億7,000万の設計にな

りましたよというところだもんですから、そこのところだけだと思います。

岩倉市がもう一回実施設計をやり直して最終的に６億7,000万ということに

なって、この工事を費用対効果も見込んできちっとやれば、浸水対策６億

7,000万つぎ込んでもきちっとした浸水対策になるということの判断ができ

れば、最終的にそれも発注というふうになると思います。 

 何回も繰り返しになりますけど、その代替案というのがどの程度の費用で

できるかというところもまだ不明ですし、代替案を検討した結果、やっぱり

この地域の状況を見ると、大矢公園の中に地下貯留池の方法がやっぱり一番

安価であるというふうに最終的になれば、今の実施設計を施工するかしない

かというのは、また市のほうできちっと最終判断をしなきゃいけないという

ふうに思っています。 

 まだ、その代替案がどうなるかというところがわからない段階だもんです

から、そこはまた認可変更をやるかとか実施設計をもう一回やるか、そこの

費用をどうするかというところについては、まだそこまでＮＪＳとは話をし

ていません。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと専門的なやりとりでわかりにくいところも

いっぱいあって、ただ、これは認定にかかわる問題だというふうに思ってい

るもんですから少しお聞きしますけど、最初の工法として考えたシートパイ

ルというものについては、さっき大野議員がおっしゃったようにそういう住

宅が密集しているところとかでやると、要するに地盤沈下とかが起こって周

辺に迷惑がかかるということが予想される工法だというふうに聞くわけです

けど、その辺の判断というのは当初どうだったんでしょうかね。 

◎上下水道課長（松永久夫君）  基本設計の際は、計画として見ていた
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2,250トンの構造物を公園の地下に埋め込むに当たって、一般論の仮設とし

てシートパイルで対応が可能だという部分で進めてきたものでございます。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 難しくて、今頭が痛いんですけど、先ほど国からの

交付金でもらっている930万は、県に相談したら返還の手続は不要だと言わ

れたということだったんですが、また新たに工法をこれからしていくという

ときに、再度国からの交付金というのはいただけるのでしょうか。 

 １回このようにいただいて返還しなくていいというところで、こちら側の

問題でやれていない中で、新たにまた設計してやっていく場合、もちろん国

や県からの交付金がないと難しい大きな金額だと思うんですが、そこら辺は

どうなんですか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 昨年度の実施設計に対しては、国の交付金

が充当されています。今の御質問の中で、再度別の工法というようなことか

なあというふうに思うんですけど、今おっしゃられるのは。まずもっては、

別の工法での設計のやり直しを想定したそういう協議は県とは行っていませ

ん。まずもっては、昨年度行った実施設計に基づいて、工事の発注時期が少

し未定になったけどという、そういう相談はさせてもらっています。そうし

た中で、交付決定を受けている業務に対する交付金は、それは受けて、返還

の対象とする必要はないという返事はいただいています。 

 仮定の話にどういうふうに答えていいのか、ちょっとよくわからないんで

すが、今仕上がっている設計を一旦破棄して、また別の工法でこの駅西地区

の設計をというようなことであれば、今我々の立場からいえば、大矢公園を

全く白紙というふうには考えてございませんので、そういった御質問にはな

かなかお答えがしづらいなあと。 

 実施設計を同じ地区でという話になると、多分その分については単費にな

るのではないかなというふうには考えていますが、そこははっきりした答え

ではないというしか、ちょっとそういう答弁になります。 

◎委員（木村冬樹君） もう一回、僕の質問はシートパイルという工法が可

能だったと当初は思っていたということですが、今、大野委員の言い方だと、

クローズ型の調整池をつくるには、必ずこれは深くつくらなきゃいけなくな

るということの予想というのはどうだったんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 先ほども少しお答えしましたが、公園全体

を使った調整池の設け方、それと、例えば半面の部分に埋め込む方式とかい

ろいろあると思います。全体を使えば、仮に2,250の容量を入れれば当然浅

いものになると思います。そうすると、仮設についても費用的には随分抑え
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られた費用になると思います。 

 先ほども申しましたが、公園の利用、それと工事期間中の閉鎖期間等々を

含め、かつ後の公園の設備とか復旧費とか、そういったものを全体的に見た

場合に、公園全てを使ってやるよりも、一部を利用した形のほうがトータル

コストも含めますとそちらのほうが低くなったこともあって、仮設工法が先

ほど申しましたように、構造物を設ける場合、一般論としてシートパイルを

使うんですが、最終的に公園のどの部分にこの容量のものをおさめるかとい

う部分で仮設の工法の変更というものが発生してきて、工法の仕方としては、

この庁舎の地下駐車場の部分でも使われた、一般的に、ちょっと専門的な用

語になってしまいますが、ドリルオーガーで攪拌して、そこにコンクリート

系のものを入れて、それで硬化させた連続壁をつくるような方式で今は見て

ございます。その周囲は連続壁をつくって、あと鉄骨で構台を組んだりとい

うような仮設が出てくる関係で、構造物本体の値段としてはそんなに変動は

していないんですが、そういった意味でいうと仮設が基本設計当時よりかは

トータルで２億3,000万ほど上がってしまったということになってございま

す。 

◎委員（鈴木麻住君） 今の説明をお聞きしまして、要するに基本設計の段

階と実施設計の段階は何も変わっていないと、仮設だけが変わったというお

話でよろしいですよね。 

 そうなると、基本設計の段階で今10メートルの地盤調査をされて、その地

盤調査に基づいて仮設を計画しているはずなんですね。何のためにやってい

るかといったら、それをするために、仮設計画のために調査をしている。実

施設計の段階で、今連壁というんですけど、コンクリートで壁をつくるんで

す。シートパイルは弱いので、ある程度深く掘るとコンクリートで壁をつく

っておかないともたないというような工法に変えたと。 

 それはＮＪＳさんの実施設計の中で、これは危ないから変えたほうがいい

よという多分提案だったと思うんですけれども、それは一定評価できるんで

すけれども、その段階で当然コストがばーんと上がったということだと思う

んですよね。４億が６億7,000万と。仮設にかかる費用がそれだけ上がった

という段階で、ちょっと踏みとどまるべきだったんじゃないかなと。私はや

っぱりＮＪＳのミス、基本設計の段階で、本来はそれをきちっとしておかな

きゃいけなかった。我々もずうっと基本設計、実施設計とやってきています

けど、そんなに変えたら話がおかしくなるんで、基本設計の段階である程度

見積もりをしたら、そのまま実施設計にいけるような、この間のわかりやす

い例でいうと国立競技場が、要するに最初の予算からとんでもない予算に、
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3,500億とかいう費用になって見直しという。あれも実施設計の段階で見直

しをしているんですね。だから、白紙に戻して設計をやり直しているという。 

 あれは誰が責任をとったかという問題はありますけれども、だから、基本

設計って何なのといったら、実施設計のための基本設計だから、そこで予算

をとって、その予算で実施設計して工事をしていくというための基本設計だ

から、基本的には僕は市の問題じゃなくてＮＪＳの基本設計が悪かったとい

うことをもっと追求していかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんで

すけど。 

 だから、今何もそういうペナルティーは科していないというお話ですけど、

今後科していくのか、その辺の、部長が今、７割８割はＮＪＳが悪いと、コ

ンサルが悪いと。その辺のことを今後どう考えていくのかお聞かせください。 

◎建設部長（西垣正則君） 繰り返しになって本当に申しわけないんですけ

ど、基本設計のときに、そのときに例えば６億、７億かかるという話だと、

やっぱりそこでとまります。だけど、４億4,000万という数字が出ているの

で、確かに安くはないけれども駅西の浸水対策のためにはやむを得んなとい

うことで、つくろうという市の判断で発注してきたわけなもんですから、こ

の６億7,000万というのは、今代替案をやらせていますけれども、最終的に

は、多分今の６億7,000万より安くなるような方法は僕はないというふうに

思っています、正直。 

 そういうスペースもないですし、先ほど課長が言ったように道路の下に貯

留管を設けるような方法も名古屋市や大都市なんかではやっていますけど、

岩倉ではもっと多分コストもかかるし、中途半端な大きさになると思います

ので、そういう方法も多分だめだろうなというふうに思いますので、最終的

に、例えば６億7,000万の今つくってある実施設計をいつの段階で岩倉市が

実施するのか、しないのかというところは、今本当に検討中というところな

んです。 

 ＮＪＳの責任の話が今出ていますけれども、ＮＪＳの責任として、やっぱ

り基本設計と実施設計がこんなに違うというのは当然ＮＪＳの責任があるわ

けなので、ひょっとしたら４億4,000万に極力近いような方法がやっぱりあ

るんじゃないかということは、やっぱりＮＪＳの責任で一回調べろというふ

うには僕は言いました。なので、今そこは、47計画もＮＪＳがつくっていま

すので、岩倉市の排水路の状況は十分周知していますし、岩倉市全体の中か

らのエリアというところも十分わかっていますので、そういう面から多分き

ちっとやってくれるということで、今その状況を見ています。 

 処分については、昨年こういう事実が発覚したときにやるならきちっとや
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っています。ただ、そういうことなもんですから、もう少し様子を見るため

に今は処分をしていないということです。今後も、今きちっと誠意を持って

対応していただいているので、指名審で最終的には決めるんですけど、私と

しては処分は改めてする必要はないのかなというふうに今は思っています。

私個人の考えです。 

◎委員（宮川 隆君） 済みません、素人なんであれなんですけれども、基

本設計のときに2,250トンの容量のものをつくりましょう、そこで基本設計

が発注されたわけですよね。実施設計のときに、結局築山だとかそういうも

のがあるから、開口部が小さくなる、開口部が小さくなった上で容量を同じ

ものをつくろうと思ったら、当然深度を下げざるを得ない。これは単純な計

算でわかる話ですよね。築山の部分を外せと言ったのがどこなのかというの

が、まずあると思うんですね。 

 もう一点は、基本設計のときと実施設計のときに公園の遊具等の配置が変

わったわけでもなく、周りのマンション群の位置が変わったわけでもない、

要は置かれている状況が全く同じ段階で、条件が変わってきてしまった。そ

の結果、４億が６億7,000万になってしまったというわけだと思うんです。

最初から条件が、基本設計のときに築山を外せと言って、開口部はこれだけ

ですよというのが示されていたのかどうなのかというのがかなり大きなとこ

ろになると思うんですけれども、その辺はどういう段階でどういうような指

令が出されたんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、宮川委員の御質問の中で、基本設計の

中で大矢公園に2,250トンをつくるんだという御意見でしたが、もともと47

計画という岩倉市の雨水整備計画というのがございまして、その中で概要か

ら御説明申しますと、この駅西地区、犬山線から新柳通、それとバス通りか

ら南のアピタの周辺は、大雨が降ると特にアピタの南北の一角が必ず道路冠

水したりという、いわゆる浸水の常習地区だと。47計画の中で、この部分を

どう対応していくんだという話の中で、この駅西の地区、新堀の水系の流域

の中で対応するには、この地域にそれなりの施設をつくらなきゃいかんと。

その中でその容量については、2,250という数字が出ています、47計画の段

階で。 

 それに基づいて、これまでも南小学校であったり北小学校であったりの、

それぞれ定められた調整池をこれまで整備してきたわけですが、それで大矢

公園に至っては、その計画に基づいた2,250トンの調整池を設けるための基

本設計を平成26年度に発注を行って業務を進めてまいりました。 

 ちょっと先ほど私の説明が少し悪かったんですが、現在、皆さん大矢公園
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の状況を見ていただくと、真ん中よりやや西のあたりに大きな築山があって、

一番西の道路寄りにトイレ、それから北側のあたりに藤棚とあずまや、そう

いった施設、まず固着物といいますか、できるだけ動かしたくない、そうい

う施設がございます。そういったものを避けて公園の中でのレイアウトをい

ろいろなパターンで検討をさせていただきました。そして、冒頭申しました

ように現在の公園の状況を見ると、真ん中よりもやや東のあたりが平場のよ

うな形になっているもんですから、まずもってはそのあたりでできないかと

いう検討。それと、2,250トンをどういうふうに配置していくパターンを、

全体を使っておさめるパターン、それと半面で使っていくパターン、そうい

ったものを複数検討した中で、約半面ぐらいのところにおさめる形の方針が

決定されまして、それで進めてきた成果が基本設計の成果として約４億

4,000万という形になってきております。 

 ちょっと繰り返しになってしまいますが、基本設計というのは、先ほども

申しましたが、まずもってはこういった構造物をつくるに当たって、一般論

として仮設も含めて大体どれぐらいかかるというのが、まず基本設計の業務

だというふうに考えています。いろいろ今、意見として出てございますが、

仮設の見方が甘かったんじゃないかとかいろいろお話があって、実施設計で

出てきた２億3,000万ほどの差が、もっと早い基本設計の段階でわかってい

るのが本来じゃないかというような御意見がございましたが、一般論として

基本設計の業務というのは、繰り返しになりますが、まずもってはこういっ

たものをつくるに当たって、過去の全国的につくられた事例から１立米当た

り幾らとか、大体そんなような概算で調べてくるのが一般でございます。 

 それから、詳細設計を行う中でここまで大きく変わったというのは、確か

に言われるように市街地の中、公園の周辺ではやっぱり住宅なりマンション

なりが密集している中での工事ということで、もっと仮設に配慮をすべきだ

ったんじゃないかというような御意見が出るかもしれません。構造物を最終

的におさめる場所によって、構造物の深度、深さによって仮設のほうも当然

変わりますので、その中で土圧計算なり、いろいろな安全的な計算を行う中

で、シートパイルという工法よりも連続壁で公園の工事のエリアの周りを囲

って、その中で作業を行うのが一番周辺に与える影響も少ないだろうという

ふうに出てきたのが、昨年の業務でございました。それが、基本設計からい

くと約２億3,000万の差が出てきたというような状況でございます。 

◎委員（宮川 隆君） ということは、基本設計の段階で築山だとか藤棚と

かは外したところの面積のところで、2,250トンの構造物をつくるというの

が基本設計のときの一定の条件だったということなんですか。 
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◎上下水道課長（松永久夫君） 一定の条件といいますか、築山もかけた場

合というのは当然検討もしています。最終的に築山を除いた位置で設けると

いう方針が決まったということです。 

◎委員（宮川 隆君） それは基本設計の前なんですか、後なんですか、そ

の方針が決まったというのは。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 基本設計の業務の中でございます。 

◎委員（宮川 隆君） もう一点確認したいんですけれども、私の中学校レ

ベルの知能でいうと、一定の容量のものをつくろうと思うと、面積が一定で

あればあとは高さの問題になると思うんですね。ということは、一定の開口

部が限定されているのであれば、あとはもう深度を変えるしかないというふ

うに単純に僕は思ったんです。要は強度を上げるために値段が上がってしま

ったというのは、深さを深く掘るために、強度を上げるために高くなってし

まったと。 

 でも、設計の段階で現地を見れば周りがどういう状況かというのは大体わ

かると思いますし、当然ボーリングもしているから地質がどうかというのも

もうその時点でわかっていると思うんですよね。ですから、仮に設計された

方がもらった条件で、本社の机の上だけで設計したのであれば、それはそれ

でまた問題があるでしょうし、現地を見てなおかつ基本設計と詳細設計の差

異が出てくるというのも、何かいまいち腑に落ちないような気がするんです

けど、その辺の違いというのはどこで発生してしまったんでしょうか。 

◎建設部長（西垣正則君） 本来は、つくろうかなと思えば最初から実施設

計ということで、基本設計を省いてやる方法もあるんですけど、だけどやっ

ぱりこういう大きな構造物で、費用も相当かかるということであれば、本当

に今47計画にある構造物が大矢公園の中に大体幾らでできますかというのは、

公園のどの位置につくろう、例えばコンクリートの２次製品、現場打ちのコ

ンクリート、それから先ほど言いましたプラスチックの製品もありますので、

周りの状況だとかいろいろそういうものを総合的に考えて、この工法が一番

ベターで、工費もこれぐらいかかりますというのが基本設計です。 

 今回、結論から言いますと、基本設計の見込みが甘かったというのはやっ

ぱり事実なもんですから、その土質の分析も悪かったですし、実施設計の段

階で基本設計のとおりにはやっぱりまずいですよというようなことが向こう

のほうから申し出がありましたので、それは誰の責任だということで当然言

ったわけですけど、実質大矢にあの規模の構造物をつくろうと思えば６億

7,000万かかりますよという最終的な結論になりましたので、そこで岩倉市

がそれを執行するか、しないかというのは今後もう少し検討して、代替案が
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もしあればもっと公園に負荷をかけない、近隣に負荷をかけないような、多

少１割、２割また工法の値段が上がるかもわかりませんけど、もっといい工

法があるかもわかりませんし、そういうところも総合的に考えて、大矢に貯

留池をつくる、つくらんは、ちょっとまだ今の段階では決めていないという

ことなんです。 

◎委員（大野慎治君） 基本的に調整池を大矢公園の東側につくる、そうす

ると西側は作業ヤードなんです。あんな近隣のところで道路を占用して工事

なんかできませんので、もともとが作業ヤードにしなきゃいけないんです。

大きな重機も入れなきゃいけない。そういったところを考えれば、もともと

が作業ヤードなんだから、公園で施工するときは半分は作業ヤード、どこの

調整池を見てもちゃんとなっていますよ。 

 作業ヤードにしないという考え方がもともとおかしくて、一旦大矢公園を

閉園して、遊具があるところも全部取って作業ヤードにしないと、どこで作

業をするんですか。どこで重機を入れるんですか、道路占用して入れるんで

すか、あんな住宅密集地のところを。そんなことはあり得ないんです。 

 もともとの考え方からすると、基本設計の段階で当然コンサルさんはそう

いうことを考えています。なぜ築山がどうのこうのという話になるんでしょ

うか。僕には一切理解できません。僕もいろんな現場を見に行きましたので、

建設会社に勤めていた関係上。そういったことは近隣市町でも行われていた

ものを見れば、結果的にそうなるというのはわかっていたんじゃないでしょ

うか。というか、僕が知っている行政マンの方はみんな知っています。それ

はちょっと確認だけはとってもらうというのは必要だったんじゃないでしょ

うか。そこの部分が僕は行政責任だと思います。どうやって施工しましたか、

どうやってやりましたかというのは、確認するのが行政の仕事だと思います。

それを怠ったということが、僕はちょっと責任が重いんじゃないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

◎建設部長（西垣正則君） 今、大野委員からそういうお話がありましたけ

れども、住宅密集地で家もたくさんありますし、やっぱり公園を１年本当に

使えないという状況も、工事に迷惑をかけるのも当然ありますけれども、そ

ういう面からも、少しでも公園の遊具だとか半分でも使えれば、そういう工

法はないかということで検討させてもらっています。 

 道路については、少し覚えがはっきりしていませんけど、クレーンとか一

時的に物を入れたりするときはやっぱり道路占用なんかも当然やっています

けれども、今の６億7,000万の実施設計の中身も、例えばトイレですとか一

部遊具のあるようなところは一般に開放できるような形で、設計のほうをさ
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せていただいています。 

◎委員（大野慎治君） トイレは囲えば何とかなるかもしれませんが、遊具

のところは工事の隣接地域でそういう大型機械を使うときに、子どもの安全

のために僕たちはそんなことはしません、安全管理が第一ですから。 

 そんな安全管理を、ちょっとあり得ないけど、子どもたちの安全やそんな

ことは当たり前のことで、もともと狭い公園の中でどのように工事をするか

というのは、僕の経験上あり得ないと思うんですが。 

◎建設部長（西垣正則君） 大野委員さんは経験も豊富で、いろいろそうい

うことも言われますけれども、我々としては、工事の作業ヤードはきちっと

高いフェンスで囲いますし、隣接の土地に当然音とか振動は多少あるかと思

いますけれども、そういう頭上の危険だとかそういうものは絶対ないように

やっていますし、その辺は問題がないというふうに思っています。 

 なので、できるだけ、やっぱり公共の土地だもんですから、少しでも安全

にきちっと配慮をして市民の方に使っていただけるような場所が少しでもあ

れば、そうした工法も考えるのが当然だというふうに思って、そういう方針

で設計のほうを組んでいます。 

◎委員（大野慎治君） 最終的に６億7,000万の計画が、12月の段階では８

億2,100万の事業計画が全員協議会の中で示されています。どう変わったの

か僕たちにはわかりません。正直言って、６億7,000万にこの計画のまま変

わったのか、どのような形をとって、僕もちょっと最初のときに８億という、

そこまではかからないだろうと言って、今回ちょっと経験則で６億5,000万

から７億と言いましたが、たまたま当たっていましたが、基本的にどこをど

う見直したらこれが変わったのかというのが示されていないんですけど、い

かがでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今おっしゃられるように、途中段階で８億

というような数字も出ていた時期がございました。これは、まだ業務の途中

の中で、安全側という言い方が適切じゃないかもしれませんが、まだきちっ

とした数字の精査が完全に終わっていない中で、業務の途中段階での概算数

字ということでございます。 

◎建設部長（西垣正則君） ちょっと補足を。 

 その時点で、基本設計と実施設計がやっぱり明らかに仮設の関係が主で、

工事費に相当の開きがあるということがわかりましたので、それは庁内でも

市長のほうまできちっと話をして、今は一旦休止にしようということで決ま

った後で、全協のほうで報告をさせてもらいました。 

◎委員（相原俊一君） まるっきり私も素人なんですけど、この代案を発注
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しているのはＮＪＳですか。 

◎建設部長（西垣正則君） 発注はしていないんですが、ＮＪＳの責任にお

いて、例えば今６億7,000万という最終的に大矢の2,250トンの地下貯留の設

計ができあがっていますけれども、それにかわるもの、もしかしたら６億で

できる方法があるかもしれないですし、そういうところをもう一回行うよう

にというふうに指示をしているということです。 

◎委員（相原俊一君） そのタイムリミットは決められているんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、上下水道課のほうでＮＪＳと代替案に

ついての協議も、これまでに何回も今年度に入ってから重ねてまいりまして、

大体こういう方策ならというようなところまでは今出ていますので、多分年

内には遅くとも各委員の皆様には全協なりそういった場でまた御説明ができ

るのではないかなというふうには考えています。 

◎委員（塚本秋雄君） ちょっと角度を変えて聞きますけど、先ほどの大野

委員の関係と部長の答弁がありましたけど、指名停止のことなんですけれど

も、株式会社ＮＪＳについては指名停止していないと言っていましたけど、

岩倉市は過去に１回も指名停止したことはありませんか。 

◎建設部長（西垣正則君） ちょっと済みません、資料を持ってきていない

のでわかりませんが、たしか昨年の春だったと思いますけれども、関東のほ

うで偽計入札妨害か何か、ちょっと罪状は忘れましたけれどもＮＪＳが事件

を起こしまして、その関係で指名停止を行っています。 

◎委員（塚本秋雄君） そのとき、愛知県はどんな状況だったでしょうか。 

◎建設部長（西垣正則君） ちょっと行政課のほうに確認しまして、後から

答弁させていただきたいと思います。 

◎委員（塚本秋雄君） ちょっとその関連で聞きたいんだけれども、この詳

細設計委託料というのは、競争入札、１社随契。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 指名競争入札です。 

◎委員（塚本秋雄君） 行われた日にちはいつだったでしょうか。 

◎委員長（関戸郁文君） お諮りいたします。休憩を10分ほどとりたいです

が、いかがいたしましょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 異議なしと認めます。休憩を10分間とります。再

開は２時50分からです。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩を閉じ再開いたします。 

◎行政課長（中村定秋君） 指名停止の状況でございますけれども、千葉市
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が発注した工事で、ＮＪＳの社員らが公契約関係、競売入札妨害の容疑で逮

捕されたというところで、28年１月28日から28年４月27日までの３カ月間株

式会社ＮＪＳ名古屋総合事務所を指名停止にしているということでございま

す。 

 ほかにも、愛知県あるいは名古屋市においても指名停止をしておりますが、

それぞれ基準を持っていまして、愛知県は14カ月でしたけれども名古屋市は

３カ月というような状況も鑑みながら、あと国交省が３カ月ですね。ですの

で、岩倉市も岩倉市の基準に基づいて３カ月の指名停止にしたというところ

でございます。 

 契約日は、平成28年の６月６日でございます。 

◎委員（塚本秋雄君） そうすると、名古屋、国は外れておるかもしれんけ

ど、愛知県は指名停止期間中という解釈でよろしいですか。 

◎行政課長（中村定秋君） 愛知県においては、指名停止期間中ということ

です。 

◎委員長（関戸郁文君） その他質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

〔「休憩お願いします」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩をとります。３時10分まで休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 定刻となりましたので、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 当局から再度御説明があるということですので、その説明を許します。 

◎建設部長（西垣正則君） 何回も繰り返して申しわけございませんけれど

も、今回の決算の大矢公園調整池詳細設計委託料ということで1,911万6,000

円、この仕事については６億7,000万の事業費ということで、きちっと成果

品も上がっていることは御承知をまずいただきたいというふうに思います。 

 これが、当初基本計画の段階で相当工事費が上がっているということが事

実なものですから、そこのところについては発注先でありますＮＪＳの責任

も非常に大きいということで、市としては今後、６億7,000万よりもっと、

例えば安価で、同じ効果のある方法がないかということについて、今作業の

ほうをやらせていただいております。その結果なり途中経過につきましては、

改めて議会の皆さんに御報告をさせていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

◎委員長（関戸郁文君） それでは次に、議案に対する討論に入ります。 
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 討論はございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

◎委員（大野慎治君） 議案第60号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について」、反対の立場で討論します。 

 昨年の12月19日の全員協議会において、大矢公園調整池についての説明が

あり、基本設計の際には２億4,000万ほどの事業費の想定であったが、詳細

設計を進める中で約10億円を下回る事業費がかかることが判明し、再検討し

ても８億円強の事業費がかかることが説明されました。当委員会において、

最終的には６億7,000万の事業費がかかることも説明されています。 

 また、そのときの全員協議会の質疑の中で、設計会社が悪いのか、市役所

の担当者が悪いのか、どちらの責任が重いのかとの問いに対して、建設部長

から、両方あると思いますと当局の一定の責任を認めていました。当委員会

においても、８割９割コンサルが悪いといっても、当局の責任は一定あると

の趣旨の発言であったと思います。 

 現在、大矢公園調整池の事業が休止状況になっていますが、この事業には

平成26年度に基本設計750万6,000円、平成27年度に下水道法事業計画変更認

可等申請書作成委託料に291万6,000円、平成28年度に詳細設計1,911万6,000

円、３カ年で2,953万8,000円の事業費がかかっています。事業が正式に中止

または見直しになった場合、無駄となってしまった事業費に対しての責任が

明確になっていません。 

 さらに、平成28年度には大矢公園調整池詳細設計に防災安全交付金として

930万円が交付されているため、事業が中止になった場合には国庫に返還し

なければならない事態となった場合の責任が明確になっていません。 

 また、大矢公園調整池の休止・中止に伴う、市役所から駅西アピタ付近の

新堀用排水路関連の浸水対策は現在検討中であるため、市民の皆さん、議会

に対していまだ明確に示されていない状態であります。代替案が示され、結

果的に浸水対策事業費が安価となった場合においても、大矢公園調整池の基

本設計に入る前の段階で当局内で総合的かつ慎重に判断し、計画するべきも

のであったと考えます。 

 最終的に大矢公園調整池の基本設計、下水道事業計画変更認可等申請書作

成委託料、詳細設計は税金の無駄遣いになってしまう可能性が高いと判断し、

議案第60号には反対いたします。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論を終結し、暫時休憩いたします。 
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（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第60号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手少数であります。 

 採決の結果、議案第60号は賛成少数により認定しないものと決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第61号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

 決算書は379ページから404ページです。成果報告書は238ページ、239ペー

ジです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の386ページ、387ページの関係でまず１点。 

 介護保険料の収入未済額ということで、817万6,550円ということです。国

保や後期高齢だとか税だとかというところでは、この滞納分が少し減ってい

っているということでありますが、この介護保険の滞納繰越分がふえている

というところがすごく心配しているところです。本会議でも多少質疑をさせ

ていただきましたが、これについてのペナルティーが科されてくるというこ

とであります。 

 それで、こういった滞納者に対してどういう対応がとられているのかとい

うところで、平成27年度の厚生労働省の調査ですけど、全国では非常に滞納

がふえてきていて、一定滞納処分を行っているということも調査の中で出て

きているところであります。繰り返しになりますけど、滞納をしている方は

恐らく年金の額が少ないということで、普通徴収ということで大変財政的に

も厳しい人が含まれているのではないかというふうに思うわけですけど、こ

の介護保険における滞納繰り越しの岩倉市における状況というのはどういっ

た状況なんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 滞納者につきましては、やはり特別

徴収でいただいている、年金天引きからいただいている方につきましては

100％の収納を維持しておりますが、普通徴収としていただいている方につ

きましては、やはり年々、徴収業務は一定頑張っているところなんですが、
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ふえている現状がございます。その中で、一斉徴収等でお支払いがそれでも

できない方につきしては、一定処分という形で給付制限という形をとりまし

て、制限をしているところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 やはりこういうペナルティーがあるよということも含めて、きちんと伝え

ていくことが必要だというふうに思います。それでも払えないという人が恐

らくあるのかなというふうに思ったりもしますけど、本当にこういう介護保

険制度でいいのかというところを非常に考えるところであります。 

 担当課としては、国の制度のもとでペナルティーを科していかなければい

けないというところがあると思いますので、非常に苦しい立場だというふう

には思っておりますが、徴収業務において、やはりきちんと滞納者に説明を

していくという姿勢を貫いていただきたいというふうに思います。 

 次に、国庫補助金のうちの調整交付金ですが、これ非常にパーセンテージ

が岩倉市の場合は低くて、ずっとそういうふうで計画してきておりますが、

平成28年度の数値としては何％だったのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 財政調整交付金につきしては、市町

村ごとの介護保険財政の調整を行うため、国が全国ベースで給付率の５％相

当分を交付しているものでございます。岩倉市につきましては、平成28年度

は2.37％ということで、前年、平成27年度1.95％から見ますと、徐々に増加

傾向となっております。これは高齢化の進展に伴う交付率が徐々に高くなっ

ている状況であると考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 調整交付金についても、この間ずっと議論をしてき

ていますように、介護保険の国庫で見る割合が当初といろいろ制度が変わっ

てきていますので、パーセンテージが変わってきていますけど、当初は25％

国が見ると言っていて、そのうちの５％を調整交付金ということで増減され

ているということで、実質、岩倉市はその制度発足当時は多分20％ぐらいし

か国庫補助がない中で、徐々に調整交付金の中でふえてきている状況がある

というふうに思います。これも介護保険制度、国の制度としての大きな問題

点であるというふうに思っています。 

 次に、390ページ、391ページの繰入金であります。 

 介護給付費準備基金からの繰入金3,000万円ということであります。毎年

計画的に繰り入れをしているというふうに思いますが、この繰り入れという

ものの基準といいますか、どういうふうにして額を決めているのかというと

ころを教えていただきたいと思います。 
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◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 介護給付準備基金につきましては、

毎年度の剰余金を基金として積み立てを行っております。次期計画の介護保

険料の上昇を抑制するための取り崩しを行うためでございます。 

 崩し方につきましては、計画期間最終年度の基金残高を３年間の給付見込

みの上昇に合わせまして、３カ年に分けて取り崩しております。そのため、

昨年度につきましては、段階的にふえた中で3,000万円ということで決定さ

せていただきました。ちなみに、平成29年度につきましては、4,700万円を

予定しております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 本会議の議論もありましたように、介護サービス給付費の伸びが思ったよ

り少ないという状況が今生まれてきているというところで、そういった点で

いくと、この繰入金の繰り入れる額というのは、いろいろ検討が必要になっ

てくるのではないかなというふうに思います。 

 また、その一方では積立金のほうが、年度途中で行いますが、決算を受け

て、これは過去になく高額に積み立ててきているという状況もありますので、

第７期の介護保険料をどうしていくのかというところも含めて、十分な検討

をお願いしたいというふうに思います。 

 次に、歳出の方で396ページ、397ページの介護認定審査会費についてお聞

かせください。 

 介護認定審査会というのは、委員が報酬として２万2,000円の報酬の方と

１万9,000円の報酬の方ということで、２万2,000円の報酬の方が医師という

ことだというふうに思っています。それ以外の専門職の方が１万9,000円と

いう形だと思うんですが、この審査会の運営が２つの合議体でやっていると

いうことでありますが、出欠の状況を見ますと非常にばらつきがあって、ど

ういうふうに運営しているのかなというところが少しわからないところであ

ります。 

 例えば、医師の方がその月で１回ずつしか、例えば２回審査会が開かれて

も１回ずつの出席という人たちがいますので、そういったところで見るとち

ょっと参加がどうなのかなというふうに思ったりもするんですけど、実際の

この審査会の開催についてはどのような形で進められているのでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 審査会につきましては、２つの合議

体を設定いたしまして、その中で、１つの合議体につきましては委員数を７

人としております。その７人の委員のうち医師１人を含む６人以内で開催を

するものとしております。その中で委員長を１人置くということになってお

りまして、委員長につきましては、合議体を構成する委員の互選によって定
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めることとしております。その委員長につきましては、互選の中で通常医師

の方が委員長となっている状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） ということで、例えば、多分委員長とその代理者み

たいなものが決められて、１つの合議体にお医者さんが２人いるということ

で、１人お医者さんがおれば合議体として成り立つというふうで運営してい

るということで確認させていただいてよろしいでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） １つの合議体で、委員会につきまし

ては、医師につきましてはお１人の方の出席をいただいております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 非常に認定審査会の役割としては大きいというふうに思っていますので、

スムーズな運営をお願いしたいと思います。 

 もう一点、歳出全般にかかわることになってくるかと思いますけど、実は

398、399ページの一番上のほうにある委託料の訪問調査委託料というのがあ

って、それの証書類を見てみました。そうしますと、いわゆる市で調査がで

きない人たちをかわりに調査していただくというものだというふうに思いま

す。それで、こういったところを見ますと、委託先が株式会社が多いわけで

す。 

 それで、この際ですからお聞きしたいんですけど、岩倉市内の事業所でＮ

ＰＯだとか社会福祉法人、医療法人系といろいろあると思いますけど、株式

会社だとか有限会社とかいわゆる利益を目的にした会社というのは、どうい

う割合になっているのかなとちょっと思ったんですね。 

 今、介護保険というのは、社会保障の問題の中で初めてそういうところに

門戸を開いた保険制度だというふうに思ってますので、これから今後のとこ

ろでそういう福祉が金もうけの市場になっていくのではないかという懸念を

非常にするわけです。そういった中で、岩倉市内の事業所の中の株式会社等

の割合というのがどういうふうになっているのかという大まかな状況でいい

のですので、わかりましたらお聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 平成29年９月１日現在という状況で

ございますが、岩倉市の市内の介護保険事業所は全部で47事業所ございます。

その中で株式会社、有限会社、合同会社などを合わせまして21事業所、全体

でいうと44.6％ございます。ちなみに、社会福祉法人が13事業所、医療法人

が13事業所、こちら合わせて27.7％ずつという状況でございます。 

 近年は、やはり介護サービスの需要に合わせまして民間事業所による参入

が非常にふえているところでございます。市としましても、指定監督でござ

います地域密着型サービスにつきましては定期的に監査等行いまして、監督
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をしていきます。 

 なお、県におきましてもそういった実地指導等も行われるところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 予想はしていましたけど、半分近くがそういうところでサービスが提供さ

れているということで、心配されるのは、今、介護の質の問題、介護保険法

が通ってから20年ということで言われているのかな。そういう中で、自由診

療というか、自己負担分の中の自費分というのが非常に多くなってきている

というようなこともお聞きしていますし、質の点でも非常に問題が指摘され

るところもあります。時々事件が起こったりというようなことも聞いており

ます。 

 そういった中で、どういうことをやっていけばいいのかというのは難しい

ところではありますけど、自費で取る分というのは、市で規制したりとか指

導したりというのがなかなか難しい部分だというふうに思いますけど、例え

ば施設に入った場合なんかの室料だとか、食費の負担というのが一定基準は

ありますけど、それを超えてもいいというふうになってるものですから、そ

ういったところの規制というのはやっぱり市で一定設けて、きちっと指導し

ていただきたいなというふうに思いますけど、そういった点についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（丹羽真伸君） 介護保険の給付の適正化という観点

だと思いますが、介護保険の給付適正化につきましては、国保連合会から給

付の実績が毎月送付されてきます。その中で給付の適正に問題がある人、確

認をすべき人に対しましてはリストが出てきますので、その者について市の

ほうで確認を行いまして、適正化、確認等を行い、過去の申し立て等につな

げているところでございます。平成28年度につきましては、76件の申し立て

がございまして、効果額としまして32万8,378円が効果額として上がってお

ります。 

◎委員（木村冬樹君） 介護保険の中の適正化というのはもちろんやってい

ただきたいんですけど、要するに介護保険外の自己負担分というのがやっぱ

り、例えば株式会社の事業施設ですとこのぐらい取っているところがあるよ

だとか、そういう把握をしていただきたいというふうに思っています。保険

者としてね。 

 ですから、そういう調査などもぜひ進めていただいて、議会にも情報提供

していただきたいですし、我々も利用者の人たちなんかに聞くと、ここが施

設に入ったらすごく一気に負担が上がったというようなこともお聞きするわ
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けで、そういうことも把握しながら適正な運営をお願いしたいというふうに

思います。引き続きお願いして、私の質問を終わります。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第61号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第61号は全員賛成により原案のとおり認定するべきもの

と決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第62号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」を議題といたします。 

 決算書は405ページから420ページ、成果報告書は240ページです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 実は国保のときにお聞きしようと思ったのを忘れて

しまっていましたが、後期高齢者の分だけは聞いておこうと思って質疑させ

ていただきます。 

 後期高齢者医療制度のもとでの滞納に対するペナルティーの措置としての

短期保険証、あるいは資格証明証、こういったものの発行の市内の状況とい

うのはどうなっているのかお聞かせいただきたいと思います。直近でわかり

ましたらお願いします。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 直近の短期保険証の状況でございま

すが、短期保険証を交付させていただいている方は７名の方になります。ち
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なみに、資格証明証の交付はしておりません。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 短期保険証７人ですが、これは確実に短期保険証と

して手渡っているということで確認させていただいてよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） ７名の方のうち１名の方につきまし

ては、交付がまだ手渡しできていない状況でございます。何度か電話であっ

たり、訪問もさせていただいているんですが、なかなかお会いできず、訪問

した折には手紙なども置いたりして接触は図っているんですが、なかなかち

ょっとお会いできていない状況で現在来ております。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第62号「平成28年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第62号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第63号「平成28年度岩倉市上水道事業会計決算認定について」を議題

とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 決算書の12ページに概況ということで書かれていま
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す、総括事項ということで冒頭書かれている中で、有収率が前年度より0.03

ポイント増ということで、これは水源修繕が完了したことによるものだとい

うふうに、いろいろ資料を見るとなるわけですけど、この有収率をどういう

ふうに見ているのか、また漏水などの状況はどのようになっているのか、28

年度の実態をお聞かせいただきたいと思います。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 有収率の件でございますが、今、委

員がおっしゃられたとおり、27年度と比較して0.03％上昇ということで、

91.51％になっております。理由についても先ほどおっしゃられたとおり、

昨年度、東町水源でふぐあいがありましたので、その部分で復旧に使う揚水

試験で水量を多く使用していたということで、この東町水源についてはふぐ

あい解消しておりますので、若干ではございますが、有収率が上がったとい

うふうに考えております。 

 また、有収率が上がったり下がるというような主な原因としては、先ほど

言われました漏水というのがありますけれども、漏水は昨年度が39件、今年

度につきましても件数的には一緒で39件となっております。漏水につきまし

ては、水道管の経年劣化ですとか、道路工事の際に管を破損させてしまうと

いうことによって発生しますけれども、経年劣化に対応するために管の耐震

化計画というものも策定して、順次耐震性のあるものに取りかえて実施して

いるところです。 

 また、工事等による管の破損については、工事業者と事前に配管の位置な

どについて情報提供しているんですけれども、このあたりについても、未然

に防ぐことができるように、業者には注意喚起をしていきたいと考えており

ます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 引き続き、先ほど言ったのは前年度というのが27年度で、今年度というの

が28年度という意味ですね。 

 一応答えてもらおうかな。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） そのとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 漏水のチェック等大変だと思いますが、引き続きよ

ろしくお願いします。 

 あと、水道料金の収納の関係で、コンビニエンスストアでの収納、コンビ

ニ収納が増加しているというところでありますが、28年度の全体の中のコン

ビニ収納の割合というのは、どのような伸びなのか教えていただきたいと思

います。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） コンビニエンスストアでの納付につ
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きましては、全体の約11％を占めております。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 12ページの概況のところで、配水管の更新を目的に

10年間の事業計画である第４期配水管整備計画を作成しましたとありますが、

最近ちょっと見落としておりましたが、今後、そこの中には耐震化率の向上

も含まれていれば、今後の見通しについても教えてください。 

〔発言する者あり〕 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 配水管整備計画のほうですけれども、

こちら平成19年度に第３期配水管整備計画というものを策定したんですが、

これは10年間の計画ということで、新たに平成29年度から10年間の配水管整

備計画というものを策定しております。こちらでは、管路全体の耐震化率を

34.7％として、工事延長を約6.4キロというふうに定めております。当面は、

老朽化が進んでいる岩倉団地内というところを優先して整備していく予定と

しております。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ごめんなさいね。もう一個、水道料金の収納の関係

で、納付の関係でお聞きします。 

 先ほどコンビニ収納がふえて、11％がコンビニで収納されているというこ

とでありますが、口座振替の関係で、国保でも聞きましたけど、キャッシュ

カードによる口座振替受け付けサービスの水道料金における利用者というの

は、数がわかりましたら教えていただきたいんですけど。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 導入は平成28年４月１日から導入し

ております。28年度末現在で10人の申し込みの実績となっております。以上

です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 収納業務をジェネッツで、アイテックのあっちの水

道事業を民間委託して、平成20年からことしで10年だと思うんですが、民間

委託にしての現在の状況、課題など、どう見られているでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 民間委託している業務につきまして

は、検針徴収業務と配水等施設等運転管理業務の２つになります。こちらは

先ほどおっしゃられましたとおり、平成20年度から実施をしております。 

 検針徴収業務については、窓口業務ですとか検針業務においてこれまで大

きな問題というのは発生しておらず、夜間・休日訪問ですとか、市外転出者

に対する徴収の実施などにより収納率も上がってきております。 

 一方、配水等施設運転管理業務、こちらについては施設の適切な保守点検
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ですとか運転管理されておりますので、夜間・休日の緊急時における一時対

応においても迅速な対応がなされており、安全で良質な水道水の供給ができ

ておりますので、いずれの業務についても民間委託したことによって効果は

上がっているというふうに判断しております。 

 課題というところですけれども、検針徴収業務は収納率の問題というのが

上げられると思いますけれども、先ほども申し上げましたとおり収納率とい

うのは上がってきております。平成28年度、現年分でいいますと、平成27年

度より0.11ポイント上昇し、98.88％というふうになっております。今後も

収納率の向上に向けて委託業者と連携しながら取り組み続けていきます。 

 一方、配水等施設運転管理業務については、電気分野とか、専門的な知識

とか技術が必要なものですから、水道事業の職員がなかなか補える範囲が狭

いというようなことも上げられますけれども、月１回の打ち合わせでは問題

点を整理して情報共有するとともに、緊急時における機械の操作訓練という

のも実施していますので、こちらについても継続して取り組みを実施してま

いります。以上です。 

◎委員長（関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（関戸郁文君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 討論はないようですので、ここで暫時休憩いたし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて採決に入ります。 

 議案第63号「平成28年度岩倉市上水道事業会計決算認定について」、賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（関戸郁文君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第63号は全員賛成により原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（関戸郁文君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（関戸郁文君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 




